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第１ 請求の概要と受理 

 

１ 請求人 
 
 

 Ａ 
 
 

 Ｂ 
 
 

 Ｃ 
 
 

 Ｄ 
 
 

 Ｅ 
 
 

 Ｆ 
 
 

 Ｇ 
 
 

 Ｈ 
 
 

 Ｉ 
 
 

 Ｊ 
 
 

 Ｋ 
 
 

 Ｌ 
 
 

 Ｍ 

 

２ 請求書の提出 
 

平成 30年４月 27日 

 

３ 請求の概要 
 

請求人が提出した措置請求書は「別紙１―１」のとおりであり、その概要は次

のとおりである。なお、10ページ以降の「３―２ 項目別判断」において、次の

各請求項目における「返還請求の対象及び金額」並びに「請求人の主張要旨」を
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記載した。 
 

平成 28 年度政務活動費について、請求人の政務活動費検証の基準（①政党、

後援会、選挙活動等への利益誘導の要素を有しない、②主体性のある活動である、

③公私混同のない活動である、④コスト低減に徹した活動である及び⑤情報の開

示と説明責任、公金支出としての透明性が確保されていること）に基づき、会派

及び議員の支出状況の精査・検証を進めた結果、過去の検証結果と同様に、その

合理性・妥当性に疑問を持たざるを得ない使途が多数あることが判明した。 

このことから、措置請求書記載の会派及び議員の平成 28 年度政務活動費のう

ち、次の違法又は不当な支出（合計金額：1,238 万 1,387 円）について、当該会

派及び議員に対して速やかに返還を求めるよう杉並区長に勧告することを求め

る。 
 

（１） 調査研究費（視察先への土産代・オペラ鑑賞券購入費） 

（２） 研修費（研修参加費等・視察交通費等・研修会開催経費） 

（３） 広聴広報費（区政報告（区政報告会）及びホームページ関係経費） 

（４） 資料購入費（一般の資料購入費・所属政党発行の機関紙購入費） 

（５） 事務費（パソコン等の購入費、リース料、インターネット接続料等・区民

意見聴取時のお茶代・携帯電話代） 

（６） 事務所費（自宅兼用議員事務所の賃借料） 

（７） 人件費（政務活動補助職員賃金） 

 

４ 請求の受理 
 

本件監査請求については、平成 30年５月 11日の監査委員会議において、地方

自治法第 199条の２の規定に基づき、大和田伸監査委員及び増田裕一監査委員を

除斥とした後、監査委員２名（上原和義監査委員及び三浦仁監査委員）の合議

により、同法第 242条所定の要件を具備しているものと認め、受理することに決

定した。 

   なお、請求人には、同月 16日付けで文書によりこの旨を通知した。 
 

その後、同月 22 日の監査委員会議において、同法第 199 条の２の規定に基づ

き、同月 19 日に就任した内山忠明監査委員及び井口かづ子監査委員のうち、井

口かづ子監査委員を除斥とした。（大和田伸監査委員及び増田裕一監査委員は同

月 18日に退任） 
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第２ 監査の実施 

 

１ 証拠の提出及び陳述 
 

請求人に対して、地方自治法第 242 条第６項の規定に基づき、平成 30 年５月

28日に証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

請求人からは、追加の証拠資料（資料１「監査請求の継続について」、資料２

「平成 18～27 年度政務調査・活動費の監査請求に対する監査結果書に記載され

た監査基準及び監査委員の意見・要望等のまとめ」、資料３「かすみがうら市の住

民が訴えた「政務調査費交付取消しとその返還措置請求事件」の最高裁判決（平

成 22年３月 23日）」）（別紙１―２）が提出され、請求人 13名のうち４名から本

件監査請求に関する意見の陳述が行われた。 

 

２ 監査対象事項 
 

措置請求書記載の会派及び議員の平成28年度政務活動費のうち、請求人が違法

又は不当と主張する各支出について、違法又は不当の有無等を調査し、それらを

踏まえて監査結果を導くこととした。 

ただし、本件監査請求のうち、次の表に掲げるものについては、監査の対象外

（却下）とした。 
 

番号 区 分 返還請求の対象及び金額 

① 
政務活動費に計上されていな

い経費の返還を求める請求 

脇坂たつや議員の視察先への土産代

（1,028円） 

奥田雅子議員の視察先への土産代

（281円） 

そね文子議員の視察先への土産代

（281円） 

② 

政務活動費の計上額のうち、２

分の１を超える部分に相当す

る額の返還を求める請求にお

いて、当初から２分の１按分で

計上されているもの 

脇坂たつや議員の携帯電話代 

（2万 5,451円） 

③ 
本件監査請求後に返還された

経費の返還を求める請求 

小林ゆみ議員の通話用の携帯電話代 

（2万 832円） 

 

３ 対象部局とその抗弁要旨 
 

杉並区議会事務局（以下「区議会事務局」という。）及び杉並区総務部総務課

（以下「総務部総務課」という。）を本件監査の対象部局とし、抗弁書の提出を求

め、平成 30年５月 21日付けで抗弁書の提出を受けるとともに、区議会事務局に

ついては、同年５月 28日にその説明を聴取した。 
 

区議会事務局（区議会事務局長）の抗弁書（別紙２）及び総務部総務課（杉並

区長）の抗弁書（別紙３）の要旨は、次のとおりである。 
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３―１ 区議会事務局 
 

   区議会事務局（区議会事務局長）の抗弁書には、①政務活動費（旧政務調査

費）の法制化の経緯等、②政務活動費の交付に関する規定と交付手続、③収支

報告書等の提出に関する手続等、④政務活動費の執行に係る区議会議長等の役

割、⑤領収書その他の証拠書類の取扱い、⑥政務活動費の平成28年度の状況、

⑦請求人の主張に対する見解等及び⑧平成30年度からの取組について記載さ

れている。 

その主な内容は、次のとおりである。 
 

（１）政務活動費（旧政務調査費）の法制化の経緯等 

平成24年の地方自治法の一部改正により、政務調査費の名称が「政務活

動費」に、交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め

られ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることと

され、また、議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めることとされ

た。（平成25年３月１日施行） 

これを受け、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関

する条例」（以下「政務調査費条例」という。）の一部が改正され、政務活動

費を充てることができる経費の範囲が「調査研究、研修、広聴、広報、要請、

陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反

映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経

費」と定められ、別表において具体的な経費区分が定められた。 

また、議長は、収支報告書等関係書類について必要な調査を行うととも

に、使途の透明性の確保に努めるものとされた。 
 

（２）政務活動費の執行に係る議長の役割（議長の調査権に関する見解） 

政務活動費の支出に当たっては、第一義的には会派及び議員の自律的な

判断に委ねられるものと考えるが、平成24年の地方自治法の改正に伴い、

「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例」（以

下「政務活動費条例」という。）に、議長は政務活動費の使途の透明性の確

保に努める旨が明記されたことから、議長は、政務活動費の支出に使途制

限違反があることが収支報告書等の提出書類から疑われるような場合は、

当該会派及び議員に対して説明を求めるなど必要な調査を行い、使途の透

明性の確保に努めることが求められている。 
 

（３）請求人の主張に対する見解等 

政務活動とは、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、

陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反

映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動をいい、政

務活動費として支出するに当たっては、こうした活動に必要な経費の一部

として、政務活動費条例別表に規定する政務活動に要する経費（以下「政務

活動に要する経費」という。）及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政

務活動費の取扱いに関する規程」（以下「政務活動費規程」という。）別表に

規定する政務活動に要する経費細目（以下「政務活動に要する経費細目」と

いう。）の範囲内で支出することは当然である。 
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また、会派及び議員においては、その一部が公費として負担される以上、

コスト意識をもって活動を行う必要があり、当該経費の使途の透明性を確

保し、区民に対して説明責任を果たすことが求められていることは、十分

に認識している。 

しかし一方で、政務活動の対象は広範囲に及び、活動内容も多様である

ことから、「政務活動に要する経費」の支出については、会派及び議員の自

主性を尊重しつつ、使途に関する多くの部分について自律的判断に委ねら

れている。また、当該活動の一部に政務活動以外の活動が混在する場合、ど

の程度の割合が政務活動に当たるかといった判断についても、会派及び議

員の活動の実態に照らして自ら判断し、その判断は、説明責任を果たすこ

とを前提に尊重されるべきものと考える。 
 

その他、個別の請求項目等（①調査研究費及び研修費（視察関連費・研修

費、交通費、視察先の謝礼品）、②広聴広報費（区政報告・区政レポート等、

ホームページの運用管理等、区政報告会・区民懇談会等、茶菓代）、③資料

購入費（政党機関紙の購読等、計上年度）、④事務費（携帯電話代等）、⑤事

務所費、⑥人件費及び⑦その他（領収書の宛名、按分）に対する見解が記載

されている。 
 

（４）平成30年度からの取組 

政務活動費の適正な執行を確保するため、平成29年度の政務活動費調査

検討委員会での検討結果を受け、金券類により支出した経費に対しては政

務活動費を充てることができないものとすることやインターネット接続料

及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費の支出割合の上限を

２分の１（ただし、当該支出について合理的な説明ができる場合は、この限

りでない）とするなど、政務活動費規程の一部を改正した。 

今後は、これまで以上に区民の納得と信頼が得られる政務活動費制度を

目指して、按分の割合（上限）が定められていない経費や月極駐車場代その

他改善すべき課題を整理し、検証・見直しに取り組むこととしている。 

 

３―２ 総務部総務課 
 

   総務部総務課（杉並区長）の抗弁書には、①政務活動費の制度制定の経緯、

②政務活動費の交付及び返還等に関する手続、③政務活動費の適正化に向けた

取組及び④今回の措置請求に関する区の見解について記載されている。 

今回の措置請求に関する区の見解は、次のとおりである。 
 

政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部

として交付するものであり、その執行については、第一に会派及び議員の倫理

観を前提にした自己検査、第二に議会の代表者としての議長が調査し、議会の

自律性の中で処理することが前提であると認識している。その上で執行機関と

しては、会派及び議員が活動していく上で支障のないような政治活動の自由を

保障する視点で、対応すべきものであると考えている。 

今回の措置請求の対象となっている政務活動費については、政務活動費条例

第 11 条に基づき、議長が報告書及び領収書等を調査し、適正に執行したもの
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と考えている。 

平成 29 年度の議会の取組として、前年度に続き、政務活動費調査検討委員

会及び政務活動費専門委員会の審議を重ね、改善を図るなど評価するものであ

るが、これまで以上に区民の納得と信頼が得られる政務活動費の適正な運用と

使途の透明性の一層の確保が図られるよう必要な助言に努めながら、自律的な

取組を後押ししていく。 

 

４ 区議会議長の調査回答の要旨 
 

政務活動費条例第11条で、議長は収支報告書等について必要に応じて調査を行

うこととされていることから、請求人が指摘している政務活動費の支出の違法性

又は不当性の有無等について、議長に調査を依頼した。 
 

議長の回答要旨は、次のとおりである。 
 

４―１ 平成 30 年５月 21 日付け調査回答（別紙４―１） 
 

   議長の調査回答には、①政務活動費条例に基づく議長の調査の実施、②調査

結果、③今回の措置請求に対する議長の見解、④個別事項についての会派及び

議員からの説明について記載されている。 

その主な内容は、次のとおりである。 
 

（１）調査結果 

政務活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認め

られるものはなく、平成 28 年度の「政務活動に要する経費」及び「政務

活動に要する経費細目」に基づく適正な支出が行われていた。 

なお、富本卓議員、大泉やすまさ議員、小林ゆみ議員、河津利恵子議員

及び太田哲二議員については、本人からの申出により、それぞれ訂正処理

等を進める。 
 
   （２）今回の措置請求に対する議長の見解 

政務活動費の支出に当たっては、第一義的には会派及び議員の自律的な

判断に委ねられていると考えており、平成 28 年度当時の基準により、会

派及び議員がそれぞれ良識ある判断に基づき、計上しているものと認識し

ている。 

政務活動費の適正な運用の確保に向けては、これまでも不断の検証・見

直しを行ってきたが、政務活動費の使途については、区民に対する説明責

任を十分に果たすことがより一層求められており、今後は、政務活動費が

これまで以上に区民の信頼が得られる制度として確立できるよう、更なる

改善に向けて不断の検証・見直しに努める。 
 

その他、措置請求書記載の個別の請求事項についての会派及び議員の説

明が記載されている。 
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４―２ 平成 30 年６月 14 日付け調査回答（別紙４―２） 
 

   本件監査請求後の平成30年５月21日に行われた富本卓議員、大泉やすまさ議

員、河津利恵子議員及び太田哲二議員の「平成28年度政務活動費収支報告書及

び出納簿」（以下「28年度収支報告書等」という。）の訂正（誤記控除・誤記更

正）等について、追加回答がされている。 

上記の訂正に伴う返還日、返還額等は、次のとおりである。 
 

議員名 返還日 返還額 内 容 

富本卓議 員 
平成 30 年

６月７日 
1万 4,563円 

区政報告宛名ラベル購入費

（平成 28年８月 21日支出）

ほか６件 

大泉やすまさ 

議員 

平成 30 年

６月８日 
1万 5,300円 

都政新報（平成 29年３月 29

日支出） 

河津利恵 子 

議員 

平成 30 年

６月 14日 
2,400円 

ホームページ運営・管理費

（平成 28年７月 29日支出） 

太田哲二議員 
平成 30 年

６月６日 
2万 2,305円 

「4.30勉強会」会場使用料

（平成 28年４月 30日支出）

ほか７件 

 

４―３ 平成 30 年６月 19 日付け調査回答（別紙４―３） 
 

   本件監査請求後の平成30年５月21日に行われた小林ゆみ議員の28年度収支

報告書等の訂正（誤記控除）等について、追加回答がされている。 

上記の訂正に伴う返還日、返還額等は、次のとおりである。 
 

議員名 返還日 返還額 内 容 

小林ゆみ議員 
平成 30 年

６月 19日 
2万 838円 

携帯電話利用代（通話用）

（平成 28年４月 21日支出）

ほか 11件 
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第３ 監査の結果 

 

１ 結 論 
 

本件監査請求については、平成 30年６月 21日に監査委員３名（上原和義監査

委員、三浦仁監査委員及び内山忠明監査委員）の合議により、次のように決定

した。 
 

本件監査請求のうち、第２の２の「監査対象事項」（３ページ）に記載した①政

務活動費に計上されていない経費の返還を求める請求、②政務活動費の計上額の

うち、２分の１を超える部分に相当する額の返還を求める請求において、当初か

ら２分の１按分で計上されているもの及び③本件監査請求後に返還された経費

の返還を求める請求（第２の２の表）に係る部分については、これを却下し、そ

の他の請求に係る部分については、請求に理由がないものと認められるので、こ

れを棄却する。 

 

２ 政務活動費に係る条例等の制定等の経緯 
 

杉並区における政務活動費（旧政務調査費）に係る条例等の制定等の経緯は、

次のとおりである。 
 

（１）  平成 12年の地方自治法の一部改正により政務調査費制度が創設されたこ

とに伴い、平成 13 年に、政務調査費条例及び「杉並区議会の会派及び議員

に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則」（以下「政務調査費規則」

という。）が制定され、政務調査費の交付対象、交付額、交付方法、使途基

準等が定められ、平成 13 年度から会派及び議員に対して政務調査費が交付

された。 
 

（２）  平成 19年に、区議会の自主的なルールとして、「杉並区議会の会派及び議

員に対する政務調査費の取扱いに関する規程」（以下「政務調査費規程」と

いう。）が制定され、選挙活動、政党活動又は後援会活動に関する経費など

の 10 項目の経費は区政に関する調査研究に資するために必要とする経費に

該当しないと明示された。 
 

（３）  平成 20年に、政務調査費規程の一部が改正され、政務調査費規則別表で

定められていた「使途基準」をより具体化した「使途基準細目」が定められ

た。 
 

（４）  平成 24年の地方自治法の一部改正により政務調査費制度が改正され、政

務調査費の名称が「政務活動費」に、交付の目的が「議員の調査研究その他

の活動に資するため」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の

範囲を条例で定めることとされた。 
 

（５） 平成 25 年に、政務調査費条例が政務活動費条例に改正され、「政務調査

費」が「政務活動費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費が

「会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議

への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その

他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」とされ、「使途
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基準」に代えて別表で「政務活動に要する経費」として 10 項目（調査研究

費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購

入費、事務費、事務所費及び人件費）の経費が定められた。 

また、政務調査費規程が政務活動費規程に改正され、別表で定められてい

た「使途基準細目」が「政務活動に要する経費細目」に改められた。 
 

（６）  その後、平成 26年３月、平成 27年３月、平成 28年３月、平成 29年３月

及び平成 30年３月に、政務活動費規程の一部が改正され、「政務活動に要す

る経費細目」の見直しが行われた。 

 

３ 判 断 
 

３―１ 監査の基本的な考え方と視点 
 

本件監査に当たっての基本的な考え方と視点は、次のとおりである。 
 

（１） 政務活動費は、会派及び議員が行う「区政に関する調査研究その他の活

動に資する」ことを目的として、必要とする経費の一部を助成するもので

あり、交付の対象、額及び方法並びに充てることができる経費の範囲、そ

の使途の透明性を確保するための方法等については、各自治体がその実情

に応じて制定する条例等に委ねられているものである。 
 

（２） 会派及び議員による政務活動は多岐にわたっており、それに伴い生じる

経費も多様であるので、区では、平成 25 年３月から、政務活動費条例に

おいて、一部その使途の拡大を図り、政務活動費を充てることができる経

費を「会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各

種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる

活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」と定

めたところである。 
 

（３） 二元代表制を基本とする地方自治制度において、議会は首長と並ぶ重要

な役割を担っており、議会の自律性やそれを構成する会派及び議員の政治

活動の自由は保障されなければならない。そして、政務活動には執行機関

に対する監視の機能の側面もあるので、執行機関と議会等との抑制と均衡

の理念等に鑑み、会派及び議員がどのような政務活動を行い、そのために

いかなる政務活動費を支出するかについては、基本的に会派及び議員の自

律的判断に委ねるべきものであると解するのが妥当である。 
 

（４） しかし反面、政務活動費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の

適正が自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認で

きるように透明性を確保することが必要である。このため、政務活動費条

例及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例施行規則」（以下「政務活動費規則」という。）に加え、区議会による自

主的なルールと仕組みが整えられてきたと認められるが、透明性の確保は、

使途が拡大された政務活動費制度において、より一層求められているとい

える。 
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（５） こうしたことから、政務活動費の支出の適合性については、収支報告書

等の記載から明らかに違反していることがうかがわれるような場合はそ

の疑義を解明する必要があることはいうまでもないが、そうした場合を除

くと、「監査委員を含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の

具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査すること

を予定していない」とした政務調査費についての判例（平成 21年 12月 17

日最高裁判所判決）は、政務活動費制度においても同様に該当すると解さ

れる。 
 

（６） 以上から、本件監査において、政務活動費の支出については、政務活動

費制度の趣旨を踏まえ、会派及び議員の自律性を尊重することを基本とし、

政務活動費条例等の規定、判例、議会が自主的に定めた「政務活動に要す

る経費細目」等に照らし、また、使途の透明性の確保の観点にも留意して

その適合性を総合的に判断するものとする。 

 

３―２ 項目別判断 
 
    請求人は、措置請求書において、「政務活動に要する経費」の項目（調査研究

費、研修費等）ごとに、返還請求の対象、金額、理由等を述べている。 

そこで、措置請求書記載の７項目 
 

① 調査研究費（視察先への土産代・オペラ鑑賞券購入費・視察交通費等） 

② 研修費（研修参加費等・研修会開催経費） 

③ 広聴広報費（区政報告（区政報告会）及びホームページ関係経費・区民意

見聴取時のお茶代） 

④ 資料購入費（一般の資料購入費・所属政党発行の機関紙購入費） 

⑤ 事務費（パソコン等の購入費、リース料、インターネット接続料等・携帯

電話代） 

⑥ 事務所費（自宅兼用議員事務所の賃借料） 

⑦ 人件費（政務活動補助職員賃金） 
 

について、平成28年度当時の政務活動費条例（資料１）、政務活動費規則（資料

２）、政務活動費規程（資料３）及び「政務活動費の支出に関する事務処理につ

いて」（以下「事務処理の手引」という。）（資料４）等に基づき、請求内容の適

否を判断することとする。 

なお、[返還請求の対象及び金額]の欄には、返還請求の対象とされた会派及

び議員名と括弧書きで措置請求書記載の返還請求額を記載した。 

 

３―２―１ 調査研究費 
 

[返還請求の対象及び金額] 
 

１ 井原太一議員、今井ひろし議員、大泉やすまさ議員、富本卓議員 

（視察先への土産代：各1,028円） 
 

２ 佐々木浩議員、藤本なおや議員、小林ゆみ議員、岩田いくま議員、 

松浦芳子議員（視察先への土産代：各864円） 
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３ 山本あけみ議員 

（①視察先への土産代：281円、②オペラ鑑賞券購入費：2,500円） 
 

４ 河津利恵子議員、上野エリカ議員、市来とも子議員、新城せつこ議員、

松尾ゆり議員（視察先への土産代：各281円） 
 

５ 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員）（視察先への土産代：1万4,041円） 
 

６ 杉並区議会公明党（中村康弘議員）（視察先への土産代：5,752円） 
 

７ 川野たかあき議員（視察交通費等：9万3,301円） 
 
    ※ なお、先に述べたとおり、脇坂たつや議員、奥田雅子議員及びそね文子

議員の視察先への土産代の返還を求める請求については、そもそも政務活

動費に計上されていないため、監査の対象外（却下）とした。 

      また、川野たかあき議員の熊本県南阿蘇村・大津町及び大阪市（こども

の里）の視察交通費等については、措置請求書では研修費の項目に記載さ

れているが、調査研究費として計上されていることから、調査研究費の項

目で判断することとした。 

 

[請求人の主張要旨] 
 

１ 視察先への土産代（井原太一議員、今井ひろし議員、大泉やすまさ議員、

富本卓議員、佐々木浩議員、藤本なおや議員、小林ゆみ議員、岩田いくま

議員、松浦芳子議員、山本あけみ議員、河津利恵子議員、上野エリカ議員、

市来とも子議員、新城せつこ議員、松尾ゆり議員、杉並区議会公明党（山

本ひろこ議員・中村康弘議員）） 

政務活動費に計上する視察において土産物が必要な場合は、公金ではな

く、自分の財布から出費するのが一般社会通念である。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

なお、山本あけみ議員、河津利恵子議員、上野エリカ議員、市来とも子

議員、新城せつこ議員及び松尾ゆり議員の視察先への土産代の返還を求め

る請求については、措置請求書において、上記の返還を求める理由が記載

されていないが、請求の趣旨を斟酌して、他の会派及び議員に対して返還

を求める理由と同様であると解することとした。 
 

２ オペラ鑑賞券購入費（山本あけみ議員） 

平成28年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業であるオペラ「泣いた赤鬼」

の鑑賞券を購入しているが、自身の娯楽のため又はＮＰＯ法人への助成が

目的なら自費で賄うべきであり、政務活動費への計上は不可である。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

３ 視察交通費等（川野たかあき議員） 
 

（１）熊本県南阿蘇村・大津町視察（２回）交通費等 

２度にわたる熊本県の視察の基本行動はボランティア活動であると

明言しているが、ボランティア活動は政務活動費（税金）を使って行う

行為ではない。 
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したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（２）大阪市（こどもの里）視察交通費等 

東京には多種の子供施設があり、わざわざ大阪まで出向いて視察をし

た理由が不明であり、区政への提言もなされておらず、また、ボランテ

ィア活動をするために大阪まで行ったとも考えられる。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 

 

[判断基準] 
 

１ 視察先への土産代 

視察先への土産代は、視察への協力に対する謝礼としての意味を有する

ものと解され、社会通念上適正な範囲内のものであれば、「政務活動に要

する経費」の調査研究費に該当するというべきであり（平成16年９月15日

京都地方裁判所判決参照）、「政務活動に要する経費」、「政務活動に要する

経費細目」及び「事務処理の手引」等（以下「政務活動に要する経費・同

細目等」という。）に基づき、領収書（これに類するもの（預金通帳の該当

ページの写し、クレジットカードの利用明細書等）を含む。以下同じ。）が

提出され、実態に即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、違

法又は不当であるということはできない。 

なお、視察先への土産代については、平成30年度から、政務活動費規程

の一部が改正され、視察先１か所当たり5,000円を限度とすることとされ

ている。 
 

２ オペラ鑑賞券購入費 

政務活動費条例において、「政務活動に要する経費」の調査研究費は、区

の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要

する経費と規定されており、これらの調査研究の一環として行われるオペ

ラ鑑賞であれば、調査研究費に該当するというべきであり、「政務活動に

要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、実態に即して適切

に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当であるということ

はできない。 
 

３ 視察交通費等 

区政に関する調査研究その他の活動のために視察をし、その交通費、宿

泊費等の経費を支出することは、「政務活動に要する経費」で調査研究費

として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書及び視察先、視

察目的、行程、概要等を記載した「政務活動視察報告書（宿泊を伴うか、

往復の交通費が１万円を超える場合のみ）」が提出され、実態に即して適

切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当であるというこ

とはできない。 
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[会派・議員別判断] 
 

１ 井原太一議員、今井ひろし議員、大泉やすまさ議員、富本卓議員  
上記判断基準―１のとおり、領収書が提出されており、「政務活動に要

する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該土産代は視察先１か所当たり2,057円であり、その金額は

社会通念上適正な範囲内のものと認められる。 

したがって、本件各支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

２ 佐々木浩議員、藤本なおや議員、小林ゆみ議員、岩田いくま議員、 

松浦芳子議員  
上記判断基準―１のとおり、領収書が提出されており、「政務活動に要

する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該土産代は視察先１か所当たり2,160円であり、その金額は

社会通念上適正な範囲内のものと認められる。 

したがって、本件各支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

３ 山本あけみ議員 
 

（１）視察先への土産代 

上記判断基準―１のとおり、領収書が提出されており、「政務活動に

要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認めら

れる。 

そして、当該土産代は3,086円であり、その金額は社会通念上適正な

範囲内のものと認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）オペラ鑑賞券購入費 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出されており、「政務活動に

要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認めら

れる。 

そして、オペラ鑑賞の目的については、「ＮＰＯ活動資金助成事業に

関して、実際に会場に足を運び鑑賞することで本助成事業が区政にとっ

て有用な使われ方をしているかといった調査を行う上で重要であると

考え行ったものであり、個人的な娯楽や特定のＮＰＯ法人への助成が目

的ではない」と説明されており、区の事務、地方行財政等に関する調査

研究の一環として行われたものと認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

４ 河津利恵子議員、上野エリカ議員、市来とも子議員、新城せつこ議員、

松尾ゆり議員  
上記の山本あけみ議員の判断―（１）のとおり、本件各支出が違法又は

不当であるということはできない。 
 

５ 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員） 

上記判断基準―１のとおり、領収書が提出されており、「政務活動に要
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する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該土産代は視察先１か所当たり最高で1,620円であり、その

金額は社会通念上適正な範囲内のものと認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

６ 杉並区議会公明党（中村康弘議員） 

上記判断基準―１のとおり、領収書が提出されており、「政務活動に要

する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該土産代は視察先１か所当たり最高で2,050円であり、その

金額は社会通念上適正な範囲内のものと認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

７ 川野たかあき議員 
 

（１）熊本県南阿蘇村・大津町視察（２回）交通費等 

上記判断基準―３のとおり、領収書及び政務活動視察報告書が提出さ

れており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、当該視察について、「杉並区が被災した場合を想定し、どう

備えておくべきか、どのように対応すべきかを確認し、参考とするため

の視察であり、住民目線、民間ボランティア目線での状況把握を行うた

めに、ボランティア活動を通じて視察を行った」と説明されており、区

政に関する調査研究のための視察であると認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）大阪市（こどもの里）視察交通費等 

上記判断基準―３のとおり、領収書及び政務活動視察報告書が提出さ

れており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、当該視察について、「こどもの里は、里親事業や児童館機能

など子育て支援事業の拠点であると同時に、義務教育を終えた子どもた

ちが自立した日常生活及び社会生活を営むことができるように共同生

活をしながら、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業支援を行う、

全国でも珍しい先進的な施設であり、視察するに十分に価値のある施設

である」と説明されており、区政に関する調査研究のための視察である

と認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

 

３―２―２ 研修費 
 

[返還請求の対象及び金額] 
 

１ 市来とも子議員（①自治体議員立憲ネットワーク研修（２回）参加費等：

2万9,942円、②社民党夏季研修会交通費等：2万3,900円） 
 

２ けしば誠一議員、新城せつこ議員（自治体議員立憲ネットワーク研修（２

回）参加費等：各5万4,694円） 
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３ 奥田雅子議員（自治体議員立憲ネットワーク研修参加費等：2万9,924円） 
 

４ 川野たかあき議員（①自治体議員立憲ネットワーク研修参加費等：8,409

円、②自治体議員バックアップセミナー（２回）参加費：2,000円） 
 

５ 太田哲二議員（お金と福祉の勉強会（８回）開催経費（講師謝礼金、案

内チラシ作成費等）：65万9,651円） 

 

 [請求人の主張要旨] 
 

１ 市来とも子議員 
 

（１）自治体議員立憲ネットワーク研修（２回）参加費等 

政務活動視察報告書が提出されておらず、この研修で何をどのように

学び、区政に成果をいかに反映したのか全く不明であり、当該議員発行

の「市来とも子政策ＮＥＷＳ」で当該研修と区政について一言も触れて

いない。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（２）社民党夏季研修会交通費等 

政務活動費として支出することができない経費である「政党活動に関

する経費」に該当する。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

２ けしば誠一議員、新城せつこ議員 

自治体議員立憲ネットワーク研修参加費等を政務活動費に計上してい

るが、政務活動視察報告書によると、沖縄県議員との交流もなく、この視

察をどのように区政に反映させ、今後実現に努力していくのか、全く記載

も行動もされていない。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

３ 奥田雅子議員 

自治体議員立憲ネットワーク研修参加費等を政務活動費に計上してい

るが、政務活動視察報告書において、当該研修と区政との結び付きに全く

言及しておらず、杉並区の議員としての出張研修の反映がされていない。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

４ 川野たかあき議員 
 

（１）自治体議員立憲ネットワーク研修参加費等 

政務活動視察報告書によると、行程が記載されているのみで、当該研

修の区政への反映が全くなされておらず、区政への研修結果が見受けら

れない視察である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（２）自治体議員バックアップセミナー（２回）参加費 

当該研修の主催者団体は、当該議員が当時所属していた政治団体「緑

の党グリーンズジャパン」であるから、政治活動の一環である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
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５ 太田哲二議員 

平成28年度に、「お金と福祉の勉強会」を８回開催し、その開催経費（講

師謝礼金、案内チラシ作成費等）を政務活動費に計上しているが、当該勉

強会は区政に関する情報を区民に知らせる側面もあると同時に、自らの議

会活動や調査結果を区民に知らせることによって、支援者を獲得、保持す

るなどの政治活動、後援会活動の側面も持っていると思われ、政務活動と

そうでない活動が混在している。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返還

を求める。 

 

[判断基準]  
 

１ 研修参加費等 

区政に関する調査研究その他の活動のために研修会、集会等（当該議員

が所属する政党及び政治団体が主催するものを含む。）に参加し、その参

加費、交通費、宿泊費等の経費を支出することは、「政務活動に要する経

費」で研修費として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書（政務活動交通

費記録簿を含む。）が提出され、宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万

円以下の場合は領収書等貼付用紙の備考欄に研修会等の名称、開催日時、

会場、主催者及び概要等が記載され、それ以外の場合は研修会等の会場、

研修目的、行程、概要等を記載した「政務活動視察報告書」が提出され、

実態に即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当

であるということはできない。 

なお、平成30年度から、政務活動費規程の一部が改正され、宿泊を伴わ

ず、かつ、往復の交通費が１万円以下の研修会等に参加した場合は、その

名称、開催日時、会場、主催者、概要等が分かる資料を提出することとさ

れている。 
 

２ 研修会開催経費 

区政に関する調査研究その他の活動のために研修会等を開催し、その会

場費、講師謝礼金等の経費を支出することは、「政務活動に要する経費」で

研修費として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書及び案内チラシ

等の原本が提出され、実態に即して適切に按分するなど適正に処理されて

いれば、違法又は不当であるということはできない。 

 

[議員別判断] 
 

１ 市来とも子議員 
 

（１）自治体議員立憲ネットワーク研修（２回）参加費等 

上記判断基準―１のとおり、領収書、政務活動交通費記録簿及び政務

活動視察報告書が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」

に基づき、適正に処理されていることが認められる。 
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そして、当該研修について、「国による自治体への訴訟問題をめぐり

沖縄県知事自らがその課題と問題認識について話をし、自治体の権限を

超えてどこまで国が関与できるのか、地方自治法における国との関係を

改めて問い直し、地方自治とは何かを学ぶための視察であり、特に沖縄

問題はその対立構造が顕著であるが、自治体の権限及び立憲主義をどの

ように守るのかを議員の立場として学ぶことは必要である」と説明され

ており、区政と関連性を有しないということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）社民党夏季研修会交通費等 

上記判断基準―１のとおり、領収書及び政務活動視察報告書が提出さ

れ、按分率50パーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

請求人は、「社民党の夏季研修会であることから、政党活動に関する

経費に該当する」と主張するが、「政務活動に要する経費」に該当するか

否かは研修会の内容等から判断すべきものであり、単に主催が社民党で

あることのみを理由として、政党活動に関する経費に該当するというこ

とはできない。 

そして、政務活動視察報告書に添付された「2016年度夏季研修会要綱」

によると、当該議員が参加した部分の研修の内容は、①医療崩壊の危機

と地域包括ケアシステム構築に向けての課題、②子どもの貧困と自治体

の取組、③子どもの貧困等、④宝塚市民発電所現地視察等とされており、

区政と関連性を有するものと認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
  

２ けしば誠一議員、新城せつこ議員 

上記判断基準―１のとおり、領収書及び政務活動視察報告書が提出され

ており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理され

ていることが認められる。 

そして、当該研修について、「沖縄の基地問題と政府による自治の否定

に対する沖縄の自己決定権の主張は、平和都市宣言を掲げる区政にも直結

するものと考え、議会でも何度か質問してきた課題である。また、基地問

題は沖縄だけの問題とは考えておらず、オスプレイの横田基地での訓練が

始まり、周辺自治体での被害が予想され、それぞれの議会でも反対決議や

議員の行動が始まっており、日頃から平和、日米安保・地位協定、憲法に

ついて沖縄とともに行動し、その闘いの中から学ぶことを重視している」

と説明されており、区政と関連性を有しないということはできない。 

したがって、本件各支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

３ 奥田雅子議員 

上記判断基準―１のとおり、領収書、政務活動交通費記録簿及び政務活

動視察報告書が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に

基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該研修について、政務活動視察報告書において視察目的は沖
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縄の基地問題に対する理解を深めること等とされ、また、「国に対する地

方自治体のあるべき形や地方における国政の関与のあり方について考察

を深めた」と説明されており、区政と関連性を有しないということはでき

ない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

４ 川野たかあき議員 
 

（１）自治体議員立憲ネットワーク研修参加費等 

上記判断基準―１のとおり、領収書及び政務活動視察報告書が提出さ

れており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、当該研修について、「沖縄の現状から、国と自治体とのあり

方や立憲主義を学び、区政の参考にするものである」と説明されており、

区政と関連性を有しないということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）自治体議員バックアップセミナー（２回）参加費 

上記判断基準―１のとおり、領収書が提出され、研修会の名称、開催

日時、会場、主催者及び概要等が明らかにされており、「政務活動に要

する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められ

る。 

請求人は、「当該研修の主催者団体は、当該議員が当時所属していた

政治団体「緑の党グリーンズジャパン」であるから、政治活動の一環で

あり、政党活動に関する経費に該当する」と主張するが、「政務活動に要

する経費」に該当するか否かは研修会の内容等から判断すべきものであ

り、単に主催が緑の党グリーンズジャパンであることのみを理由として、

政党活動に関する経費に該当するということはできない。 

そして、領収書等貼付用紙に添付された資料によると、当該研修は、

平成28年５月10日が「現場から学ぶ！自治体の福祉入門編」、平成29年

１月26日が「幸せで持続可能な社会をめざして・予算編」とされており、

区政と関連性を有するものと認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

５ 太田哲二議員 

上記判断基準―２のとおり、領収書及び「お金と福祉の勉強会」の案内

チラシの原本が提出され、平成28年第３回、同年第４回及び同年第８回の

当該勉強会の開催経費については按分率75パーセントで計上されており、

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されているこ

とが認められる。なお、平成28年第３回、同年第４回及び同年第８回の当

該勉強会の開催経費のうち、一部の経費（講演料、会場使用料等）につい

ては按分されていなかったが、本件監査請求後の平成30年５月21日付けの

28年度収支報告書等の訂正により、按分して控除され、同年６月６日に2

万2,305円が返還されている。 
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そして、当該勉強会の目的等について、「会場で、政党・後援会の入会

案内をしておらず、そもそも入会者を増やそうという意思も行為もなく、

新しい入会者もいない。また、勉強会の目的は、純粋に勉強であり、それ

を通じて区民の意思を学んだり、そして区政に反映するために開催してお

り、支持者増加を目的としていない」と説明されている。 

また、その内容は、①平成28年第３回のテーマが「ＮＨＫ問題 あらた

めて」と「保育園問題 どうなるの、どうするか」、②平成28年第４回の

テーマが「事業所得（所得税）と法人税」・「話題のパナマ文書」と「保

育園、介護ロボット」、③平成28年第５回のテーマが「日本の精神医療の

問題点と今後の展望」と「選挙終わって日が暮れて、後のまつりか？」、

④平成28年第６回のテーマが「奨学金が返済できない。どうしようか？」

と「借金処理７つの手法」、⑤平成28年第７回のテーマが「変化の時代に

おける自治体経営」と「ほのぼのよろず相談をしています」、⑥平成28年

第８回のテーマが「精神の作業所って、こんな所です」と「所得税、社会

保障の基礎を知れば、家計防衛」、⑦平成29年第１回のテーマが「成年後

見制度について」と「リカードの比較優位説の矛盾」、⑧平成29年第２回

のテーマが「年金の必要な資格期間が25年から10年に短縮されます」と「杉

並区議会第１回定例会はこんなでした」であり、いずれも、当該議員から

区政との関連性について説明されている。 

請求人は、「自らの議会活動や調査結果を区民に知らせることによって、

支援者を獲得、保持するなどの政治活動、後援会活動の側面も持っている

と思われ、政務活動とそうでない活動が混在している」と主張するが、い

ずれも、区政と関連性を有しないということはできず、また、政務活動で

ない活動が混在しているということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

 

３―２―３ 広聴広報費 
 

[返還請求の対象及び金額] 
 

１ 浅井くにお議員（①会派の区政報告（平成29年春号）作成費等：3万1,372

円、②会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円、③議員の区政報告

（平成28年夏号・平成29年新年号）作成費等：69万2,894円） 
 

２ 井原太一議員（①会派の区政報告（平成29年春号）作成費等：3万1,372

円、②会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円、③区政報告会会場

費等：1万3,155円） 
 

３ 今井ひろし議員（①会派の区政報告（平成29年春号）作成費等：3万1,372

円、②会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円） 
 

４ 大泉やすまさ議員（会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円） 
 

５ 大熊昌巳議員（①会派の区政報告（平成29年春号）作成費等：3万1,372

円、②会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円） 

 
 



- 20 - 

６ 大和田伸議員（①会派の区政報告（平成29年春号）作成費等：3万1,372

円、②会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円、③議員の区政報告

（平成28年春号）作成費等：31万1,280円、④議員の区政報告（平成29年１

月）はがき購入費：36万9,200円、⑤議員の区政報告（2017年新春号）作成

費：4,744円、⑥区政報告会開催経費（お茶代、配布資料用封筒代等）：4万

2,408円） 
 

７ 富本卓議員（①会派の区政報告（平成29年春号）作成費等：3万1,372円、

②会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円、③議員の区政報告

（ＴＯＭＭＹ通信創刊号）作成費：1万9,320円、④議員の区政報告（平成

28年初秋号）作成費：8万円、⑤議員の区政報告（ＴＯＭＭＹ通信第２号）

作成費：3万8,750円、⑥議員の区政報告（平成29年初春号）作成費等：18

万5,966円、⑦ホームページ維持管理費：7万5,000円） 
 

８ はなし俊郎議員（①会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円、②

議員の区政報告（平成29年３月30日）作成費等：97万920円） 
 

９ 吉田あい議員（①会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円、②議

員の区政報告（平成28年春季号）作成費等：24万300円、③議員の区政報告

（平成28年決算号）作成費等：35万9,852円） 
 

10 脇坂たつや議員（①会派の区政報告（平成29年春号）作成費等：3万1,372

円、②会派の区政報告（平成28年夏号）作成費：333円、③議員の区政報告

（2017年３月）作成費等：47万2,639円、④ホームページ管理費等：1万9,440

円） 
 

11 岩田いくま議員（区政報告（VOL.51要約版・VOL.53要約版）作成費：1万

4,297円） 
 

12 松浦芳子議員（区政報告（平成29年新春号）作成費：2万1,821円） 
 

13 増田裕一議員（区政報告会会場費等：1万2,800円） 
 

14 山本あけみ議員（①区政報告（VOL.19・VOL.20・VOL.21・VOL.22・2016

年8・9月臨時特別号・2016年11月臨時特別号・2016年12月臨時特別号・2017

年保育関連臨時特別号・高井戸公園ＮＥＷＳ・区民アンケート）作成費等：

35万7,882円、②オフィシャルサイト作成料：6万円） 
 

15 上野エリカ議員（区政報告（2016年８月・2017年４月）作成費等：44万

5,366円） 
 

16 奥田雅子議員、そね文子議員（区政報告（NO.100・NO.102・NO.103）作

成費：各3万3,603円） 
 

17 田中ゆうたろう議員（①区政報告（平成28年予算特別号・平成29年予算

特別号）作成費等：66万4,166円、②区政報告はがき（平成29年元旦）作成

費：44万1,573円） 
 

18 木梨もりよし議員（区政報告（平成28年春季号）ポスティング代：91万

2,594円） 
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19 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員）（①区政報告（VOL.006・VOL.007）

作成費等：15万2,678円、②ホームページ管理運営費：7万7,760円） 
 

20 杉並区議会公明党（川原口宏之議員）（区政報告（2016年４月号・2016年

８月号・2016年11月号・2017年１月号）作成費等：65万4,182円） 
 

21 杉並区議会公明党（横山えみ議員）（①区政報告（NO.42・NO.43・NO.44）

作成費等：41万4,523円、②ホームページ作成費等：2万5,920円） 

※ 「宛名シールはがし」購入費については、措置請求書では広聴広報費の

項目に記載されているが、事務費として計上されていることから、事務費

の項目で判断することとした。 
 

22 杉並区議会公明党（大槻城一議員）（区政報告（2016①）郵送料等：6万

6,399円） 
 

23 杉並区議会公明党（北明範議員）（①区政報告（第24号・第25号）作成費

等：31万5,267円、②区政報告会会場費：2,050円） 
 

24 杉並区議会公明党（渡辺富士雄議員）（区政報告（2017年新春特別号）は

がき代：6,500円） 
 

25 河津利恵子議員（ホームページ運営・管理費：5万3,100円） 
 

26 杉並区議会公明党（区民意見聴取時のお茶代：3万3,858円） 

※ なお、杉並区議会公明党の区民意見聴取時のお茶代については、措置請

求書では事務費の項目に記載されているが、広聴広報費として計上されて

いることから、広聴広報費の項目で判断することとした。 

また、当該請求については、措置請求書において返還請求額が記載され

ていないが、請求の趣旨を斟酌して、措置請求書記載のお茶代の合計額（3

万3,858円）を返還請求額と解することとした。 

 

[請求人の主張要旨] 
 

１ 浅井くにお議員 
 

（１）区政報告の按分の考え方について（各会派・議員共通）（以下この広聴

広報費の項目において「１―（１）」という。） 

区では、政務活動費支出の基本的考え方の一つに、按分の原則として、

「調査研究活動とそうでない部分とを合理的に区分することが困難で

ある場合には、社会通念上相当な割合による按分をして、政務活動に資

するために必要な費用の金額を確定しなければならない」と明記し、月

極駐車場代やガソリン代等について、支出割合の上限が２分の１とされ

ていることから、合理的な区分が困難な場合の社会通念上相当な割合に

よる按分とは２分の１である。 

区政報告等の内容は、議員の様々な活動が掲載されていて、政務活動

とそうでない部分を明確に区分することは困難であり、「政務活動に要

する経費細目」で「印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に

即して按分する」とされているが、多くの議員は実態の説明もなく、当

然のように全額を計上しており、違法である。 
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したがって、支出額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（２）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等（以下この広聴広報費の項

目において「１―（２）」という。） 

会派議員12名の写真付きで各人のメッセージが記されているが、選挙

公報的内容・表現のものであるなど、当該区政報告の内容は政党の宣伝

活動そのものであり、政務活動費条例第９条の範囲外であり、さらに、

政務活動費規程第２条（支出基準）で「政務活動に要する経費」に該当

しないものとされる政党活動そのものである。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（３）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費（以下この広聴広報費の項目

において「１―（３）」という。） 

会派議員12名の写真付きで各人のメッセージが記されているが、選挙

公報的内容・表現のものであるなど、当該区政報告の内容は政党の宣伝

活動そのものであり、政務活動費条例第９条の範囲外であり、さらに、

政務活動費規程第２条（支出基準）で「政務活動に要する経費」に該当

しないものとされる政党活動そのものである。 

また、支出内容について明確な説明がなされておらず、計上理由が不

明である。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

（４）議員の区政報告（平成28年夏号・平成29年新年号）作成費等 

各2万4,000部の印刷の必要性及び配布に関する説明がなされておら

ず、不明である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

２ 井原太一議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

「１―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（３）区政報告会会場費等 

区政報告会のビラによると、当該議員の後援会が後援していることが

明記され、さらに、自民党の都議と国会議員の秘書が出席し、挨拶等を

行っていることから、当該区政報告会において当該議員の日々の政務活

動を伝えたとしても、法令が認めない政党・選挙・後援会の活動になっ

ている。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

３ 今井ひろし議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

「１―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
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（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

４ 大泉やすまさ議員（会派の区政報告（平成28年夏号）作成費） 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

５ 大熊昌巳議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

「１―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

６ 大和田伸議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

「１―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（３）議員の区政報告（平成28年春号）作成費等 

按分率８分の７で計上されているが、当該区政報告には、「政治の師

である石原大臣と」と題する写真や「区議会自民党では副幹事長」と題

し、会派の12名の議員の集合写真を添付した会派の紹介などが掲載され、

法令が政務活動費への計上を禁止する内容にあふれており、区政の課題

に関わった内容に係るものは、50パーセント以下である。 

したがって、支出額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（４）議員の区政報告（平成29年１月）はがき購入費 

当該区政報告は、新年の挨拶に加え、前年度の区の重要テーマであっ

た活動を羅列したものにすぎず、はがきによる新年の挨拶そのものであ

り、政務活動とはいえない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

（５）議員の区政報告（2017年新春号）作成費 

当該区政報告の裏面において、東京都知事選挙の結果が示され、都議

会議員選挙に立候補を予定している２名の現職都議（早坂よしひろ、小

宮あんり）を写真付きで紹介するなどされており、選挙活動そのもので

ある。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

（６）区政報告会開催経費（お茶代、配布資料用封筒代等） 

当該区政報告会の案内ビラには、「当日は石原のぶてる経済再生担当

大臣をはじめ、ご来賓の方々にもお越し頂く予定です」と記されており、

当該議員の所属する党派の有力者を招き、案内ビラにそのことをうたう

ことは、政務活動費条例・政務活動費規程に反している。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
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７ 富本卓議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

「１―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（３）議員の区政報告（ＴＯＭＭＹ通信創刊号）作成費 

80パーセント按分で計上されているが、その根拠が不明であり、また、

参議院議員中川まさはる氏を応援している写真が掲載され、政務活動と

は認められない。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返

還を求める。 
 

（４）議員の区政報告（平成28年初秋号）作成費 

按分なしで計上されているが、当該議員の議会活動の報告が中心の記

事であり、さらに、郵送費は旅行会案内同封のため50パーセントにして

いるので、100パーセント政務活動とは認められない。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（５）議員の区政報告（ＴＯＭＭＹ通信第２号）作成費 

配布の経費が計上されておらず、どのように配布したのか不明である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（６）議員の区政報告（平成29年初春号）作成費等 

当該議員の写真と挨拶で表面の４分の３以上を占めており、この記事

は政務活動ではない。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（７）ホームページ維持管理費 

75パーセント按分で計上されているが、どのような根拠に基づいて設

定したのか説明がなく、不明であり、区政の調査研究というよりは、当

該議員の日々の行動記録が多く、調査研究活動とそうでない部分とを合

理的に区分することが困難なので、按分の原則に従い、社会通念上相当

な割合（50パーセント）により按分すべきである。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返

還を求める。 
 

８ はなし俊郎議員 
 

（１）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）議員の区政報告（平成29年３月30日）作成費等 

当該議員の区政報告は毎年のように区の広報の内容がそのまま掲載

され、今回は、杉並区議会だよりNO.235の記事が一部加工されているも

のの、ほぼそのまま掲載されている。また、裏面は、平成29年第１回定

例会予算特別委員会における当該議員の質問事項のみ書かれており、区

政の現状が書かれていないので、区民が読んでも区政のことが分からな
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い。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

９ 吉田あい議員 
 

（１）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）議員の区政報告（平成28年春季号）作成費等 

6.7パーセント按分して控除されているが、按分率の客観的かつ合理

的な証拠に基づいた説明がなく、不透明であり、私的活動・政党活動の

記事が混在している。 

したがって、支出額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（３）議員の区政報告（平成28年決算号）作成費等 

家族の写真入りの記事が掲載されているにもかかわらず、按分しなか

った理由が不明であり、家族のことは私費で賄うべきである。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

10 脇坂たつや議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

「１―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

「１―（３）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（３）議員の区政報告（2017年３月）作成費等 

4万5,000部の印刷の必要性及び配布に関する説明がなされておらず、

不明である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

（４）ホームページ管理費等 

90パーセント按分で計上されているが、トップページに石原伸晃衆議

院議員と握手した写真が掲載され、自民党の政治活動の一環と思われる。

また、ブログには、家族のこと、自身の誕生日のこと、選挙の記事、Ｊ

Ｃの活動として地域の小学校で授業をやったことなど、政務活動とは認

められない記事が多く掲載されている。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返

還を求める。 
 

11 岩田いくま議員（区政報告（VOL.51要約版・VOL.53要約版）作成費） 

  印刷代を按分なしで計上し、郵送代を90パーセント按分で計上している

が、按分率が異なっている理由が不明である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

12 松浦芳子議員（区政報告（平成29年新春号）作成費） 

  所属する政党の党員が参議院議員に当選したことを写真入りで報告す

る記事を掲載したため按分率を95パーセントとしたと推測されるが、掲載

内容のほとんどが政務活動に相当するとしても、一行だけでも選挙・政党・
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後援会などの活動に関することを加えれば、単純に面積比から公金交付の

按分比とすることは、社会通念上からも認められない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

13 増田裕一議員（区政報告会会場費等） 

  案内状に「区政・国政に横たわる課題について、吉田はるみ民進党東京

都第８区総支部長を招き、区政・国政合同報告会を開催する」旨記載され、

民進党の責任者と共同主催の形をとっており、政務活動費への計上が認め

られていない政党活動の色を強く持つものである。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

14 山本あけみ議員（①区政報告（VOL.19・VOL.20・VOL.21・VOL.22・2016

年8・9月臨時特別号・2016年11月臨時特別号・2016年12月臨時特別号・2017

年保育関連臨時特別号・高井戸公園ＮＥＷＳ・区民アンケート）作成費等、

②オフィシャルサイト作成料） 

区政報告の一部に、長妻昭衆議院議員、吉田はるみ民進党衆議院東京第

８区（杉並区）公認内定者、蓮舫民進党代表、菅直人衆議院議員、西村ま

さみ前参議院議員、山尾しおり衆議院議員に関する記事が掲載されるなど、

政務活動費への計上を禁止されている選挙活動と政党活動が含まれてお

り、また、項目ごとに異なった按分比が用いられているが、説明がなされ

ておらず、按分比の算出の理由が不明である。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返還

を求める。 
 

15 上野エリカ議員（区政報告（2016年８月・2017年４月）作成費等） 

当該区政報告に掲載された内容の多くは、政務活動費条例の趣旨に合致

していない。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

16 奥田雅子議員、そね文子議員（区政報告（NO.100・NO.102・NO.103）作

成費） 

NO.100に大河原まさこ元東京・生活者ネットワーク代表委員に関する記

事が掲載されているが、選挙活動・政党活動に相当する掲載内容である。

また、75パーセント按分（NO.100、NO.102、NO.103）と50パーセント按分

（NO.101）の使い分けや発行部数合計数と各自の配布部数に関する説明が

なく、不明である。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返還

を求める。 
 

17 田中ゆうたろう議員 
 

（１）区政報告（平成28年予算特別号・平成29年予算特別号）作成費等 

当該区政報告には、当該議員の写真が満載されており、紙面の40～60

パーセントに議員の写真を掲載することに妥当性・正当性があるのだろ

うかとの強い疑義を有する。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
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（２）区政報告はがき（平成29年元旦）作成費 

当該区政報告の内容は、一般人の通常の新年の挨拶状と大きな違いは

なく、政務活動費に計上しうる経費ではない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

18 木梨もりよし議員（区政報告（平成28年春季号）ポスティング代） 

  印刷とポスティングの費用を、平成27年度末と平成28年度初めに分けて、

多額の支出を政務活動費に計上する方式で区政報告を発行しているが、こ

のような方式をとっている理由が不明である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

19 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員） 
 

（１）区政報告（VOL.006・VOL.007）作成費等 

「１―（１）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）ホームページ管理運営費 

80パーセント按分で計上されているが、ホームページの関連リンクに

公明党関連の記事が多く出ており、その内容は政務活動ではなく、政務

活動費からの支出が禁じられている政党活動に当たる。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

20 杉並区議会公明党（川原口宏之議員）（区政報告（2016年４月号・2016年

８月号・2016年11月号・2017年１月号）作成費等） 

「１―（１）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

21 杉並区議会公明党（横山えみ議員） 
 

（１）区政報告（NO.42・NO.43・NO.44）作成費等 

「１―（１）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

（２）ホームページ作成費等 

80パーセント按分で計上されているが、ホームページの下段に公明党

の欄があり、クリックすると公明党関連の項目が出ており、政務活動費

からの支出が禁じられている政党活動に当たる。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

22 杉並区議会公明党（大槻城一議員）（区政報告（2016①）郵送料等） 

「１―（１）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

23 杉並区議会公明党（北明範議員）（①区政報告（第24号・第25号）作成費

等、②区政報告会会場費） 

「１―（１）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

24 杉並区議会公明党（渡辺富士雄議員）（区政報告（2017年新春特別号）は

がき代） 

「１―（１）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

25 河津利恵子議員（ホームページ運営・管理費） 

80パーセント按分で計上されているが、ブログは、区政に関する内容は
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非常に少なく、当該議員の家族の内容が多く、区民が客観的に判断すれば

とても80パーセントとは信じがたく、按分の原則に従い、社会通念上相当

な割合（50パーセント）により按分すべきである。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返還

を求める。 
 

26 杉並区議会公明党（区民意見聴取時のお茶代） 

  大勢の人数にお茶を提供しているが、意見聴取をどこで開催し、参加し

た区民にどのように飲み物を提供しているかが不明である。 

  したがって、計上額の全額の返還を求める。 

 

[判断基準]  
 

１ 区政報告（区政報告会）及びホームページ関係経費 
 

（１）会派及び議員が行う活動並びに区政について区民への報告等を行うた

め、区政報告を作成し、区政報告会を開催し、又はホームページを作成

し、その印刷費、送料等の経費を支出することは、「政務活動に要する経

費」で広聴広報費として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、

区政報告等の印刷経費の場合はその原本が提出され、実態に即して適切

に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当であるというこ

とはできない。 
 

（２）区議会においては、区民の意見等を区政に的確に反映することが必要

であり、そのためには区民の意見等を収集し、把握することが議員の調

査研究の一つとして重要であるところ、区政報告を発行し、会派及び議

員の議会活動並びに区政に関する政策等を区民に知らせることは、区民

の意見等を的確に収集し、把握する前提としての意義を有するものであ

る。そのためには、まず、区民に区政報告を読んでもらう必要があり、

区民に関心を持ってもらうということも重要な要素になるというべき

である。 

そもそも、区政報告をどのような内容にするかについては、会派及び

議員の議会活動並びに区政に関する政策等を区民に知らせるという趣

旨を逸脱するものでない限りは、会派及び議員の裁量に委ねられている

ものと解されるのであり、先に述べた広聴広報活動をより効果的に行う

ための創意工夫の一環として、議員の集合写真、顔写真、プロフィール

等を掲載し、当該部分に係る経費に政務活動費を充てたとしても、それ

が社会通念に照らし相当な範囲にとどまる限り、許されるものと解する

のが相当である。 

したがって、区政報告に議員の集合写真、顔写真、プロフィール等を

掲載することが直ちに選挙活動、政党活動、後援会活動等（以下「選挙

活動等」という。）に該当し、政務活動とは認められないと解するのは

相当でなく、当該写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙っ

て掲載されたものといえるような特段の事情があれば格別、そうでない
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限り、社会通念に照らし相当な範囲にとどまっていれば、違法又は不当

であるということはできない。 
 

２ 区民意見聴取時のお茶代 

会派及び議員が行う活動並びに区政に対する区民からの要望及び意見

の聴取、区民相談等を行うに当たり、茶菓代を支出することは、「政務活動

に要する経費」で広聴広報費として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、目

的及び参加人数が明らかにされ、支出金額の上限（１人につき500円）の範

囲内で実態に即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又

は不当であるということはできない。 

 

 [会派・議員別判断] 
 

１ 浅井くにお議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、会派所属議員の集合写真、「年

頭にあたり」と題する文章、平成28年第３回・第４回定例会の概要報告、

会派所属議員の顔写真、氏名、「昨年の区政報告と今後の課題について

一言」、住所、電話番号等が掲載されている。 

このうち、「年頭にあたり」と題する文章、平成28年第３回・第４回定

例会の概要報告並びに会派所属議員の氏名及び「昨年の区政報告と今後

の課題について一言」については議会活動及び区政に関する記載ないし

はこれらを区民に知らせることに資するものと認められ、住所及び電話

番号については区民の意見等の受付先を明示するものであり、政務活動

（広聴広報活動）に資するものと認められる。 

そのほか、会派所属議員の集合写真及び顔写真については、上記判断

基準―１―（２）のとおり、当該写真が専ら選挙活動等のための宣伝効

果のみを狙って掲載されたものといえるような特段の事情等があると

は認められず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を

超えているとまではいうことはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、会派所属議員の集合写真、脇

坂たつや幹事長の挨拶文、平成28年第１回・第２回定例会の概要報告、

会派所属議員の顔写真、氏名、「上半期の区政報告と新年度について一

言」、住所、電話番号等が掲載されている。 
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このうち、脇坂たつや幹事長の挨拶文、平成28年第１回・第２回定例

会の概要報告並びに会派所属議員の氏名及び「上半期の区政報告と新年

度について一言」については議会活動及び区政に関する記載ないしはこ

れらを区民に知らせることに資するものと認められ、住所及び電話番号

については区民の意見等の受付先を明示するものであり、政務活動（広

聴広報活動）に資するものと認められる。 

そのほか、会派所属議員の集合写真及び顔写真については、上記判断

基準―１―（２）のとおり、当該写真が専ら選挙活動等のための宣伝効

果のみを狙って掲載されたものといえるような特段の事情等があると

は認められず、その紙面に占める割合も社会通念に照らし相当な範囲を

超えているとまではいうことはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（３）議員の区政報告（平成28年夏号・平成29年新年号）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒

の原本が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、平成28年夏号には平成28年第

１回臨時会等に関する記事、平成29年新年号には所属する文教委員会の

行政視察等に関する記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）

に資するものと認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に

関連しない記事等が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

２ 井原太一議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

上記の浅井くにお議員の判断―（１）（以下この調査研究費の項目に

おいて「判断―（１）」という。）のとおり、本件支出が違法又は不当で

あるということはできない。 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

上記の浅井くにお議員の判断―（２）（以下この調査研究費の項目に

おいて「判断―（２）」という。）のとおり、本件支出が違法又は不当で

あるということはできない。 
 

（３）区政報告会会場費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、按分率80パ

ーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基

づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告会の内容について、「①議会の動きと活動内容、

②杉並区の動きと現状（総合計画、実行計画の改定等）、③下高井戸周辺

地域で起こっている区の施策（下高井戸おおぞら公園建設等）、④今後

の展望等について報告し、報告事項等に対して質疑応答を行った」旨説

明され、また、領収書等貼付用紙に按分率（80パーセント）の算定根拠
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が記載され、全体の時間数（75分）から①後援会長挨拶、②石原大臣秘

書報告、③早坂都議報告、④小宮都議報告、⑤自己紹介の合計時間数（14

分）を控除して按分率が設定されていることから、当該区政報告会には

選挙活動等の明らかに政務活動でない内容が含まれているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

３ 今井ひろし議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

判断―（１）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。   
４ 大泉やすまさ議員（会派の区政報告（平成28年夏号）作成費） 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということはで

きない。 
 

５ 大熊昌巳議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

判断―（１）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

６ 大和田伸議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

判断―（１）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（３）議員の区政報告（平成28年春号）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒

の原本が提出され、按分率８分の７で計上されており、「政務活動に要

する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められ

る。 

そして、当該区政報告の内容をみると、請求人が指摘する表面のご挨

拶の記事（「政治の師である石原大臣と」と題する写真を含む。）（全体の

８分の１）については、按分して控除されていることが認められる。そ

れ以外の部分をみると、会派所属議員の集合写真を添付した会派の紹介
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記事については、上記判断基準―１―（２）のとおり、当該写真が専ら

選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえるよ

うな特段の事情等があるとは認められず、その紙面に占める割合も社会

通念に照らし相当な範囲を超えているとまではいうことはできず、当該

議員からも「第一会派として広く区民からご意見やご要望をお寄せいた

だきたいという政務活動の意味合いで記載した」と説明されている。そ

のほか、平成27年度の杉並区議会報告、東京高円寺阿波おどり等に関す

る記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認

められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等

が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（４）議員の区政報告（平成29年１月）はがき購入費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、昨年（平成28年）の区の施策

のうち、認可保育園の増設及び南伊豆町の特養建設に関する記事が掲載

されており、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙

活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されて

いるとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（５）議員の区政報告（2017年新春号）作成費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出され、按分率６分の４で計上されており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、請求人が指摘する裏面の都知

事選挙及び都議会議員選挙に関する記事（全体の６分の２）については、

按分して控除されていることが認められる。それ以外の部分をみると、

狭あい道路の拡幅整備に関する記事が掲載されており、政務活動（広聴

広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連する記事など、

政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（６）区政報告会開催経費（お茶代、配布資料用封筒代等） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び配布資料用封筒の原

本が提出されており、また、お茶代については、上記判断基準―２のと

おり、領収書が提出され、目的及び参加人数が明らかにされ、支出金額

の上限（１人につき500円）の範囲内で支出されており、「政務活動に要

する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められ

る。なお、当初当該区政報告会の参加人数が記載されていなかったが、

本件監査請求後の平成30年５月21日付けで領収書等貼付用紙の備考欄

に参加人数（約100名）が補記されている。 
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そして、当該区政報告会の内容について、「杉並区議会における常任

委員会の概要や震災救援所等、区政に関することについて報告した」と

説明され、また、請求人の「所属する党派の有力者を招き、政党への利

益誘導の要素を有している」との主張に対しては、「杉並区議会議員の

政務活動については決して杉並区・杉並区議会だけで足りるものではな

く、時には国、国会との連携によって成るものが多くあり、政党への利

益誘導という考えは毛頭ない」と説明されており、当該区政報告会には

選挙活動等の明らかに政務活動でない内容が含まれているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

７ 富本卓議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

判断―（１）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（３）議員の区政報告（ＴＯＭＭＹ通信創刊号）作成費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出され、按分率80パーセントで計上されており、「政務活動に要する経

費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、請求人が指摘する参議院議員

中川まさはる氏を応援している写真等の記事（全体の20パーセント）に

ついては、按分して控除されていることが認められる。それ以外の部分

をみると、当該議員の主な政策（小型バスなど「地域で身近な公共交通」

の拡充等の８政策）が掲載され、「区政目安箱」と題するアンケートはが

きの欄が設けられるなど、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認

められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等

が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（４）議員の区政報告（平成28年初秋号）作成費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、表面のうち、「さて11月９日に

はご好評をいただいております「とみもと卓後援会旅行会」（詳細別紙）

を開催する運びとなりました。是非多くの皆様方のご参加を心よりお待

ち申し上げております。」の部分（全体の1.9パーセント）については、

本件監査請求後の平成30年５月21日付けの28年度収支報告書等の訂正

により、按分して控除され、同年６月７日に8,612円が返還されている。
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それ以外の部分をみると、平成28年第１回臨時会及び第２回定例会等に

関する記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するもの

と認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記

事等が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（５）議員の区政報告（ＴＯＭＭＹ通信第２号）作成費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、当該議員の主な政策（小型バ

スなど「地域で身近な公共交通」の拡充等の８政策）のほか、当該議員

の活動の主なものが７つのトピックス（平成28年第３回定例会・第４回

定例会等）として掲載され、「区政目安箱」と題するアンケートはがきの

欄が設けられるなど、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認めら

れ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲

載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（６）議員の区政報告（平成29年初春号）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、表面のうち、「旧年中は７月に

は参議院選挙、東京都知事選挙、11月９日に開催した「第４回とみもと

卓後援会バス旅行会」をはじめ多くのお力添えを賜りましたこと心より

厚く御礼申し上げます。」の部分（全体の1.6パーセント）については、

本件監査請求後の平成30年５月21日付けの28年度収支報告書等の訂正

により、按分して控除され、同年６月７日に5,951円が返還されている。

それ以外の部分をみると、平成28年第４回定例会における一般質問等に

関する記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するもの

と認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記

事等が掲載されているとは認められない。 

請求人は、「当該議員の写真と挨拶で表面の４分の３以上を占めてお

り、政務活動ではない」と主張するが、写真については、上記判断基準

―１―（２）のとおりであり、社会通念に照らし相当な範囲にとどまっ

ているものと解され、また、挨拶については、議会改革や保育施策につ

いて記されており、いずれも政務活動に関連しないとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（７）ホームページ維持管理費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、按分率75パ

ーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基

づき、適正に処理されていることが認められる。 
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そして、按分率について、「ホームページは、①ＴＯＰページ、②プロ

フィール、③スタイル、④政策、⑤実績、⑥公約達成度、⑦活動報告、

⑧応援団募集で構成され、政務活動の割合は80パーセントとなるが、よ

り慎重を期して75パーセントとした。ブログはＴＯＰページの部分に含

まれており、ＴＯＰページは33パーセントに按分している」と説明され

ており、その按分率が明らかに相当でないとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

８ はなし俊郎議員 
 

（１）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（２）議員の区政報告（平成29年３月30日）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、平成29年第１回定例会に関す

る記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認

められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等

が掲載されているとは認められない。 

請求人は、「当該議員の区政報告は毎年のように区の広報の内容がそ

のまま掲載され、今回は、杉並区議会だよりNO.235の記事が一部加工さ

れているものの、ほぼそのまま掲載されている」と主張するが、上記判

断基準―１―（２）で述べたとおり、区政報告をどのような内容にする

かについては、会派及び議員の裁量に委ねられているものと解され、広

報すぎなみ、杉並区議会だより等の掲載内容を活用して区政報告に掲載

したとしても、その内容が議会活動や区政に関するものである以上、政

務活動費に計上することが許されるものと解するのが相当であるとこ

ろ、当該区政報告の内容は議会活動や区政に関するものであると認めら

れる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

９ 吉田あい議員 
 

（１）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（２）議員の区政報告（平成28年春季号）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒

の原本が提出され、按分率93.3パーセントで計上されており、「政務活

動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認

められる。なお、当該按分率の訂正はなかったが、その計算式「按分対

象記事（縦10.8ｃｍ×横10.6ｃｍ）÷原稿全体・両面（縦35ｃｍ×横24
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ｃｍ×２）＝0.067」について、本件監査請求後の平成30年５月21日付け

で「横24ｃｍ」が「横24.4ｃｍ」に訂正されている。 

そして、当該区政報告の内容をみると、請求人が指摘する記事のうち、

「今こそ憲法改正を！」の記事（全体の6.7パーセント）については、按

分して控除されていることが認められる。それ以外の部分をみると、平

成28年第１回定例会等に関する記事が掲載されており、政務活動（広聴

広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連する記事など、

政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認められない。 

請求人は、「杉並区農業祭における当該議員の娘さんの写真入りの記

事、「子育て奮闘記！？」の記事（杉並区のキャラクター「なみすけ」と

当該議員の娘さんの写真を含む。）は政務活動ということだろうか」と

主張するが、杉並区農業祭、「なみすけ」、銭湯の意義等に関する「子育

て奮闘記！？」の記事は、いずれも区政に関連するものと認められる。 

また、仮に、区政に関連しないと解されるとしても、上記判断基準―

１―（２）で述べたとおり、区政報告については、区民に読んでもらう

必要があり、区民に関心を持ってもらうということも重要な要素になる

というべきであるから、そのための１つの手段として、区政報告に当該

議員が行う議会活動及び区政に関する政策等以外の記事を掲載し、当該

記事に係る経費に政務活動費を充てることも、それが合理的な範囲にと

どまる限り、許されるものと解するのが相当であるところ、請求人の指

摘する記事は、合理的な範囲を超えているとまではいうことはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（３）議員の区政報告（平成28年決算号）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒

の原本が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、平成28年第３回定例会等に関

する記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するものと

認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事

等が掲載されているとは認められない。 

請求人は、「娘さんの写真等（馬橋稲荷神社における写真、「子育て奮

闘記！？」の記事における写真）、家族のことは私費で賄うべきである」

と主張するが、子育てに関する「子育て奮闘記！？」の記事は区政に関

連するものと認められ、また、馬橋稲荷神社における写真の記事につい

ては、区政に関連するとまではいえないものの、上記の当該議員に関す

る判断―（２）のとおり、区政報告に当該議員が行う議会活動及び区政

に関する政策等以外の記事を掲載し、当該記事に係る経費に政務活動費

を充てることも、それが合理的な範囲にとどまる限り、許されるものと

解するのが相当であるところ、当該写真の記事は、合理的な範囲を超え

ているとまではいうことはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
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10 脇坂たつや議員 
 

（１）会派の区政報告（平成29年春号）作成費等 

判断―（１）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（２）会派の区政報告（平成28年夏号）作成費 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということは

できない。 
 

（３）議員の区政報告（2017年３月）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒

の原本が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、平成29年度予算に関する記事

が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、

選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載さ

れているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（４）ホームページ管理費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、按分率90パ

ーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基

づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、按分率について、「請求人から指摘を受けている石原伸晃衆

議院議員からのメッセージが政治活動と捉えており、実態としては全体

の割合からしても１割にも満たないが、区民感情を考慮に入れ、区切り

の良い数字（90パーセント）とした。また、ブログのサービスは、ホー

ムページの契約内容には含まれておらず、政務活動費として計上してい

るものではない」と説明されており、その按分率が明らかに相当でない

とは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

11 岩田いくま議員（区政報告（VOL.51要約版・VOL.53要約版）作成費） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、VOL.51要約版には待機児童解消

緊急対策等に関する記事が掲載され、VOL.53要約版には「杉並区の財政見

通しへの懸念」と題する記事等が掲載されており、いずれも政務活動（広

聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連する記事など、

政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認められない。 

請求人は、「印刷代を按分なしで計上し、郵送代を90パーセント按分で

計上しているが、按分率が異なっている理由が不明である」と主張するが、

領収書によると10パーセント割引をされたものであり、90パーセント按分
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されたものでないことが認められる。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

12 松浦芳子議員（区政報告（平成29年新春号）作成費） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

され、按分率95パーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、請求人が指摘する山田宏前杉並

区長の参議院議員選挙の当選に関する記事（全体の５パーセント）につい

ては、按分して控除されていることが認められる。それ以外の部分をみる

と、「杉並区 昨年のできごと」と題する記事（すぎなみ保育緊急事態宣言

等）等が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認め

られ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲

載されているとは認められない。 

請求人は、「掲載内容のほとんどが政務活動に相当するとしても、一行

だけでも選挙・政党・後援会などの活動に関することを加えれば、単純に

面積比から公金交付の按分比とすることは、社会通念上からも認められな

い」と主張するが、本件のように、紙面に占める割合で按分することは合

理性を有するものと考えられ、この点に関する請求人の主張は採用するこ

とができない。 
 

13 増田裕一議員（区政報告会会場費等） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び案内はがきの原本が提

出され、按分率50パーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告会の内容について、「前半に当該議員から議会で

の質疑内容や視察報告等の年間の活動報告、後半に吉田はるみ氏から国政

報告の一環として訪日観光客の誘致に向けた取組ついて講話があったの

みで、政党活動の実態はなく、次第の構成上実態に即して関連経費を50パ

ーセント按分したものである」と説明され、吉田はるみ氏の国政報告会の

部分については全て按分して控除されており、当該議員の区政報告会の部

分には選挙活動等の明らかに政務活動でない内容が含まれているとは認

められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

14 山本あけみ議員 
 

（１）区政報告（VOL.19・VOL.20・VOL.21・VOL.22・2016年8・9月臨時特別

号・2016年11月臨時特別号・2016年12月臨時特別号・2017年保育関連臨

時特別号・高井戸公園ＮＥＷＳ・区民アンケート）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出され、VOL.19については按分率90パーセント、VOL.20の送付代等につ

いては按分率３分の２、VOL.21については按分率16分の15、VOL.22につ

いては按分率８分の７で計上されており、「政務活動に要する経費・同
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細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、請求人が指摘するVOL.19の菅

直人衆議院議員、長妻昭衆議院議員及び吉田はるみ民進党衆議院東京第

８区（杉並区）公認内定者に関する記事、VOL.21の蓮舫民進党代表及び

西村まさみ前参議院議員に関する記事、VOL.22の菅直人衆議院議員、西

村まさみ前参議院議員及び山尾しおり衆議院議員に関する記事につい

ては、按分して控除されていることが認められる。それ以外の部分をみ

ると、VOL.19には平成28年第１回定例会等に関する記事が掲載され、

VOL.20には平成28年第３回定例会等に関する記事が掲載され、VOL.21に

は平成28年第４回定例会等に関する記事が掲載され、VOL.22には平成29

年第１回定例会等に関する記事が掲載され、2016年8・9月臨時特別号に

は平成28年第２回定例会等に関する記事が掲載され、2016年11月臨時特

別号には平成28年第３回定例会等に関する記事が掲載され、2016年12月

臨時特別号には平成28年第４回定例会等に関する記事が掲載され、2017

年保育関連臨時特別号には「杉並区と世田谷区の首長が語る都市ならで

はの保育行政」講演会等に関する記事が掲載され、高井戸公園ＮＥＷＳ

には仮称高井戸公園に関する記事が掲載され、区民アンケートは区政に

関するアンケート内容であり、いずれも、政務活動（広聴広報活動）に

資するものと認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関

連しない記事等が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）オフィシャルサイト作成料 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、按分率80パ

ーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基

づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、請求人が具体的にどの部分が政務活動に該当しないと主張し

ているのか明らかでないが、按分率について、「当該オフィシャルサイ

トは、旧オフィシャルサイトで、現在のサイトの前に管理運営していた

ものである。旧オフィシャルサイトのコンテンツである「政策」、「プロ

フィール」、「応援して下さる方へ」、「ブログ」のうち、「ブログ」の一部、

「応援して下さる方へ」の部分に政治活動が含まれることから80パーセ

ントの政務活動費計上とした」と説明されており、その按分率が明らか

に相当でないとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

15 上野エリカ議員（区政報告（2016年８月・2017年４月）作成費等） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。なお、区政報告（2017年４月）作成費につ

いて、当初は2016年３月31日付けの領収書が提出されていたが、業者の作

成誤りであったため、再発行された領収書（2017年３月31日付け）が、本

件監査請求後の平成30年５月21日付けで追加提出されている。 
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請求人は、「当該区政報告に掲載された内容の多くは、政務活動費条例

の趣旨に合致していない」と主張するのみで、具体的にどの部分が政務活

動費条例の趣旨に合致していないと主張しているのか明らかでないが、当

該区政報告の内容をみると、2016年８月号には「新しい東京の街づくりに

ついて」と題する他区の区議会議員との対談等に関する記事が掲載され、

2017年４月号には平成29年第１回定例会等に関する記事が掲載されてお

り、いずれも政務活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活

動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されている

とは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

16 奥田雅子議員、そね文子議員（区政報告（NO.100・NO.102・NO.103）作

成費） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

され、按分率75パーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、請求人が指摘するNO.100の大河

原まさこ元東京・生活者ネットワーク代表委員に関する記事を含むページ

（４ページ、全体の25パーセント）のほか、NO.102の４ページ（子宮頸が

んワクチン副反応被害等に関する記事）、NO.103の４ページ（手話講習会

等に関する記事）については、按分して控除されていることが認められる。

それ以外の部分をみると、NO.100には平成28年第１回定例会等に関する記

事が掲載され、NO.102には平成28年第３回定例会等に関する記事が掲載さ

れ、NO.103には平成28年第４回定例会等に関する記事が掲載されており、

いずれも政務活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等

に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは

認められない。 

したがって、本件各支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

17 田中ゆうたろう議員 
 

（１）区政報告（平成28年予算特別号・平成29年予算特別号）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒

の原本が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、平成28年予算特別号には平成

28年第１回定例会等に関する記事が掲載され、平成29年予算特別号には

平成29年第１回定例会等に関する記事が掲載されており、いずれも政務

活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連する

記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認められ

ない。 

請求人は、「当該議員の写真が満載されており、紙面の40～60パーセ

ントに議員の写真を掲載することに妥当性・正当性があるのだろうか」

と主張するが、上記判断基準―１―（２）のとおり、当該写真が専ら選
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挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたものといえるよう

な特段の事情等があるとは認められず、その紙面に占める割合も社会通

念に照らし相当な範囲を超えているとまではいうことはできず、当該議

員からも「掲載した写真は、区政報告の本文内容を補助し、区民の理解

を促進するもの、区民に区立公園を利用した地域コミュニティへの参加

を呼び掛けるもので、いずれも杉並区政にとって非常に重要なテーマ・

不可分の内容であり、それを区民に伝える目的で掲載している」と説明

されており、それを否定する根拠はない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）区政報告はがき（平成29年元旦）作成費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、昨年の杉並区政への疑問とし

て３項目（①待機児ゼロを拙速に目指すあまりの区立公園つぶし、②増

田寛也氏の顧問就任、③区長・区議団の韓国訪問）が記載されるなど、

政務活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連

する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認め

られない。 

また、当該議員からも、「区民に対して平成28年の区政の状況を報告

する目的で作成し、上記の３項目の要旨を区民に広く報告したものであ

る。また、冒頭の一文は、拙速な区立公園つぶし等の失政を許さぬ美し

い我が町杉並を守るとの姿勢から質問を行い、かつ、その要旨を区民に

報告する旨を端的に述べたものである」と説明されており、一般人の通

常の新年の挨拶状と大きな違いはないとまではいうことはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

18 木梨もりよし議員（区政報告（平成28年春季号）ポスティング代） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、当該区政報告の内容をみると、平成28年第１回定例会に関する

記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するものと認めら

れ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載

されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

19 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員） 
 

（１）区政報告（VOL.006・VOL.007）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提

出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 
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そして、請求人が具体的にどの部分が政務活動に該当しないと主張し

ているのか明らかでないが、当該区政報告の内容をみると、VOL.006に

は平成28年度予算の主な事業等に関する記事が掲載され、VOL.007には

平成28年第３回定例会等に関する記事が掲載されており、いずれも政務

活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連する

記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認められ

ない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）ホームページ管理運営費 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、按分率80パ

ーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基

づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、按分率について、「ホームページの内容はほとんどが政務活

動に関するものであり、按分率（80パーセント）は妥当と考えている。

公明党サイトとのリンクについては、当該サイトにも区政に参考になる

地方行政に関する記事も多く掲載されているので、区民へのサービスと

してリンクを貼っている」と説明されており、その按分率が明らかに相

当でないとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

20 杉並区議会公明党（川原口宏之議員）（区政報告（2016年４月号・2016年

８月号・2016年11月号・2017年１月号）作成費等） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒の

原本が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、

適正に処理されていることが認められる。 

そして、請求人が具体的にどの部分が政務活動に該当しないと主張して

いるのか明らかでないが、当該区政報告の内容をみると、2016年４月号に

は「保育園待機児童の早期解消に総力！」と題する記事等が掲載され、2016

年８月号には「保育園待機児童解消にむけて」と題する記事等が掲載され、

2016年11月号には清掃・環境部門の取組等に関する記事が掲載され、2017

年１月号には子育て支援等に関する記事が掲載されており、いずれも政務

活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連する記

事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

21 杉並区議会公明党（横山えみ議員） 
 

（１）区政報告（NO.42・NO.43・NO.44）作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書並びに区政報告及び封筒

の原本が提出されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づ

き、適正に処理されていることが認められる。 

そして、請求人が具体的にどの部分が政務活動に該当しないと主張し

ているのか明らかでないが、当該区政報告の内容をみると、NO.42には
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平成28年度一般会計予算等に関する記事が掲載され、NO.43にはパラリ

ンピック等に関する記事が掲載され、NO.44には済美山グランドの移動

式サッカーゴールの設置等に関する記事が掲載されており、いずれも政

務活動（広聴広報活動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連す

る記事など、政務活動に関連しない記事等が掲載されているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）ホームページ作成費等 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、按分率80パ

ーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基

づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、按分率について、「ホームページはほとんどが政務活動に関

する内容であることから、按分率（80パーセント）は妥当である。公明

党サイトとのリンクについては、当該サイトには区政にも参考になる地

方行政に関する記事も多く掲載されているので、区民サービスとしてリ

ンクを貼っている」と説明されており、その按分率が明らかに相当でな

いとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

22 杉並区議会公明党（大槻城一議員）（区政報告（2016①）郵送料等） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、請求人が具体的にどの部分が政務活動に該当しないと主張して

いるのか明らかでないが、当該区政報告の内容をみると、平成28年第１回

定例会等に関する記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資

するものと認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連し

ない記事等が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

23 杉並区議会公明党（北明範議員）（①区政報告（第24号・第25号）作成費

等、②区政報告会会場費） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、請求人が具体的にどの部分が政務活動に該当しないと主張して

いるのか明らかでないが、当該区政報告の内容をみると、第24号には平成

28年第３回定例会等に関する記事が掲載され、第25号には平成29年第１回

定例会等に関する記事が掲載されており、いずれも政務活動（広聴広報活

動）に資するものと認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動

に関連しない記事等が掲載されているとは認められない。 

また、当該区政報告会の内容については、「防災防犯公園や感電ブレー

カーに関すること等を報告しており、全て区政に関する内容となっている」
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と説明されており、選挙活動等の明らかに政務活動でない内容が含まれて

いるとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

24 杉並区議会公明党（渡辺富士雄議員）（区政報告（2017年新春特別号）は

がき代） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書及び区政報告の原本が提出

されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処理

されていることが認められる。 

そして、請求人が具体的にどの部分が政務活動に該当しないと主張して

いるのか明らかでないが、当該区政報告の内容をみると、昨年（平成28年）

の議会質問（東京都からの児童相談所移管準備をどのように進めるか等）

等に関する記事が掲載されており、政務活動（広聴広報活動）に資するも

のと認められ、選挙活動等に関連する記事など、政務活動に関連しない記

事等が掲載されているとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

25 河津利恵子議員（ホームページ運営・管理費） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、按分率80パー

セントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、

適正に処理されていることが認められる。 

そして、按分率について、「ブログの導入部分（最初のパラグラフ）にお

いて、時事、気象、プライベートも含めた近況報告などを扱っており、こ

の部分を全体の文書量から見て20パーセントを差し引き、80パーセントの

按分としている」と説明されており、その按分率が明らかに相当でないと

は認められない。 

なお、当該ホームページ運営・管理費のうち、平成28年７月分の計上に

誤りがあったため、本件監査請求後の平成30年５月21日付けで28年度収支

報告書等が訂正され、同年６月14日に2,400円が返還されている。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

26 杉並区議会公明党（区民意見聴取時のお茶代） 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、目的及び参加人数が明

らかにされ、支出金額の上限（１人につき500円）の範囲内で按分率50パー

セントで計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、

適正に処理されていることが認められる。なお、当初平成28年５月分の区

民意見聴取の参加人数が記載されていなかったが、本件監査請求後の平成

30年５月21日付けで領収書等貼付用紙の備考欄に参加人数（180人）が補

記されている。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
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３―２―４ 資料購入費 
 

[返還請求の対象及び金額] 
 

１ 浅井くにお議員（図録（祭りばやしのひびき・荻外荘と近衛文麿・愛新

覚羅浩展）購入費：1,600円） 
 

２ 大泉やすまさ議員（時事通信社のＪＡＭＰ（時事行財政情報モニタ）・都

政新報購読料：14万4,870円） 
 

３ 脇坂たつや議員（自由民主購読料：5,100円） 
 

４ 岩田いくま議員（犯罪心理学事典購入費：1万800円） 
 

５ 杉並区議会公明党（①公明新聞購読料：17万7,378円、②月刊公明購読

料：2万2,176円） 

 

 [請求人の主張要旨] 
 

１ 浅井くにお議員（図録（祭りばやしのひびき・荻外荘と近衛文麿・愛新

覚羅浩展）購入費） 

  杉並区立郷土博物館で図録を３点購入しているが、これらの図録購入と

区政との関係が明らかにされておらず、不明である。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

２ 大泉やすまさ議員（時事通信社のＪＡＭＰ（時事行財政情報モニタ）・都

政新報購読料） 

ＪＡＭＰ（時事行財政情報モニタ）の平成29年２月～平成30年１月分と

都政新報の平成29年７月～平成30年12月分の購読料を平成29年３月に支

出し、政務活動費に計上しているが、政務活動費は原則として当該年度の

政務活動を対象にしており、次年度に入手する雑誌等の購読料を当該年度

の政務活動費に計上することは、法令上からも認められない。 

したがって、計上額のうち、次年度分に相当する額の全額の返還を求め

る。 
 

３ 脇坂たつや議員（自由民主購読料） 

  政務活動費規程第２条で「政務活動に要する経費」に該当しないものと

して政党活動に関する経費が挙げられている一方で、同規程の資料購入費

の項目で「所属政党発行の機関紙の購読については、議員１人当たり１部

のみとする」とされている。多くの政党の党員は党紙の購読を義務付けら

れているのが一般的であり、その費用を政務活動費から支出することが認

められないことは一般社会通念上からも明白であり、政務活動費規程が自

己矛盾している。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

４ 岩田いくま議員（犯罪心理学事典購入費） 

  区政の活性化などの政策立案にどのように活用してきたかについて説

明がなく、不明である。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
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５ 杉並区議会公明党 
 

（１）公明新聞購読料 

公明党規約で機関紙を購読することは党員の義務とされているが、政

務活動費規程第２条で政党活動に関する経費の支出は禁じられており、

党員の義務である機関紙の購読について政務活動費で支払うことは税

金・公金を違法に使うことである。 

「政務活動に要する経費細目」で「所属政党発行の機関紙の購読につ

いては、議員１人当たり１部のみとする」とされていることを適用して、

同細目に適合しているという理由で政務活動費から支出しているが、政

党活動に関する経費の支出であり、政務活動費規程第２条に違反する。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

（２）月刊公明購読料 

「政務活動に要する経費細目」で「所属政党発行の機関紙の購読につ

いては、議員１人当たり１部のみとする」とされているにもかかわらず、

公明新聞のほか、月刊公明の購読も行っており、２件の所属政党発行の

機関紙の購読は認められない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 

 

[判断基準]  
 

１ 一般の資料購入費 
 

（１）区政に関する調査研究その他の活動を行うに当たり、書籍、雑誌、新

聞等の資料を購入し、その購入費等の経費を支出することは、「政務活

動に要する経費」で資料購入費として認められている。 

  資料購入費については、会派及び議員の政務活動の広範さに鑑み、購

入の目的や当該資料の題名等からうかがわれる資料の内容等に照らし

て政務活動との間に明らかに合理的関連性が認められない場合を除き、

政務活動費の趣旨目的に適合するものであって適法であると解するの

が相当である。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書が提出され、

資料名が明らかにされ、定期購読の場合は１年を超えない購読料であり、

実態に即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不

当であるということはできない。 
 

（２）政務活動費条例等において、政務活動費の支出の原因となる事実がそ

の年度中に発生していることを要する旨の規定が存在しないことから

すると、政務活動費の支出の計上年度を当該支出が行われた年度とする

「現金主義」を採用することも許容されると解するのが相当であり、交

付年度内に実際に支出された経費であれば、次年度（平成29年度）の資

料購入費に係る支出が含まれているとしても、当該年度（平成28年度）

の政務活動費から支出することができると解するのが相当である。 

   ただし、「現金主義」を採用するとしても、政務活動費が年度を単位

として交付されていることからすると、支出の範囲は１年以内にとどめ、
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それを超える部分については不適切というべきであり、１年の範囲にと

どまっていれば、違法又は不当であるということはできない。 
 

２ 所属政党発行の機関紙購入費 

区政に関する調査研究その他の活動を行うに当たり、所属政党発行の機

関紙を購入し、その購入費等の経費を支出することは、「政務活動に要す

る経費」で資料購入費として認められている。 

また、「政務活動に要する経費細目」において、「所属政党発行の機関紙

の購読については、議員１人当たり１部のみとする」と定められ、同一の

機関紙を複数購入することは認められていないことから、社会通念上相当

な範囲内にとどまっているものと解することができるものであり、議員１

人当たり１部の購入であれば、違法又は不当であるということはできず、

当然のことながら、政務活動費規程第２条に違反するということはできな

い。 

所属政党発行の機関紙であっても、区政に関する情報が掲載されている

のであれば、これを購入することは政務活動と合理的関連性を有するもの

と解され、区政に関する情報が全く掲載されていないという特段の事情が

認められない限り、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書

が提出され、資料名が明らかにされ、定期購読の場合は１年を超えない購

読料であり、実態に即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、

違法又は不当であるということはできない。 

 

 [会派・議員別判断] 
 

１ 浅井くにお議員（図録（祭りばやしのひびき・荻外荘と近衛文麿・愛新

覚羅浩展）購入費） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、資料名が明ら

かにされており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、当該資料はいずれも杉並区立郷土博物館で購入したものであり、

区政に関連性を有するものと認められ、「図録は、杉並の歴史、文化、伝統

芸能などの理解を深め、杉並らしさを大切にした活動に活かす目的で購入

した」と説明されており、政務活動との間に明らかに合理的関連性が認め

られないということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

２ 大泉やすまさ議員（時事通信社のＪＡＭＰ（時事行財政情報モニタ）・都

政新報購読料） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、資料名が明ら

かにされ、また、定期購読の期間については、ＪＡＭＰ（時事行財政情報

モニタ）が平成29年２月～平成30年１月分、都政新報が平成28年７月～平

成29年６月分の１年間であり、「政務活動に要する経費・同細目等」に基

づき、適正に処理されていることが認められる。なお、都政新報の購読料

については、当初平成29年７月～平成30年12月分として、3万6,870円が計
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上されていたが、本件監査請求後の平成30年５月21日付けの28年度収支報

告書等の訂正により、計上期間が平成28年７月～平成29年６月分の１年間

に改められ、同年６月８日に1万5,300円が返還されている。また、ＪＡＭ

Ｐ（時事行財政情報モニタ）の購読料については、当初領収書に領収日が

記載されていなかったが、本件監査請求後の平成30年５月21日付けで支払

日を証明する資料（銀行の取引推移一覧表の写し）が追加提出されている。 

そして、当該資料について、区政に関する情報が全く掲載されていない

といった特段の事情は認められず、政務活動との間に明らかに合理的関連

性が認められないということはできない。 

請求人は、「政務活動費は原則として当該年度の政務活動を対象にして

おり、次年度に入手する雑誌等の購読料を当該年度の政務活動費に計上す

ることは、法令上からも認められない」と主張するが、上記判断基準―１

―（２）のとおり、本件支出は交付年度である平成28年度に行われ、支出

の範囲は１年以内にとどまっていることから、次年度（平成29年度）の資

料購入費に係る支出が含まれているとしても、当該年度（平成28年度）の

政務活動費から支出することができると解するのが相当である。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

３ 脇坂たつや議員（自由民主購読料） 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、資料名が明らかにされ、

議員１人当たり１部以内で計上されており、また、定期購読の期間は「平

成28年４月から平成29年３月まで」の１年間であり、「政務活動に要する

経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該資料について、区政に関する情報が全く掲載されていない

といった特段の事情は認められず、その購入目的については、「公明党の

公明新聞と共産党の赤旗を購入し、自由民主党の自由民主と読み比べをす

ることによって、政治を俯瞰的に捉えようとしている」と説明されており、

政務活動との間に明らかに合理的関連性が認められないということはで

きない。 

請求人は、「多くの政党の党員は党紙の購読を義務付けられているのが

一般的であり、その費用を政務活動費から支出することが認められないこ

とは一般社会通念上からも明白であり、政務活動費規程が自己矛盾してい

る」と主張するが、本件支出の使途の適合性については、上記判断基準―

２に基づき判断するのが相当であり、政党の党員が党紙の購読を義務付け

られていることを理由として政務活動費に計上することができないと解

することはできず、また、政務活動費規程が自己矛盾しているとは認めら

れない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

４ 岩田いくま議員（犯罪心理学事典購入費） 

上記判断基準―１―（１）のとおり、領収書が提出され、資料名が明ら

かにされており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 
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そして、当該資料について、「教育（非行・いじめ、ＰＴＳＤ）、情報セ

キュリティ、防犯、児童虐待等の政策課題に活用している」と説明されて

おり、いずれも区政に関する内容であり、政務活動との間に明らかに合理

的関連性が認められないということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

５ 杉並区議会公明党 
 

（１）公明新聞購読料 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、資料名が明らかにさ

れ、議員１人当たり１部以内で計上されており、また、定期購読の期間

は１年以内であり、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適

正に処理されていることが認められる。 

そして、当該資料について、「地方行政・地方議会の課題、動向、活動

状況等に関する記事や解説が豊富に掲載されており、調査研究等の政務

活動のための資料として活用している」と説明されており、区政に関す

る情報が全く掲載されていないといった特段の事情は認められず、また、

政務活動との間に明らかに合理的関連性が認められないということは

できない。 

請求人は、「党員の義務である機関紙の購読について政務活動費で支

払うことは税金・公金を違法に使うことである」、「政党活動に関する経

費の支出であり、政務活動費規程第２条に違反する」と主張するが、本

件支出の使途の適合性については、上記判断基準―２に基づき判断する

のが相当であり、政党の党員が党紙の購読を義務付けられていることを

理由として政務活動費に計上することができないと解することはでき

ず、また、同規程第２条に違反するということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）月刊公明購読料 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、資料名が明らかにさ

れ、議員１人当たり１部以内で計上されており、「政務活動に要する経

費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、当該資料について、「国内外、地方自治、政治、経済、行政等

の課題に関して識者が寄稿した論文を多数掲載している月刊誌であり、

区民との意見交換の際に同誌を使用するなど、いろいろな使い方がある」

と説明されており、区政に関する情報が全く掲載されていないといった

特段の事情は認められず、また、政務活動との間に明らかに合理的関連

性が認められないということはできない。 

請求人は、「「政務活動に要する経費細目」で「所属政党発行の機関紙

の購読については、議員１人当たり１部のみとする」とされているにも

かかわらず、公明新聞のほか、月刊公明の購読も行っており、２件の所

属政党発行の機関紙の購読は認められない」と主張するが、当該規定に

ついて、区議会事務局長の抗弁書において「政党機関紙（雑誌を含む。）

が複数ある場合でも、議員１人当たり各１部の購読まで認めることがで
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きると解している」との見解が示されており、この見解は明らかに合理

性・妥当性を欠くとまではいえないことから、本件支出は当該規定の要

件を満たすものと解される。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

なお、平成30年度から、政務活動費規程の一部が改正され、当該規定

は「所属政党発行の機関紙（機関誌又は冊子を含む。）の購読について

は、議員１人当たり各１部とする」と改められ、規定内容の明確化が図

られている。 

 

３―２―５ 事務費 
 

[返還請求の対象及び金額] 
 

１ 小林ゆみ議員（ノートパソコン、ＵＳＢ－Ｃ接続ケーブル、マウスの購

入費：7万8,338円） 

    ※ なお、先に述べたとおり、小林ゆみ議員の通話用の携帯電話代の返還を

求める請求については、本件監査請求後の平成30年６月19日に2万838円が

返還されたため、監査の対象外（却下）とした。 
 

２ 市来とも子議員（複合機保守料、複合機リース料：4万9,908円） 
 

３ 河津利恵子議員（パソコン用インク代、インクカートリッジ代、インタ

ーネット接続料、プロバイダー代、パソコン一式購入費：7万1,580円） 
 

４ 大熊昌巳議員（ＰＣウイルス出口対策リース料、ＰＣウイルス入口対策

リース料、ノートＰＣ・名簿ソフトリース料、名簿管理ソフト保守料：27

万864円） 
 

５ 杉並区議会公明党（横山えみ議員）（①「宛名シールはがし」購入費：488

円、②携帯電話代：1万4,798円） 
 

６ 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員）（携帯電話代：3万3,381円） 
 

７ 杉並区議会公明党（川原口宏之議員）（携帯電話代：4万8,138円） 
 

８ 杉並区議会公明党（大槻城一議員）（携帯電話代：2万8,671円） 
 

９ 杉並区議会公明党（北明範議員）（携帯電話代：3万1,757円） 
 

10 杉並区議会公明党（中村康弘議員）（携帯電話代：2万8,177円） 
 

11 杉並区議会公明党（島田敏光議員）（携帯電話代：7万2,273円） 
 

12 杉並区議会公明党（渡辺富士雄議員）（携帯電話代：3万7,910円） 
 

13 浅井くにお議員（携帯電話代：3万3,592円） 
 

14 大和田伸議員（携帯電話代：4万1,788円） 
 

15 山本あけみ議員（携帯電話代：3万7,537円） 
 

16 はなし俊郎議員（携帯電話代：1万4,447円） 
 

17 吉田あい議員（携帯電話代：3万5,745円） 
 
    ※ なお、先に述べたとおり、脇坂たつや議員の携帯電話代の計上額のうち、

２分の１を超える部分に相当する額の返還を求める請求については、当初
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から２分の１按分で計上されているため、監査の対象外（却下）とした。 

 

 [請求人の主張要旨] 
 

１ 小林ゆみ議員（ノートパソコン、ＵＳＢ－Ｃ接続ケーブル、マウスの購

入費） 

政務活動費の計上には購入者名が記載された領収書が必須であるが、領

収書が発行されているものの、購入者名が記載されていない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

２ 市来とも子議員（複合機保守料、複合機リース料） 

当該複合機は、当該議員の自宅事務所に設置され、自宅は社民党杉並支

部の事務所の機能も有しており、政務活動以外の政党活動関係のコピー等

にも使用されているものと解されるにもかかわらず、80パーセント按分で

計上されており、疑義がある。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返還

を求める。 
 

３ 河津利恵子議員（パソコン用インク代、インクカートリッジ代、インタ

ーネット接続料、プロバイダー代、パソコン一式購入費） 

「事務処理の手引」に、実態に即して按分する場合には合理的な説明が

必要と明記されているにもかかわらず、合理的な説明がなく80パーセント

按分にしており、その根拠が不明であり、按分の原則に基づき、社会通念

上相当な割合（50パーセント）により按分すべきである。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返還

を求める。 
 

４ 大熊昌巳議員（ＰＣウイルス出口対策リース料、ＰＣウイルス入口対策

リース料、ノートＰＣ・名簿ソフトリース料、名簿管理ソフト保守料） 

名簿管理やウイルス対策について、客観的かつ合理的な説明はなく、政

務活動との関連が不透明である。特に名簿管理についての経費は、政務活

動費条例第９条に当てはまらない支出である。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

５ 杉並区議会公明党（横山えみ議員） 
 

（１）「宛名シールはがし」購入費 

区政報告の宛名シールを誤って貼ってしまい、剥がす必要があるため、

購入したものであるが、自分の失敗まで政務活動費（税金）で補塡する

ことは認められない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

（２）携帯電話代（以下この事務費の項目において「５―（２）」という。） 

 携帯電話代については、平成20年度から平成24年度まで及び平成30年

度において支出割合の上限が２分の１とされていることなどから、平成

28年度においても２分の１とすることが妥当であるが、２分の１を超え

ることについて詳細かつ合理的な説明が何らなされておらず、透明性に
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欠ける。 

したがって、計上額のうち、２分の１を超える部分に相当する額の返

還を求める。 
 

６ 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員）（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

７ 杉並区議会公明党（川原口宏之議員）（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

８ 杉並区議会公明党（大槻城一議員）（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

９ 杉並区議会公明党（北明範議員）（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

10 杉並区議会公明党（中村康弘議員）（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

11 杉並区議会公明党（島田敏光議員）（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

12 杉並区議会公明党（渡辺富士雄議員）（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

13 浅井くにお議員（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

14 大和田伸議員（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

15 山本あけみ議員（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

16 はなし俊郎議員（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 
 

17 吉田あい議員（携帯電話代） 

「５―（２）」の請求人の主張要旨と同じ 

 

[判断基準]  
 

１ パソコン等の購入費、リース料、インターネット接続料等 

区政に関する調査研究その他の活動を行うに当たり、パソコン、複合機、

事務用品等を使用し、その購入費、リース料、インターネット接続料等の

経費を支出することは、「政務活動に要する経費」で事務費として認めら

れている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書（備品（５万円

以上の物品）の場合は、領収書及び備品台帳の写し）が提出され、実態に

即して適切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当である
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ということはできない。 

なお、インターネット接続料については、平成30年度から、政務活動費

規程の一部が改正され、当該支出について合理的な説明ができる場合を除

き、支出割合の上限が２分の１とされている。 
 

２ 携帯電話代 

区政に関する調査研究その他の活動を行うに当たり、携帯電話、スマー

トフォン等の情報端末を使用し、その通信費等の経費を支出することは、

「政務活動に要する経費」で事務費として認められている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書（本体の分割払

い料金が含まれている場合で本体価格が５万円以上の場合は、領収書及び

備品台帳の写し）が提出され、実態に即して適切に按分するなど適正に処

理されていれば、違法又は不当であるということはできない。 

なお、携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費については、平

成30年度から、政務活動費規程の一部が改正され、当該支出について合理

的な説明ができる場合を除き、支出割合の上限が２分の１とされている。 

 

 [会派・議員別判断] 
 

１ 小林ゆみ議員（ノートパソコン、ＵＳＢ－Ｃ接続ケーブル、マウスの購

入費） 

上記判断基準―１のとおり、領収書及びノートパソコンの備品台帳の写

しが提出され、按分率50パーセントで計上されており、「政務活動に要す

る経費・同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。

なお、当該領収書については、当初宛名が記載されていなかったが、本件

監査請求後の平成30年５月16日付けで販売業者により宛名が補記される

とともに、当該領収書に記載された会員番号が「小林優美（小林ゆみ議員）」

のものであることが分かる資料（同日に購入した物品の領収書）が追加提

出されている。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

２ 市来とも子議員（複合機保守料、複合機リース料） 

上記判断基準―１のとおり、領収書が提出され、按分率80パーセントで

計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

請求人は、「当該複合機は、政務活動以外の政党活動関係のコピー等に

も使用されているものと解されるにもかかわらず、80パーセント按分で計

上されており、疑義がある」と主張するが、複合機の使用実態等について、

「①区政報告の印刷、②区政報告会のお知らせ等の印刷、③区政資料の印

刷、④区政資料のスキャン、⑤ＦＡＸで区民の意見・要望を聴取する目的

で使用している。また、政党活動については事務担当者が他所にて事務及

び印刷を行っており、当該複合機は政党活動には使用しておらず、実態と

しては80パーセントを超えるものであるが、政務活動以外の活動も考慮に

入れ80パーセントを計上した」と説明されており、この使用実態や按分率
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が相当でないことを疑わせるに足りる具体的事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

３ 河津利恵子議員（パソコン用インク代、インクカートリッジ代、インタ

ーネット接続料、プロバイダー代、パソコン一式購入費） 

上記判断基準―１のとおり、領収書及びパソコンの備品台帳の写しが提

出され、按分率80パーセントで計上されており、「政務活動に要する経費・

同細目等」に基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、パソコンの使用実態等について、「家人は自身のパソコンを所

有し、政務活動費に計上したパソコンは専ら自身の仕事で使用しており、

また、党務や後援会に関する活動も皆無であることや、パソコンを他の使

途で活用することもほとんどなく、調査研究のための検索や連絡など、ほ

ぼ政務活動に関連した使用であることから、80パーセントとした」と説明

されており、この使用実態や按分率が相当でないことを疑わせるに足りる

具体的事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

４ 大熊昌巳議員（ＰＣウイルス出口対策リース料、ＰＣウイルス入口対策

リース料、ノートＰＣ・名簿ソフトリース料、名簿管理ソフト保守料） 

上記判断基準―１のとおり、領収書が提出され、按分率50パーセントで

計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、パソコンのウイルス対策について、「ＰＣウイルス出口対策リ

ース料及びＰＣウイルス入口対策リース料は、セキュリティ機能を有した

ＨＵＢ等を使用し、外部からのウイルス侵入対策や外部へのウイルス拡散

を防ぐ等の対策に係る費用であり、区議が使用するパソコンのウイルス対

策は大変重要な取組であると考えている」と説明されており、不必要な経

費であるとまではいうことはできない。 

また、名簿管理については、「名簿管理ソフトは、リースのデスクトップ

パソコンにインストールし、区民への区政報告等の送付のために使用して

いる」と説明されており、政務活動費条例第９条に当てはまらない支出で

あるとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

５ 杉並区議会公明党（横山えみ議員） 
 

（１）「宛名シールはがし」購入費 

上記判断基準―１のとおり、領収書が提出され、按分率50パーセント

で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適

正に処理されていることが認められる。 

そして、購入理由について、「区政報告の宛名シールを誤って貼って

しまい、剥がす必要があるため、購入したものであり、シールを剥がさ

ずにはがきごと廃棄し、新たに宛名シールを作成すると、より多くの経

費が発生するため、より少額の経費で済む対応をした」と説明されてお
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り、不必要な経費であるとまではいうことはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）携帯電話代 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、按分率80パーセント

で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適

正に処理されていることが認められる。 

そして、携帯電話の使用実態等について、「携帯電話については、党本

部から全議員に各１台支給されており、会派所属の議員は、２台保有し

ている。党、後援会活動や私用等、政務活動以外の案件については、党

から支給されている携帯電話を使用している。政務活動費に計上してい

るものは、党本部から支給されたものとは別のもう１台の携帯電話であ

り、こちらは専ら政務活動のために使用するものとしており、その使用

実態は政務活動100パーセントに近いとの認識でいるが、政務活動以外

の内容について会話を行ったり、メールが来たりすることも可能性とし

てゼロではないので、80パーセントの按分としている」と説明されてお

り、この使用実態や按分率が相当でないことを疑わせるに足りる具体的

事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

６ 杉並区議会公明党（山本ひろこ議員）（携帯電話代） 

上記の杉並区議会公明党（横山えみ議員）の判断―（２）（以下この事務

費の項目において「判断―（２）」という。）のとおり、本件支出が違法又

は不当であるということはできない。 
 

７ 杉並区議会公明党（川原口宏之議員）（携帯電話代） 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということはで

きない。 
 

８ 杉並区議会公明党（大槻城一議員）（携帯電話代） 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということはで

きない。 
 

９ 杉並区議会公明党（北明範議員）（携帯電話代） 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということはで

きない。 
 

10 杉並区議会公明党（中村康弘議員）（携帯電話代） 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということはで

きない。 
 

11 杉並区議会公明党（島田敏光議員）（携帯電話代） 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということはで

きない。 
 

12 杉並区議会公明党（渡辺富士雄議員）（携帯電話代） 

判断―（２）のとおり、本件支出が違法又は不当であるということはで
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きない。 
 

13 浅井くにお議員（携帯電話代） 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、按分率70パーセントで

計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、携帯電話の使用実態等について、「議員就任当時は、使用状況か

ら按分率を50パーセントとしていたが、近年の活動状況では、全体の利用

に対する政務活動での利用の比率がかなり大きくなっており、70パーセン

ト～80パーセントとなっていることから、携帯電話の政務活動利用を70パ

ーセントとしており、使用実態に即した按分と考えている」と説明されて

おり、この使用実態や按分率が相当でないことを疑わせるに足りる具体的

事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

14 大和田伸議員（携帯電話代） 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、按分率80パーセントで

計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、携帯電話の使用実態等について、「議員名簿や区議会レポート

等で公表している事務所の電話番号に電話するとそのまま携帯電話に転

送されるように設定していることから、その通話のほとんどが区民からの

意見や要望であり、政務活動が大半を占めており、100パーセント近くの

計上をしてもよいと考えているが、低めに按分計上している」と説明され

ており、この使用実態や按分率が相当でないことを疑わせるに足りる具体

的事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

15 山本あけみ議員（携帯電話代） 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、按分率80パーセントで

計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、携帯電話の使用実態等について、「携帯電話番号をお互いに通

知している方との連絡用、自宅事務所電話からの転送、区政に関するパソ

コンメールや携帯メールの確認、インターネットを利用した調べものに使

用している。自宅事務所の電話も区民用に公開し、転送をして携帯電話で

受け取れるようにしており、通信料のほとんどを区政関連として使用して

いる実態ではあるものの、家族以外の方との通話など若干の私用として10

パーセント程度含まれると考えられることから、多めの20パーセントとし

て按分率を決定した。なお、家族間の通話やメールは無料の契約をしてお

り、費用が発生していない」と説明されており、この使用実態や按分率が

相当でないことを疑わせるに足りる具体的事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
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16 はなし俊郎議員（携帯電話代） 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、按分率70パーセントで

計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、携帯電話の使用実態等について、「区民と行政とのやりとりを

する手段の一つとして携帯電話がある。どこにいても留守番電話にメッセ

ージが入っていれば連絡がとれる。携帯電話を私的に50パーセント以上使

うことはなく、本来ならば100パーセントでもよいところであるが70パー

セントとしている」と説明されており、この使用実態や按分率が相当でな

いことを疑わせるに足りる具体的事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

17 吉田あい議員（携帯電話代） 

上記判断基準―２のとおり、領収書が提出され、按分率75パーセントで

計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 

そして、携帯電話の使用実態等について、「携帯電話を２台所有し、議会

用とプライベート用を使い分けている。区民にも広く周知し、区民相談や

陳情、区議会事務局からの連絡用として使用している携帯電話を計上して

いる。75パーセント按分にしている理由は、月に数回程度、会派連絡の電

話がかかって来るためである」と説明されており、この使用実態や按分率

が相当でないことを疑わせるに足りる具体的事情は認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

 

３―２―６ 事務所費 
 

[返還請求の対象及び金額] 
 

岩田いくま議員（自宅兼用議員事務所の賃借料：12万円） 

 

[請求人の主張要旨] 
 

 平成27年度の政務活動費監査請求における事務所費の返還請求の際、「岩

田事務所」の表示がないことを指摘したが、当該議員が、自宅の一部を議員

活動の場（議員事務所）としていることに異議を唱えているのではなく、議

員活動の場として、その費用を政務活動費に計上するには、それを明示する

ことが、条例上も議員としての責務と解している。自宅に「公的活動の場」

が共存する場合は、「自分の家の表札」と「公的活動の場であることを示す表

札」を並べて表示することが一般的であり、政務活動の場が特定できない状

態が継続している。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
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[判 断] 
 

区政に関する調査研究その他の活動を行う拠点として自宅の一部に議員

事務所を設置し、その賃借料を支出することは、平成28年度当時の「政務活

動に要する経費」で事務所費として認められている。なお、平成29年３月に、

政務活動費規程の「政務活動に要する経費細目」の一部が改正され、平成29

年度から自宅兼用議員事務所の賃借料は計上できないものとされている。 

本件支出については、領収書、賃貸借契約書の写し及び事務所としての使

用部分や面積が明確に分かる資料として自宅の間取り図が提出され、政務活

動のため必要な事務所としての表示等として玄関ドアに「岩田」と表示され、

支出割合の上限の範囲内で事務所部分の面積等を考慮して按分率16分の１

で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に

処理されていることが認められる。 
 

請求人の「議員活動の場として、その費用を政務活動費に計上するには、

それを明示することが、条例上も議員としての責務と解しているが、「岩田

事務所」の表示が設けられておらず、政務活動の場が特定できない状態が継

続している」との主張に対して、当該議員から、表示を「（区議会議員）岩

田事務所」でなく「岩田」とした理由について、次のように説明されている。 
 

①議員は個人名で活動しており、「岩田事務所」という組織は存在せず、

「事務所」を付加することでかえって来訪者に混乱を与えかねない、②区議

会公式ホームページや各種広報物における連絡先は全て同一住所で公開さ

れている（かつ、広報物における連絡先は「岩田事務所」ではなく「岩田い

くま」である）、③「岩田事務所」と表示することによる家族（特に子供）

や近隣住民への影響（インターホンやドア等は自宅部分と共用であること並

びに過去の来訪者の行動に伴う家族及び隣戸等近隣住民への迷惑の経験）を

総合的に考慮の上、「事務処理の手引」に記載されている「政務活動のため

必要な事務所としての表示」に関して、議員名の表示で要件を満たすと判断

した。 
 

次に、区議会事務局長の抗弁書では、次のような見解が示されている。 

特別な事情がある場合を除いて、原則「事務所」等の表示をすることが適

切であるが、同議員の場合は、ホームページやチラシなどの広報物で同一住

所を公開していること、また、近隣関係などから「事務所」との表示ではな

く、「岩田」という表示にとどめていたことなど、議員の置かれた立場を総

合的に判断すると、特別な事情があったと判断せざるを得ないと考えられる

ことから、「政務活動に要する経費・同細目」に違背するものではないと判

断できる。 
 

このような当該議員の説明や区議会事務局長の見解は、著しく合理性・妥

当性を欠くものとは認められず、政務活動のため必要な事務所としての表示

等を有していないとまではいうことはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

なお、事務所費支出の要件については、平成30年度から、「事務処理の手
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引」の一部が改正され、「事務所には、看板・表札など、政務活動のため必要

な事務所としての表示等（区議会議員○○事務所、○○議員事務所等）を有

していることが必要です」と改められ、新たに、政務活動のため必要な事務

所としての表示等の例示（区議会議員○○事務所、○○議員事務所等）を括

弧書きで設けることにより、当該要件の明確化が図られている。 

 

３―２―７ 人件費 
 

[返還請求の対象及び金額] 
 

１ 河津利恵子議員（政務活動補助職員賃金：23万2,500円） 
 

２ 吉田あい議員（①名簿整理・名簿作成・名簿整理作業の勤務に係る政務

活動補助職員賃金：10万円、② ①以外の勤務に係る政務活動補助職員賃

金：22万1,394円） 
 

３ 杉並区議会公明党（横山えみ議員）（①政務活動費領収書整理補助等・通

信返却物住所整理等の勤務に係る政務活動補助職員賃金：5万4,000円、② 

①以外の勤務に係る政務活動補助職員賃金：11万3,500円） 
 

４ はなし俊郎議員（政務活動補助職員賃金：30万円） 
 

５ 松浦芳子議員（政務活動補助職員賃金：10万500円） 

 

 [請求人の主張要旨] 
 

１ 河津利恵子議員（政務活動補助職員賃金） 

  「事務処理の手引」の人件費の項目において、「政務活動に要する経費細

目」で「政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤務内容と日給・

時給等を明記の上、議員１人当たり月額５万円を上限として勤務実績に応

じた額とする」としながら、支出に当たっての留意事項で「基本的に按分

は不要ですが、例えば、区政報告やホームページに関連する業務に従事し

た場合など、印刷製本費など他の経費において按分を行っている場合には、

当該按分率を適用します」とし、内容が矛盾しており、基本的に按分は不

要としているので、勤務実績の説明がなく、按分せずに全額を政務活動費

で支払っているのが実態である。 

  当該議員の人件費についても、勤務場所や調査した成果についての報告

は一切なく、政務活動との関連性が不明であり、按分の原則に基づき、社

会通念上相当な割合（50パーセント）により按分すべきである。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

２ 吉田あい議員 
 

（１）名簿整理・名簿作成・名簿整理作業の勤務に係る政務活動補助職員賃

金 

名簿整理・名簿作成・名簿整理作業の勤務は政務活動ではない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
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（２）上記（１）以外の勤務に係る政務活動補助職員賃金 

１日８時間という長時間の勤務であるが、勤務場所は一切明らかにさ

れておらず、政務活動との関連性の具体的な説明がなく、不明であり、

按分の原則に基づき、社会通念上相当な割合（50パーセント）により按

分すべきである。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

３ 杉並区議会公明党（横山えみ議員） 
 

（１）政務活動費領収書整理補助等・通信返却物住所整理等の勤務に係る政

務活動補助職員賃金 

政務活動費領収書整理補助等・通信返却物住所整理等の勤務は政務活

動ではない。 

したがって、計上額の全額の返還を求める。 
 

（２）上記（１）以外の勤務に係る政務活動補助職員賃金 

勤務時間は２～５時間と一定していないが、全て勤務場所は明らかに

されておらず、不明であり、按分の原則に基づき、社会通念上相当な割

合（50パーセント）により按分すべきである。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

４ はなし俊郎議員（政務活動補助職員賃金） 

１日７時間という長時間の勤務であるが、勤務場所は一切明らかにされ

ておらず、また、多岐にわたる専門的な調査であるが、政務活動との関連

性の具体的な説明がなく、不明であり、按分の原則に基づき、社会通念上

相当な割合（50パーセント）により按分すべきである。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 
 

５ 松浦芳子議員（政務活動補助職員賃金） 

一般的に、多くの区議会議員の活動は、広範にまたがっていると推測さ

れ、政務活動費の計上を行う際には、多くの費用項目について、按分によ

る計上が一般的になっているところ、当該議員の雇用人の勤務内容は、区

政報告の発送準備、資料整理、ポスティング等とされ、全てが政務活動に

該当するとされているが、疑義があり、按分の原則に基づき、社会通念上

相当な割合（50パーセント）により按分すべきである。 

したがって、計上額の２分の１相当額の返還を求める。 

 

[判断基準]  
 

区政に関する調査研究その他の活動を行うに当たり、職員を雇用し、その

賃金を支出することは、「政務活動に要する経費」で人件費として認められ

ている。 

「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、領収書及び勤務日、勤務

時間、金額、勤務内容等を記載した「政務活動補助職員勤務報告書」が提出

され、１月当たりの支出金額の上限（５万円）の範囲内で、実態に即して適

切に按分するなど適正に処理されていれば、違法又は不当であるということ



- 61 - 

はできない。 

 

[会派・議員別判断] 
 

１ 河津利恵子議員（政務活動補助職員賃金） 

上記判断基準のとおり、領収書及び政務活動補助職員勤務報告書が提出

され、１月当たりの人件費全体の支出金額が上限（５万円）の範囲内で計

上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該職員の勤務内容について、「勤務内容の欄には、主なテーマ

として依頼したこと（地方創生法に関する調査研究、特別養護老人ホーム

整備に関する調査研究等）を記述したが、政策的なテーマの調査研究のほ

かにも、電話対応、議会や委員会質疑のテープ起こし、毎月いくつかの団

体の定例会や集会でミニ議会報告や勉強会などを開催しており、そのため

のレジュメや資料の作成、顔が見える範囲の方への議会報告、資料の発送

手続や手配り等、様々な事務を依頼している」と説明されており、これら

の勤務内容は政務活動と関連性を有しないとは認められない。 

  また、請求人は、「「政務活動に要する経費細目」で「勤務実績に応じた

額とする」としながら、支出に当たっての留意事項で「基本的に按分は不

要です」としており、内容が矛盾している」と主張するが、当該留意事項

は、議員活動全般を補助する職員ではなく、政務活動のみを補助する職員

に関するものであることから、他の関連する経費で按分している場合を除

き、按分が不要であることは当然のことであり、何ら矛盾するものでない

ことは明らかというべきである。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

なお、政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容の記載方法については、

平成30年度から、「事務処理の手引」の一部が改正され、勤務内容が複数あ

る場合は、可能な限り複数の勤務内容を記載するよう、明記されている。 

当該議員は、「平成30年度からは、複数の勤務内容があれば、記述するよ

うにしたい」と述べているが、今後は、他の会派・議員においても、より

適切に勤務内容を記載するよう留意されたい。 

 

２ 吉田あい議員 
 

（１）名簿整理・名簿作成・名簿整理作業の勤務に係る政務活動補助職員賃

金 

上記判断基準のとおり、領収書及び政務活動補助職員勤務報告書が提

出され、１月当たりの人件費全体の支出金額が上限（５万円）の範囲内

で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適

正に処理されていることが認められる。 

そして、名簿整理・名簿作成・名簿整理作業について、「これらの中

には、区政報告の送付先の住所変更等の連絡があった場合のデータ処理

のほか、寄せられた区民相談の転記、区からの資料の整理、それに伴う
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地域住民からの資料の整理（これらの資料を日付や種類ごとに整理、必

要に応じてデータ化し、また、独自で調査した関連資料もファイリング

している。）が含まれている」と説明されており、これらの勤務内容は

政務活動と関連性を有しないとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）上記（１）以外の勤務に係る政務活動補助職員賃金 

上記（１）で述べたとおり、「政務活動に要する経費・同細目等」に

基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、名簿整理・名簿作成・名簿整理作業以外の勤務内容について

は、区政に関連する調査研究、資料収集、陳情聴取・対応や区政報告の

発送作業等であると認められ、これらの勤務内容は政務活動と関連性を

有しないということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

３ 杉並区議会公明党（横山えみ議員） 
 

（１）政務活動費領収書整理補助等・通信返却物住所整理等の勤務に係る政

務活動補助職員賃金 

上記判断基準のとおり、領収書及び政務活動補助職員勤務報告書が提

出され、１月当たりの人件費全体の支出金額が上限（５万円）の範囲内

で計上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適

正に処理されていることが認められる。 

そして、政務活動費領収書整理補助等及び通信返却物住所整理等につ

いて、「①政務活動費領収書整理補助等については、政務活動に費やし

た経費の領収書等の整理を依頼しており、必要な経費と考える、②通信

返却物住所整理等については、区政報告が転居や死亡等により返送され

る郵便物の整理であり、次回の区政報告を郵送するときに転居先不明な

どの無駄を省く意味で重要である」と説明されており、これらの勤務内

容は政務活動と関連性を有しないとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

（２）上記（１）以外の勤務に係る政務活動補助職員賃金 

上記（１）で述べたとおり、「政務活動に要する経費・同細目等」に

基づき、適正に処理されていることが認められる。 

そして、政務活動費領収書整理補助等及び通信返却物住所整理等以外

の勤務内容について、「①区民相談補助等については、昨今、区民の要

望や相談内容が多岐になっているため、効率よく対応できるよう、自身

に代わってスポット的に区民相談の受付や聞き取り等をお願いしてい

る、②区政資料整理補助等については、調査研究に関して必要とする情

報をインターネット、書籍、新聞を活用して収集しているが、それらの

膨大な資料を精査し、整理をお願いしている、③通信郵送事務手伝いに

ついては、区政報告の宛名シール貼りと郵便局への配送である、④郵送

名簿整理等については、区政報告の郵送先の名簿のデータ化を依頼した

ものである」と説明されており、これらの勤務内容は政務活動と関連性
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を有しないということはできない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

４ はなし俊郎議員（政務活動補助職員賃金） 

上記判断基準のとおり、領収書及び政務活動補助職員勤務報告書が提出

され、１月当たりの人件費全体の支出金額が上限（５万円）の範囲内で計

上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該職員の勤務内容について、「こちらの指定した事柄等につ

いて、区政に関する調査等を依頼している」と説明され、政務活動補助職

員勤務報告書において指定した事柄等が明らかにされており、これらの勤

務内容は政務活動と関連性を有しないとは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 
 

５ 松浦芳子議員（政務活動補助職員賃金） 

上記判断基準のとおり、領収書及び政務活動補助職員勤務報告書が提出

され、１月当たりの人件費全体の支出金額が上限（５万円）の範囲内で計

上されており、「政務活動に要する経費・同細目等」に基づき、適正に処

理されていることが認められる。 

そして、当該職員の勤務内容について、「区政報告の作成や発送準備、発

送するための名簿整理、ポスティングをお願いしたための人件費であり、

それ以外の人件費は計上していない。区政報告発送準備は、区政報告の作

成や印刷、三つ折り、封筒に入れる、封筒を閉じる等であり、住所録デー

タ入力修正については、区政報告を郵送すると転送不能で戻ってきたり、

受取り拒否や死亡との連絡をいただくので、その住所を修正する作業であ

る」と説明されており、これらの勤務内容は政務活動と関連性を有しない

とは認められない。 

したがって、本件支出が違法又は不当であるということはできない。 

 

３－３ まとめ 
 

以上のとおり、本件各支出に違法又は不当な点は認められず、本件監査請求

には理由がないものと認められるので、これを棄却する。 
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４ 意見・要望 
 

監査の結果を踏まえ、監査委員としての意見・要望を以下に述べる。 

 

（１） 区議会が、政務活動費制度の運用改善についての検討を進め、平成 30 年

４月６日付け「平成 29 年度杉並区職員措置請求監査結果における意見・要

望事項等への対応状況について（報告）」（資料５）のとおり、平成 30 年度

から、政務活動費規程を改正し、インターネット接続料及び携帯電話、スマ

ートフォン等の情報端末の通信費の支出割合の上限を２分の１とする（ただ

し、当該支出について合理的な説明ができる場合は、この限りでない。）こと

とし、また、「事務処理の手引」を改正し、政務活動補助職員勤務報告書の勤

務内容の記載方法について、勤務内容が複数ある場合は、可能な限り複数の

勤務内容を明記することなど、運用の改善を図ったことは評価することがで

きる。 

ただし、なお検討すべき課題があると思われるので、以下、要望する。 
 

ア 按分の割合（上限）が定められていない経費について 

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の議

員活動や私的活動が混在する場合の按分について、①ガソリン代、②事務所

賃借料、③インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端

末の通信費等のように支出割合の上限を２分の１等とするもののほかは、

「実態に即して按分する」、「社会通念上相当な割合で按分する」などとされ、

按分の割合（上限）が定められていない。 

透明性の向上、区民の理解促進などのため、按分の割合（上限）が定めら

れていない経費については、適切な按分の割合（上限）を設定すること、及

び個々の会派又は議員においてそれを超える実態がある場合は、より詳細か

つ合理的な説明を付して、その割合で按分することを検討されたい。 

このことについては、平成 28 年度の監査結果以降、意見・要望事項とし

てきたものであり、今後の検討に期待する。 
 

イ 支出割合の上限を超えて計上する場合の合理的な説明等について 

先に述べたとおり、インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン

等の情報端末の通信費については、支出割合の上限が設けられたところであ

るが、当該支出について合理的な説明ができる場合は、その上限を超えて計

上することが認められている。 

上記アにおいては、定められた上限を超えて計上する場合には、より詳細

かつ合理的な説明を付すよう求めているところであり、この上限を超える実

態がある場合は、それを裏付ける資料を提出するなど、より適正に運用され

るよう留意されたい。 

また、パソコンの購入費、リース料、インターネット接続料等のパソコン

関連経費については、一般的にパソコンの使用実態に即して按分されるもの

と考えられるところ、インターネット接続料のみ支出割合の上限が設けられ

たことは、他のパソコン関連経費との整合性が図られているとは必ずしもい

えず、上記アで述べたとおり、政務活動とその他の議員活動や私的活動が混
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在する場合は、支出割合の上限を設けるよう検討されたい。 
 

ウ 区議会の自律的なチェック機能の充実・強化について 

  区議会におかれては、平成 27 年度から区議会事務局による収支報告書等

関係書類の点検サイクルの充実・強化（区議会事務局への収支報告書等関係

書類の提出回数を年３回から年４回に変更）を図るなど、政務活動費の適正

な執行の確保に努められているところであるが、本件監査請求後の会派・議

員自身や区議会事務局による精査・点検により、一部の会派・議員において、

収支報告書等の訂正や自主返還などが行われている現状が見受けられる。 

より厳正な見直しを行われたことは望ましいことであるが、今後は、この

ような点にも十分に留意して、適正な収支報告等を行うよう努められたい。 

また、平成 27 年度の「事務処理の手引」においては、収支報告書に対す

る三者間でのチェック体制の強化として、収支報告書の提出に当たっては、

議員交付であっても会派内でのチェック機能を発揮していくとともに、一定

の期間内での区議会事務局によるチェック、議長による必要に応じた調査・

指導を効率的にバランスよく行うこととされており、改めてこのことを銘記

され、区議会の自律的なチェック機能の充実・強化を図られたい。 
 

エ 政務活動費の支出の計上年度に関するルールの明定について 

政務活動費の支出の計上年度について、区議会事務局長の抗弁書において、

「区議会では、政務活動費条例及び政務活動費規則等において、交付年度中

に発生した経費のみ支出が可能とする旨の規定が存在しないことから、政務

活動費の計上を「現金主義」で一律処理することとしており、交付年度内で

実際に支出された経費を対象としている。ただし、交付年度内で実際に支出

された経費であれば、どのような場合でも認めているわけではなく、支出の

原因となる事実が当該年度分ではない場合には、その支出の範囲を１年分に

とどめるという考え方を区議会では現在採用している。加えて、支出の範囲

が１年以内であっても、議員の職を辞した後に支払ったものが計上されてい

れば、その分の返還が必要となることや、議員の職に就く前の利用実績分は、

政務活動費に計上できないことは当然のことであり、その意味でも「現金主

義」の採用によって区に損害が生じることはない」との見解が示されている

が、明文の規定が設けられていない。 

本件監査においては、資料購入費の項目で「政務活動費の支出の計上年度

を当該支出が行われた年度とする「現金主義」を採用することも許容される

と解するのが相当である」と判断したところであるが、政務活動費の支出の

計上年度に関するルールについては明文の規定を設けることが適切であり、

政務活動費規程等に明記されたい。 

 

（２） 議長は、調査回答において、「政務活動費の使途については、区民に対す

る説明責任を十分に果たすことがより一層求められており、今後は、政務活

動費がこれまで以上に区民の信頼が得られる制度として確立できるよう、更

なる改善に向けて不断の検証・見直しに努める」との見解を明らかにされて

いる。 
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区議会におかれては、今後も、制度の検証と改善を継続的に進めるととも

に、これまでの改善内容を着実に実施し、制度の適正な運用により、議会活

動の活性化、審議能力の充実強化を図るよう期待するものである。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別   紙 
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2018年 4月 27日

杉並区監査委員（宛）

杉並区区鏃会の会派及ぴ鏃員に対する平成 28年度政務活動費に関する措置請求書

1. 地方自治法第 242条第 1項の規定により、別紙請求の趣旨、措置請求内容及び事実証明害を

添え、必要な措置を請求します。

2. 請求の趣旨、措置請求内容及び事実証明書

別紙の通り

2. 請求人

別紙参照
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別紙

1. 請求の趣旨

1) 請求人は、地方自治法第 242条（住民監査請求）第 1項「普通地方公共団体の住民は、

（中略）違法若しくは不当な公金の支出（中略）があると認めるとき、監査委員に対して、

監査を求め、当該行為を防止し、もしくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該

行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必

要な措置を講ずべきことを請求することができる」の規定に拠り、平成 28年度政務活動費（政

活費と略す）の監査請求を行うこととした。

一方、一般市民・区民の立場から行う政活費の「違法若しくは不当な公金の支出等」の検

証は、政活典の収支報告書及び添付された出納締、領収書等の証明書類や政務調査・活動の

成果等について開示された区政報告害、視察・研修報告書等に拠って行うが、当然の事として、

その検証には、限界がある。平成 18年度から平成 27年度までの過去の政調費・政活費の検

証作業において、多くの場合、それらの収支報告書等に記載• 開示されている情報は、限ら

れており、又、その情報の当否を調査・判断することに、難しさが伴うものであった。従っ

て、会派・談員の自立ある考えの基に、自律ある判断で、政活毀の収支報告書等の内容が、明

確な形で開示されていることを前提とし、主として、その開示された内容を基に検証を行い、

請求人が、使途が不当であると判断した政活費の返還の措置請求を求めた。

2) 地方自治法第 199条 8項「監査委員の職務権限」の規定及び区の政務活動潰条例第 11

条「議長は、報告癌、出納瘤及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費

の適正な運用を期すると共に、使途の透明性の確保に努める」との規定に拠り、請求人は、

監査委員が、監査のために必要があると認めるときは、関係人である区議会謡長に調査を依

頼し、会派• 議員からの明確な情報の開示を得ることが出来ると解し、監査委員が、更なる

情報を得て、政活費の使途の合理性・妥当性の判断をすることを求めてきた。平成22年度の

政調費監査請求に対する監査結果書においても、区議会議長を、関係人と位置づけ、文書に

より調査を依頼したことが明記されており、請求人は、ある範囲で、政活費の使途内容の公

式な調査が行い得る法体系が整っていると解している。

又、平成 19年 3月に、議長から「区厳会会派及び議員に対する政務調査・活動賀の取扱いに

関する規程」の訓令が出され、その後、平成 21年を除き、毎年改正されてきている。この訓

令が、上述した「議長の調査権」とも結ぴついていると解した。

3) 上述した訓令の改訂が、平成28年度に行われている。 2017年4月に提出した平

成 27年度政務活動費の監査請求書に、平成 20年版と平成 28年版の比較表を添付し、更な

る改訂を要請した。

例えば、訓令第 2条の支出基準に、「政務活動に要する経費に該当しないもの」として、「政

党活動に関する経費」が挙げられているが、 一方、資料購入費の項目で、「所属政党発行の購

読は一人 1部のみ」とされている。多くの政党の党員は、党紙を購読・購入が義務付けられ

ているのが一般的であり、その費用を政活費から支出することは認められないとすることは、

一般社会通念上からも明白であり、訓令自体が自己矛盾している。しかし、当該項目の改正

2
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は、未だなされていない。

又、政務活動費交付条例第 12条に、「その年度内において交付を受けた政務活動抒の総額か

ら、その年度内において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合、当

該残余の額に相当する政務活動費の返却を命ずることができる」と規定され、請求人は、 一

般社会通念上、「当該年度内に行った政務活動に対して活動費が交付され、その残余額は返却

が必要」と解した。しかし、平成 28年度政務活動費費収支報告書にも、雑誌等の年間購読料

を期の途中で契約する場合や翌年度計画した視察などの交通•宿泊黄の予約金を年度内の 3

月までに支払い・計上している例が多くみられた。次年度に、議員選出選挙等が予定されて

いる場合も含め、このような次年度の活動牲用の計上を明確に規制することを要請する。同

様に、耐用年数のある備品等を購入する場合、その支払いの 規定を明示することも加

え、該当する購入品を「備品台帳」に記載し、その内容を開示することを要請する。

更に、平成28年度政務活動費の計上の際に添付が必須である領収証の条件を満たしていない

不備が多数あった。一部の例を示すと、藤本なおや議員の収支報告書には、宛先名（謙員本

人）が記されていない領収書が 7枚添付され、又、市来とも子議員には、領収害に「宛名の

欄」が、無記載のままのものを含め 9枚添付され、公金文山の条件を欠いていた。富本卓眺

員が収支報告書に添付した領収苔の宛名は、はいろいろあり、

「トミモトタク」、「トミモトタカシ」、「富本 卓」のふりがなには「とみもとたかし」「とみ

もとたく」の 2種類があった。

富本卓議員が発行している区政報告はすべて「とみもと卓」と書かれ、「とみもとたく」とフ

リガナが書かれている。

・事務所家賃の振込用紙の振込人は「トミモトタク」であり、

• 電話料金等の支払い、コピーリースの支払いに使っている三井住友銀行の口座名義は

「トミモトタカシ」である。

・JCOMの加入申込苔には自筆で「富本 卓」と書き、「トミモトタカシ」と仮名が振られ

ている。

上記の領収書が誂員本人の領収書であるという検証はどこで行っているのであろうか。

富本職員の 2つの名前について、本人であるということがわからないので、政務活動費の

領収書についての検証は、議会事務局ではどのように行っているのか、説明を求めたい。

富本卓議員には 2つの名前の領収書をどのように使い分けているのか、説明を求める。

議員に配布された「手引き」 P33には、「原則として、議員本人名義以外の領収書は無効です」

と明記されている。（添付賓料 1 富本卓・トミモトタク・トミモトタカシの領収書）

一方、毎年、区議会事務局により「政務調査・活動費の支出に関する事務処理について」

の冊子が、会派及び議員に対する説明賓料として作成されているが、各項目の内容説明が主

体であり、その改正が行われた場合にも、その背景、趣旨は明らかにされてこなかった。こ

のため、訓令の改花が、どのような方向づけ、指針で実施されるのか、 一般区民にとっては、

「藪の中の出来事」としか思えない状況になっている。同様の例として、「各議員に交付され

3
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第1号様式（第3条関係）
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第1号肱式（第3条関係）

領収書等尉叶寸用紙
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る年額 192万円を超えた額を支出額として記載した収支報告書」を、公金である政調・政活

費と私的資金の支出を混同し、不法な行為であることを指摘してきた。「政務調査・活動費の

支出に関する事務処理について」の平成 28年度版の冊子によると、「事務の効率化を図る観

点から、交付額の範囲内で収支報告するものとする」とされ、物事が前に進んだが、それは

「事務の効率化」のためとされ、本質を外した説明になっている。

以下に、請求人が、政活費をどの様に捉えているかについての基本的立脚点及ぴ政活黄の

検証における基本的考え方と視点を記した。更に、政活費監査請求に対する監査の進め方、

監査結果書の記載内容、監査実施における対象部局、関係人の対応等について、請求人が、

情報開示及び是正が必要と判断した内容について記した。

1)政活費に対する基本的立脚点について

● 政活費とは、何か、どの様な目的のために、会派・謡員に交付されているのだろうか？

「政務活動費の交付に関する条例」第 1 条は、会派•議員の「調査研究その他の活動に資す

るため必要な経費の一部として」交付するとし、 9条に、政務活動費とは「区政の課題及び

区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活

動に要する経費」とされる。更に、地方自治法第 104条に規定された議長権限に基づき、会

派•議員に対して、政活費の取扱い規定が、服務規程の形で、議長訓令として出されている。

当該訓令第 2条 1項に、政活費としての使途を禁止する経費が明示され、 3項には、施行規

則の使途基準に対応した細目が規定されている。

このことから、請求人は、政活費は、会派•議員の多岐に亘る活動の中で、選挙活動、政党

としての活動や後援会活動とは一線を画した「区政の活性化に寄与する活動」に限定されて

支出されるものとされ、更に、「区政と繋がった活動jとの形をとりながら、議員の所屈する

会派・党派や出身 ・ 支援団体•企業の利益を誘導する活動は、当然のことながら、政活毀に

計上することが出来ないと解する。 一方、隊長訓令に規定されている使途基準細目には、納

税者・一般区民の感覚 ・視点からは、区の事務及び地方行財政に関する調査研究並ぴに調査

委託•分析に要する経費とは異なり、政活費に計上することに疑いのある使途内容が規定され

ている。

● それでは、そのお金は、どこから捻出されて、会派•議員に交付され、どの様な性格を

もつものなのだろうか？

政活費条例の第6,7, 8 条に、「謡長から、会派•議員の状況について通知を受けた区長が、

政活費交付の決定を行い、会派•議員の政活費請求に基づいて、区長が交付する」とされ、

更に、第 12条に、「その年度内に交付を受けた政務活動費から、支出総額を控除して残余が

ある場合、返還を命じることができる」と規定されている。このことから、請求人は、政活

費は、会派・謡員の「公金からの一時預り金」と解する。

● では、このように、私たち区民が納めた税金 ・公金から交付された政活費の使い道につ

いて、会派•議員には、どの様な責任があるのだろうか？

4
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政活費は、請求人を含めた区民の納める税金・公金であるとの性格から、交付を受けた会派・

謡員には、その使途について、何に支出されたかの具体的な情報の開示を行い、その支出の

目的とする政務調査・活動が、 区政とどの様なつながりがあるかを、又、選挙活動や所属す

る会派 ・党派の活動とは異なるものであることを、明確に説明する義務・責任が生じると解

する。加えて、その政活費を計上した政務調査 ・活動の進展状況及び結果を、継続的に、区

民に開示し、報告する義務・責任が生じる、と解する。

2)政活費検証の基準

請求人の政活費の基本的捉え方を上述したが、それに沿って，以下の諸点を，政活費の対

象とされた政務調査・活動が、地方自治法第 242条（住民監査請求）第 1項に規定される「違

法若しくは不当な公金の支出」に該当するかどうかの具体的な検証の基準とした。

● 第 1点：政党・後援会・選挙活動等への利益誘導の要素を有しない

公金が交付される政活費は、区政の活性化に結び付く政務調査・活動に資するものであり、

政活費条例等で禁止されている会派•議員の政党活動、後援会活動、選挙活動と一線を画し

ているかどうかの検証を出発点とした。それらの政治的活動と政務調査・活動の間には、い

わゆる灰色の境界領域があるとされるが、政活費に計上された活動が、直接であれ、間接で

あれ、更には、将来的であるにしても、如何に、一般区民の生活に結び付いた区政の進展を

目指しているかどうかが、検証の判断基準である。請求人が行ってきた過去の政調費の検証

結果に拠れば、政活費のほぼ半分が、広報活動の経費として計上されているが、それには、

区政報告、ホームページ等に拠る広報に加え、例えば、駅前等の街頭での宣伝活動を区政報

告の政務調査・活動とし、その実施日時を知らせるポスターの作成費やメガホンなどの購入

費等が政活費に計上されていた。この様な街宜活動は、会派 ・厳員の宣伝活動そのものであ

り、公金が交付される政務調査・活動とは、明確な一線を画すべきとした。又、「区政と繋が

った活動」との形をとりながら、議員自身及ぴ識員の所属する会派 ・党派や出身 ・支援団体・

企業の利益を誘導する様な活動の経費は、当然のことながら、政活贅に計上することが出来

ないとした。一方、政務調査・活動の一環として実施される視察等の関係先に対して、通常

の社会生活において儀礼的な慣例とされる金銭•物品の供与などがなされた場合は、それら

の経費は、厳員の私的負担で賄うべきであり、公費である政活費に計上することは、 一般常

識上も、認められないとした。 会派 • 議員の政党、後援会活動、選挙活動の一環とみなし

うる活動を、,,按分の魔術”で、政活費に計上されている支出に対しては、納税者・一般区民

の視点から、その合理性 ・妥当性を検証した。

● 第2点： 主体性のある活動である

政務調査・活動の範囲としては、区民の意見の集約、現地調査、講演会、新聞 ・雑誌・害

籍の購読等の情報収集活動、それらの調査研究に基づく 区政立案・討職のための会厳、区民

からの要望・意見の再々聴取、関連狩料の作成、更に、立案された政策の委員会・議会等に

おける審議、具体的な実践計画・行動内容等を、区政報告を始めとした広報手段により、広

く区民に伝える広報活動など多岐に亘っている。 それらの活動において、会派 • 議員が、

5
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その活動の目的・意義を明確に、一般区民に伝え、主体的に実行されるべきであると解して

いる。 例えば、単に、一般区民と共に、当該活動に参加するにとどまらず、それらを、主

体的に、区政の活性化に結び付け、何かを生み出す方向性を有する活動に導くべきであると

した。又、複数の議員で行われてきた視察の報告書の多くに、参加した各議員が、視察の結

果をどの様に捉え、それを区政の活性化、更には、区の施策に取り入れていくかについての

考えが示されず、報告密を作成したと思われる議員の視察報告書参照とされているのみであ

った。参加議員の間で、視察結果について、種々の討議がなされたと推測するが、多くの報

告書には、各隊員の意見が記載されておらず、主体性を持った政務調査・活動であったかど

うか不明であった。それらの視察が、公金を使ったものである限り、議員の自律性を守る観

点から限界があるとしても、視察について、個別の意見を、一般区民に伝える資務があると、

請求人は解する。

● 第3点：公私混同のない活動である

厳員の活動ために、自宅（笠貸）及び謡員本人や親族経営の店舗・会社等の一部を活動の

事務所として使用している等、議員の実生活と結ぴ付いた形で職員活動が営まれている場合

があり、それらの場合は、当該議員の政務調査 ・活動との明確な線引きがなされるべきと解

している。 議員の実生活は、厳員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員

の実生活に必要なもの等の一部を、公金である政活費に計上して、支出 ・購入がなされる必

要が生じる場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきである。 例えば、自宅

を事務所として使用している場合の電話、水光熱費（平成28年度から計上禁止）等の基本料

金は、それらの使用撒の大小で変動しうるとしても、原則、識員の活動の有無とは無関係に、

支払が生じるものである。 又、事務所として使用されている自宅の部屋の家具等の備品の

購入を、政活費に計上して支出する必要が生じた場合も、その備品の耐用年数と議員の任期

との関係を考慮して判断すべきとした。又、厳員の所屈する会派の事務所を利用し、加えて、

その事務所で、雇用されている従業員が、当該謡員の事務を担っている場合があるが、それ

らの場合は、当該議員の政務調査・活動との明確な線引きがなされるべきと解した。

● 第 4点：コスト低減に徹した活動である

政活費が公金として交付されることから、その支出は、一般区民生活における市民感覚と

同様に、あるいは、それ以上に強いコスト意識の下に行われるべきと解する。 例えば、政

務調査・活動の視察先は、充分な予備調査・情報活動により選定されるべきであり、その目

的地への公共交通手段の選択、タクシーの利用の有無、自己保有の車両の利用によるガソリ

ン代・駐車場代等の政活費への計上は、公金の使用であるとの"緊張感“と、明確な情報開

示の下に、なされるべきである。又、新聞購読、書籍等の資料購入、区政報告の作成、広報

のためのホームページの作成 ・運営、パソコン、プリンターそれらの関連製品、各種備品、

事務用品の購入 ・リース等について、一般常識に沿ったコスト低減意識の下に行われるべき

である。

● 第 5点：＇ の 示 と H → 壬公金 • としての'ff が・ されていること

政活費収支報告害は、充分な情報の開示と説明責任を基にした透明性を有するものである

6
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べきと解する。請求人が行ってきた平成 18年度以降の政調・政活費監査請求の監査結果書に

おいては、請求人の要請した監査に対して、その多くを「会派•議員の自律性の尊重」 によ

るとして監査委員の判断が避けられてきた。このために、政活費が 「会派•議員の聖域」と

なり、一般区民の感覚• 常識が入れない状態にされてきている。会派•議員が政活費とし計

上する政務調査活動については、それが公金によるものである限り、 一般区民・納税者に対

して、その情報開示を明示し、説明する責任があると解する。従って、この情報開示、説明

責任が、どのような形で、どの様な範囲でなされているかを精査することとした。

例えば、視察や研修を実施し、それらの経費を政活費に計上する場合は、その目的・内容に

加え、如何にその成果を、区政の活性化に結び付けていくかを示すことが必要である。

又、多くの政活費は、按分されて計上されているが、その算出の根拠を明示 し、 計上する支

出の必要性• 実態の説明が必須になると解する。しかし、携帯電話代の按分設定が、平成 25

年度から無くなり、その条件として、「使用実態に即して按分するが、その際、合理的な説明

が必要です」とされた。更に、 27年度からは、「使用実態に即して按分する」との表現のみと

なり、 「その際、合理的な説明が必要です」が消えてしまっている。この変更は、正に、「公

金使用」の最低限の条件である「説明責任」の放棄を認めることになると解した。

同様のことは、下記の支出項目について、「支出割合・按分の上限は 1/2とする、あるいは、

実態にに即して按分する」と記されているだけで、「合理的説明の必要性」が要求されていな

い。このため。 平成 28年度のほとんどの収支報告害には、機械的に、「按分を 1/2、あるいは、

“実態”の按分値」による支出額が記されているのみであり、その「支出の必要性を含め支

出実態」の「説明」がなされていない。

● 月極駐車場代、ガソリン代の支出割合の上限は 1/2とする

● 通信費の支出割合の上限は 1/2とする

● 事務所の自宅兼用：事務所賃簑料の支出割合の上限は 1/2とする

● 備品購入費については、実態に即して按分する

請求人が、 上述の項目の改正を要請している理由は単純であり、このような規定の存続は、

議員の「説明責任の免除」を「許容」することになり、「政務活動費（公金）」の支出の内容

を不明確にすると解する。

又、議長訓令第2条で、「選挙・政党・後援会などの活動」は、政務活動に要する経費に該当

しないとされているが、区政レポートや区政報告集会のビラなどの一部で、「所属する会派・

党の国会議員・都議の活動に言及したり、厳員の政治的・思想的メッセージ等を掲載してい

る場合」がある。平成28年度の収支報告害にも、そのような計上例があり、その際、その掲

載文・写真等の占める面積割合を算出・除外した割合を按分比とし、政務活動費に計上して

いる。請求人は、このような按分比算出は、 「一種のトリック」であり、公金を使って、「政

党の宣伝活動に寄与するもの」となっていると解する。

例えば、区政レポートの掲載内容のほとんどが、政務活動喪の交付に関する区条例の第 9条

に規定される「政務活動費は、区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動

7
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その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する」に相当す

るとしても、 一行だけでも「選挙・政党・後援会などの活動」に関することを加えれば、単

純に、面積比から、公金交付の按分比とすることは、社会通念上からも認められない。

以上の点から、平成 28年度の政活典について、会派・厳員の支出状況の精査・検証を進めて

きたが、過去の検証結果と同様に、その合理性・妥当性に疑問を持たざるを符ない使途が多数

あることが判明した。 なお、会派及び議員から提出された平成 28年度政務活動収支報告書

のまとめを添付した（添付資料2 平成 28年度政務活動収支報告書のまとめ）。

2. 措置請求内容及び専実証明害

本件により、杉並区の被った損害額に関し、平成 28年度政務活動費の交付を受けた会派及

び議員に対して、速やかに返遠を求めるよう杉並区長に勧告すること求める。要返還額の合

計は、 12、'jS>-/,-3訂円である。

平成 28 年度の政務活動費収支報告害の監査を請求した会派•議員について、その請求の原

因を、下記に記述した。

＜調査研究費＞

自由民主党会派所属謡員の分担よる費用計上

会派視察について

平成 28年 8月に、会派 6議員（今井ひろし、井口かづ子、井原太一、大泉やすまさ、富本

卓、脇坂たつや）で、豊中市の上野小学校・公民館連携複合施設及び明石市の市役所・親子

面会交流等の視察を実施している（視察報告書は、大泉やすまさ隊員の収支報告書に添付）。

その視察の際、土産物代として、参加議員で分担し、各 1,028円を、政務活動費として計上

されている。

会派視察に参加した各議員は、政務活動黄が、「区民の税金・公金」から出されていること

を認識しているのだろうか。一般区民の通常の生活において、どこかを訪ねた際に、土産物

を持参することに懸念が示されることはあまり多くないであろうし、請求人は、各謡員が、

視察先に土産物を持参すること自体に、異厳を唱えているのでは全くない。しかし、「政務活

8
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動費」に計上する視察において、もし土産物が必要な場合は、「公金」ではなく、「自分の財

布」から出費するのが、「一般社会通念である」と解している。

請求人は、従前の過去の返還請求においても、同様に、土産物代の政務活動黄への計上に返

還を求めてきた。しかし、平成27年度政務活動翡監査請求の監査結果書に添付された 「当該

会派の説明（下記）」の様に、「政務活動の範囲で行われたものであリ、妥当であり、返還に

は応じない」とされてきた。

「当該視察においては、会派 12名のうちの 10名が参加し、会派としてグループとして行

動しましたが、視察を受け入れる相手視察先においては、 10名全員が説明を受け入れら

れる一定規模の空間を確保し、人数分の多数にわたる資料を準備、対応する職員等を手配

する等一定の手間がかかることから、会派として最低限の礼儀をつくす意味で、少額の手

土産を手渡すこととしています。」（下線は、請求人による）

繰り返しになるが、請求人は、「礼儀をつくす」ことに、異議を唱えているのではなく、社

会通念上、お礼として土産物を持参することは、 一般的慣行であり、それ自体に疑義を唱え

ているのではない。その土産物を、「公金（税金）」で賄うことに異議を呈しているのである。

従って、計上された士産物代 1,028円を、視察に参加した各議員に返還を求める。

但し、井口議員は、政務活動費を全額返還しており、当該経費の返還の対象外である。

なお、請求人は、各議員が、主体的に、区政の活性化に結び付け、何かを生み出す方向性を

有する活動に、政務活動費の使途を限定すべきと解している。その点から、請求人の「政務

活動検証の基準」（本請求書 5,6, 7、8ページ参照）の一つとして、「各議員の政務活動が

主体性のある活動であるどうかを検証する」としてきた。豊中市と明石市の視察は、杉並区

の今後の在り方を考える上で、有用な訪問であったと解するが、 平成 28年 8月の視察から 1

年半以上経過しており、その後、視察先のメンバーとどのようなやり取りをし、それらの内

容を、区政の立案 ・討議のためにどのように生かし、更に、一般区民にどのように伝えてき

たのかについて、同行した全議員に、各自の区政報告やホームページなどで、報告• 開示す

ることを要請する。

井原太一

自由民主党会派視察豊中市・明石市 士産物代 1,028円の返還請求

視察•西園寺・シェアー金沢

障碍者・高齢者•生活介護複合施設調査であり、現時点においても杉並区の最重要課題の一

つと理解しており、有用な視察であったと推察している。平成 28年 10月の視察の後、 1年

半以上経過したが、この視察で、具体的のどの様な情報を得、区政に反映させるためにどの

ように考え、それらの内容を、区政の立案・討厳のためにどのように生かし、更に、 一般区

民にどのように伝えてきたのか、開示することを要諮する。

，
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今井ひろし

自由民主党会派視察 豊中市・明石市土産物代 1,028円の返還請求

大泉やすまさ

自由民主党会派視察 豊中市・明石市土産物代 1,028円の返還請求

脇坂たつや

自由民主党会派視察 豊中市・明石市士産物代 1,028円の返還請求

自民•無所属会派視察：平成 28 年 8 月 岐阜（ぎふメディアコスモス）、静岡県庁

目的：中央囮害館・施設再整備及びファシリティマネジメントについての調査

会派5議員（佐々木浩、藤本なおや、小林ゆみ、岩田いくま。松浦芳子）

宿泊 • 交通費 37,870円I人

視察先土産代 864円／人の返還請求

当該視察の際、土産物代として、参加議員で分担し、各 864円を、政務活動費として計上

している。（添付資料）

会派視察に参加した各厳員は、政務活動費が、「区民の税金・公金」から出されていること

を認識しているのだろうか。一般区民の通常の生活において、どこかを訪ねた際に、土産

物を持参することに懸念が示されることはあまり多くないであろうし、請求人は、各議員

が、視察先に土産物を持参すること自体に、異識を唱えているのでは全くない。しかし、「政

務活動費」に計上する視察において、もし土産物が必要な場合は、「公金」ではなく、「自

分の財布」から出費するのが、「一般社会通念である」と解している。

従って、計上された土産物代864円を、視察に参加した各議員に返還を求める。

なお、請求人は、従前の過去の返還請求においても、同様に、土産物代の政務活動黄への

計上に返還を求めてきた。平成27年度に行われ、松浦芳子議員が参加した「女性議員有志

による視察」の際の土産物代の計上に対して返還請求を行った。その請求に対して、監査

結果密に添付された参加厳員の説明で、平成 16年 9月 15日の京都地裁判決（下記）を引

用し、「社会通念上適正な範囲内の金額であるから適正と考える」とし、返還には応じなか

った。

「視察先への土産は、視察に協力に対する謝礼としての意味を有するものと解され、社会

通念上適正な範囲内であれば、これを交際的経費ということはできず、先進地調査又

は現地調査に要する経費として、本件使途基準いう調査費に該当するというべきであ

る」（下線は請請求による）。

繰り返しになるが、請求人は、「礼儀をつくす」ことに、異議を唱えているのではなく、

社会通念上、お礼として土産物を持参することは、一般的慣行であり、それ自体に疑義を

唱えているのではない。その土産物を、金額の多寡ではなく、「公金（税金）」で賄うこと

に異議を呈しているのである。

10 



- 82 -

佐々 木浩

自民・無所属会派視察 土産代

藤本なおや

自民•無所属会派視察 士産代 864円の返還請求
•一..——---·- --・・ 

小林ゆみ

自民•無所屈会派視察土産代 864円返還請求

岩田いくま

自民•無所属会派視察土産代 864円返還請求

松浦芳子

自民•無所属士産代 864円の返還請求

山本あけみ

女性議員有志南伊豆町視察における土産物代分担額281円の返遠請求

（添付資料 3 女性踊員有志南伊豆町視察 政務活動毀•その他の経費の計上内容）

泣いた赤鬼鑑賞券 2,500円

「NPO活動資金助成事業」が開催した演劇の鑑賞券を購入し、政務活動費として

2,500 円を計上している。これは、平成 29 年 1 月 9 日に、「座• 高円寺2」にて行わ

れたオペラ「泣いた赤鬼」の鑑賞とワークショップ参加に使われた費用である。

これは、何の調査研究なったのだろうか、又、区民への反映はなされたのであろうか、

それらの報告はなしである。

自身の娯楽の為、もしくは、 NPO法人への助成が目的なら自費で賄うべきであり、

政務調査費への計上は不可である。よって、 2,500円の返還を求める。

河津利恵子

女性議員有志南伊豆町視察における土産物代分担額 281円の返還請求

上野エリカ

女性議員有志南伊豆町視察における土産物代分担額 281円の返還請求

市来とも子

女性謡員有志南伊豆町視察における土産物代分担額 281円の返還請求

新躯せつこ

女性議員有志南伊豆町視察における土産物代分担額 281円の返還請墜

患田雅子

女性醸員有志南伊豆町視察における土産物代分担額 281円の返還請求

そね文子

女性談員有志南伊豆町視察における土産物代分担額 281円の返還請求

松尾竺り

女性識員有志南伊豆町視察における土産物代分担額 281円の返還請求

11 
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L-1、不ひろ ミ桑及 否
女性議員有志南伊豆町視察政務活動費・その他経費計上内容

(4/12- 4/13) 

政務活動費計上分

計上日 内容 領収証金額 1人当たり代金

4月12日
4月12日
4月12日
4月13日
5月10日
5月10日

I視察先お土産代 3086 281 
I郵送代 1 088 99 
箱代I資料送付用） 184 16 
宿泊 113 630 10 330 
交通 68860 6 260 
交通 78760 7,160 
一人当たり代金合計 24146 

以下のように計上してください。

参加議員

日付

4月12日
4月13日
5月10日

金額

396円
10,330円

13,420円

井口かづ子

新城せつこ

河津りえ子

そね文子

奥田雅子

市来とも子

内容

視察雑費

視察宿泊費

視察交通費

横山えみ

松尾ゆり

山本あけみ

山本ひろこ

上野エリカ

じ,--
本領収証は市来議員に添付

（以上11名）
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公明党視察土産代

山本ひろこ

5/11飛騨市・富山市視察 3,086円

10/30仙台・多賀城・紫波市視察 4,629円

12/15 焼津• 静岡市視察 3,086円

2/5郡山。仙台市視察 3,240円 士産代計上額合計額 14,041円

中村康弘

8/3 広島・豊前• 岡山市視察 3,702円

11/4町田市役所 2,050円 土産代計上額合計額 5,752円

視察を行った両議員は、政務活動喪が、「区民の税金・公金」から出されていることを認識

しているのだろうか。一般区民の通常の生活において、どこかを訪ねた際に、土産物を持

参することに懸念が示されることはあまり多くないであろうし、請求人は、各厳員が、視

察先に土産物を持参すること自体に、異議を唱えているのでは全くない。しかし、「政務活

動費」に計上する視察において、もし土産物が必要な場合は、「公金」ではなく、「自分の

財布」から出費するのが、「一般社会通念である」と解している。

従って、至上した士 J.J -tについて U本まー に 14041 寸-•.. に 575 円の返還

を求める。

＜班筵豊＞

市来とも子

視察研修費

2016年 4月 3日"-'4日＜自治体談員立憲ネットワーク研修in沖縄2016>

2016年 11月6日,..._,7日く自治体議員ネットワーク研修 in沖縄・裔江＞

視察目的—地方自治体と国との関係が問われている現状を学び、地方自治、司法、国との

裁判等についての研修会に参加する為と報告されているが、政務活動視察報告吉は提出さ

れておらず、この研修で何をどの様に学び、杉並区政に成果を如何に反映したのか全く不

明である。研修資料の添付は、研修日程のチラシが各一枚あるだけであった。市来謡員発

行の「市来とも子政策NEWS」には、沖縄研修と区政について一言も触れていない。

従って、

4/3 研修参加費 9,000 円、 4/2 鉄道料金荻窪—羽田 1,742 円、 11/6 自治体議員立憲ネットワ

ーク参加費 7,000 円、 11/6,..._,7 鉄道料金 1,742 円、 12/12 宿泊費•航空券代 40,400 円

合計 59,884円の 50% 29,942円の返還を求める。

班修豊 ・

2016年 9月 12日社民党夏季研修会 (50%)23,900円については、「政務活動費として支

出できない経挫」の、「政党活動」に関する活動に該当するので 23,900円の返還を求める。

12 



- 85 -

けしば誠一•新庄せつこの視察研修費

2016年 4月 3,-._,5日 立憲主義と地方自治研修会

視察研修目的は、立憲主義と地方自治の研修、新基地建設現場の視察と沖縄自治体職員と

の交流、

2016年 11月 5日,..._,7日 替視庁をはじめ他県の誓察機動隊が沖縄、高江に派遣されてい

る実態とその法的根拠、国と自治体の関係、あり方について学ぶ、と記載されている。

視察研修報告苔には、

4/3 翁長県知事の講演—沖縄の歴史、経済、基地問題について

浅井春夫 沖縄戦と孤児院ー戦後史と子供の谷困

（孤児院の資料は全くなし）

4/4 稲嶺名護市長 沖縄は放置国家と云う現実について

11/5 トラックを止める為道路に立つ、機動隊の違法行為の視察

11/6 講演会屋良朝博 安全保障と国防

海兵隊と海外事情

大城波 警察活動問題、箸察と市民の関係

翁長県知事 就任2年目に入った沖縄県の現状

等の講演などを聞き、自分もトラックを止める為に道路に立ち、ゲート前の抗

譲アピールに参加してきているが、報告書によると、沖縄県議員との交流もなく、この視

察行動のどの様に区政に反映させ、今後実現に努力していくのか、全く記載も行動もされ

ていない。

従って、

けしば誠一

4/3 沖縄研修会費 9,000円

4/5 レンタカー 6,588 

5/2 沖縄交通費 41,800 

10/14 沖縄交通費 52,000 

合計 109,388円の 50% 54.694円の返還を求める。

新城せつこ

4/3 沖縄研修会費 9,000円

4/5 レンタカー 6,588 

5/2 沖縄交通費 41,800 

10/14 沖縄交通贄 52,000 

合計 109,388円の 50% 54,694円の返遠を求める。

13 
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奥田雅子視察研修費

2016年 4月 3日,.._,5日＜自治体議員立憲ネットワーク研修会 in沖縄＞

視察研修目的は、「全国自治体議員との情報交換及び沖縄の基地問題に対する理解を深める

為」と記載されているが、報告内容は（沖縄訪問記）辺野古、高江の座り込み訪問、現場主

義の必要性、戦時下の避難哀、沖縄に思いを馳せなかったことの反省、米軍関係経済効果5%

に過ぎない、平和が大切である事を学んだ等と記載されているが、沖縄研修と区政との結ぴ

付きに全く言及していない。奥田雅子としての人間性を高めたかも知れないが、杉並区の議

員としての出張研修の反映がされていない。

従って、

4/3 沖縄研修会費 9,000円

4/3, 5 吉祥寺—羽田往復 2,460

4/5 レンタカー 6,588 

5/2 沖縄交通費 41,800 

合計 59,848円の 50% 29 924円の返還を求める。

川野たかあき

視察研修費

2016 年 4 月 3 日 ~5 日 研修：沖縄県に於いて開催された立憲主義とは何か

国と自治体の在り方を考え、杉並区の区政の参考にする為に行った視察研修会の報告書に

よると、 4 月 3 日 ~5 日の行程が記載されているのみで、参加した研修会の区政への反映

が全くなされていない。（しかも、沖縄への旅毀は 28年 3月 11日に 41,800円支払ってい

る。今後、政務活動に要する費用は同一年度内に支出することを求める。）

支出額-4/3交通費 1,230円、研修費 9,000円、レンタカー料6,588円 合計 16,818円

区政への研修結果が見受けられない視察費であり、支出額の 50%8409円の返還を求める。

視察先—熊本県阿蘇村、大津町

2016年 5月 2日.......,5日

目的は、熊本地震の被害状況、被災者の生活、避難所状況をボランティア活動を通し確認

する事になって居り、大津町蘇村立野地区での大地震後の処理活動について学んでいる。

支出額-5/I航空料金 71,490円、 5/2バス代 1,230円、 5/5ガソリン代 1,521円、

6/24レンタカー代 32,292円 合計 106,533円

2016年 8月 9日rv12日

目的は、 3か月後に被災地がどうなっているかを支援する為に、ボランティアグループの

一員として活動した。

支出額— 8/9 バス代 1,230 円、 8/12 バス代 1,230 円、 9/7 航空券 37,790 円

合計40,250円

熊本県への視察結果は、杉並区厳会と KawanoTimesで、防災に対する区の姿勢と災害時

14 
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の対応について提言しており、視察報告も掲載しているので。一定の効果があったと思わ

れるが、 2度に亙る熊本県への視察の基本行動は、ボランティア活動であると本人が明言

している。ボランティア活動とは政活黄（税金）を使って行う行為ではない。

従って、熊本県被害地へのボランティア活動として計上した政務活動躁 146,783円の50%

73 391円の返還を求める。

2017年 3月30.-..,31日 視察先—大阪府西成区

目的— 「子どもの里」、プレハアーク視察

ボランティア活動をしながら卒業、入学パーティの手伝い、施設の経緯と運営に関して話

を聞く、と記載されているが、東京には、多種の子供施設がある。わざわざ大阪まで出向

いて視察をして来た理由と、杉並区政への提言もなされていない。ボランティア活動する

ために大坂迄行ったのであろうか？

支出額— 3/22 交通費 29,300 円， 3/30 宿泊費 10,520 円 合計 39,820円

合計額の 50%19,910円の返還を求める。

研修費 2016年 5月 10日、 2,017年 1月26日 自治体議員バックアップセミナー

主催者：緑の党グリーンジャパン 参加費 4,000円

上記参加の研修会主催者団体は、川野たかあき議員が、当時所属していた政治団体「緑の

党グリーンジャパン」であるから、政治活動の一環である。

よって、参加費4,000円の 50%2000円の返還を求める。

太田哲二の研修費

太田哲二議員は「お金と福祉の勉強会」を 2016(平成28)年度は 8回開き、会場はすべて

阿佐ヶ谷地域区民センターである。

勉強会の第 1テーマについては講師を外部から招き、第 7回の田中区長以外の講師には政活

費から講演料を払い、第 2テーマはすべて、太田職員自身が講師を務めている。

研修黄については「政活費条例」第 9条の別表によれば「会派又は議員が行う研修会、講演

会等の実施に要する経費」と明記している。

太田議員は研修費として、「お金と福祉の勉強会」の経費を第 3回、第8回の一部については

4分の 3に按分している部分があるが、他は按分なしで全額を政活費で支払っている。太田

議員は多くの市民に勉強会の開催について政活費を使って案内チラシ等で呼び掛けているが、

この勉強会は区政に関する情報を区民に知らせる側面もあると同時に、自らの議会活動や調

査結果を区民に知らせることによって、支援者を獲得、保持するなどの政治活動、後援会活

動の側面も持っていると思われる。

講師への講演料は太田議員が決定している。第5回は「大学教授なので 50000円とした」と

太田隊員は説明している（領収害等貼付用紙8月分No25に記載）。第 3回はチラシ等の経典

は4分の 3に按分しているが講演料には按分はない。第8回はチラシ等 ・講演料、ともに 4

15 
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分の 3に按分している。講演料や按分についての太田議員の設定基準が不明である。政活裸

の支出については、使途の透明性が求められており、区民に対する説明責任が必要である。

この研修費には「政務活動」とそうでない活動が混在している。上記の理由により、この太

田談員の研修費については杉並区の按分の原則に基づき「社会通念上相当な割合による按分」

としてかかった経費の 50%を超えた金額の合計659,651円について返還を求める。

・（添付資料4 太田議員 講演料 「大学教授なので 5万円とした」の領収書）

0平成28年第3回 4月 30日関連経毀（講師小林緑氏）（要返遠 42,682円）

第 1テーマ「NHK間題あらためて」

第 2テーマ「保育園問題どうなるの、どうするの」

4月4日研修会会場費（阿佐谷区民センター） 2400円

司法書士 0氏などから、区民相談などの意見等を学ぶ

(「4,30勉強会」案内新聞チラシは円より子顔写真があるため、4分 3の按分）

22日チラシ東京・毎日新聞折込料 1500枚 5346円X3/4=4009円

24日チラシ東京新聞折込料(960枚）3420円X3/4=2565円

25日チラシ朝日新聞折込料 (6500枚） 23166円X3/4=17374円

25日案内の郵送 103通 8541円x3/4=6405円

30日 会場使用料（阿佐谷区民センター） 3300円

30日 講演料（小林緑氏） 30000円

5月6日チラシ 10500枚、印刷費 58860円X3/4=44145円

0平成28年第4回 6月3日関連経毀（講師坂井富雄氏）（要返還68,638円）

第 1テーマ「①事業所得と法人税、②パナマ文書」

第 2テーマ「保育園、介護ロボットJ

5月25日「6,3勉強会」案内チラシ印刷費 270円

(「 6, 3勉強会」案内新聞チラシは円より子顔写真があるため、 4分 3の按分）

27日 案内チラシ朝日新聞折込料 17000枚 60588円x3/4=45441円

28日 案内チラシ新聞折込料（東京・毎日新聞） 1500枚 5346円X3/4=4009円

28日 案内チラシ東京新聞折込料900枚 2430円X3/4=1822円

28日 案内郵送67円X141X 3/4= 7085円

6月 3日講演料 （公認会計士酒井富雄氏） 48895円

3日 「6,3勉強会」資料コピー 170円

3日「6,3勉強会」会場使用料（阿佐谷区民センター） 5300円

8月8日「6,3勉強会」案内チラシ印刷代20500枚 87480円X3/4=65610円
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0平成28年第5回 8月 19日関連経費（講師長谷川利夫氏）（要返還 111,539円）

第 1テーマ「日本の精神医療の問題点と今後の展望」

第 2テーマ「選挙が終わって日が暮れて、後の祭りか？」

8月 10日 案内チラシ朝日新聞折込料 (16000枚） 57024円

10日、案内チラシ東京新聞折込料 (800枚） 2624円

11日 案内チラシ郵送 72円xllO通=7920円

12日 案内チラシ毎日・東京新聞折込料 (2400枚） 8550円

13日 案内チラシ東京・毎日新聞折込料 (1300枚） 4633円

14日 案内チラシ郵送82円X4= 328円

15日 案内チラシ郵送82円XlO枚 820円

19日 講演料（杏林大学長谷川利夫教授） 50000円

（領収書等貼付用紙に「大学教授なので 50000円とした」という太田議員の説明あり）

19日会場使用料（阿佐谷区民センター）施設 3300円＋備品使用料200円=3500円

19日「8, 19勉強会」レジメコピー20枚 200円

9月 14日「8, 19勉強会」案内チラシ20500枚印刷喪 87480円

0平成28年第6回 9月22日関連経費（講師渡辺寛人氏）（要返還 100,764円）

第 1テーマ「奨学金が返済できない。どうしようか？」

第 2テーマ「借金処理 7つの手法（おさらい）」

9月 14日 案内チラシ朝日新聞折込料 (16000枚） 57024円

14日 案内チラシ東京新聞折込料 (800枚） 2624円

15日 案内チラシ郵送82円X4= 328円

16日 案内チラシ郵送72円XlQ3=7416円

16日 案内チラシ東京・毎日新聞折込料 4633円

20日 案内チラシ毎日・東京新聞折込料 (2100枚） 7484円

22日 講演料 (NPO法人 POSSE事務局渡辺寛人） 30000円

22日 会場使用・ビデオプロジェクター使用料（阿佐谷区民センター） 3500円

22日 「9,22勉強会」レジメ作成 1040円

11月 10日「9,22勉強会」案内チラシ20500枚印刷費 87480円

0平成28年第7回 11月 2日関連経費（講師、杉並区長田中良氏）（要返遠 75,809円）

第 1テーマ「変化の時代における自治体経営」

第 2テーマ「ほのぼのよろず相談をしています」

10月21日「11,2勉強会」案内チラシ999枚印刷 460円

22日 案内チラシ郵送（杉並南郵便局） 72円X139通=10008円

22日 案内チラシ郵送（杉並南郵便局） 82円X13通=1066円

24日 案内チラシ郵送（荻窪郵便局） 72円xuo通=7920円
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24日 案内チラシ郵送（荻窪郵便局） 82円X6通=492円

. 29日 案内チラシ朝日新聞折込 16000枚 57024円

11月 2日 会場使用料阿佐ヶ谷区民センター 3300円

2日 資料コヒ°一阿佐ヶ谷区民センターコピー機 500円

12月 9日「11,2勉強会」案内チラシ印刷費 (16500枚） 70848円

0平成28年第8回 12月 11日関連経費（講師、丸山ハツミ氏）（要返還42,879円）

第 1テーマ「精神の作業所って、こんな所です」

第 2テーマ「所得税、社会保障の基礎を知れば、家計防衛」

11月26日「12, 11勉強会」案内チラシ印刷 (996枚） 450円

12月 2日 案内チラシ朝日新聞折込料 (16000枚） 57024円X3/4=42768円

前参議院議員西村まさみ氏の写真掲載のため 3/4計上

2日 案内チラシ東京新聞折込料 (900枚） 2624円X3/4=1968円

4日 案内郵送切手82円XlQ=820円

11日 資料印刷 (320円+110円） x3/4=322円

11日 会場使用料X3/4=2475円

11日 講師講演料 （丸山ハツミ氏） 30000X4分の 3=22500円

1月 31日 「12,11勉強会」案内チラシ印刷費 75600円X3/4=56700円

0平成29年第 1回 2月 18日関連経費（講師、松崎敏光氏）（要返還 110,248円）

第 1テーマ「成年後見制度について」

第2テーマ「リカードの比較優位説の矛盾」

1月 14日「2,18勉強会」案内状印刷 290円

16日 案内状送付 72円Xl08通 7776円

19日 案内状送付 82円切手Xl6通=1312円

20日 案内状送付 72円XlQ6通=7632円

27日 案内状印刷 460円

2月 8日 案内チラシ朝日新聞折込料 (16000枚） 57024円

8日案内チラシ毎日・東京新聞折込料 (3800枚） 13543円

8日 案内チラシ東京新聞折込料 (900枚） 2624円

11日「2,18勉強会」案内状 72円Xl03通郵送 7416円

13日「2,18勉強会」案内状 82円X20通郵送 1640円

18日「2,18勉強会」会場使用料 阿佐ヶ谷地域区民センター第4集会室3300円

18日講演料 30000円 松崎敏光（成年後見支援センターヒルヘェ 杉並地区リーダー）

28日「2,18勉強会」案内チラシ 20500枚印刷代 87480円

18 



- 92 -

0平成29年第2回 3月17日関連経費（講師、阿部穂高氏）（要返還 107,092円）

第 1テーマ「年金の必要な資格期間が 25年から 10年に短縮されます」

第2テーマ「杉並区議会第 1回定例会はこんなものでした」

3月2日「3,17勉強会」案内状印刷 997枚 西荻市集会所印刷機 490円

9日 案内チラシ朝日新聞折込料 16000枚 57024円

9日 案内チラシ毎日・東京新聞折込料 4000枚 14256円

10日 案内状郵送 72円X183通=13176円

11日 案内状郵送 72円XlQ9通=7848円

16日 案内チラシ20500枚印刷代 87480円

17日 講師料社会保険労務士阿部穂高氏 30000円

17日 資料作成 610円 （阿佐ヶ谷区民センター）

17日「3,17勉強会」会場使用料 （阿佐ヶ谷区民センター） 3300円 以上

く広聴•広報費＞

区政報告の按分の考え方について

議員の活動は多岐にわたり、政党活動や後援会活動、選挙活動等を含む多種多様な活動の要

素を持っている。そのため、杉並区では、政務活動費支出の基本的な考え方として、「按分の

原則」について、「調査研究活動とそうでない部分とを合理的に区分することは困難である場

合は、社会通念上相当な割合による按分をして、政務活動に資するために必要な費用の金額

を確定しなければならない」と、明記している。

杉並区では、政務活動とそれ以外の経費が混在し、合理的な区分が困難な場合は

•月極駐車場代やガソリン代の支出割合の上限は 1/2 とする。

・区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は 1/2とする。

・通信費の上限設定 固定電話（事務所専用又は事務所自宅兼用 FAXあり） 1/2, 

・事務所賃借料の支出割合の上限は 1/2とする。

・事務所光熱水費の支出割合の上限は 1/2とする。

等々、上記のように規定している。

つまり杉並区では合理的な区分が困難な場合は、「社会通念上相当な割合」の按分とは 2分の

1であることを裏付けているのではなかろうか。

区議の発行する「区政報告等」の内容は、区議の様々な活動が掲載されていて、「政務活動」

とそうでない部分を明確に区分することは困難である。経費細目で「印刷・製本費及ぴ広報

紙等送料については、実態に即して按分する」となっているが、多くの厳員は、実態の説明

もなく、当然のように按分なしの 100%の経費を政活費から支出している。この状態は「杉

並区厳会の会派及び謡員に対する政務活動費の取り扱いに関する規程」の運用に違反してい

る。

区外の状況を見ても、仙台市議会議員の政務調査費をめぐる住民訴訟で、仙台地裁は 2017

年 11 月 2 日に、議員の広報紙の作成•発送費用について、按分率 2 分の 1 を超えた支出を
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違法とする判決を下した。これも 2分の 1の按分が社会通念上相当であることを裏付けてい

る。

仙台地裁の判決文の中で、「証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、上記のような議員の活動

報告等が記載された広報紙を作成して市民に交付する活動は、市政に関する情報を市民に広

報する側面を有するものの、一般的、外形的には、自らの繕会活動、調査結果を市民に報告

することによって支援者を獲得、保持するなどの政治活動、後援会活動としての側面も有す

ると推認されるから、上記のような広報紙の作成費用は、一般的、外形的な事実から、調査

研究活動以外の活動にも利用されることが推認される経費であると認められる。ところが、

上記作成費用に関し、調査研究活動のみに利用されたこと又は調査研究に利用された割合と

それ以外の活動に利用された割合について、被告から客観的資料に基づく立証は行われてい

ない。そうすると、上記の支出のうち経費全体の2分の 1を超える金額である 6万3000

円（略）が、本件使途基準に合致しない違法な支出と認められ、補助参加人新しい翼の不当

利得にあたる。」

以上の判決文に見られるように、仙台地裁では「経費全体の2分の 1を超える金額」を違法

とした。

杉並区議の多くの議員が広報紙に関する経費を実態の説明もなく、当然のように全額を計上

することは違法である。よってかかった経費の 2分の 1の金額の返還を求める。

自由民主党会派所属議員の分担による費用計上

「区謡団区政報告jの費用計上について

区議団通信「すぎなみ自民」として、区政報告Vol.3(平成 28年 8月）、 Vol.4(平成29年

春）を発行している。両面カラーの印刷代及び杉並区内朝日•読売・産経新聞の折り込み代

として、総額 752,933円になり、会派全員 12人で等分し、一人当たり 62,744円の分担とさ

れている。但し、各政務活動費の広聴広報費の支出として計上しているのは、 7名の議員で

ある。

区政報告Vol.3及び4(添付資料参照）は、 A4サイズ用紙の両面からなっている。 Vol.3の

第 1面は、その上部に区議団全員の集合写真 (1面の約 25%)が載り、続いてに脇坂幹事長

の就任挨拶が記されている。下部には、「第一回•第二回定例会の概要報告」が記され、第一

回定例会で新たに選出された井口区醸会議長の写真と第一回定例会後の JR高円寺駅街頭報

告会での集合写真が載せられている。裏面には、「会派議員紹介」と題され、 12名の写真付

きで「上半期の区政報告と新年度について一言」と題された各人のメッセージが記されてい

る。それは、「選挙公報的内容・表現」のメッセージと思える内容である。 一方、 Vol.4の第

1面には、同様に全員の集合写真 (1面の約 25%) と「年頭にあたり」と題した「杉並区議

会自由民主党」のメッセージが載り、下段に、「第三回•第四回定例会の概要報告」と題され

た厳題等報告が記されている。第2面は、 Vol3と同様に、各議員の「一言」が記されている。

当監査請求の「請求の趣旨」の項に記したが、「杉並区厳会の政務活動費の交付に関する条

例」第 1 条は、会派•議員の「調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として」
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交付するとし、 9条に、政務活動費とは「区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映

させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」とされている。

上述した自由民主党の区議団通信 fすぎなみ自民」の区政報告は、「区厳会の政務活動費の

交付に関する条例」第 9条が規定している「政務活動」」に準じる範囲内であろうか。

請求人は、「すぎなみ自民」の内容は、政党の宣伝活動そのものであり、当該条例 9条の範

囲外であり、更に、 「区厳会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」（議

長訓令）の第2条の支出基準で、「政務活動に要する経費に該当しないもの」とされる「政党

活動」そのものであると解する。

従って、政務活動費に計上した 7名の眺員（浅井くにお、井原太一、今井ひろし、大熊昌巳、

大和田伸、、冨本卓、脇坂たつや）に、分担額62,744円の 50°/o-31,372円の返還を求める。

更に、 10名の議員（浅井くにお、井原太一、今井ひろし、大泉やすまさ、大熊昌巳、大和

田伸、、富本卓、はなし俊郎、吉田あい、脇坂たつや）の収支報告害の平成 29年 3月 31日

の支出項目に、区政報告第 3号印刷代（按分なし）として、 333円が計上されている。しか

し、その支出内容について明確な説明がなされていない。その計上理由をの開示を求めるが、

それが不明のままであれば、各議員に、 333円の返還を求める。

平成27年度政務活動費の監査請求において、 「すぎなみ自民」の作成と新聞折込費用との返

還を求めたが、その監査結果書の抗弁書に、「自由民主党会派」の｛反論」が以下の様に記さ

れている。

くVolとVol2に記載されている内容をもって、これを”政党の宣伝活動そのもの"、’’政治

活動"と主張しているが、当該紙面上に会派名の記載はありますが、政党名の記載も「政党

活動」も存在していない。記載内容は、会脈で行った政務活動です。（中略）これらは、」区

の課題及び区民の＼思を □．し X に「 させる J であると理•している。（下線

は、請求人による）＞

なお、請求人は、上述の様な 「すぎなみ自民」の発行自体は、会派の方針であり、それに異

議を唱えているのではなく、その発行のために「公金」を投入することが、「違法」であると

主張しているのである。（添付資料ー「すぎなみ自民」の区政報告Vol3、Vol4)
J 

浅井くにお

広聴広報費

自由民主党会派区政報告分担金 62,744の50%31,372円の返還請求

自由民主党会派区政報告第 3号印刷代 333円の返還請求

区政レポート平成28年夏号No.13、平成29年新年号Vol14 総費用 1,385,789円

夏号、新春号を各々約 24,000部印刷し、郵送・ポスティングにより配布されている。区

政レポートの内容自体は、多くの掲載内容が、区政に関する活動報告となっていると捉

えたが、、何故、 24,000部の印刷が必要なのか。その配布は、ポスティング (22,750部）、

残りが、郵送が、約 1,000部と推定したが、この区分けの説明がなされていない。

21 
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宍
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第 1回臨時会後本会蟻場にて 平成28年5月18日

新幹事長就任挨拶

皆様、こんにちは。私たちは自由民主党所属の12名の杉並区議会哉員で結成された区哉会最大の交渉会派

「杉並区議会自由民主党」です。私たちは地域に根差した政策提言を大切にし政権を担わせて頂いている立場

から国や都とも連携を図り皆様の声を政治へと反映すべく、日々活動に励んでいます。

また、議長を輩出している立場から議会の運営にも責任をもって取り組んでおります。

世の中は少子高齢•人口減少社会へと突入しました。杉並区においても、公共施設再編整備や空き家対策、狭あ
い道路拡幅整備、保育所や特別養護老人ホームヘの入所の課題等、やらなければならない課題は多々あります。

私たちは自助•共助•公助の考え方のもと、頑張る人こそ報われる社会をつくるべく、こうした課題に率先して
取り掛かっていく所存です。杉並区議会自由民主党にご期待下さいます様、どうぞ宜しくお願い致します。

笠ミ
，五向-色~~ ．竺

嚢

幹事長 脇坂 たつや

第
2
回
定
例
会
は

5
月
30
日
に
開
会
し
、

6
月
16
日
ま
で
の

18
日
間
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
主
な
議
題
は
平
成
28
年
度
＿

般
会
計
補
正
予
算
（
第
3
号
）
狭
あ
い

道
路
拡
幅
に
関
す
る
条
例
ほ
か

36
件
を

審
議
し
ま
し
た
。
会
派
所
属
議
員
の
う

ち
脇
坂
た
つ
や
、
今
井
ひ
ろ
し
、
吉
田

あ
い
、
大
熊
昌
巳
、
富
本
卓
の

5
名
が

一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
今
議
会
で

話
題
と
な
っ
た
待
機
児
解
消
緊
急
対
策

に
つ
い
て
は
、
保
育
施
設
整
備
に
当
た

り
公
園
転
用
を
活
用
す
る
こ
と
に
住
民

の
合
意
を
形
成
す
る
よ
う
強
く
要
望
い

た
し
ま
し
た
。

発行・老作

杉並区議会自由民主党
杉並区阿佐谷南1ー15-1

電話03-3312-2111(代表）F以03-3320-2255

吉行太大ろた井富 のしー大問会ぽ度はで会第
田い一熊しつ口本特の‘和を派か一平開し 1
あ‘‘昌‘やか卓別 6大田井所41般 成 催 ‘ 回
い 3大巳大‘づ‘委名泉伸口属件会28さ 3定
が月泉‘和小子総員がや‘か議の計年れ月例
行 15や浅田泉‘括会登す大づ員審補度ま16会
い日す井伸や個質で壇 ま熊子の議正予し日は
まのまく‘す別疑ぱしさ昌‘うを予算たま 2
し意さに吉 お 質 を ‘ ‘ ‘ 巳ー ち行算 '0で月
た見のお田‘問幹委予今‘般‘い＾平主の 10
°開10'あ今を事員算井井質代ま第成な 36日
陳名井い井脇長長審ひ原問表し 327議日に
ぱで原 ‘ひ坂のに査ろ太を質た号年題問開
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一第1回定例会後JR高円寺駅街頭報告会3月16日

第
一
回
•
第
二
回
定
例
会
の
概
要
報
告
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厖誼犀屈含国団母窪翁含阻闊臼印図固翁
埠疇C造瞬韓攣疇 冦

脇坂たつや
＂弓ft間袢•=l1:~iffl!ii一

この度、会汲の静葛長並びに議会運営倭員会委員長を1耳命しました。
杉並からB本を良くしていく決意のもと「若者力！」を前面に
出しながら罷かな議会活0に取り緋んでまし1ります．
もっと住み良いまち ・住み絨けた~\杉韮区I\!

住所：杉並区阿佐谷南3-27-10
TEL: 03-3391-771 7 

汲調会長合ら井ひろし
lfrEliJ7.IJIE罰蔚澤9r:モ．、'--; ~玩~- ,

, ,1副幹事長大利田
~:.. .. /~-·'1tii非峠覇®}1昨u暉J・か粋母ラ

井口かづ子
, ... ai廷鱈社)IFI~~・！厄， JI{~一
第76代杉並区』会乱長に選任されました。
乱会を代表して品位ある議会罹営と品格を璽んじE乱論胎絨t
尽力することをお籍束して昔様の負話t全力で伺xて参ります．

住所：杉並区湾水3-16-2
TEL : 0 3 -3 3 9 0 -7 7 7 5 

56万人都市杉皿。杉並区議会霞大会派である私たちの
役割は璽いと自負しています。そのために所属議員の
政策詰議の揚をさらに充実していきます。副辟事長として
会派が更に輝きを放つために全力を尽くします。

住所：杉並区高円寺南2-16-2
TEL : 0 3 -6 7 6 8 -9 0 1 1 

小泉やすお
,~m覆可r·

今年度は郁市環境委員、会派では総務会長を拝命しました。
幹事団の一員として、また宅建業20年の経験を活かして、
災害に強く、子育て世代からご裔齢世代まで誰もが住み
観けたい杉並づくりを目指して汗をかし＼てまいります。

住所：杉皿区永福2-51-14

TEL: 03-3328-0007 
住所：杉並区南荻窪1-40-15
TEL : 0 3 -3 3 3 3 -6 7 7 8 

•一〗 富本
, ·.,' 鳳~n:+~国科l~-'1ffi秤'."' ・

l r員面目t頑福る人が報われる社会づくり」、 「骰0)使し9直t多くの区民の
差せを剪~Iii.し＼伐第づくり」， f /1うマキでなし＼［りまき］の伐策づくりJ、
「貴任を持ち本音で語り、 t会学0)視点を付った伐沿づくりJ
以上のR治信条をもって杉り区伐で薗し＼て参ります．

住所：杉並区西荻北4-8-8-302
,_, TEL : 0 3 -5 3 8 2 -4 1 0 3 

iはなし俊郎
鰤l榊四i!f~~i悧●糾輝'1r
昨年度は、議長として円滑で公皐な議会運営に努めて参りました。
今年度は、会派の鼠員として、区民福祉の向上に削めるべく区の
行政を厳しく、請酉してし＼くpJi存です。
行財R対策と災自対第に没頭して提言して参ります。
住所：杉並区堀ノ内2-36-18
TEL : 0 3 -3 3 1 1 -5 6 5 7 
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大熊誼下罰F覆~f.l ； 
昌巳

閉閤唇~F.雰

今年~Q)伐讃会長t&tffしましtft策を眉直して会派内〇伐策屑言など賃〇
ijltliげて参ります.~~ 匂は全てQ)j会で子どもt蘭する一g員目を行し9、
子音て支眉として履息しも⑲りかこ屏身が怜J(L.とは喜Uです．
今年度も子どもO床果Q)ff.め、少子似福祖墳音，釘肌こ股蘭みます。

住所：杉抽区上高井戸2-4-24-303
TEL : 0 3-5 9 3 2 -3 9 7 6 

吉田
甜~絲遷rt~訊l与

色い
艮在、子育て頁っ息中です！また、祖父母(JJ在宅介』も経紋しました
自分が経験したからこそ恩じた身近な昆題を、しっかりと
区Rに反殷させてまし1ります。
今年度も晨纂委員を務めます。区内農黎発展のため頑蛋ります！

住所：杉並区高円寺北4-20-13
TEL : 9 3 -3 3 3 7 -2 7 0 3 

監査委員浅井く
開限持，量1;,P,JJ.~

にお
ー ：

昔様こんにちは、先煩開かれた皐成28年第1固謁会におし＼て、区長選E、
畠会の目意により杉並区監直委員を拝命いたしました。
これからしばらくは、一餃質問なと畠会活りを隠れ、区の様Rな
罪葛業を区闊貝OBの目に議員の目を籠えて、しっかり監目という
璽貴を果たしてまし1ります．よろしくご輯ご支援をお廊I軋上げます。

l開i:.誓摩認認 Jl-~ 悶 i:吋翌「誓姦-611

所属委員会c印は委員長、 0印は副萎員長です。写目は第―!iii・第二＠定例会の一般質問、予算特別委員会、昨年の特別委員会視察・行政視察のものです．

井原.,,.~ ー 太一
霊r-

議員—斑IJ)2年目を迎えましたー年目は文教委員会、 2年8は
暉福祉委員会を但当します・人に寄り屡うまちづくり、人を肖てる
まちづくり、尿ちゃんから局計者までが 0できる安全なまちづくり、

~ -未景につながる、 未来に責任を持つR治を目指します。
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・:; 訊ぶさ 譴
嘔

ふミ・ 年頭にあたり
A~ 棗藍ニ

恙~ ~~ 答菱
昨年は杉並区政においては保育の待機児童解消に伴う緊急対策が大さな課題となりました。私たちが暮らすまち杉

並は、住宅都市として栄え、保育所を整備する土地を見つけにくい状況下にあります。子供を保育所に預けられるか

どうかは生活に密接した問題であり、区は一部公園を保育所に転用することで課題解決を図ろうとしました。一方で、

日頃から公園を利用している住民には、良好な住環境が逸失する.:.とから、大さな住民運動となりました。私たちは、

双方の立場や思いを尊重し、解決策を模索し、公園代替地整備の実現に向けて努めてさた次第です。今後の杉並区で

は、施設の再編整備が進み、限られた資源を住民同士で譲り合って頂さながら、より安心で住み良いまちを皆でつ

くっていくこととなります。保育のみならず、首都直下地震への備えや、ずっと住み続けたいと思える様なまちづく

り、特別養護老人ホーム等の整備や医療等の高齢者施策、将来を担う子供たちの健全育成、 2020年オリンビックパ

ラリンビック東京大会に向けた機運の醸成と地域経済の活性化等、喫緊に対応していかなければならない課題が多々

あります。私たち杉並区蟻会自由民主党は、区議会第一会派としての責任を自党し、地域に寄り添い、現場の声に耳

を傾け、時に皆様とも蟻論していさながら、区政発展の一助となるべく、努めてまいる所存です。本年も変わらぬ温

かいご理解とこ‘‘支援を賜ります様にお願い中し上げます。

杉並区議会 本会議場にて会派艤員一同 平成28年11月23日

杉並区議会自由民主党

第4回定例会後JR阿佐ヶ谷駅街頭報告会12月78

発行・菩作

杉並区議会自由民主党
杉並区阿佐谷南1-15-1

電話03-3312-2111(代表）内線 2307
F以03-3312-2210

第
4
回
定
例
会
は

11
月
17
日
に
開

会
し
、

12
月

7
日
ま
で
の

21
日
間

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
議
題

は
杉
並
区
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る

条
例
の
改
正
、
平
成

28
年
度
＿
般

会
計
補
正
予
算
（
第

6
号
）
が
あ

り
計
30
件
を
審
議
し
ま
し
た
。
会

派
所
属
議
員
の
う
ち
、
は
な
し
俊

郎
、
大
熊
昌
巳
、
今
井
ひ
ろ
し
、

冨
本
卓
、
の

4
名
が
一
般
質
問
を

行
い
ま
し
た
。

第
三
回
•
第
四
回
定
例
会
の
概
要
報
告

第

3
回
定
例
会
は

9
月

10
日
に

開
会
し
、

10
月

14
日
ま
で
の

36
日

間
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
議

題
は
地
域
区
民
セ
ン
タ
ー
及
び
区

民
集
会
所
条
例
の
改
正
、
平
成

28

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

5

号
）
、
平
成

27
年
度
決
算
認
定
が

あ
り
計

21
件
の
審
議
を
行
い
ま
し

た
。
会
派
所
属
議
員
の
う
ち
、
井

原
太
一
、
大
熊
昌
巳
、
今
井
ひ
ろ

し
、
大
泉
や
す
ま
さ
、
の

4
名
が

一
般
質
問
を
行
い
、
決
算
の
特
別

委
員
会
で
は
副
委
員
長
を
大
熊
昌

巳
が
務
め
、
総
括
質
疑
を
幹
事
長

の
脇
坂
た
つ
や
、
個
別
質
問
を
今

井
ひ
ろ
し
、
大
泉
や
す
ま
さ
、
大

和
田
伸
、
井
原
太
一
、
吉
田
あ
い
、

小
泉
や
す
お
、
は
な
し
俊
郎
の

8

名
が
行
い
、

10
月

13
日
の
意
見
開

陳
は
、
は
な
し
俊
郎
が
行
い
ま
し

た。
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幹事長脇坂たつや
拇!it(f)ltが月れて~,る僻今におし＼ては、自分たち(1)まちは

自分たちでf運営するjとi,う気慨とtt爾みづくりが肝要です．
総設再息整眉8t吾ゆ應月態生(1)考ぇ方を要楓と阻凡 chか
らの時代t合った杉並(1)爵果像を昔様と共t若ぇてまいります・
住所：杉並区阿佐谷南3-27-10
TEL : 0 3 -3 3 9 1 -7 7 1 7 

住所 ：杉並区高円寺南2-16-2
TEL : 0 3 -6 7 6 8 -9 0 1 1 

議長井口かづ子
昨年は、第76代議長として議会の規律と透8月性を璽視し、

区政の両倍となるべく調整に邁造して請会運営を行ってまし＼
りました。本年も、より一層開かれた議会と区民優先の栂策
箇査に努めるよう籍一杯努力してまし＼ります。

住所：杉並区濤水3-16-2
TEL: 03-3 3 90-777 5 

政調会長大泉やすまさ
昨年制定された空象等対策~ti!i刺棟あし＼道蘭整眉条例等による、

住問阻0)度0安全0)阻屈、拠習t祖tiま5づくりを惟し浬めるtは、
そ0)覆屑が大りです。選否を月極め、住宅磐市すきなみ0)発展t
汗をかtiてまtiります。

住所：杉並区永福2-51-14
TEL : 0 3 -3 3 2 8-0 0 0 7 

総務会長はなし俊郎
昨年は5月まで議長を務めました。硯在は、総務財政
委員会、淡轡対策特別委員会に属し、区民の福祉向上及
び健康l魯進にまた、安全安応Iの街をめざし、本年も区の
行財政をしっかり見極め課題解決に尽力してまし＼ります。

住所：杉並区堀ノ内2-36-18

TEL: 0 3-3311-5657 

e
 “ 

団長代行置冒$ ! 厚i
昨年は、直近の第4回定例会で一般質問を行い、区民の

皆様が率直に感じている区政I¥の疑問について質問をしま
した。その内容は1IJ¥池都政の杉並区への影唇について、
2保肖箆策につし＼て、 3防災対策について、を伺いました。
本年も区民目線で活前してまいります。

住所：杉並区西荻北4-8-8-302
TEL : 0 3 -5 3 8 2 -4 1 0 3 

団長小泉やすお
昨年は議会の罷年長者として意見を申し述べて、

区政I¥文化と伝統を尊璽し、提言を行い、和を大切
にした一年でありました。本年も変わらぬ姿勢を大
事にしてしっかりと区政に取り紺む所存です。

住所：杉並区南荻窪1-40-15
TEL : 0 3 -3 3 3 3 -6 7 7 8 

大熊 昌巳
2020年庚原オリンピック・バうリツビッり餞枝大会まで
4茸を闊りました。開催構市、原原の甚恩自治体・t獲区が
原原穴会を通して活性化を園る事が甜果る様、他饒の声を箇
り区』会Iこ届けて参る枡存です。
住所：杉並区久我山3-17-24
TEL : 0 3-3 3 3 3-5 7 3 8 

農業委員百目田 あい
3歳の娘の子育てを通して恩じた子育て篠策の改善点、祖父

母の在宕介護を担って恩じた介護栂策の足りないところ。自分
の経験から恩じた諸課題を区政に反快させてまいります。また、
農業委員として区内農業発展のために頑張ってまいります！

住所：杉並区高円寺北4-20-13
TEL : 0 3 -3 3 3 7 -2 7 0 3 

監蒼委員浅井くにお
輯2禅5月躯齢覇会［おし＼て、杉蘭阻請委員t紐さhましも
屈〖悛は、 !&OJ多甘多〖な〖艮月り靡柑靡〖0児闊Hをはじりt艮g直乱成
0眉§など、〖民ブ9ーストでしっかり藍!OJ蘭務を行って岱ります。

住所：杉並区上井草4-24-13
TEL: 03-6 7 6 2-09 20 

今井ひろし 井原 太一
府打,~、リオ 1 バうリッビッりから多く0息りをもら~,ましtt分蘭〖舟
®学位では、屑唐を柑つ子とffilcな↓＼子が、臥＼［月倍し合~,、共tiり
せるi会を且借して、イツりJl,-ツブ杖音を惟俎して↓＼ます。
iも全て®子柑せ弧）~1tt会が難するよう全力で創履してまし＼ります。

胃~:i:. 竺芍~M,J井2戸言各―号6-303 Jl-~ 胃~;~:戸::~~~2i ば;21-611
杉並区紐会自由民主党の会派各狙只へ区政へのご意晃をお寄せ下さい
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配布対象者は、浅井議員の選挙地盤の区民を始め、活動している地域の一般区民と推測

したが、郵送した相手は、浅井隊員の支持者なのだろうか。明確な説明を求めるが、そ

の内容に疑義がある場合には、

政務活動費に計上した費用の 50%692,894円の返還を求める。

井原太一

自由民主党会派区政報告分担金 62,744円の 50%31,372円の返還請求

自由民主党会派区政報告第 3号印刷代 333円の返還請求

区政報告会—井原太ーと語る会（年 11 月 28 日） 13,155円（按分80%)

政務調査費の計上の按分算定の根拠が示されているが、全体の時間から「自己紹介と講

演会、都議 (2名）、国会職員の秘害の挨拶・報告の時間」を除いた「井原区議の報告時

間」の割合から算出している。

これは、「政務活動費の取扱いに関する厳長訓令」第 2条に規定される支出基準ゴ攻務活

動に要する経費に該当しないものとされている 9項目の最初の 3項目（選挙活動、政党

活動、後援会活動）を除いた割合を算出しようとしたと推測した。

井原議員が配布した区政報告会のビラによるとは、「井原太一後援会」が後援しているこ

とが明記されている。更に、自民党の都議と国会議員の秘書が出席し、挨拶等を行って

いる。請求人は、井原隊員が提示した按分値は単なる「割合計算」であり、地方自治法、

区の条例、談長訓令が求めている「政務活動費の支出条件」を表すものではあり得ない

ことは明白である。報告会の参加者の数は不明であるが、後援会が主体なのであろうか、

何故、自民党の都議などを招き入れ、挨拶・報告する時間をも設けたのだろうか。請求

人は、 当該区政報告会が、井原談員の日々の政務活動を伝えたとしても、法令が認めな

い、政党• 選挙・後援会の活動になってしまっていると解した。

従って、政務活動費として計上した 13,155円の全額返還を求める。

今井ひろし

自由民主党会派区政報告分担金 62,744の50%31,372円の返還請求

自由民主党会派区政報告第 3号印刷代 333円の返還請求

大泉やすまさ

自由民主党会派区政報告第 3号印刷代

大和田伸

333円の返還請求

自由民主党会派区政報告分担金 62,744の50%31,372円の返遠請求

自由民主党会派区政報告第 3号印刷代 333円の返還請求

区議会レポート 28年春号 (7,500部）平成28年 5&6月 544,740円

「政務活動費の交付に関する条例」第 1 条は、 会派•議員の 「調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として」交付するとし、 9条に、政務活動費とは「区政の

課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るた
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めに必要な活動に要する経費」とされる。更に、地方自治法第 104条に規定された謡長

権限に基づき、厳長訓令として出されている。当該訓令第 2条 1項には、政活費として

の使途を禁止する経費 9項目が規定され，その中に、選挙活動、政党活動、後援会活動

が明示されている。

当該 28年春号 (A3サイズ）の表面の半分には、大和田鏃員の大きなサイズの顔写真の

外に 3枚の写真と区諮会議員として 2期目を迎えた「挨拶」が掲載されている。その写

真の一つは、「政治の師である石原大臣（区から選出された国会議員）とJ題した写真で

ある。裏面には、大和田議員の活動の紹介として，高円寺の阿波踊りの写真が約 30%を占

め、更に、「区議会自民党では副幹事長」と題し、会派の 12名の議員の集合写真を添付

した「会派の紹介」が載せられている。当該春号の発行費用の「7/8」を、政務調査費ヘ

の計上の按分比としている。その按分比の根拠は不明であるが、正に、法令が、政務調

査費への計上を「禁止する」内容に「溢れて」おり、春号に掲載された大和田謡員の「区

政の課題に関わった内容」係るものは、 50%以下と解した。

従って、春号作成跨用 (544,740円x8/7)の50o/o3ll,280円の返還を求める。

区議会報告用ハガキ(7,100部） 369,200円

区議会報告と題した「新年の挨拶状」用のハガキ 7,100枚の購入喪用 369,200円が、政

務活動費として計上されている。そのハガキは、新年の挨拶に加え、前年度に話題とな

った「許可保育園の増設」と「南伊豆町の特養建設」ついて言及した内容になっている。

これが、条例・訓令が規定する「政務調査費計上の経毀」に該当するであろうか。 一般

的に、年賀状は、知人に対して、新しい年を迎えたことを祝い、現状を、伝える役割を

持つ慣習である。 大和田議員が送付した 「区議会報告」は、新年の挨拶に加え、前年度

に、区の重要テーマであった活動テーマの羅列に過ぎず、「ハガキという伝達手段」では、

そうならざるを得ないと解すべきである。

従って、ハガキに依る「新年の挨拶」そのものであり、政務活動費に該当する活動と

は言えない。計上した 369200円の返還を求める。

区厳会報告 2017年新春号印刷費(4/6)29.1.6 4,744円

A4サイズの新春号で、 1面には、区政の課題の中から、狭隣道路の拡幅整備事業等を

取り上げ、課題遂行の意見が掲載されている。 一方、襄面には、都知事選挙結果が示

され、候補者の一人（推測であるが、得票結果表に、 一人の候補者の名前と得票数が

太字で記されている）と大和田議員が並んでいる写真が掲載され、更に、 2017年夏に

施行される都議会議員選挙に立候補を予定している 2名の現職都議（早坂よしひろ、

小宮あんり）を各々写其付きで紹介している（小宮あんりの写真には、街頭で、大和

田議員がマイクを持ち当都鏃を紹介する様子が写っている）。更に、二人の都談と、現

職の国会議員（石原大臣）との関係を記し、「都議会で大車輪の活躍の若き 2人、皆さ

んの温かいご指森をよろしくお願いします」と結んでいる。

この新春号の費用計上の按分比を 4/6としているが、その理由・根拠は不明であり、

又、この新春号裏面は、前述した「政務活動費の交付に関する条例」 9条の規程及ぴ厳
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長訓令第 2条 1項が、政活費としての使途を禁止する「選挙活動」そのものである。

何故、区政課題報告と「選挙活動」とが、混在する区議会報告を発行したのか、大和

田議員の意図は不明であるが、請求人は、この新春号は、法令が政務活動費の交付を

認める区政報告書とすることは出来ないと解した。

従って、計上した全額4,744円の返還を求める。

区政報告会（平成28年 6月 10日）

お茶代 (216本） 14,712円、ビデオプロジェクター使用料200円、配布資料封筒 (500

枚） 17,496円、プロジェクター画像作成費（按分50%)10,000円 合計 42,408円

「大和田伸 区政報告会のご案内」のビラ (A4サイズ）には、 5月 28日（土）の午後

6時,...._,(1時間程度）に、セシオン杉並で開催を知らせるものであるが、「当日は、石

原のぶてる経済再生大臣をはじめ、ご来賓の方々にもお越しいただく予定ですと記さ

れている。

区政報告会に、だれを来賓として招待するかは、当該議員の裁最の範囲であり、何ら

疑義をはさみうるものではない。しかし、その会の開催に要した費用を、公金である

政務活動費に計上する場合は、政務活動費交付の区条例、議長訓令の範囲内の支出に

限定され、議長訓令第 2条で、政党への利益誘導の要素を有しないことが明示されて

いる。当該謡員の所属する党派の「有力者」を招き、報告会案内ビラに、そのことを

歌うことは、関連の区条例・訓令に反していると解した。

従って、政務活動毀に計上した 42,408円の返還を求める。

脇坂たつや

自由民主党会派区政報告分担金 62,744の50%31,372円の返遠請求

自由民主党会派区政報告第 3号印刷代 333円の返還請求

区政レポート Vol14 (45,000部） 2017年 3月 945,278円

区政レポートは 45,000部作成され、発送・ポスティングにより配布されている。発行

部数は、区議の中でも、断トツに多く、何故45,000部の印刷が必要だったのかを、明確

に説明することを求める。その配布は、ポスティングが、 38,500部、残りが、封書によ

る発送 (5,274部）とされているが、この区分けは、どの様な基準でなされたのだろう

か併せ、説明を求める。

配布対象者は、脇坂議員の選挙地盤の区民を始め、活動している地域の一般区民と推測

したが、封害での発送の相手先は、脇坂議員の支持者なのだろうか。明確な開示を求め

るが、その内容に疑義がある場合には、

政務活動費に計上した費用の 50%472,639円の返還を求める。
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HPホームページ製作及びサーバー管理費（按分率90%) 43,740円

r政務活動費の交付に関する条例」第 1条は、会派・職員の「調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として」交付するとし、 9条に、政務活動費とは「区政の

課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を即るた

めに必要な活動に要する経費」とされる。更に、地方自治法第 104条に規定された議長

権限に基づき、議長訓令として出されている。当該訓令第 2条 l項には、政活牲として

の使途を禁止する経費 9項目が規定され，その中に、選挙活動、政党活動、後援会活動

が明示されている。

「HP及びサーバー管理費」を按分率 90%として、政務活動費として計上しているが、

上述の法規程に基づき、その根拠の開示を求める。その内容に疑義がある場合は、按分

率を 50%として、 40%に相当する 19,440円の返還を求める。

脇坂たつや諮員のHPを開けると、1頁目に石原伸晃衆議院議員と握手した写真が出てくる。

区民が HPを開けるたびに、必ず石原伸晃衆厳院謡員の写真を見せられ、自民党の政治活

動の一環と思われる。

応援メッセージ

脇坂たつやさんは、生まれ育った地域を大切にし、若い世代の声を区政に反映させるなど、社会が大きく変

わろうとする中で、杉並区にとって欠かせない存在へと育ってくれました。

今後のさらなる活躍に期待します。

衆議院議員石原のぶてる
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脇坂議員のプログを読むと、多岐にわたっている。

家族のこと、自身の誕生日のこと、選挙があると選挙の記事が多く続くこと（例えば参議院選挙、

都知事選）、 JCの活動として地域の小学校で授業をやったことなど等々、「政務活動」と認められ

ない記事が多く掲載されている。政務活動と関係ない選挙活動や私的なことは私費で HPに掲載

すればよい。

脇坂謡貝のブログの一例

•魔法の手 2017/1/30(月）午後 3:56

私事ですが、先週に長男が誕生しました。

母子共に健康であり、退院をしましたので、ここに皆様にご報告申し上げます。

という訳で、最近は、子育て→護会準備→新年会をヘビーローテーションする日々を送っています。

バス旅行 2017/1/13(金）午後 6:34

今日は毎年恒例の石原のぶてるバス旅行に行って来ました！

私は今年も車輌長として、お世話役を務めさせて頂きました。

謹賀新年 2017/1/1(日）午後 4:57

皆様、新年おめでとうございます。旧年中は何かとありがとうございました。

昨日は一年分の手帳を見ながら、泌々と平成28年を振り返りました。

3つの大きな変化があった年でした。杉並区議会自由民主党の幹事長に就任したこと・消防団の大会で優勝した

こと • 長女を幼稚園に預けたことです。

追い込みチューズデー 2016/7/26(火）午後 3:49

都知事選挙も残すところ5日となりました。皆さんは新しいポスターが張り出されているのをご覧になりましたか。

これは、あたたかさと夢あふれる東京を実現する会という確認団体のものです。

ここには候補者本人の名前を記すことは出来ず、結構クレームを頂くこともあるのですが、選挙には色々な制約

があり、そこら辺はご理解を頂きたいと思います。同じ様に法定ビラというものを今朝は駅頭で配布をしてまいり
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ました。

立て続け 2016/7/11(月）午後 6:14

立て続けの投稿、立て続けの選挙となります。

参議院議員選挙の翌朝は、自民党本部にて緊急の支部長・常任総務合同会議が開かれ、私も出席をしてまいり

ました。まずは総括をということで、当選された中川まさはる•朝日けんたろう両議員より御礼の挨拶がございまし

た。 2回続けて、東京選挙区から自民党から2議席を獲得出来たのは初めてとのことでした！

思い出の七夕様 2016/7/7(木）午後 1:49

今日は七夕ですね。願い事があるそうで、娘は朝からアイドルになりたいとはしゃいでいました！「パパは悟空

（漫画のドラゴンボール）になりたいんでしょ」と言われ、思わず笑ってしまいました。確かに平和は守りたいです

けどね（笑）さて、今から6年前の今日のことを私はとても鮮明に覚えております。

それは丁度、参議院議員選挙の最中で、中川まさはる候補が2度目の挑戦をしていた時でした。

そして、杉並区では山田前区長の突然の辞任により、区長選挙と区議補欠選挙が同日にトリプル選挙として行

われていたのです。

選挙も終盤戦 2016/7/6(水）午後 0:38

いよいよ参議院議員選挙も残すところ4日となりました。今回はいつにも増して地方議員もフル回転、この選挙に

かける党の意気込みと緊張感はヒシヒシと伝わってきます。月曜日には都内の全区謙·市謙•町艤・村蟻が党本

部に集結して最後の決起大会を行いました。選挙期間中にこうした会合を行うのは私の中では初めてのことで

す。そして、昨日は再び選挙カーに乗ってまいりました。

選挙以外でも 2016/7/2(土）午後 6:21

今は参議院議員選挙の真っ只中ですが、都内全てが選挙区なので、空き時間が出来た時は区役所で謙会活動

に励んでいます。今日は前々から決まっていた空き家対策のセミナーに参加してまいりました。まずは、国交省

の方から空き家の現状について、俯職的に話を伺いました。次に、空き家と相続の関係についての話を聞きまし

た。この方の著書は私も拝見したことがあり、実は昨年の決算特別委員会意見開陳の参考にしたことがありま

す。（略）

では最後に選挙の告知を！明日の午後2時半から、豊洲スーパービバホーム前で安倍晋三自民党総裁が出席

する演説会を開催することとなりました！杉並からは小一時間掛かりますが、是非とも私たちの暮らしと将来に

ついて、お話を聞いて頂けたらと思います！

平成28年も参議院選挙も折り返し! 2016/7/1(金）午後 4:40

7月になりました。あっという間に今年も半年が過ぎたのかと思うと、月日が流れるのは本当に早いですね！

参議院選挙も折り返しを迎えています。昨日は比例区で出馬している自見はなこ候補の決起大会に参加してま

ぃりました。場所は自民党本部、総裁を決めるホールだったのですが、何と私も壇上に上げて頂きました！
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異例の会議 2016/6/29(水）午後 10:15

今日は久しぶりにサラリーマン時代を思い出す、朝の満員電車を経験しました。と言うのは、都心の中川まさは

る事務所において、杉並の議員団と、都謙会議員を中心とした選対の執行部による選対会議が行われ、私は会

派の幹事長として会の仕切りを任された為です。

選挙酒け 2016/6/27(月）午後 1:23

週末も選挙漬けの日々が続きました。候補者は大きなイベント等に顔を出すケースが多かったみたいですね。

なるべく人目につく様にとの選対の作戦だなと、少し裏事情の分かる者としては察するところです。私自身は、都

心の選挙事務所で電話掛けのお手伝いをして、緊急の区議連協幹事長会に呼ばれ、その後は総支部で今後の

対応を協謙し、各議員との情報共有を図り•••と、あまりの忙しさにパンク寸前です。

雨の遊説 2016/6/23(木） 午後 1:00

参議院議員選挙2日目、早くも選挙カーが杉並に来ましたので、早速都議・区議揃って乗車を致しました！

生憎の雨模様でしたが、予報が上手く外れてくれたので、一生懸命中川まさはる候補の応援をすることが出来

ました！特に杉並区護会謙員としては、都市部特有の課題解決に向けて、国・都・区の連携が出来る地域に根

付いた自民党だからこそ、中川候補を絶対に通さなければならないと訴えてまいりました。

参議院議員選挙始まる! 2016/6/22(水） 午後 4:20

今朝、参議院議員選挙が公示され、 18日間の選挙戦としては最も長い戦いが始まりました！私は雨の中、自転

車でポスター貼りを行いました。蚊とも戦いながら、雑巾で掲示板を拭いて、両面テープで貼り付けて、そして画

鋲を留めてと、一枚一枚心を込めて貼ってまいりました。

明日から! 2016/6/21(火）午後 5:41

いよいよ明日から参議院議員選挙が始まります！今回は通常より一日長い18日間の選挙戦となります！

今日も結局、事務局長として期間中の追加日程の謂整に追われました。皆さんにおかれましては、是非とも各党

の政策を比較検討した上で、自民党の候補者を選んで頂きたいと思いますし、そうなる様に私たちも精一杯、訴

えてまいります！

選挙間近 2016/6/19(日） 午後 8:35

この週末は、選挙に向けた準備を整えつつ、夕方は久しぶりに土日とも家族で過ごすことが出来ました。金曜日

の夜には、自民党総支部主催で中川まさはるさんの決起大会を開催、 1000人もの方にお越し頂きました！

私は事務局長として事務連絡連絡をご案内、この様な大勢の前で話すのは久しぷりですし、特に自分以外の方

の選挙が掛かってくるとなると、これは緊張以外の何物でもありませんでした。

昨日は東京JCの例会に参加、こちらもテーマは選挙ということで、特に今回から始まる選挙権年齢の引き下げ

や被選挙権権年齢（つまり何歳から出馬出来るかということですね）についても議綸が行われました。
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謳堂旦 2016/6/14(火）午後 2:01

今日、お陰様で 34歳になりました。朝から多くの方よりメッセージを頂き、本当にありがとうございます。

と言っても、あまり浮かれてばかりもいられません。

生活が変わると 2016/5/26(木）午後 8:54

伊勢志摩サミット、 G7の首脳が私たちの日本に勢揃いすることは本当に凄いことですね！

世界の恒久的な平和と、経済の安定•発展に繋がる、実りある会議となることを心から望みます。

さて、私事ですが、長女が幼稚園に入ってから約2ヶ月が過ぎました。妻は毎日毎日早起きして、お弁当の準備

をしてくれています。長女はこれまでは好き嫌いが激しかったのですが、きれいに食ぺてくれる様になったみた

い。私はと言うと、自転車に子供用の椅子を取り付けて、毎日朝のお見送りをしています！

ゴールデンウィークの過ごし方 2016/5/5(木）午後 6:59

先程まで妻の実家に来ておりました。群馬県館林市の近くなのですが、日本で一番暑い町（異論はあるかもしれ

ませんが）として有名なところです。昨日もとても暑く、車の温度計が30゚Cを超えており、さすがに詞子が悪いの

かなと思っていたら、夜のニュースでも館林が暑いと放送されていたので、やっぱりと思ったところでした。

そして今朝、思いもよらない出会いがありました。

何と妻の実家にいきなり自民党の中曽根弘文参議院議員が国政報告を持ってこられたのです！あれだけの大

物政治家であっても、休みにも関わらず、こうして地域のことを気に掛けているのは、本当に素晴らしいことだと

感銘を受けました。知っていたら Tシャツと短パンじゃなかったのに（苦笑）

私からは、石原伸晃衆繕院譜員を先頭に、杉並で頑張っているとご挨拶申し上げました。

さて、今日はこどもの日ですね！

この週末 2016/4/24(日）午後 11:12

この土日も色々な行事に顔を出させて頂き、お陰様で忙しく過ごしました。

町会の総会・カモプロジェクト・アートストリート・ボーイスカウト・消防団の他、カラオケ大会で一曲披露したり、子

供たちを連れて親戚の家にも遊びに行きました。中でも最も印象的だったのは、今年も小学校の土曜日授業で

地域安全マップづくりの授業を二時間行ったことです !JCのご縁から、もう5年目位になるのでしょうか。

今年の児童たちは、例年よりも人懐っこくて、積極的に授業に参加してくれたので、こっちもテンションが上がっ

て、一緒になって、良い時間を作ることが出来たと思っています。特に、担任の先生が、私の至らない部分を上手

にフォローして下さったのは有難いことでした。さすが！日々、子供たちと接しているからこそ成せる業だなぁと感

心しきりでした。今後は一緒にまちを歩いて、地域安全マップを作り、発表会を行っていきます。
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岩田いくま

区政報告Vol51とVol53の要約版の印刷代（合計 28,595円）を按分なしで、政務活動

費に計上しているが、一方、その郵送代を、 90%の按分で計上している。印刷代と郵

送代の按分率が異なっている理由の説明を求めるが、その内容に疑義がある場合は、

計上した印刷代の 50%14,297円の返還を求める。

松浦芳子

区政報告平成29年新春号 (A4サイズ） ・21,821円（按分 95%)

増田裕一

区政報告平成 28年 6月号、秋号、平成 29年春号は、区政の活性化のための活動

が主体に掲載され、政務活動費の交付を規定する条例等に沿った内容と解した。

しかし、平成 29年新春号には、政務活動費条例や厳長訓令が政務活動費としての使

途を禁止する内容が含まれている。それは、所属する政党の党員が参議院談員に当

選したことを、写真入りで報告する記事の掲載である。按分率を 95%としたことが、

その記事の掲載に関係しているのかと推測した。

当監査請求害の前文に記した政務活動費検証の基準にも述べたが、

例えば、区政レポートの掲載内容のほとんどが、政務活動費の交付に関する区条

例の第 9条に規定される「政務活動費は、区政の課題及び区民の意思を把握し、区

政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費

に対して交付する」に相当するとしても、一行だけでも「選挙・政党・後援会など

の活動」に関することを加えれば、単純に、面積比から、公金交付の按分比とする

ことは、社会通念上からも認められない。

従って、当該新春号の発行に計上した 21,821円全額の返還を請求する。

区民懇談会を、 4回 (11/21&27、12/14&21)開催し、会場費とハガキ代を政務活動費

に合計29,100円を計上していた。しかし、 平成29年 11月 16日に収支報告書の訂正が

なされ、 12月 21日の会場費と当日の関係費用と推測される懇談会開催案内状のハガキ

代について、按分率を 50%とし、 12,800円を減額し、懇談会計上費を 16,300円として

いる。添付された 12 月 21 日の案内状には、「区政• 国政合同報告会のお知らせ」と記

され、「区政•国政に横たわる課題について、吉田はるみ民進党東京都第 8 区総支部長を

招き、合同報告会を開催すること」が述べられている。

区民懇談会をどの様に実施するかは、当然のことながら、すべて増田議員の考え・判断

によるものである。一方、「政務活動費の交付に関する条例」第 1 条は、会派•議員の「調

査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として」交付するとし、 9条に、政

務活動費とは「区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区

民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」とされる。更に、地方自治法第 104

条に規定された踊長権限に基づき、諮長訓令として出されているが、当該訓令第 2条 1

項には、政活費としての使途を禁止する経喪 9項目が規定され，その中に、選挙活動、

政党活動、後援会活動が明示されている。
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増田謡員が政務活動費に計上した 12月 21日の懇談会は、民進党の責任者と共同主催の

形をとつており、上述した議長訓令が政務活動費の計上が認められていない「政党活動」

の色を強く持つものであると解した。

従って、計上した 12月 21日の懇談会の関連費用（会場費、ハガキ代） 12,800円の返

還を求める。

山本あけみ

区政報告Vol.1928.4 封入、封入用品 (90%x50%) 12,689 

郵送代、ポスティング代 (90%) 193,829 

28.5 

Vol20 28.12 

クロネコ DM便 (90%x50%)

封入代、封入用品代 (2/3)

29.1 送付代 (2/3)

Vol21 29.1 封入＆ラベル、送付代 (93%)

Vol22 29.3デザイン料、ポスティング用印刷代、

88,301 

22,629 

112,066 

169,261 

郵送・手配り用印刷代、ポスティング代 (7/8) 242,186 

封入代 (1/3) 3,897 

臨時特別号8,9月号28.8 印刷喪（按分なし） 30,150 

高井戸公園 NEWS 28.9 印刷、郵送代（按分なし） 13,170 

11月 印刷費（按分なし） 12,870 

28.12 印刷、ポスティング用印刷、ポスティング（按分なし） 32,390 

29.1 保育関連印刷費、封筒と、ラベル（按分なし） 23,432 

山本あけみオフィシャルサイト作成料 (80%)28.12 160,000 

合計額 593,357円

「政務活動費の交付に関する条例」第9条に、政務活動費とは「区政の課題及び区民の

意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動

に要する経費」とされ、更に、政務活動費に関した議長訓令第 2条 1項に、政活費とし

ての使途を禁止する経贄が、 9項目明示されている。その 1,2は、選挙活動と政党活動

に関する経賀である。

区政報告 2016年春号Voll9のP4に、「第 33回木曜茶話会 特別講演会のお知らせ」が

掲載されているが、長妻昭衆議院厳員（区政発行時点では、民進党所属）を講師として

招き、民進党衆厳院議員東京第 8区（杉並区）公認内定者吉田はるみ（両名の別々の写

真付き）をパネリストに迎えた意見交換会」と記されている。又、区政報告 2017年新

春号 Vol21の P4の上段には、「蓮紡民進党代表ヘグリーンテーブルからの要望古を提

出！」と題し、「民進党の公約に脱原発までの道のりをしつかりと示すよう」要望書を提

出した記事を、蓮紡代表と参加者の写真を 2枚付きで掲載している。更に、区政報告 2017

年春号Vol22のP4の上段に、「映画（太陽の藍）上映会」とその後に「クロストーク」

を持つことの知らせる記事が掲載されている。そのクロストークの登壇者として、菅直
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人衆巖院議員と西村まさみ前参談院議員が招かれていることが、顔写真付きで記されて

いる。中段には、「第42回木曜茶話会 特別講演会のお知らせ」が、「山尾志桜里衆議院

厳員と西村まさみ前参厳院謡員をお迎えして皆様と意見交換する機会を設けました」と

記され、顔写真付きが掲載されている。山尾衆談院議員は、当時、民進党所属であり、

西村前参識院議員は、その年の 7月 2日に行われた都議会議員選挙に立候補している。

請求人は、これらの記事の掲載は、議長訓令第2条 1項が、政活費の使途を禁止する「選

挙活動と政党活動」に該当すると解し、計上され政活投の返還を求める。

更に、 上記の広報公聴費を政務活動費に計上する際に、各項目毎に異なった按分比が

用いられているが、何故、按分比に違いがあるかの説明がなされていない。

請求人は、政務活動費の条例・議長訓令ら、政務活動費に計上する経費については、明

確な説明責任が伴うと解しており、上述の計上費について、どの様に、按分を決めたか

について、その理由を開示することを求める。、

上述した 2点、区政報告の一部の内容が、使途禁止の活動を含むことと按分比の算出の

理由が明示されていないこと、から、計上額が、按分前の総支出額の 50%を超えている

支出項目についての返還を求める。返遠合計請求額は、 417,882円であり、内訳は以下

の通りである。

区政報告Vol.1928.4 郵送代、ポスティング代 (90%) 86,147円

33,674 Vol20 28.12 封入代、封入用品代及び送付代 (2/3)

Vol21 29.1 封入＆ラベル、送付代 (93%) 78,261 

Vol22 29.3デザイン料、ポスティング用印刷代、郵送・

手配り用印刷代、ポスティング代 (7/8) 103,794 

臨時特別号8,9月号28.8印刷費、高井戸公園 NEWS 28.9印刷、

郵送代、 11月印刷費、 28.12印刷、ポスティング用印刷、ポスティング、

29.1保育関連印刷費、封筒と、ラベル（按分なし） 56,006 

山本あけみオフィシャルサイト作成料 (80%)28.12 60,000 

上野エリカ

区政報告を、 2016年 8月 (Vol8) と12月 (Vol9)及び2017年 4月 (VollO)に発行

している。政務活動への計上総額は、 1,506,464円である。但しVollOの作成費用だけ

を、 2017年 3月 31日に計上している。 ‘ 

Vol8には、「区議会議員としての 1年間を振り返って」との題で、 9枚の写真が短文の

説明付きで掲載されている。区長と所属会派の写真、女性議員有志との視察先での集

合写真、区民生活委員会の長浜市への視察の際の集合写真・「ようこそ長浜市へ 杉並

区議会様」と表示された会謡場（？）入り口の写真、区主催の学校給食展示会の展示

品写真などで構成されている。 2面には、「新しい東京の街づくりについて｝と題し、

新宿区と世田谷区の区議との対談が掲載されているが、会識室での 3名の写真に加え、

3人各々の顔写真付きで「紹介」されている。 VollOの 1面も、 Vol8と同様の構成で、

「平成28年度の 1年間を振り返って」の題で、 7枚の写真と短文の説明からなってい

32 



- 110 -

る。 2面には、区議会第 1回定例会の予算特別委員会における上野議員の質疑内容が 4

点記されている。

一方、 Vol9には、 上野議員が行った区謡会定例会報告における一般質間と決算特別委

員会における区長・教育委員会に対する諮問内容が記されている。

「政務活動費の交付に関する条例」第 1 条は、会派•議員の「調査研究その他の活動

に汽するため必要な経費の一部として」交付するとし、 9条に、政務活動喪とは「区政

の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図

るために必要な活動に要する経毀」とされる。

請求人は、 Vol8,Vol10に掲載された内容の多くは、政務活動費交付条例の趣旨に合致

していないと解し、各々の計上額の 50%の返還を求める。

Vol8の政活費への計上額615,732円の 50%307,866円、 Vol10の計上額 275,000円の

50%137,500円の合計額445366円の返還を求める。

政務活動費の計上に関する 「選挙公約」について

上野議員が、前年度の議会選挙で 「政務活動費をゼロに！」の公約を掲げていたが、

平成 27年度の政務活動費の計上がなされていた。そのため、請求人は、同年度の政務

活動費監査請求害に、「議員になったら、何故、政務活動費を計J:することにしたのか」

との問いを記したが、それに対して、眺長調査の抗弁書に下記の説明（請求人による

要約）が記載されている。

「公約を掲げたのは、政務活動費の不適切な支出が全国各地で社会問題化しており、

治に、する信 を取り戻すためには、政． の問題の付決なくしては始まら

饂と感じたからである。

政務活動費の改善が図られているが、まだまだ構造的に不適正支出を生みやすい制

度設計になっている。有権者の不信感を招きやすいこと等からも、無くす事が出来

ればそれに越した事はないと感じている。しかし、政務活動典自体が悪ではなく、

l度が子在する以上議が研を摘んだり 者の声を的に約るために使

> が納ノできる有意？な使い方を徹底する事又使い途に る秤を

透明化することが大切である。」（下線は請求者による）

この抗弁を「要約」すると、当選前は、「政治に対する信頼を取り戻すためには、政務

活動費の問題の解決なくしては始まらないとの判断のもとに、政務活動潰をゼロに！

の公約を掲げた」が、 当選後は、 「政務活動費自体が悪ではなく、制度が存在する以上、

有権者が納得できる有意義な使い方を徹底する限り、使ってもよいとした」となる。

請求人の疑問は、「上野議員は、議員に就任して以来、政務活動費の問題解決に、 具体

的に、どの様な取り組みをして来たのだろうか」から始まり、「まず、使ってみて、政

務活動費の問題を具体的に捉えようとしたのだろうか、それとも、公約は公約、制度

が存在するのだから、使ってみることにしたのだろうか」と、当初の期待が飛んで行

ってしまいつつあるが、今後の取り組みがあれば、その内容の開示を求めたい。
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奥田雅子及びそね文子

そね謡員、奥田議員は，杉並•生活者ネットワークに所属し、その事務所をベースとして活動

を行っていると解し、政活費の多くの項目について、等分の按分比で計上していることから、

両議員の活動を一体とみなして検証を行った。

更に、杉並• 生活者ネットワークのホームページの情報から、同一の事務所を、小松久子都

議会議員と共同で使用しており、その活動は、直接、区政及び都政に関係した活動に加え、

政党としての活動とが混在していると推測した。

従って、請求の趣旨に記した様に、そね議員と奥田議員には、政務活動費に計上する経費に

ついては、明確な透明性のある説明をする責任があると解した。

レポート 100号 (75%を 1/2)

28.4. 印刷料、データ作成・デザイン料

101号 (50%を 1/2)

65,385円

28.7印刷料Iグラフィック、データ作成・デザイン料 41,837円

102号 (75%を 1/2)

28.11印刷料、データ作成・デザイン料 70,125円

103号 (75%を 1/2)

29.1印刷料、データ作成・デザイン料 66,112円

レポート 100号の P4に、「大河原まさこさんを国政に送ろう！」の見出しで，講演会の

案内文が掲載されている。講演（原発ゼロを実現しよう）の後に、大河原まさこ（元東京・

生活者ネットワーク代表委員）とのトークイベントが予定されている。請求人は、これは、

政務活動費の取扱いに関する議長訓令の第2条に「政務活動に要する経費に該当しないと

規定される「選挙活動、政党活動」に相当する掲載内容であると解した。

又、レポートの按分に、 75%を 1/2と50%を 1/2を使い分けているが、その根拠について

の説明がなく、政務活動費条例第 11条に規程されている「透明性の確保に努める」の点

からも開示を求める。レポート自体は、奥田議員とそね議員の区政に関した活動内容にな

っているが、少なくとも、共同発行者と推測する小松都議の分も含め、レポートの発行部

数合計数と按分比の一つの基準となりうる各自の配布部数の開示を求める。

上記した 2点について、明確な説明を求めたが、その内容に疑義がある場合は、按分を

75%を 1/2としているレポート 100, 102、103号の按分を、 50o/oを 1/2とし、計上額合

叶21622 の25/75に 当する 67207 の 1/2のつの33603円の返還を ―ーと

そね厳員の各々に求める。
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田中ゆうたろう

区政報告平成28年予算特別号（按分なし）

28.5&6あて名ラベル、政策印刷代、封筒印刷代 110,640円

28.6 郵送代 443,774 

区政報告新年の挨拶状（按分なし）

28.12. ハガキ印刷 6,100枚，、ラベル

区政報告平成29年予節特別号（按分なし）

29.3 印刷代(64,000部）

ポスティング 63,489部

441,573 

335,082 

438,836 

合計 1,769,905 

平成 28年予算特別号はB4サイズの両面印刷であり、 1面には、平成 28年度定例会の

予算特別委員会における田中厳員の意見陳述の要旨が、 2面には、「領土教育の充実Jと

「女性の十分な育休と確かな復職」を求める意見が記されている。 29年の予算特別号も

B4サイズの両面印刷であり、「特養ホーム整備、ビーチコートの整備などに関する区の

施策のあり様」についての意見が記されている。ただ、どちらの特別号の両紙面には、

田中謡員の写真が「満載」されており、平成 28年特別号では、写真の面稼が、全体の

60%弱、平成 29年特別号では、写真の割合が、 40%弱となっている。二つの特別号の

発行部数は、各 64,000部とすると、合計 128,000部になるが、税金・公金である政務

活動黄に、 1,328,332円計上している。

請求人は、区政報告に、議員の写真を掲載することに異議を唱えているのではなく、区

政報告の紙面の 40・60%に議員の写真を掲載することに、「妥当性・正当性」があるのだ

ろうかとの、強い疑義を有する。

従って、上述の様な写真掲載について、田中謡員の明確な考え方・理由の開示を求める。

その内容に疑義がある場合は、計上額の 50o/o664,166円の返還を求める。

一方、区政報告として出状された新年の挨拶のハガキには、田中議員が詠んだと思われ

る和歌「美しきわが町杉並守らむと心に誓う初春の朝1が、自筆で、大文字で害かれて

いる。続く 4行の文で、「昨年の杉並区政には多くの疑問が残った」と記し、「区長・区

議団の失策」を例示し、「これ以上失策を重ねぬよう、今年も保守の本分を貰きます」と

締めくくっている。この内容は、杉並区の政務活動費の交付に関する条例第 9条に規定

される政務活動費とは「区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動、

その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」に該当するだろうか。

請求人は、当該新年の「区政報告」は、 一般人の通常の新年の挨拶状と大きな違いはな

く、政務活動費に計上しうる経費ではないと解する。

従って、当該区政報告を政務調査活動費として計上した全額 441,573円の返還を求める。
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木梨もりよし

区政報告平成 28年春季号

28.6.3ポスティング代（単科6円x281,665部＋消費税） 1,825,189円

春季号は、 B4サイズで、平成28年 3月 15日の予算特別委員会における木梨職員の意見

開陳の内容が記載されている。区政が抱える問題など 8項目について、どうあるべきかの

意見が述べられており、区が抱える要解決の課題が何であるかを理解する糸口になるであ

ろうと解した。

しかし、当該区政報告を、 28万部以上作成し、区民の自宅等に配布するためであろうと

推測したが、そのポスティング費用 1,825,189円を、公金である政務活動費に計上してい

る。杉並区の人口は、 55万人を超え、更に増加傾向にあるとされるが、その配布数は、

他の議員に比して、断トツの数量であり、ポスティング数を決めた理由を明確にすること

を要請する。又、 28万部の印刷費 1,823,786円を、前年度の 3月 30日に政務活動費に計

上しており、平成 28年春季号の発行費用合計 3,648,975円を、税金・公金で発行してい

る。

このように、印刷とポスティングの費用計上を、年度末と年度初めに分けて、多額の支出

を政務活動費に計上する「方式」で、区政報告を出してきているが、何故、このような f形

式」をとっているのか、「再度」明確な理由の開示を求める。その内容に疑義がある場合

は、計上額の 50%912,594円の返還を求める。

なお、平成27年度政務活動費監査請求書においても同様の指摘をしたが、その監査結果

書の「謡長調査結果の抗弁」の項に、木梨厳員の下記の説明が記されている。

① 「政務活動費の取扱いに関する規定」に基づいている。

② できるだけ多くの区民の皆様に、ありのままの議会での発言内容を知っていた

だくことは大変良いことである。

山本ひろこ議員の区政報告関連の経黄

広聴広報費の按分について、請求人の考え方を、 P19に記した。

5/18、区政報告第 6号宛名ラベルタック代 5,140円 要返還額2570円

5/19、区政報告第 6号封筒テープのり代 テープのり 108円Xll本 1,188円

要返還額 594円

5/19、区政報告第 6号郵送費 67円X260通 17,420円 要返還額8710円

5/20区政報告第6号郵送費 67円X407通 82円Xl06通 35,961円

要返還額 17980円

5/26、区政報告第 6号印刷代等 (A3表裏 4色、 DM折加工 3500部 86,600円

要返還額43300円

区政報告第6号の印刷枚数は 3500部である。そのうち郵送は 773通である。

3500-773=2727、残りの区政報告 2727枚はどのように配布したか、説明を求める。
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12/22、区政報告第7号印刷代 2500部 84521円 要返還額42260円

12/29、区政報告第7号郵送代 72円X504通、 82円X260通 57608円

要返還額28804円

1/29、区政報告第 7号印刷代追加 500部 16920円 要返還額8460円

区政報告第7号の印刷枚数は 3000部である。そのうち郵送は 764通である。

3000-764 = 2236、残りの区政報告2236枚はどのように配布したのか説明を求める。

川原口宏之議員の区政報告関連の経費

広聴広報費の按分について、請求人の考え方を、 P19に記した。

4/12 区政報告 4月号制作• 印刷• 折• 封入• 発送代行・郵送代

(3000枚印刷、郵送2844通）合計 336593円 要返遠 168296円

「川原口ひろゆき通信 2016年 4月号」の 1面に「チームぼこ」の皆さんと川原口謡員

の写真が大きく載っている。そのコメントは ［▼3月 13日 すぎなみ名物ファミリー駅

伝に出場・完走した「チームぼこ」の皆さん 障害があっても元気に生活している皆さ

んを応援しています」と、菩いてある。このコメントには違和感がある。病気等で元気

に生活できない人も多くいる。

8/11、区政報告2016年 8月号郵送料@56X2290通、 @69X396通、 @72X142通

合計 165788円要返還 82894円

8/16、郵送料追加 410円 要返還盤匝且~

8/23、区政報告 2016 年 8 月号制作• 印刷・折。封入• 発送代行。封筒ー式

（長3封筒 9000枚、区政報告 3000枚印刷）合計246888円 要返還 123444円

11/29、区政報告 2016 年 11 月号制作• 印刷・折• 封入• 発送代行・郵送代

(3000枚印刷、郵送 2811通）合計 348351円 要返還 174175円

1/17、区政報告2017年 1月号2789通 郵 送 料 140677円 要返還70338円

1/27、区政報告2017年 1月号制作・ 3000枚印刷費 69660円 要返還 34830円

横山えみ議員の区政報告関連の経費

広聰広報費の按分について、請求人の考え方を、 P19に記した。

4/6宛名シールはがし代 976円の 50%を計上 要返還封怪且

領収書等貼付用紙備考欄に「区政報告通信の宛名シールを郵便番号 168と166と167に

分けるにあたり、区内特別郵便の方に、 167の郵便番号のを貼ってしまい (100通未満）

はがす必要があり、購入した」と記載している。自分の失敗まで政活喪＝税金で補てん

する考え方にあきれた。この支出は認められない。返還を求める。

4/7区政報告郵送代 2128通 143806円、 要返還 71903円

4/7 173通 11591円、 要返還5795円

4/30郵送宛名シール作成費（島谷真司） 2500名分 25000円 要返還 12500円

8/31郵送宛名シール作成費（島谷真司） 2500名分 25000円 要返還 12500円

37 



- 115 -

12/21区政報告 N043に関する資料送付 @82、速達料金 280円 要返還ill且

12/31、横山えみ通信 N043編集デザイン料 45000円 要返還22500円

1/12、 区政報告印刷・封筒• 封入・宛名貼 230407円 要返還 115203円

(N043印刷 3000枚、長 3封簡 2200枚印刷）

区政報告郵便代@72X2026通 145872円 要返還 72936円

@82X241通 18062円 要返還9031円

1/25、区政報告郵便代@82X14 @92X 6通 1700円 要返還850円

(@92の6通は区政報告を 2枚同封、説明を求める）

3/26、区政報告N044 ハガキ、デザイン編集料 25000円 要返還 12500円

3/31、区政報告印刷代@52X2800枚 157248円 要返遠 78624円

印刷した 2800枚のはがきの郵送料は計上されていない。どのように配布したのか、説明

を求める。（添付資料 6 横山 i.J.i~厳員の区政報告関連 宛名シールはがし代の領収書）

大槻城一謡員の区政報告関連の経費

広聴広報費の按分について、請求人の考え方を、 P19に記した。

4/17区政報告用ラベル (2016①号） 840円 要返還420円

4/21郵便代 (2016①号） 67円X292通、 82円X52通 23828円 要返還 11914円

4/23区政報告用ラベル (2016①号） 6784円 要返遠3392円

5/6、2016①郵便代67円Xl58通=10,586円 要返還5293円

67円X749通 82円Xl61通 合計 63,385円 要返還 31692円

5/13、2016①郵便代 67円X296通 82円X92通合計27,376円要返還 13688円

大槻議員の発行した「BRIDGE杉並区政報告おおつき城ー通信ブリッジ 2016①」には発

行日が記載されていない。発行した区政報告には必ず、発行日を記載すべきである。発行

日のない区政報告の資料は、信憑性を問われることになる。

大槻議員のこの区政報告の印刷代は 2016(平成 28)年度には計上されていない。前年度

の 3月 30日に「区政報告作業代（デザイン・封入ラベル貼り）」として 30000円、そして

印刷代 5000部X@34として 183600円が支出されている。

5000部の印刷に対し、 1800通の郵送である。 3200枚の区政報告はどのように区民に配布

したのか、説明を求める。

北明範謡員の区政報告関連の経費

広聴広報典の按分について、請求人の考え方を、 Pl9に記した。

4/30区政報告会会場費西荻南区民集会所4100円 要返還2050円

12/22、区政報告24号印刷費 3000部印刷 28739円 要返還 14369円

12/27、区政報告 24号封入、宛名シール貼2150枚X25円、運送料 10000円

（運送料とは何か、説明を求める）合計 68850円 要返還34425円

12/31、区政報告郵送 @72X621通=44712円 @82X20通=1640円、 @72X175通＝
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第1号様式（第3条関係）
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12600円 @72X1310通=94320円合計 153272円 要返還 76636円

3/28、区政報告 25号配布印刷代 44500枚印刷 379674円 要返還 189837円

渡辺富士雄鏃員の区政報告関連の経費

広聴広報費の按分について、請求人の考え方を、 P19に記した。

12/28、区政報告ハガキ代 13000円 要返還6500円

吉田あい謡員の区政報告関連の経費

平成28年春号区政報告について

4/1、区政報告春号印刷代（按分対象記事 6.7%を引いて） 321,438円、要返遠 172260円

長 3封筒 3000枚=24000円

区政レポート 35500枚=295000円

消費税8% 25520円

領収書等貼付用紙の備考欄に以下の記述がある。（添付資料7 6.7%按分を書いた領収害）

吉田議員の説明

平成 28年春号区政報告代、郵送用封筒

按分対象記事（縦 10.8cmX横 10,6Cm) -:-原稿全体・両面（縦 35cmX横 24Cm) =0.067 

¥344,520X0.067=23,082円

¥344,520-¥23,082=321,438 

5/9、区政報告ポスティング代（平成28年春号） 6.7%控除 126,963円 要返還 68040円

ポスティング A 4 2016/3/31,..,,_,4/15ワンルームを除く配布、数黛 31500、単価4

136,080 X 0,067=9,117 136,080-9,117= 126,963円

吉田謡員は 6.7%の控除をどのように判断して計算したのだろうか。

按分対象記事（縦 10.8cmX横 10.6Cm) という記事は「今こそ憲法改正を！憲法改正一

万人大会で吉田区議がガンバロウコールを行いました！」の記事のことだろうか。

これよりも大きい吉田区謡の娘さんの写真入りの記事、縦 llcmX横 12cmの「子育て奮

闘記！？、杉並のゆるキャラ・なみすけがが大好きな娘です。なみすけの写真が撮れて、

ご満悦な一日でした P」は政務活動ということだろうか。吉田区踊の按分率の客観的、且

つ合理的な証拠に基づいた説明がないので、按分率は不透明である。

私的、政党活動の記事が混在しているので、按分の原則に基づき、 50%の返還を求める。

平成28年決算号区政報告について

10/30、郵送代 232,625円 要返遠 116312円

122920円（杉並郵便局定形区内 56円X2195通）

50779円（杉並南郵便局、区内 69円X503通、定形82円X196通）

58926円（荻窪郵便局、区内特別 69円X854通）

11/1、平成 28年決算号区政報告＆封筒印刷代 351000円 要返遠 175500円

39 
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第1号様式（第3条関係）

領収書等貼付用紙

出納簿整理番号 4
 

月分 1No. ／
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B 
第1号様式（第3条関係）

領収書等貼付用紙

出納簿整理番号 4
 ~ No. ／

 

領収書等貼付欄 ,: 

-. -

＇ ， 
..  -・  ● ・--'..---・・・  一-・一• 一． —
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．．． 

-
9
9
-
1
 

,-

・{'-

備者

平成28年春号区政報告印刷代、郵送用封筒

按分対象記8.l{縦10. 8cmX横 1O. 6cm) +原稿全体 ・両面（縦35cmX横24cmX2)=0. 06 

¥344,520X0.067=23,082 

¥344,520-¥23,082=¥321,438-
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自由民主党 吉田あい区政レポート 2016年春季号（平成28年） R (2) 

東
日
本
大
震
災
は
大
き
な
被
害
を
~

も
た
ら
す
と
と
も
に
、
私
達
に
閃
~

重
な
教
訓
を
残
し
ま
し
た
。
私
達
は

i

尊
い
祖
牲
の
も
と
に
得
ら
れ
た
教
訓
~

を
、
活
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
~

ま
せ
ん
。区

が
結
ん
で
い
る
自
治
体
問
~

の
相
互
援
助
協
力
や
各
種
団
体
、
~

゜
民
間
企
業
等
と
協
力
協
定
は
、
ど
の
~

よ
う
な
観
点
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
か
。
~

区
の
要
日
や
備
蓄
で
補
え
て

~

い
な
い
部
分
、
医
摂
救
護
、
食
~

〇料
や
燃
料
の
悶
達
、
陵
害
物
除
去
、

~

支
援
物
貰
の
轄
送
の
観
点
で
協
定
を

~

締
結
し
て
い
ま
す
．

＿

災
害
時
に
予
想
さ
れ
る
大
蚕
~

の
ゴ
ミ
と
衛
生
面
へ
の
対
策
は
？
~

゜大蛮のゴミは
、
区
内
の
公

~

園
な
ど
を
活
用
し
収
簗
し
ま
す
。

i

e
 

m
m●
i"竺

芍

災
害
時
、
妊
産
婦
さ
ん
へ
の

一

支
援
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

゜女性の視点
を
取
入
れ
、
霞
i

e災救
援
所
に
授
乳
ス
ペ
ー
ス
を

一

設
け
る
な
ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
い

i

ま
す
。
ま
た
、

27
年
か
ら
妊
産
帰
向

一

け
の
「
災
害
へ
の
備
え
」
リ
ー
フ
レ

i

ッ
ト
を
、
母
子
手
輯
交
付
時
に
お
渡

一

し
し
ま
す
。

高
齢
者
へ
の
虚
待
を

な
く
す
取
祖
み
は
？

急
速
な
高
齢
化
社
会
で
、
介
渥
施

設
で
は
憬
性
的
な
職
員
不
足
が
読
き
、

高
齢
者
に
対
す
る
虐
待
は
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
区
は
、
〈
JI
霊

高
齢
者
念
待
の
原
因
を
ど
の
暇
員
の
負
担
軽
減
の
た
め
「
介
誤
口

C
よ
う
に
分
析
し
て
い
ま
す
か
？

．
ポ
ッ
ト
」
導
入
支
援
を
始
め
ま
す
I
・

・

介
匿
者
の
負
担
な
ど
様
々
な

i

「
心
が
必
要
な
仕
事
」
は
職
且
さ

i

e要因
は
あ
る
が
、
〈
JI
護
者
の
認
i

ん
が
、
車
へ
の
移
乗
な
ど
「
力
仕
亨
」

一

ト
が
行
う
こ
と
で
、
高
齢

i

知
症
に
対
す
る
理
解
不
足
が
大
き
い

一
は
ロ
ボ
ッ

と
考
え
て
い
ま
す
。

一
者
に
と
っ
て
快
適
で
、
職
員
さ
ん
に

一

区
内
施
設
で
の
高
齢
者
虐
待

i

と
っ
て
働
き
や
す
く
な
る
環
壊
が
期

―

R
 

の

実

態

は

？

待

さ

れ

て

い

ま

す

t
.

区
で
も
実
態
調
査
を
行
っ
て

〇

ぃ

ま

す

。

シ

ー

ツ

で

車

椅

子

に

認

知

症

初

期

一

拘
束
し
動
け
な
く
し
た
例
な
ど
、2
3

集
中
支
援
チ
ー
ム
発
足

・I
•

一
i
r
 

認
知
症
初
期
菓
中
支
援
チ
ー

ム
と
は
？゜

[｝ご
蹟

初
期
の
認
知
症
の
方
を
早
期

-0
に
支
援
し
、
症
状
の
緩
和
や
自

i

立
生
活
の
雑
持
を
目
的
と
し
た
支
援

i

で
す
。

ど
う
い
っ
た
支
援
内
容
で
す

か
？

-0
 認

知
症
専
門
医
や
看
護
師
等

ー

が
本
人
や
家
族
を
訪
問
し
て
支

io
 

一
揉
方
針
を
決
め
、
医
療
や
介
堕
サ
ー

一
ビ
ス
に
繋
げ
ま
す
。

冨円寺庚申通りにかかる郁市計国道路について•••
これまで俊先整備路線に指定された都市計画区域内道路

では、 2階建ての建築しかできませんでした。しかし｀この

制限が緩和され、

28年度からは3

階建てまでの建築

が可能となる予定

です。

今こそ怠法改正を
日本国憲法は、 GHQの手により僅か9日間で作成され

ました。

惑法とは、時代の変化と共に改正されるべきです。実際、

ドイツ憲法では59回、フランス懲法では24回の改正が行

われています。しかし我が国では、 70年間、一度も改正

されていません。

今、日本を取り巻く安全保際環境は、劇的に変わりまし

た。国民の平和な喜らしと日本のお国柄を守るための翌法

改正は、まさに待ったなしです。我が自民党の原点は、自

凰肝＂・軍声印 ,r ,,r:., 主畔の制定です。

恥,1 l~~l.!_「--:·r#)'J\r1 国民的議論を盛り

五！こ嶋；ばは翌塁悶合
意法を築きましょう！

i窓法改正一万人大会 II 
i廷台中央で吉田区餞ヵ吋
iガンパローコールを行l
¥.. いました l
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胃引畜c@耳
職まを速 し以
呂す行や通区た降
~-いか報の• は
研未‘にや虐

屡悶塁塁贋闊 i 
行止防にが止

そ策醤~~且 棗
いと

号ヒ孟庶届ぽ
晨

..... 彎弱
• I'閑因- 告

"'● ""''"● ●● __  ,,, ...... --,・・-・・・---―-・ 

昨年の9月議会で吉田区議が要望！

区内2カ所目の病児保育所開設へ！
佼成病院併設「すぎなみ病児保育室し一す」

杉並区和田2丁目•立正佼成会附属佼成病院1 陪
ft 03-534Qc7995 

女性の社会進出の後押し、女性の貧困対策には、病児・

病後児保育の整備・拡充は不可欠です。派遠型病児保

育も椀野に、今後も拡充を目指します。

摯
祝
日
に
は
国
旗
を
掲
揚
し
ま
し
ょ
う
摯

i

認
知
症
は
初
期
の
う
ち
か
ら
適
切

一

に
治
療
を
行
え
ば
｀
病
気
の
進
行
を

一

遅
ら
せ
る
事
が
で
き
ま
す
。

不
安
の
あ
る
方
は
区
の
「
物
忘
れ

相
談
」
等
を
利
用
し
、
早
期
診
断
・
早
i1

 

期
治
療
に
結
び
付
け
て
欲
し
い
で
す
。
i
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が

れ

で

[
杉
並
の
翠
キ
ャ
ラ

・な
み
す
け
ガ

が

化

さ

が

｛
六
好
き
な
嬰
で
す
。
な
み
す
け
と
国
が

一

じ
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〗
[

砥
蘊L
I王
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[
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-
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g
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g
．
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、
—
n
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ひ
1
9

と

ん

ま

ぃ

は

て

場

た

で

人

は

か

本

ぜ

ま

プ

ろ

に

け

浴

い

他

人

客

日

、

り

ィ

い

時

か

は

が

瑠

、

本

光

に

も

ま

マ

々

さ

い

。

を

に

人

の

で

日

観

さ

ま

た

の

広

屋

て

ヽね

す

一

時

婦

育

等

し

人

ま

さ

た

娘
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三
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V
9
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自由民主党 吉田あい区政レボート 2016年春季号（平成28年） (1) 

区 議 会 報 告 ゜予 貰 特集 号 艦曰匹璽凶“
杉並区議会議員

杉並区議会は平成28年2月10日に開会、36-

日間の会期を緒て3月16日に明会しました。一

詔会開会初日には田中良区長から新年度一

予算方針とその役割の説明が行われました。

これを受け各会派の代表質問が行われ、引

き続き予苺特別委員会が設置されて集中審

證が行われました。そして本会甜最終日に新

年度予算及び関連議案は、焚成多数で可決さ

れました。その結果、平成28年度予算は次の

通りです。

区の一般会計予簑は補正予豆を含めて1、一

?20穏1、600万円と、前年度と比べて一

70憶200万(4.2%）の増、特に予算訂正一

後の保育施設整備夜は33億2、836万円と一

なり、いずれも過去叢大規模となりました。i

臨時福祉給付金給付事業の皆増、成田西子供一

圏の移転整備や永福体育館の移転改修など一

の投資事業の増等によるものです。一

た`I規し
ま

一算
ヘ

述

を一予
一初
見

意．

、竺芦しこ一会

t冬〇
表釦”

代讀-
を諸一度

一年
党運

悶一8由算-2
自予＿（

会度
碩年

区28i
並成i

杉平一

28年度 27年度
差引 前年比

増減額 （％） 

一般会 計 172,016,101 164,972,000 ?,044, 101 104.3 

国民館康保険 65,498,857 63,657,449 1,841,408 102.9 
事業会計

介 渡 保険 38,853,485 3?,181,?02 1,6?1,?83 104.5 
苺業会計

後期忘齢者医療 12,835,655 12,718.269 11?,736 100.9 
苺業会計

中小企業勤労者
120,637 132,902 △ 12,265 90.8 

福 祉事 業会計

合 計 289,324,?35 2?8,662,322 10,662,413 103.8 

一般会計と4つの特別会計の総予虹額は,2,893億2,473万5千円となり、

前年度と比ぺて106滋6,241万3千円の増となりました。

・-一，、-'''・-・・

特
別
区
民
税
は
、
納
税
義
務
者
の
増
や
区
民
所
得

の
微
増
等
を
見
込
み
、
増
と
な
り
ま
し
た
。
公
園
等

の
整
備
や
杉
並
福
祉
事
務
所
棟
の
移
転
整
備
に
は
、

特
別
区
償
の
発
行
や
行
財
政
改
革
の
成
果
で
あ
る

塞
金
を
活
用
し
、
予
算
編
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

急
速
な
少
子
高
謡
化
に
加
え
、
我
が
国
は
人
口
減

少
社
会
を
迎
え
ま
し
た
。
〈
JI
護
施
設
や
介
護
従
事
者

の
不
足
や
、
保
育
需
要
の
高
ま
り
に
よ
る
保
育
士
不

足
へ
の
対
策
は
、
喫
緊
の
課
顆
で
す
。
持
続
可
能
な

区
政
運
営
の
為
に
、
必
要
な
課
題
を
先
送
り
せ
ず
に

取
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
東
日
本
大
箪
災

か
ら
学
ん
だ
百
童
な
教
訓
を
、
安
心
安
全
な
ま
ち
づ

く
り
に
活
か
す
取
組
み
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

私
は
会
派
を
代
表
し
た
意
見
開
陳
の
中
で
、
こ
の

を
強
く
要
望
い
た
し
ま
し
た
。

駐印F閲江濯涅芍即研Mt冨m一
・
不
燃
化
・
耐
誤
化
住
宅
の
促
進
で
、
災
害
に
強
い
街
づ
く

り
を
加
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長 3封筒 4000枚=30000円

区政レポー ト35500枚=295000円

消費税8% 26000円

12/13、ポスティング代 136080円 要返還 68040円

ポスティングA4 2016/10/29......, ワンルームを除く配布、数量 31500部単価4円

決裁号も「子育て奮闘記！？」が縦 11c m X 14.5 cm記事が娘さんの写真入りで記載されて

いる。馬橋神社の神輿の前で吉田謡員が娘さん抱いた写真が縦9.5cmX横 11cmで掲載さ

れている。春号区政報告では 6.7%という細かい控除をしたが、決邸号はすべて按分なしに

した理由が不明である。娘さんの写真等、家族のことは私翡で賄えばいい。税に対する厳

しい視点を持って、税金で区政報告を出して現状を見直すべきである。

はなし俊郎謡員の区政報告関連の経毀

3/30、区政報告 970920円 100% 要返還額970920円

区政報告B4 29000部印刷、 29000部ポスティング代

（添付衰料8 はなし謡員の区政報告）

はなし職員の区政報告は毎年のように杉並区が発行する広報紙をそのまま、掲載している。

今回は区民に配られている「N0235 ぎかい」の記事が一部加工されてはいるが、ほぼそ

のまま掲載されている。はなし職員は税金を約 100万円近く使って何を区民に訴えたいの

であろうか。平成 26年度、 27年度も「広報すぎなみ」の記事をそのまま、掲載していた。

今回の区政報告の裏面ははなし議員の「平成 29年第 1回定例会予算特別委員会での質問事

項」である。質問事項だけ害いてあり、区政の現状が告いていないので、区民が読んでも

区政のことがわからない。また、説明もなく、「73ページの区営住宅整備基金・・」「80ペ

ージの教育費では・・」等々、いきなりページ数を書かれても、資料名等がないので、何

を意味するのか区民には理解できない。区民に訴えたいことが不明である。以上の理由で

全額の返還を求める。税金で区政報告を出しているという、税に対する厳しい視点を持っ

てほしい。

富本卓謡員の区政報告関連の経費

広聴広報費の按分

8/21、区政報告宛名ラベル購入費 50%、4,504円

8/22、区政リポート Tommy通信 1」作成費迅以t 77,280円 要返還 19320円

領収帯等貼付用紙備考欄に「80%」と書いてあるだけで、根拠が不明である。また 2面に

は参謡院謡員中川まさはる氏を応援している写真が掲載され、これは政務活動とは認められ

ない。 50%を超える額の返還を求める。

8/27、区政報告封節作成代 50% 44,820円

9/20、区政報告封入作業代 50% 27,488円

40 
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とし ろう

政豆3音（平成29年3月30日発行）

〒166-0013 杉並区堀ノ内2丁目36番18号 電話・FAX3311-5657 

蜀 g刹 盟 饂
第29回定例会は、2月13日に開会し3月16日までの32

日間の会期で開催されました。初日から17日にかけて

は、区政一般について質問を行いました。

がなされました。議案は30件、報告事項は2件ありました。

一般質問の後、区側から示された議案についての説明

予算特別委員会は2月20日午前10時から開かれ、3月

14日まで審證されました。その後3月15日意見開陳、翌

16日本会議上にて議決されました。

磁案番号 件名および議案内容 益決等年月日 結果

会期について 平成29年 2月 13日
繕会運営委員会
決定のとおり決定

第 1号 杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例（総務財政委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第2号 杉並区職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例債滞財政委員会付託案件） 平成29年 3月 16日 原案可決

第3号
杉並区職員の特殊動務手当に関する条例及び杉並区組織条例の一部を改正する条例

平成29年3月 16日 原案可決
ぽ務財政委員会付託案件）

第4号 杉並区職員の配偶者同行休巣に関する条例の一部を改正する条例ほ澤財政委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第5号 杉並区教育に関するお務の瞬務権限の特例に関する条例債澤財政委a会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第6号
杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公R負担に関する条例の一部を改正する条例

平成29年3月 16日 原案可決
（総務財政委員会付託案件）

第7号 杉並区国民餞康保険条例及び杉並区介頴保険条例の一部を改正する条例（保健福祉委貝会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第8号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例（保健福祉委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第9号 杉笠区ひとり親家庭等の医療只の助成に関する条例等の一部を改正する条例（保健福祉委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第 10号 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立忘齢者活動支扱センタ＝及びゆうゆう館条例
一平成29・年3月-15日 ー原案可決→

の一部を改正する条例（予口特別委員会付託案件）

第 11号 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例（予克特別委員会付託案件） 平成29年 3月 16日 原案可決

第 12号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例（予曰特別委員会付託案件） 平成29年 3月 16日 原案可決

第 13号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例（予算特別委員会付託案件） 平成29年 3月 16日 原案可決

第 14号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例（予口特別委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第 15号 杉並区永福体育館移転改修建築工事の請負契約の締結について（総務財政委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第 16号 損害の賠償について保務財政委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第 17号 平成28年度杉並区一般会計補正予l;l:(第7号）（総務財政委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第18号 平成28年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算（第 1号） （保餞福祉委員会付託案件） 平成29年 3月 16日 原案可決

第19号 平成28年度杉並区介護保険事業会計補正予J;1:CJい号）（保健福祉委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第 20号 平成28年度杉並区後期高齢者医療事業会針補正予算 001号）（保健福祉委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第 21号 平成28年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計補正予算（第 1号）（区民生活委只会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第22号 平成29年度杉並区一般会計予算 （予豆特別委貝会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第23号 平成29年度杉並区国民健康保険事業会計予算（予只特別委員会付託案件） 平成29年 3月 16日 原案可決

第24号 平成29年度杉並区用地会計予f;J(予算特別委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第25号 平成29年度杉並区介護保険事業会計予算（予算特別委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第 26号 平成29年度杉並区後期高齢者医療事業会計予p(予口特別委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

第27号 平成29年度杉並区中小企業勤労者福祉寧業会針予算（予田特別委員会付託案件） 平成29年 3月 16日 原案可決

第28号 人権擁護委員候補者の推厖について 平成29年 2月 17日
三浦範子氏の
推閥に賛成

第29号 人権擁護委員候補者の推薦について 平成29年 2月 17日
大JII康徳氏の
推薦に賛成

第30号 人権擁護委員候補者の推隅について 平成29年 2月 17日
高村定憲氏の
推鵡に賛成

第31号 損害の賠償についてほ務財政委員会付託案件） 平成29年3月 16日 原案可決

報告第 1号 地方自治法第 180条第 1項の規定によリ指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 平成29年 2月 17日 報告聴取

報告第2号 地方自治法第180条第1項の短定によリ指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 平成29年 2月 17日 報告聴取

謹提出餞案
杉並区議会議員の謹員報闊及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 平成29年 2月 17日 原案可決

第 1号

譲員提出餞案
区長の専決処分事項の指定について 平成29年3月 16日 原案可決

第2号

陳情審査報告について 平成29年3月 16日
委員長報告の
とおり決定

閉会中の継続審査峯項及び継続調査事項について 平成29年 3月 168
委員長報告の
とおリ決定
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頭
福正予口について
O筵某第 17号、杉虹区一般会計濯正予口について伺し頂環~．
”‘はじので5ので、今＠の惰正刃m、年度屯研m領碑が入っており益懸するもの
も多くなっておりま可が、曰箪（こ概霙ポイントしいて伺いま和

O望入では、特別区税と特別区財政交付金が増で、利子苔J交付金、配当罰交付金、床式尋II渡
所得割交付金が減と、景Sが旦いのか扇いのなわからないような状唇となっておりますが、
それぞれ額あるいは減額となった環由について同いま9,

O利子罰交付金は昨今のほ金利を反訣して．なんとなくわか0ますか、区税や財贋交付金が
培となる一方、配当割や株式雹!D"i所得割巧寸金坪慮となるところを見ると、諄鉗日のおR
によって立が国の景気も大きく左右されることで、景気の行方が不透明というのもうなすけ
ま"§",こうした中でC7.>.1年を過してとのような財a置宮となったのでしょうか

0特別区財政交付金について、輯告がありましたので、先ほと増額となった内宮は偽いましたが、
喝級分として具体的とのような項目が胃頁足されることになったのか喧翠しておきま可•

0わかりました。 それでは、霞々の比出事稟についてQいま~.
ま宮Iさ、都区閉霜でも、保百の緊急対配こ係る餞費が胃罠定されたとありましたが、区だけ
でなく、都や国でも俣賣蕊繋が問nとなった1年でしたがこその中で、今回の褥正予口でも
虚出の大部分をr5めるのが保育施設の這泣助成で41笠5千万円余となっていまT.これで
何か所分の助成となるのか罐認しま"lt,

●1年でこれだけの保育応殷を塁爛するということは保膏口の塁員にとって、大変な 1年であっ
たと患いますが、綬尼区で、保胃士不忌油め、 0編児Pを敬0消した保育園があるといっ
た鴫道もなされているが、区でもこれだけ保胃印競整儡し、籟馬区のような話I逗きてい
ないのか

0ま応釆年虚も同はに1000人以上の保育定員を這保するということだが、保盲用地などの
場所が大丈夫なのか、見込みlごついて同いま9,

0そうなると、後は、財濠1こついてですが．今郎の予口巳では、児釦印墳設記冒費として国
都支出金が、四霞ぼと計上されていますが、このうち保育葬Eの達は助成に闘する部分がい
くらで、結果、一般財源からの持ち出しがいくらになるか侭う．

●区の負担が 1 割以下ということでづね• 引きaき、一般財源四紅ち出しを樋力少なくしなが
ら、遣めていただきたいと患いま"§°,参考までに、今cの鳩正での惰助は、すべて平成29年
4月関Eのものか

0その他で｀気になったところでは、 62ページの生活経済只の—冨上の区民生活院設費として、
藷収入として,83.682f'Iの計上があって、 その分~を削滋する財源更生が行われてい
まst.所置豆名もなく、説明隣も「財這更王」と記aされているだけで、何のことかよくわ
かりませんので、瞑宴をお示しください． ． 

O天沼会磁室の震止に伴う、匂件移転濱償口ということだが、これまで天沼会窪窒を利用して
いた区民は．どうしているのか

0わか0ました•閲じベージのー喜下に、住民墨本台帳事靭Dコンビニ交付システムや社会信ロ・
税；；号糾度の逼用筐珪が元額となっていますが、その濾額珂Ellをllt!lしまY.

●マイナンバーカードの発行数が伸びていないということだが社会保殿・税奮塁制度1こつい
ては、マイナポータルの開始など、国も名糧的に這めようとしているところですが、区とし
て今の取組方計について伺う•

は地売り払い収入】
● 73ベージの区営住宅整傭淳含のほ立金のところで、財配収入と＂収入の蜀分を積み立ててい
るようですが、この内訳はなんですが．

0区営住宅の土地を亮却したかs.区窓住宅塁口憂金に取み立てるということですねいところで、
この土地を亮却したことにより“尼住している四民の万への刃m嗜濯はなかったのですか．

（幼稽~I
080ベージの教青費では私立幼稚〇等直児保塁畜負担鰻減が、 11.13500万円と減額帽が大
きくなっていますがこれは保育露翌泣まりとともに、私立幼穫薗に行＜子どもがわて
いるということなのか• それとも他に要因があるのか確認し:s:"f".

保 ・フレイル・ 忘后舌口臣ケアについて
昨年 11 月の第四回定例会→S只閲で、私Iむフレイル予防、裏齢者の摂貪~a:下概能霞害等

1こいて釦扇しましたが高翫きの口腔ケアの充冥として、 rフレイJin!防を目搭した~切
口腔覆能のチェック」、 Ill!介這高齢者のための頂食・軍下鰻罷支星lが、さっそく新年度予口
稟 4血竺となったことを、大変ラれしく忠っておつS:lf.
特に、先82月248付けのロ政巧籍で、「フレイJi.ry防に積極的に殴組むのは、 23区で1m

笠区が初J ということも知りました• 高認を生さ生きとさせ、釦田玲を砥ばすフレイル予防
に多いl.:J剛さしていまT.杉並区が目指すフレイル予防は、地域包括ケアのまちづく0や、介領
予防にもつながる取組みだと思います• そこで“これに関遣して、いくつかこ貧問いたしま§",
［フレイJし予防I
先の一般閤の折に、私はフレイルチェックのひとつ、目分の筋肉“を泥る万沼として、ぼ

疇つかチェック」をこ紹介しました・*8は、フレイルの兆襖を探すためのアンケート「イレブン・
チェックJをこ紹介したいと思いまも
イレ土ノ・チェックば賣京大学高齢社会庄合研究戦構教授且這届戻先生か悶巽された

もので、先生は、名g治体で閲罷的に中良期ビジョンを見撼えながらフレイル対頷1.::.11!!0岨む
ツールとして活用して欲しむ杉望区の保釦和旧麗紐ってフレイj内防口四むというこ
とで、窃別に許可をいただいてこ紹介しております。
ここにある、朱董返勤・社ffbOの合わせて11項目は、いテれもフレイルの共忙があるか

とうかを判定するものです高鈴化が急速に退晨しているElrllr貴あした、大規a真口の結鼠
ともとに作成さnました• ちなみに、私も冥図やってみましたが、私I埠いひとつも配する
ものがなく、 まだフレイルにはなっていないと、 0とます安心いたしました• 致分という矯い
時闊でできまyので｀委員の皆極も、徽ぼとせU試していたださたいと患いま~.
さここれらの項目を見ると｀例えば04お茶や汁匂でむせが出る、 08昨年と比べて外出の

回政が減っている、 091;!に一人でこ版を立べているなと、8頃地這でよく閾＜、高齢ぢにあり
がちな状況が示されていると思いま.,-,こういう状況をそのままにして放置すると、いつのま
にか虚口になって、外出もままならぬことにな0、介蓬が必要なところまで違んでしまいま~
イレブン・チェックは、自分目身のフレイルのリスクに虹づさ、その改轡を促すことそ狙いと
していま'§".いわばフレイル予防を目分ことにするとでも雹えばいいのでしょうか、そのため
のツールで~. 例えば、r昨年と比べて外出◎数が埓つているJに示Oが付いた湯合、お友逗と
の外出を増やす、何か用謬を作って出かける讐慣を作るこういうことに怠口が向いて、社会
性の縫冷や回復1こつなかO、結果としてフレイルが予防できるし、改讐できるので'§".目分の
行動を変えることで、フレイルは予防で琶るし、いつまでも元気でいることができま'lt.

しかし向よがら、フレイルという言素はほとんと也閾には知られていないし、かくいう
払も つ`い先8知ったばかりでヮ。 ・

O 「フレイル」という虞念をあらためて閤磁にこ税明ください．

Oさて、こ器;,I(.-;{ン・チェックにN.F-うに、フレイル予防の原点は・翠・運動・出遥で、
これらが— 一体となることが重蔓です..iiたな事菜では、叫苅証のチェックを行うことで｀
フレイル予防につなげるとのことですが、具体的にどのような事箋内容なのでしょうか私

がこ紹介したイレ~ ・チェックなとも含まれるのか、伺いま!J.

0先の賃問の折にも藷損しました瓜愛知只の隕査結果で65歳以上の住民の11o/oくらいがフ
レイルの状慮にあるとのことですか5、杉並区民に当てはめると、 1万人以上がフレイルの
状態にあるかもしれませ伍その数に比べると事業規慣、 360人といろのはいささかさ
さやかに思われま'§".今回はモデル的賓房ということなのでしょうが、〇腔慮院のチェック
をスタート（こ、フレイル予防のための這動や社会性の維持などについても、多くの区民に取
組んでもらう必要があると恵いますが、今後とのように遭めていくのか同います•

O私はこれまで、鯰霞賣命を延ばすには、メタポを予防して、おなか周Dをすつきりとさせる
事＝（イコール）タイエット、のように患つてきました• しかし、ある年齢になったら．フ
レイル予防のためにはしつかD貪べることが大事であると、今までの常えをかなり改める必
要があるようで~- 杉並区では、位康澄退条例を問定し｀区民の鑓讀寿命のほ飾を目指し．
これまで椒々な取D組みを這めており、その成景も上がっていると思います• 超高欝化社会
を前に、今級フレイル対策について、区としてとのように発展させるのか伺います。またあ
わせて、他区に先駆けて、フレイJ~防を進める璽糎について、あらためて伺いまま

(ill食・晒下墨廂支謬についての質問］
●憾科保鱈医震センターに検迂讃騒として｀新たに内投塁を塁償するとのことですが、この検
蒼はとのように行われ、伺がわかるのでしょうか•

つレイル予防や萬齢者の口詮ケアの新たな鮫組みについて、疇々同ってまいりました• 杉並
区がdlをとっても元気に、また介彊が必聾になっても安心して塁らせるまちになるよう．今
後とも取組みをいっそう逗めていただくことを期得して、私の貧悶を終わります

辺の整窃・ff還・保全について
!ヽI・ 中学校など、多くの区立応改が次々と更新蜀期を迎える0 年度関の財政負担が霞るこ

とのないように、計画的・効寧的に鰺ll笞を行うことで、誇設の長賽命化を図るとともに、繋
訛や歎順位を麒して劉飩這めることm楼 Ct;;.ってい裏百•
先般、区立厖設再后爛計匿償←期）第一次冥匝ブランが改定されましたが、這路専のイ

ンフラについても、同様な雫え万のもと、三偽や詈還などに計画的に取り組む必要があると思
いまもそこで、仏たちにとって、 iiiも身近なインフラ、惑市の基鑢である道路について、お
羹lきします•
杉並区では、大正から昭和初期にかけて、井豆、研注今Illなと区の北西邸地足において大

規棋な土地区圏塁退事茎が行われました• 約邸2ヘクタールという大規損ない繭閉”は郡内で
ほかに例はなく、まさに奇菌の一大事震であったといえま11.しかし、私の地元である属円君
やl!IIノ内なと多くの地殴では計画的な道路監鑽がほとんと行われすに、市缶化がa速に進み
防災性や安全性に鱈且を残しています•

3月118号の広霰すきなみでは、 I'll"きなみの逼づく0~路整鑽方針）」が公霰されました•
韮匹万砂叫代雌し農すと、靡 1tii鵡頃あい鵡との関となる街甜揖の鵡
方針を定めたものと輝しましたが、あらためn9閲さしま~-

●遍路竪偏万針を棗定した目的は何なのか？
安全な区民生活において、 その甚筐である逼路整償には非常に困閃な:,!~もあることと愚い
まv.匹を伴う夏には多くの関はもかかるでしょう• そのような中、

0とのように整傷を揮遍していくのか？雹えをお閏さしたい•
整露が進んでいない都市tt藝遍路については咋年3月には嘉四次畢為化計iiが発表され、
区内の禾巧手の霰市計圏道路も優先順位を付けてtt琶的に違めていくことと思います• また．
暢員4m未潟の狭あい道路については、平成元年から条例を制定し行ってきた拡暢這蟻を更
に加遠化するため、今年度条別を改正し、積極的に区民の安全•安心の遺保に取り組む姿鯰
は匝をしているところで~-

0そこで、あらためて区内の図市計画逼路の旦煽寧と挟あい王路の拡樋望慣率をおたすねし
ま-,.
鑓市計葦選霞Iこついてはまだまだ詩閲がかかるようでラね• また、抜あいill路の拡幅には積
逼的に取り組まれてきたとこると思いますが、況在3割の拡帽整鑽Sということで、更に順
待をするもので可。区内の辺廷塁鱈は依然としてぜい翁な状應にあると患います• 今BBぐ

しにでも起こるかもしれない苗配口下地扇への対応や本格的な少子裏計化峙代を控え、防災性
のrou、安全で快適な歩行老空悶を霞保百るなど、辺路登爛に京められていることは非常に
多く、その必宴性を広く区民へ月知していくべきと恩つています•

●区民への悶知はとのように園っていくのか伺いま9,
ぜ0計歪的に逼めていただきたい•そもそも区内には沢山の辺路がありま~-甲州缶道のよ
うな国道'.,褐街道やQJ¥なとの都遍、区這、そして私ill,

● ill(f区内の逼路はどのくらいあるのでしょうか？
区が響豆している道路だけでも約670km.これだけのインフラを辺霙に筐環していくこと
は大変なことだと思いまv.Wl塁というと道路用地である土地の財醒書環と日鸞の縫持霞理
が聾でありまもはじめに、土地の筐瑣として．杉笠区では地頂調口が行われていますな
阪神淡路大震災や東8本大震災でも地E漬査が冥向か否かでi1l8、霞興の速さに影響があつ
たと1!1Jきます•

•辺の財甕讐還にどのような役割があるのか？まだ、災害復181こ効棗的というのは具体的に
とのようなことなのでしょう？とのように差が出てくるのでしょうか？

O次に、現在の造ゆ状況（事）をお閲かせください• またa他区と比へT進んでいる方なのでしょ
うか？
土というものは、四己一人0とり（ことっても非常に重豆な財星で11.その財醒を守るたの
にも、亀翼l;:Jt這漬夏ぷ箪めていただ色早期に区内全這を完了してください•
次に視点を変えて、道路の8常の維持筐建についていくつかお聞きします•
区が安心して快遍に過こすためには、辺路の8常の響遭も重妻で9,最近では樽多駅罰で
大規槙な陥没拿双が起こ0ましたか遍切な8常町塁でた綱模な事故は未然に防げたのでは
ないでしょうか• そこで、区で冒理している這路では、

●今年度、阿件の隔没が発生したのでしょうか？ そして、主な陥没の原因は何かお閲かせ下
さい• また、その対策はとうしていますか？
閃逗誌槃などデータを上手に活用すれば効棗的な縫持誓環が可能でしょう• 況在では、交通
事故発生霞所の情罐やピッグデータなと、橿々なIll'籍が収稟できると思いますので、それら
の情糧を、 GIS~を活用することで効果的な対粛mラえるのではないでしょうか•
I現在、区では、それらの活用を行っているのでしょうか？
更に這路の82誓理の上で、もう一つ重要なものとして、カープミラーやガードレールといっ
た交通安全藷泣が箪けられま~.私の元へも区民の方々から見過しが恵＜危ない交歪点にカー
ブミラーを設置してほしいという要望が来ま11.

0これらについても、 GISなとを活用しているのか？
多くの鵡を竃霙に輝し、さらに、用計＇辺路、主員生活辺路や復あい直路の菖樋整＇も
這めていくためには簗務の高1lf化、効寧化が必妻でしょう．
総務省から平成27年逓恒利用動向翼董の誌景が昨年7月に発衰されました•その中で、スマー
トフォンを保有する●人の割合が初めて印％を超えたそうです・現代のような瓜震慣籟化社
会において、もはやパソコンやモバイル蘊志インターネットを利用した横々なサービスは
不可欠なものになっています,GI SもそうでTtJII区においても ICT吝a大限に活用して、
ほ々な情籍を塁還、分析して、安全で快適な這路づくりを遣めていただきたい．

会謹8程 （予定）は、区謀会ホームベージでご覧にな

れます。

本会讀や委n会は、定貝の範囲内で傍聰できます．

会類の当日、区薩会事務局（区役所中棟3磨）でお甲し

込みください。受け付けは開会時間の15分前からです。

手話通訳を希望する方は傍聡希望8の4日前までに、

一時保育を希望する方は7日前までに、お申し込みく

ださい．
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10/3、区政報告 Dream 初秋号印刷代且坦~ 160,000円 要返還 80000円

6500部印刷、入稿用版下データ 20000円 A4リーフレットデザイン制作70000円

富本厳員の議会活動の報告が中心の記事（表面は区監査委員の退任、新たに議会改革特別委

員会委員長就任、裏面は富本議員の第 2回定例会の一般質問）である。さらに郵送費は旅

行会案内同封のため 50%にしているので、受け取った区民から見れば、この区政報告が

100%政務活動とは認められない。

10/12、区政報告郵送代 50% 216,342円

@68X6363通、旅行会案内を同封のため、 50%計上

11/21、区政リポート 2作成費囚船公 77,500円 要返還 38750円

1000部印刷、区政リポート『Tommy通信』第 2号リーフレット制作股

入稿用版下データ 15000円 A4リーフレットフォーマットデザイン制作40000円

1000部の『Tommy通信』第 2号の配布の経費は計上無し。どのように配布したのか、説

明を求める。

1/20区政報告区政報告 Dream初春号新聞折込代、且坦逃 83,932円 要返還41966円

23550枚X3.3円Xl.08 Dream平成 29年初春号新聞折り込み

Dream初春号の 1面は「皆様のご支援に感謝しながら 新たなる力強い一歩を!,...,_,6月で

節目の 50歳～」という富本議員の写真とあいさつで 4分の 3以上を占めている。この記事

は政務活動ではない。

1/24、区政報告 Dream初春号印刷代μ坦% 288,000円 要返還 144000円

24500部印刷、入稿用版下データ 15000円

A4リーフレット両面デザイン制作70000円

HP関係の経費について、按分 60%を超える経費を計上した議員に対し、「社会通念上相当

な割合による按分、或いは実態に即して、返還を求める。

「杉並区誰会の会派及ぴ議員に対する政務活動費の交付に関する条例」第9条で、「政務活

動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議への参

加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進

を図るために必要な活動（以下「政務活動」という）に要する経費Jと規定している。

また、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」第 2条で、

選挙活動、政党活動、後援会活動等、 9項目の支出が禁じられている。

政務活動費支出の基本的な考え方の (2)按分の原則に基づき、調査研究活動とそうで

ない部分とを合理的に区便することが困難な場合の「社会通念上相当な割合による按分」

とは、 50%と思われる。

議員に配られた「手引き」の P14によれば【ホームページの運用管理経費）について「サ

イトに政務活動以外の内容が含まれる場合は、按分が必要となりますが、合理的な按分が

41 
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困難な場合は、社会通念上相当な割合で按分します」と、明記している。

富本 卓（自民） 按分 75% 225,000円のうち、 75,000円の返還を求める。

2016年 12月 26日 HP維持管理費（按分 75%) 225,000円を計上している。

富本 卓謡員の HPを開けると、富本厳員の大きな写真が上にあり、杉並区議会録画放映（平

成 28年 11月 18日：一般質問）の映像があり、 1頁目の下段に石原伸晃衆厳院厳員の「がんば

れ！とみもと卓」の応援が載っている。

とみもと専宍兄~:EBサイト
≫ 区民の熱い思いに応えます杉並でオリンピックを体感 ！

9 オフィシャルブログ「今日のひとこと」◎2010年以前はこちら

杉並区議会録画放映（平成 28年 11月18日：一般質問）

がんばれ！ とみもと卓

2
 
石原のぶてるー衆請院議員—

ー経済再生大臣—

ー自民党杉並総支部長ー

「私の秘書を 10年間務めてくれたとみもと君が区政史上最年少で議長職を 2度務めるなど区政の場

でめざましい活動をしているのは本当にi喜しい限りです。また私の選挙でも杉並自民党幹事長として

選対本部長を務めてもくれました。杉並自民党に欠かせないとみもと卓君に皆さんの絶大なる支援を

心からお願いいたします。

富本議員の HPの表紙からして、区政の調査研究よりも、石原のぶてる衆議院議員の印象を強

く与える。自民党の政党活動に関連しているので表紙からして支出に疑問がある。

以下、富本議員の 102ブログの題名を列挙する。このうち明らかにテーマが「政党活動」と

42 
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なっているブログが 11本あり、この支出は禁じられている。

テーマが「議会活動」となっていても、 12月 6日は内容に「忘年会の日々」とある。

テーマが「ブログ」となっていても、 11月 10日の内容は「後援会旅行」、 10月 24日は「旅

行会の集金」等。

テーマが「地域活動」でも、 9月 21日の内容は「私も土日はお祭り中心の動き。神酒所への

あいさつ回り・・・『とみさん 顔出してよ』とお声をかけてもらいます」

テーマが「議員活動」でも 9月 1日の内容は「やきそばの売り子・・・」

4月 9日は「総理と桜を見る会」

テーマが「区関係」でも 8月 9日の内容は「党総支部の会議、議員団総会」

テーマが「政治全般」でも 6月 20日の内容は「今後の参議院（選挙）に向けての準備。 吉祥

寺で行われた安倍総理・総裁の遊説に参加」等々、

テーマを種々設定しているが、政務活動として、認められるものと、認められないものが混

在している。テーマで按分を決定することは不可能である。

富本議員のブログは以下のとおりである。

2017-03-30 08:31 :58 年度末 テーマ：塾箆

2017-03-21 07:42:03 ハロー西荻にむけて テーマ：2巴2

2017-03-17 12:57:39第1回定例会終了 テーマ：地域活動

2017-03-13 08:18:58 3回目の質問 テーマ：議会活動

2017-03-09 08:39:45 2回目質問 テーマ：議会活動

2017-03-06 08:07:54 墓 隻 テーマ：その他

2017-03-03 20:31 :33 予算特別委員会質問 テーマ：護会活動

2017-03-02 08:18:31 璽壁＿ テーマ：政党活動

2017-02-28 07:03:46 予算特別委員会での質問 テーマ：議会活動

2017-02-21 15:33:45 区民生活委員会 テーマ：議会活動

2017-02-15 08:35:51 「低調？」 テーマ：整並

2017-02-13 08:12:40 第1回定例会 テーマ：讃会活動

2017-02-08 08:25:57 議会の準備 テーマ：議会活動

2017-02-03 07:52:23 来年度予算 テーマ：区闊堡

2017-01-31 08:20:54 消防団運営委員会 テーマ：塾箆

2017-01-30 08:14:13もちつき大会 テーマ：地域活動

2017-01-24 21 :27:49 カラオケ テーマ：その他

2017-01-19 16:13:22役所にて テーマ：歪Q他

2017-01-15 10:05:07再起動 テーマ：主Q他

2017-01-13 12:55:36 インフルエンザ テーマ：歪Q他

2017-01-10 07:58:36成人式 テーマ：その他

2017-01-08 17:55:58悩みとありがたみ テーマ：生竺他
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2017-01-07 22:11 :35区賀詞交歓会 テーマ：杉並

2017-01-06 08:19:22 今年は テーマ：国政都政

2017-01-05 07:56:35 あけましておめでとうございます テーマ：至竺他

2016-12-31 09:45:42 私が選ぶ5大ニュース 2 テーマ：主Q他

2016-12-28 08:16:35 私が選ぶ今年の 5大ニュース テーマ：2旦グ

2016-12-23 11:01:10 団長代行に就任 テーマ：2旦2

おはようございますとみもと卓です。今年ももう残りわずか。地域では夜警も始まっており先日挨拶にも伺いま

した。

昨日は先の第 4回定例会の謙案の一つの議決に瑕疵があり再議が必要となり臨時会が開かれました。

その前には会派の攘員団総会が行われ役員人事の異動があり、新たに私も幹事団に入ることとなりました。

加えて会派の団長代行を務めることになりました。

2016-12-16 08:07:52保護司分区会 テーマ：地域活動

2016-12-15 08:13:00 議会運営は職人技！？ テーマ：議会活動

2016-12-13 08:11:11 自民党杉並総支部定期総会 テーマ：政党活動

2016-12-06 20:26:33 議会も最終盤 テーマ：議会活動

こんばんわとみもと卓です。最近は忘年会の日々。

地域や団体の忘年会にお顔出しています。今日も先ほどまで伺っていました。

2016-11-30 22:26:45 自民党の党費 テーマ：政党活動

2016-11-25 19:19:56 区民生活委員会 テーマ：議会活動

2016-11-20 11 :58:36 一般質問頑張りました。 テーマ：謙会活動

2016-11-17 20:02:35 第4回定例会スタート テーマ：議会活動

016-11-14 08:45:34 一般質問通告しました テーマ：2旦グ

2016-11-10 08:26:51 第4回とみもと卓後援会旅行会 テーマ：2旦2
昨日 11月9日はそんな世界政治の大きな転換の日でしたが私の方は第 4回後援会旅行会の開催日。

「秋の茨城魅力満載の旅。」

杉並を朝出発し守谷 SAで休憩後、菊祭り真っ最中の笠間稲荷へ。天気が心配されましたが寒さも大したこと

なく素晴らしい天気の下で一日旅行会を行うことができました。

その後大洗ホテルでの昼食と区政報告会。お風呂を楽しむ方、珍しい晴天の中での荒波の素晴らしい景色を

楽しむ方もいらっしゃいました。

2016-11-08 08:22:32あっという間 テーマ：主竺他

2016-10-31 21:16:56 保護司の研修会 テーマ：地域活動

2016-10-26 17:51:14 事務作業の一日 テーマ：2旦2

2016-10-24 09:43:57 ;ti!__テーマ：ブログ

おはようございますとみもと卓です。秋はイベントシーズン。毎週何かのイベントがありますね。

土曜日は午前中野川公園でのバーベキュー大会にお顔出し後旅行会の集金。

2016-10-21 10:06:04 区民生活委員会視察 テーマ：2旦グ
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2016-10-17 08:29:42 この土日も何かと テーマ：2巳2

おはようございますとみもと卓です。この土日は良い天気でした。東京で土日両方とも天気が良かったのは

2カ月ぶりだったそうです。確かに秋祭りでは皆天気の話ばかりしていたような気がします。

さてこの土日は忙しい土日となりました。土曜日は旅行会の集金と夕方からは南荻窪天祖神社の例大祭があり

出席しました。

2016-10-14 08:19:23いよいよ最終日 テーマ：議会活動

2016-10-11 07:46:42 駒沢大学でゲストティーチャー テーマ：2旦2

2016-10-06 06:59:42 決算特別委員会折り返し テーマ：2旦グ

2016-10-05 08:31:45 議員報酬に関する検討会 テーマ：2旦ダ

2016-10-01 11 :32:20 決算特別委員会スタート テーマ：2旦2

2016-09-30 08:15:48 議会改革特別委員会 テーマ：2旦2

2016-09-29 07:38:55 議会改革関連 2つ テーマ：2旦グ

2016-09-21 19:05:12 秋祭り→秋祭り テーマ：地域活動

「秋祭り～秋祭り」

こんばんわとみもと卓です。先週末は写真を投稿視野通り荻窪八幡神社と春日神社の秋祭りでした。

雨が心配されましたが何とか降らずに終わることができました。私も土日はお祭り中心の動き。

神酒所への挨拶まわり 18か所の神酒所があり全てご挨拶に回りました。

ただ公職選挙法の問題がありますので全て名刺のみでのご挨拶。でも皆さんお優しく飲み物やおつまみ

などをふるまってくれます。またそれぞれ地域の悩みや要望なども伺ったりもしました。

私は飲んでいませんが皆さんは少し入っています。

逆にそれが下を滑らかにし本音トークをいただくことが出来ます。

神輿の出発に際してのご挨拶お蔭様で長年謙員を務めていますと地域の方から

「とみさん顔出してよ」とお声をかけてもらいます。

2016-09-15 21:00:30 区民生活委員会 テーマ：議会活動

2016-09-14 18:21 :02今日まで本会議 テーマ：2旦グ

こんばんわとみもと卓です。今日は議会の中日。今日まで本会議が続きました。

今回の一般質問でも様々な話題が取り上げられましたが、やはり保育関連＝公園転用の問題、保育士の確保

が最も多く質問の出たテーマであったと思います。

他には増田寛也氏の区顧問就任について、施設再編計画について、高齢者施策、公会計制度についてなどが

複数の議員が質問をしていました。

増田氏の就任の件については私も驚きました。私も選挙で応援しお会いしお話しも伺いましたので

しっかりとした識見をお持ちの方であることは承知をしていますが何しろ急な話でしたのでびっくりしました。

また選挙が終わってすぐライバルが顧問に就任することが都知事の心証を悪くしないかなと正直思ったりもしま

した。

2016-09-12 08:32: 18取手南相馬杉並交流野球大会 テーマ：議員活動

2016-09-07 11 :36:39 インターンシップの学生 テーマ：議員活動

2016-09-06 07:53:22各種団体との意見交換会終わる テーマ：犠会活動
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おはようございますとみもと卓です。昨日は朝から区政報告の発送準備、その後役所で各種団体との意見

交換会がありました。

8月中に終了する予定でしたが台風の際一日延期、昨日がその延期をお願いした団体との意見交換会でした。

区内の様々な団体約 30団体のご意見を伺いました。いただいた意見を会派内で調整し各議員に振り分け、こ

れからスタートする第3回定例会で質問を行っていきます。

団体の意見には勿論それぞれの団体や会員向けの予算の獲得を願うものもあります。

とは言っても別にそれが悪いわけでなくそれによる活動が結果的に公益的に区民の福祉向上にも

繋がっていくものです。また現状予算が付いていても使いにくいものがあり、それを改善することによってより

良い形になるといったものもあります。

政官業の癒着ではないかという疑問を持つ方もいるかもしれませんが、決してその様なことはなくこれについて

は団体側も私たち繕員も自制心をもってことに当たっているといってよいと思います。

加えて団体の中には自分たちのスキルを持って区政に役立てたい区民のために頑張りたいといった前向きな

声をお持ちの団体もあります。

また現状の区政を見ていてそれぞれのプロの立場から「もっとこうすれば良くなるのでは？」といった提案をい

ただくケースもあります。

よく民間活力の導入と言われますがそれは民間の知恵を官に活かすということでありまさにこれらの提案は

それに当たるのではないかと思います。

また役所の悪弊縦割り行政の打破には違う立場、外の立場から区政を見つめそれぞれの施策について

考えていくことが大切だと思います。

「縦の視点に横ぐしを指していく。」これらの団体の提言はこの役割にもあたるのではないかと思います。

いただいた貴重なご意見、要望、提言をしっかりと区政に活かしていきたいと思います。

2016-09-05 07:49:19 20年で大きく変わった テーマ：塾箆

2016-09-01 07:48:34 もう 9月になりました テーマ：議員活動

おはようございますとみもと卓です。先週末の地域イベント雨も結構ふりましたが何とか終えることができま

した。土曜日にお手伝いした女子大通りの盆踊りと縁日のタベは奇跡的に雨はセーフ。

例年通りやきそばの売り子を行ったあとしっかり盆踊りの輪に加わらせていただきました。

日曜日の朝の PTA野球の開会式も雨の影響は受けずに行うことができました。

2016-08-25 12:00:02 地元のイベント テーマ：2旦2

こんにちわとみもと卓です。昨日と今日は陳情の対応、総会後の懇親会への出席。

そして今日は区議会野球部の試合があります。対中野戦の公式戦。

選挙も続きまったく練習なしの本番ぶっつけ。私は監督兼選手。何とか勝ちたいものです！

さてこの土日は地元の商店会のイベントがあります。

27日 28日は女子大通り商和会の「盆踊りと緑日のタベ」西荻北 4T目の天徳湯さんの前にやぐらを組んでの盆

踊り。やきそばやきとり綿あめ射的••… • • 盛りだくさんの屋台。

私は毎年焼きそばの売り子をやっています。もう 25年以上お手伝いしています。

28日は副会長を務めている広小路親栄会の「広小路祭」。会場は西荻北 4の5の本多青果店前です。

こちらは玉入れ網引きパン食い競争などのミニ運動会、豪華景品がもらえるウルトラクイズがあります。
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このイペントでは総合司会を務めます。

どちらも地元にすっかり定落したイベントです。当日は多くの子供たちの参加が予想されます。私も役員として道路

の許可申請など様々な役所への申請をはじめ準備には様々携わってきました。（以下略）

2016-08-23 21 :35:59 

2016-08-21 10:02:59 

次は東京だ！ テーマ：え竺他

各種団体との意見交換会 テーマ：議員活動

おはようございますとみもと卓です。今日は朝 地元の朝市に顔出し帰宅。午後には勉強会があります。

さて 18日から毎年恒例の各所団体との意見交換会を会派として開催しています。

商業団体福祉団体 医療関係団体士業関係団体産業団体障碍者団体・・・・・・ など区内の様々な

団体との意見交換を行っています。

来年度の予算に関する要望をはじめ各団体が区政に対しての要望や意見などを伺っています。

これを 9月の議会で決算特別委員会などの質問に活かしていきます。

毎年 30,..,40団体との懇談を行っています。4,..,,5日で行いますので結構タイトな日程です。

2016-08-18 08:43: 12会派有志視察 テーマ：議員活動

2016-08-15 08:07:32少しお休みをいただいて テーマ：え竺他

2016-08-09 08:13:45週明けアッという間の一日 テーマ：匡閻昼

おはようございますとみもと卓です。昨日は党総支部の会謙、謙員団総会、

議会改革特別委員会の部会と会譜の一日でした。

2016-08-05 09:11 :04 日常に戻って テーマ：地域活動

おはようございますとみもと卓です。選挙モードから日常モードに戻り何かと忙しい毎日を過ごしています。

2016-08-01 07:47:32西荻おわら風の舞都知事選挙結果

2016-07-31 11 :20:46やっと日常に テーマ：その他

テーマ：主Q他

おはようございますとみもと卓です。今日は朝 スポーツ大会の開会式がありました。

また 夕方には西荻おはら風の舞が開催予定。雨が少し心配ですが何とか持ってほしいものです。

今日は都知事選挙の投開票日でもあります。まずは皆さん是非投票にいきましょう！

しかし長かった。第2回定例会終了後の6月中旬からはずっと選挙を行っていた感があります。

さすがに疲れました…

2016-07-23 09:22:40都知事選挙の中思う事 テーマ：国政都政

2016-07-13 16:58:48バタバタ明日から都知事選挙 テーマ：国政都政

2016-07-11 08:33:10 

2016-07-07 07:51 :14 

2016-07-04 22:26:26 

2016-06-28 13:04:35 

参議院選挙 テーマ：政党活動

社会を明るくする運動 テーマ：地域活動

中川まさはる頑張れ！ テーマ：政党活動

ありがとうございました テーマ：政党活動

こんにちわとみもと卓です。参議院選挙真っ最中で何かと忙しい毎日です。

昨夜は中川まさはる候補の杉並西部地区の個人演説会が桃井の勤労福祉会館で開催をされました。

2016-06-24 16:50:06 

2016-06-22 18:52:57 

2016-06-20 18:45:10 

イギリス EU離脱ヘ テーマ：政治全般

いよいよ公示 テーマ：政党活動

公営掲示板のポスター テーマ：政治全般
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こんばんわとみもと卓です。この土日も色々なことがありました。

土曜日は地域の総会後の懇親会に出席。その後今後の参請院にむけての準備を行いました。

日曜日は地域の防災訓練、朝市に伺った後夕方前には

た。

吉祥寺で行われた安倍総理・総裁の遊説に参加しまし

中川まさはる参議院議員朝日けんたろう候補予定者も参加しての街頭演説会となりました。

2016-06-18 18:52:57 

2016-06-17 15:18:36 

中川まさはる IN杉並公会堂 テーマ：政党活動

一挙に選挙モードに テーマ：政党活動

2016-06-15 22:46:22舛添知事やはり辞任 テーマ：国政都政

2016-06-14 11:28:49 

2016-06-13 08:02:52 

また選挙なのか…

参議院選挙と地域活動

テーマ：政党活動

テーマ：地域活動

おはようございますとみもと卓です。この土日は参議院選挙関連と地域活動の日々でした。

土曜日は自民党の東京地方区で公認候補予定者の中川まさはるさんの会合が党本部であり総支部の幹事長と

して出席しました。

2016-06-10 08:09:26 ~ 皇 テーマ：li2他

2016-06-08 23:34:45 

2016-06-06 15:01: 11 

2016-06-03 07:43:49 

2016-05-3119:11:28 

2016-05-31 07:08:39 

2016-05-26 08:47:55 

2016-05-24 07:56:23 

2016-05-23 08:41 :01 

2016-05-20 08:02:56 

2016-05-17 21:00:14 

2016-05-16 18:36:46 

2016-05-14 09:07:43 

2016-05-12 08:11 :28 

西荻商店連合会の副会長になりました テーマ：地域活動

商店会恒例の旅行会 テーマ：議員活動

6月に入り

一般質問

テーマ：議員活動

テーマ：議会活動

無事に終わる＆今日 議会で質問 テーマ：地域活動

テーマ：地域活動ハロー西荻いよいよ週末に！

緊急宣言に基づく保育園開設に関する住民説明会

一般質問準備 テーマ：議会活動

臨時会閉会 テーマ：議会活動

阿佐ヶ谷→新橋→阿佐ヶ谷→荻窪→吉祥寺→西荻

現場の声を聞く テーマ：議員活動

緊急保育対策第2弾公表 テーマ：桂韮

火曜日、水曜日 テーマ：議員活動

おはようございますとみもと卓です。最近は寒暖の差が激しいですね。

暑い日はもう夏を感じますね。私もすでに焼けています。

テーマ：謙員活動

テーマ：議員活動

ただ寒い日はまだ羽織るものも必要。お互い体調管理に気を付けましょう。

さて ここ2日の動きですが火曜日は議員団総会があり昨今 区政が力を特に入れている待機児童対策と狭あ

い道路についての勉強会が行われました。

2016-05-10 08:05:00 

2016-04-29 09:37:25 

2016-04-27 08:02:19 

2016-04-25 21:25:20 

2016-04-19 22:26:10 

GW中は テーマ：え竺他

監査委員会議→会派団会議→商店会総会

文教委員会での質疑 テーマ：議会活動

文教委員会で久ク質疑'.._テーマ：護含活動

すぎなみ保育緊急事態宜霊＿ テーマ：彪並
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2016-04-15 19:54:02 幅広い活動の一日 テーマ：議員活動

2016-04-13 07:59:23 商店会の仕事 テーマ：地域活動

2016-04-09 15:57:36 総理と桜を見る会 テーマ：議員活動

2016-04-07 07:59:36 4月に入って テーマ：政党活動

富本議員は按分を 75%と設定しているが、どのような根拠に基づいて設定したのか説明が

ない。請求人たちで内容を検討したが 75%と断定する根拠、客観的事実は不明であり、理

解しがたい。区政の調査研究というよりは、富本議員の日々の行動記録が多く、本来の政

務活動からすれば、約半分と解釈するのが妥当と思われる。

2015 (平成 27)年度の政務活動我の住民監査請求の監査結果書に富本厳員の意見が掲載さ

れている。

「杉並区職員措置請求監査結果（平成 27年度政務活動費に関する住民監査請求）」

P157"-'158に書かれた富本 卓議長の見解

政務活動費の適正な運用の確保に向けては、これまでも不断の検証・見直しを行ってきたが、酪

務活動の使途については 区民に対する説明 • 壬を 分に果たすことが より一r..・求められて

おり、今後は、政務活 J がこれまでP上に区民の信 がノられる制度として確立できるよう

更なる改善に向けて不断の検証・見直しに努める所存である。（下線は請求人による）

富本議員は証拠も示さず、按分 75%と設定しているが、区民に対して説明安任を十分に果

たしていない。

窟本鏃員のホームページは、調査研究活動とそうでない部分とを合理的に区分することが

困難なので、「按分の原則」の原則に従い、社会通念上相当な割合による按分として、 50%

を超える金額、 75000円の返還を求める。

河津利恵子議員のホームページ運営・管理料

ホームページ運営・管理料 按分 BO%合計 141,600円のうち 53100円の返還を求める。

ホームページ運営に関して 80%にした理由を河津謡員は以下のように述べている。

河津識員の説明（領収書等貼付用紙の備考欄の記述

主にホームページの管理や運営、プログの更新、文害 ・質問用紙、答弁等のデジタル化及びファ

イリング、写真データのデジタル化及ぴファイリング等の依頼。

ブログについては区政の や委会等の議会における朽 民生活に関する勉強会や渭査

研究の： L:I::.に特いしており・務活動に る(、 r'細目に ljり 使用実、に艮して 80°0計上

（添付資料 9 河津謡員の BO%按分の説明）

河津厳員のプログをすべて読んだが、河津議員の説明とは全く異なり、区政に関する内容

は非常に少ない。河津議員の家族の内容が多く 、税金を使って区民にお知らせする内容な

のかと、驚いた。すべて読んだ後の感想は、公私混同の記事が多く、河津職員の家族のこ
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第1号様式（第3条関係）
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主にホームベージの管理や運営、ブログの更新、文書・質問要旨、答弁等のデジタル化
及びファイリング、写真データのデジタル化及びファイリンダ等を依頼。
ブログについては、区政の情報や委員会等の議会における情報、区民生活に関する四頭
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とが強く印象に残った。何を根拠にこの内容で 80%というのであろうか。読み手である区

民が客観的に判断すればとても 80%とは信じがたい。 80%の設定に当たり、読み手である

区民の声を聴いただろうか。 80%とした客観的な根拠を提示すべきである。

平成 28年度ではないが、最近の 2018年の 3月 16日のプログ「生まれた！生まれた！ 」

を読んで非常に驚いた。まさに公私混同である。孫の誕生を喜んで、興蘊した雰囲気が伝

わってくるブログ掲載で、政務活動挫を使っているブログに掲載する文章とはとても思え

ない（平成 28年度はブログを 1本掲載するごとに業務委託として 3000円を払っている）。

私的でめでたいことなので、どんどん自費でやればいい。税金を使用している感覚の鈍さ

である。

河津厳員は、 当選 5回、議員選出の監査委員を 2回経験しているので、政務活動費の使途

については熟知しているはずである。按分の原則の社会通念上に基づいて 50%に按分し、

50%を超えた金額の返還を求める。按分 80%で支出した 141,600円のうち 53,100円の返

還を求める。

4/28、80%計上額 15,200円

• 今年は年女いよいよ還暦です(--;) (04/25) 

• 被災地の皆さん、頑張って! (04/17)農業公園オープン (04/10)

• 自由と平和のための4・15杉並集会 (04/06) 

5/31、80%計上額 12,800円

• 緊急保育所整備① (05/25) いろいろな出会いがありました(AA)V (05/16) 

• 休み中に、思うこと (05/05)

6/30、80%計上額8,000円

今回の選挙の行方は? (06/14) 

7/29、80%計上額8,000円

8/31、80%計上額 5,600円

9/30、80%計上額8,000円

ご無沙汰しました(><) (09/23) 

10/28、80%計上額 12,800円

• 開票までの時間に思うこと (10/22) 「杉並フェスタ」に行ってみよう! (10/31) 

• 第三回定例会報告 (10/24)第三回定例会終わってホっ (AA;) (10/16) 
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11/30、80%計上額 15,200円

• 区民生活委員会 (11/30) 旧友との楽しいひととき (11/28)

• 台湾との交流 (11/21)すぎなみフェスタで (11/10)

12/29、80%計上額 12,800円

• 舞台芸術・演劇祭で元気をもらいました(Mf(12/28) 

• 地域マター②狭あい道路拡幅整備路線 (12/19)

• 地域マターですが① (12/06) 

1/31、80%計上額 15,200円

• 区分判定の調査を受けて (01/31)注目の東京都予算 (01/28)

• 心配で不安なことばかリ・・ (01/16)新しい年、健康が何よりです! (01/07) 

2/27、80%計上額 12,800円

• 西荻のまちを歩いてご機嫌（＾勺 (02/25)平成 29年度予算について (02/20)

• 春の訪れ「花かんざし」&#9880;&#9880;&#9880;(02/05) 

3/30、80%計上額 15,200円

• ふるさと納税について (03/31)子どもへの教育、卒業式に思うこと (03/25)

• 高校、卒業式しました (03/19)ちょっと嬉しい報告 (03/13) 以上

山本ひろこ鏃員

広聴広報費

HP管理運営費按分80%、合計 77,760円のうち、全額77,760円の返還を求める。

5/16, (4・5・6月分 25,920円） 7/8, (7・8・9月分 25,920円） 10/28 (10・11・12月

分 25,920円） 3/21 (1・2・3月分 25,920円）

山本ひろこ議員の平成 28年度の HPは3回しか更新されていない。

ところが、ページの最後に公明党新聞ニュースが載っていて、毎日、公明党新聞の宣伝に貢

献している。

山本ひろこ議員の関連リンクを見ると、公明党関連の記事が多く出てきて、まるで、公明党

の宣伝機関と思われる。公明党関連の記事は税金で行うべきではない。
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最近の記事

2018年 03月 1・1日

平成 30年度予算特別委員会

2016年 09月 20日

第 3回定例会一般質問
.. , ............................................................ . 

20・16年 05月 21日

高円寺子ども食堂

20・16年 05月 03日

「社会的養護と子どもの貧困」本当に必要なの子ども支援とは

公明党新聞ニュース

This API is no longer available. 

公明党新間二．ォースを見る

山本ひろこ議員の関連リンク

• 山本ひろこ Facebook

・すぎなみ（区の公式ホームページ）

•杉並区議会

・NEW KOUMEITO 公明党の HP 山口那津男代表の写真と公明党の政策等

・KOUMEITOU YOUTH 公明党青年委員会の宣伝

・iWOMANアイウーマン公明党創価学会結婚相手等の関連リンクに繋がっている。

以上のように、山本談員は HP管理運営費といっているが、内容は「政務活動」ではなく、

政活費からの支出が禁じられている政党活動にあたるので、認められない。全額の返遠を求

める。

横山えみ識員

2/15、HP作成インターネットサーバー管理費 80% 25920円を計上しているが、以下の理

由で全額25920円の返還を求める。

横山議員の HPを見ると、 Facebookは更新されているが、活動報告は2015年 1月 5日が最

後で 2016(平成 28)年度は全然ない。ホームページの下段に KOUMEITOU公明党の欄が

ある。それをクリックすると、公明党の宣伝である。
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政策• 実績所属議員検索 選挙情報 ニユース もっと公明党 公明党について

お申し込み あなたの声を公明党に よくあるご質問 サイトマップ English 

上記の項目が出てくる。政活袈での政党活動は禁じられている。よって、全額の返金を求め

た。

＜賓料購入費＞

浅井くにお

図録（祭りばやしのひびき、荻外荘と近衛文麿、愛新覚羅浩展） 1,600円

平成 28年 5月に、杉並区郷土博物館で、図録 3点を購入し、政務活動費に計上してい

るが、これらの図録購入と区政との関係が明らかにされておらず、購入した目的を開示

することを求める。その説明に、公私混同のない公金の使用目的が明示されていない場

合は、計上された 1,600円の返遠を求める。

大泉やすまさ

時事通信社(2017年 2月,....,2018年 1月分） 2017年 3月 29日計上 129,600円

都政新報 (2017年 7月""2018年 12月分） 2017年 3月 30日計上 36,870円

政活費条例の第 12条に、「その年度内に交付を受けた政務活動探から、支出総額を控除し

て残余がある場合、返還を命じることができる」と規定されている。請求人は、条例が規

定する支出総額は、原則として、年度内の活動に関する支出に限定すべきと解するが、大

泉識員が、年度末の 3月に計上した時事通信社と都政新報の購読費の支出は、時事通信社

への 2月と 3月分を除き、すべて、次年度の購読費である。

条例により交付された政務活動費は、原則として、当該年度の政務活動を対象にしてい

ると解するが、その活動とは、例えば、書紺や雑誌を購入し、それらから得られた情報を

区政に生かすことを意味しており、次年度発行の雑誌類を購読契約しただけでは、当然の

ことながら、当該年度の政務活動への寄与は存在しえない。従って、次年度に入手する雑

誌等の購読予約投用を、当該年度の政務調査費に計上することは、法令上からも認められ

ないことと解し、次年度分の支払い分、時事通信社 10か月分 108,000円と都政新報全額

邸，870円の返還を求める。

脇坂たつや

新聞—自由民主 28.4-29.31 年分購読料 5,100円

議長訓令第 2条の支出基準に、「政務活動に要する経費に該当しないもの」として、「政

党活動に関する経費」が挙げられているが、 一方、資料購入費の項目で、「所屈政党発行

の購読は一人 1部のみ」とされている。多くの政党の党員は、党紙を購読・購入が義務
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付けられているのが一般的であり、その費用を政活費から支出することは認められない

とすることは、一般社会通念上からも明白であり、訓令自体が自己矛盾している。従い、

自由民主新聞の年間購読料 5,100円の返還を求める。

岩田いくま

書籍を 42冊購入し、政務活動費に 82,466円計上しているが、平成 29年 2月28日に、

「犯罪心理学辞典」を 21,600円で購入している。この辞典を、区政の活性化などの政

策立案に、どのように活用してきたかについて説明を求めるが、その内容に疑義があ

る場合は、 21,600円の 50°/o10,800円の返遠を求める。

公堕裳 「公明新聞」「月刊公明」機関紙、お茶代、土産代の返還請求

杉並区謡会公明党

返還要求額 公明新聞の購読料 177378円の返還を求める

「月刊公明」の購読料 22176円の返遠を求める。

杉並区議会公明党の 8 議員、山本ひろこ・川原口宏之•横山えみ・大槻城ー・北明範• 中

村康弘• 島田敏光•渡辺富士夫議員は政務活動費で「公明新聞」の購読料を払った。

公明新聞の月額は 1887円である。

山本ひろこ•川原口宏之•横山えみ・大槻城ー ・北明範•島田敏光議員の 6 議員は各々 1887

円X12か月分=22644円を支出した。

中村康弘•渡辺富士雄職員の 2 謡員は各々 1887 円 Xll か月分=20757 円を支出した。

合計額は 177378円である。

公明党規約

第七条党員の義務は、次のとおりとする。

一党の綱領及び規約を守ること。

二党の政策及ぴ方針に従うこと。

三積極的に党活動に参加すること。

四党費を納め、機関紙を購読すること。

と、明記している。

7人の謡員はすべて公明党所属であり、党員としての義務である機関紙購読を政活黄＝税

金で購入している。

「杉並区議会の会派及び厳員に対する政務活動費の取り扱いに関する規程」第 2条 (2)

で政党活動に関する経費の支出は禁じられている。

党員としての義務を政活費で払うことは税金・公金を違法に使うことである。

杉並区では「政務活動に要する経費細目」で「O所属政党発行の機関紙の購読については、

隊員 l人当たり 1部のみとする」としていることを適用して、政活費で払っている。経費
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細目に適合しているという理由で、政活費から支出しているが、規程2条に違反する。こ

の経費細目に関していえば、党員が所属政党の機関紙の購読を義務付けられていることに

関して、税金である公金で支払ってもいいと決定したこと自体、違法である。

これは公金で公明党員の義務を果たすという所属政党の機関紙を購読することで、所属政党を

経済的に支援することになっている。

さらに、経費細目で、「O所属政党発行の機関紙の購読については、議員 l人当たり 1部の

みとする」との規定があるにもかかわらず、下記の 7議員は「月刊公明」の購読も行って

おり、 2件の所属政党発行の機関紙購読は認められない。

大槻議員は月刊公明の購入にもかかわらず出納舘には書藉代として計上しているが、領収杏

は「月刊公明」の購入である。正確に出納薄に記載しないのは、なぜか。説明を求める。

また、購入した公明党談員のすべてが 3冊ずつ購入し、 3冊分の領収害を添付し、 1冊分

を政活費で払っている。なぜ3冊分の領収害を添付するのか、説明を求める。

「月刊公明」の購入金額

1000番山本ひろこ議員 12/21、1848円

3000番横山えみ厳員 9/12 1848円 1/11 1848円

4000番大槻城一鏃員 6/22 1848円 1/30 1848円

出納簿に他の談員は「月刊公明」購入と書いているが、大槻隊員は「書籍購入」と記入。

5000番北明範議員 7 /2 1848円 12/21 1848円

6000番中村康弘議員 12/28 1848円

7000番島田敏光議員 9/14 1848円 3/16 1848円

8000番渡辺富士雄厳員 8/10 1848円 1/27 1848円

く事務費＞

小林ゆみ

以上、合計22176円

ノートパソコン、 USB・C接続ケーブル、マウスの購入 計上額78,338円

平成 29年 1月 26日に、ノートパソコンを USB・C接続ケーブル、マウスを新規に購入

し、按分 50%で、政務活動費に計上している。購入先は「ケーズデンキ」で、領収書が

発行されているが、購入者の名前が記載されていない。公金である政務活動毀の計上に

は、購入者名が記載された領収害が必須であると解しているが、何故、宛名無記名領収

書の提出となっているのか、その理由の説明を求める。その内容に、疑義がある場合は、

計J::額 78,338円の返遠を求める。

なお、耐用年数のある備品の購入には、厳員自身の任期の残年数の考慮が必要と解する

が、備品台帳の開示と按分比算出に、どのように反映させたかについて説明を求める。
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市来とも子

複合機保守料（平成28年 3月～平成29年2月、 12カ月、按分率80%)45,394円

複合機リース料（平成28年 9月～平成29年 3月、 7カ月、按分率 80%)87,696円

当該コヒ°一複合機は、市来職員の自宅事務所に置かれていると解しているが、その保守料、

リース料の政務調査費への計上を 80%の理由の開示を求める。その内容に疑義がある場

合は、按分率 50%を超える計上額の返還を求める。返還要請額は、保守料 17,022円、リ

ース料 32,886円、合計49,908円である。

又、複合機保守料の計上が 12カ月、リース料の計上が 7カ月となっているが、 5カ月の

違いがあるが、その違いの理由の開示を求める。

「政務活動費の交付に関する条例」 第 1 条は、会派•議員の「調査研究その他の活動に資

するため必要な経費の一部として」交付するとし、 9条に、政務活動費とは「区政の課題

及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必

要な活動に要する経費」とされる。更に、第 11条には、区議会謡長の役割として、必要

に応じて調査を行い、「透明性の確保」を確保することが規定されている。

平成 27年度政務活動黄請求の監査結果書に付された議長調査に対する市来識員の回答で、

以下の内容が記されている。

「コピー複合機については、保守費用も含めリース契約を行っており、区政報告、区政

報告会のお知らせ等の印刷、区政資料の印刷とスキャン、区民の意見 ・要望を聴取する

FAXの目的で政務活動として使用しており、 80%を超える計上を考えていたが、政務活

動以外の活動も考隅に入れ、念のため 80%とした。」

市来議員の杉並区の自宅は、社民党杉並支部の事務所の機能も有していると解するが、

当該複合機を、市来議員の区議としての区政に直結する政務活動以外の 「政党活動」関係

のコピー等に使用しているのだろうか。

政務活動費の取扱いに開する議長訓令第 2条に、政務活動の経費に該当しないものとし

て、「選挙活動、政党活動、後援会活動等」が明記されている。当該コピー複合機の経費

を、公金・税金である政務活動費に計上する場合は、厳格な按分の設定を要請する。

杉並区議会公明党が購入しているお茶代について

下記の様に、区民意見聴取時のお茶代を、公費である政務活動費に、按分 50%で計上してい

る。

4/22 2970円 70人分のお茶代

5/16 5940円 140人分のお茶代

5/26 4049円人数の記載無し

11/11 2970円 70人のお茶代
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11/17 1388円 日本茶 60人分、コーヒー27人分

11/17 611円 30人分のお茶代

1/10 6210円 70人分、 84人分のお茶代

2/28 3240円 84人分のお茶代

3/16 6480円 168人分のお茶代

5/26の領収書には人数は記載されていないが、それ以外の領収書の人数を合計すると 719名であ

る。これだけ大勢の人数にお茶を提供した場所はどこだろうか。意見聴取をどこで開催し、参加

した区民に、どの様に飲み物を提供しているかについて、説明・開示することを要請する。

その説明に合理的・客観的事実がない場合は、返還を求める。

政務活動費の取扱いに関する議長訓令第 2条に、政務活動の経費に該当しないものとして、

「選挙活動、政党活動、後援会活動等」が明記されている。区民意見聴取時のお茶代として

いるが、例えば、それらの集まりが、公明党の支持者を中心に催された場合のお茶代の経費

を、公金・税金である政務活動費に計上する場合は、より厳格な按分の設定を要請する。

河津利恵子眺員の事務費の按分について

河津議員は按分80%について以下のように説明している。

領収書等貼付用紙、 4月分 No8の備考欄に河津謡員が苔いた説明

パソコン周辺機器及びインターネット接続に関しては、プライベート及び家族用と区別して所有

しており、専ら政務活動として使用している。よって政務活動に要する経費細目に則り、使用実

態に即しパソコン・周辺機器・インターネット回線・モバイル通信のためのプロバイダー料につ

いては 80%を計上。

河津議員は「使用実態に即し」 80%計上と述べているが、厳員に配布されている「手引き」

によれば「実態に即して按分する場合には、合理的な説明が必要です」と明記している。河

津議員には合理的な説明がないので、 80%とする根拠が不明である。杉並区の按分の原則に

基づき、 「社会通念上相当な割合による按分」として、50%超の支出については返還を求める。

パソコン用インク代按分80% 合計9,120円

4/14、1,036円、 4/20、1,812円 2/15、3,480円

インクカートリッジ代按分80% 合計6,208円

5/24、2,040円 7/14、3,168円

要返還 3420円

3/4、1,888円 3/9、904円

要返還 1953円

インターネット接続料按分BO% 合計 56,496円 要返還 21186円

4/25、4,708円 5/26、4,708円 6/27、4,708円 7/25、4,708円 8/25、4,708円

9/26、4,708円 10/25、4,708円 11/25、4,708円 12/20、4,708円 1/26、4,708円

2/28、4,708円 3/23、4,708円
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プロバイダー按分80% 合計9,072円 要返還 3402円

5/26、3・4月分 1,512円 7/25、5・6月分 1,512円 9/26、7・8月分 1,512円

11/25、 9 • 10月分 1,512円 1/25、11・12月分 1,512円 3/23、 1• 2月分 1,512円

パソコン一式購入、 2/2, 80%計上、 110,984円 要返還 41619円

大熊昌巳談員の事務費

大熊議員は 2016(平成28)年度のパソコン関係の経費の按分はすべて 50%で計上している。

平成27年度までは按分90%で計上していた。

2016 (平成 28)年度から、大熊議員は杉並区の按分の原則に基づき、「社会通念上相当な割

合による按分」を 50%と認めたという事であろう。

事務費 408,528円（按分 50%で計上）

PCウィルス出口対策リース 50% 2,160円Xl2か月 =25,920円

PCウィルス入口対策リース 50% 4,752円Xl2か月 =57,024円

ノート PC WIFI 利用料 50% 1,995円Xl2か月=23,940円

インターネット接続保守料 50% 1,728円Xl2か月 =20,736円

パソコン ・プリンター等保守料 50% 4,860円Xl2か月 =58,320円

インターネット接続料 50% 2,889円Xl2か月 =34,668円

ノー トPC・名癖ソフトリース料 50% 12,420円Xl2か月 =149,040円

名簿管理ソフト保守料 50% 3,240円Xl2か月 =38,880円

大熊議員は現在、自民党杉並総支部の会計責任者や自民党東京都杉並区24支部長などの役

職についており、自民党の中での活躍が多くあると思われる。

政活費からの支出は按分を 50%にすることですべてが認められるわけではない。上記の下

線の支出については、区政の政務活動との関連が不透明である。

特に名薄管理についての経費は「杉並区厳会の会派及び厳員に対する政務活動費の交付に

関する条例」第 9条に当てはまらない支出である。また、議員の中で、ウィルス対策にこ

れほど多額の金額を使う議員もいない。自民党の会計責任者や支部長として、行わなくて

はいけないウィルス対策があるのでなかろうかと、区民としては疑念がわく。名瘤管理や

ウィルス対策について、客観的且つ合理的な説明はない。

よって、

PCウィルス出口対策リース 50% 2,160円Xl2か月 =25,920円

PCウィルス入口対策リース 50% 4,752円Xl2か月 =57,024円

ノート PC・名薄ソフトリース料 50% 12,420円Xl2か月 =149,040円

名簿管理ソフト保守料 50% 3,240円Xl2か月 =38,880円

以上合計、 270,864円の返遠を求める。
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携帯電話代の按分率について

携帯電話代について「手引き」によれば、事務喪になっている。しかし、携帯竜話は「区民

からの要望及び意見の聴取」という「広聴広報費」の役割も果たしている。按分率は「使用

実態に即して按分」と規程している。

以下の返還を求めた按分率が 50%超の謡員うち、吉田あい厳員だけが「議員名簿」で電話番

号を公表している。北明範議員は領収書に電話番号が記載されていた。他の浅井くにお・大

和田伸•大槻城ー• 河津利恵子・川原口宏之• 島田敏光・中村康弘• はなし俊郎・山本あけ

み・山本ひろこ•横山えみ•渡辺富士雄・脇坂たつや議員の携帯電話番号は公表されていな

い。携帯電話の役割を考えると、政務活動費で携帯電話代を支出するからには、携帯電話番

号を公表することは当然である。

按分 50%以下の議員についても、政活毀から支出している謡員の携帯電話番号は、議員名鏑

等で区民に対し、公表を求める。

携帯電話代の按分の変化

「政務調査費検討会報告書」 平成 20年 3月政務調査費検討会

「政務調査費検討会報告書」は 2008(平成 20)年 3月に杉並区議会議員が学識経験者等の

第三者からの意見を取り入れ作成した。

報告害の PlOに政務調査費検討会の委員と学識経験者等の名簿が載っている。

【政務調査費検討会委員】（下線を引いた委員は 2018年現在、杉並区議会議員）

会長 河野庄次郎

副会長 横山えみ

委員富杢皇、島田敏光、小川宗次郎、鈴木信男、小野清人、岩田いくま

【政務調査費検討会で意見をお伺いした学識経験者等の方々】

内山忠明・日本大学法学部教授・弁護士

児玉博昭• 白鳳大学法学部准教授

高橋新一郎・（社）杉並青色申告会会長ほか

中村香子・日本公認会計士協会東京会杉並会副会長 以上

報告書の Plに以下のことが記載されている。

政務調査費支出の基本的考え方について

(1) 実費弁償の原則 (2)按分の原則 (3)透明性の原則

報告書の P2には

「経費の按分が必要な場合については按分の基本的考え方に基づいて支出割合の上限を設定

麟」と述べ、

「政務調査哄検討会では、先に設定した「政務調査費の取り扱いに関する規程の運用にあた

っての留意事項」の支出割合の上限設定を基本としつつ、青森地裁判決（平成 18年 10月20
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日）や学識経験者の 三者の意見を参考にしてよ炉細な経’ 分の基準を設定する」

と、明記している。

報告書の P6には

「O通信費に開する支出割合の上限設定は次のとおりとする」

携帯電話 1/2 

固定電話（事務所専用） 1/2 

固定電話（事務所自宅兼用 FAXあり） 1/2 

固定電話（事務所自宅兼用 FAXなし） 1/4 

さらに P9には、学識経験者等の意見が書かれている。

「O携帯電話についても、按分基準設定しておいた方がよいと思います。

通信費の中で携帯電話だけが実態に則して合理的に按分するとなっていますが、その決め

方自体に合理性があまりないように思います」

以上のように、青森地裁の判決を参考にし、また、学識経験者等の第三者の意見を取り入れ

て政務調査費検討会は携帯電話代の按分を 1/2と決定したのである。

しかしこれ以後、「手引き」によれば、携帯電話代の按分率は以下のように変化した。

2008 (平成 20)年,.._,2012(平成24)年まで按分 1/2と明記。

2013 (平成 26)年度から上限設定が無くなる。

平成25年度・ 26年度の支出にあたっての留意事項

•携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費については、（使用）実態に即して按分し

ます。（その際、合理的な説明が必要です）

2015 (平成27)年度から （その際、合理的な説明が必要です）は削除

O使用実態に即して按分します。

以上のように、携帯電話代の按分について、 2013(平成 25)年度からは上限設定をなくし、

「使用実態に則して按分」するとしながら、 2015(平成 27)年度からは、謡員からの合理的

な説明もなく、申告のまま按分を設定し、監査ではそれを認めて来た。

2014 (平成 26)年度、 2015(平成 27年）度の政務活動費の住民監査請求に対して、

上限が定められていない経費について、

「杉並区職員措置請求監査結果（平成 26年度政務活動費に関する住民監査請求（その 2))」

の P47 に上原和義•岩崎英司杉並区監査委員が下記の意見・要望を述べている。

同様の文を監査委員は 27年度の監査結果害P44でも述べている。
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按分の割合（上限）が定められていない経費について

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の議員活動や私的活動が

混在する場合の按分について、ガソリン代、事務所賃借料等のように支出割合の上限を 2分の 1

等とするもののほかは、「実態に即して按分する」、「社会通念上相当な割合で按分する」などとさ

れ、按分の割合（上限）が定められていない。

透明性の向上、区民の理解促進のなどのため、按分の割合（上限）が定められていない経費に

ついては、適切な按分の割合（上限）を設定すること、及び個々の会派又は議員においてそれを

超える実態がある場合は、より詳細かつ合理的な説明を付して、その割合で按分することを検討

されたい，（下線は請求人による）

この監査委員の要望・意見に対応して、佐野宗昭区厳会事務局長から、監査委員に対して 2018

（平成 30)年 4月 6日「平成29年度杉並区職員措置請求監査結果における意見・要望事項

等への対応状況について（報告）」 (3O杉厳会第 14号）が出された。

報告の別紙に 2018(平成 30)年度からは、

「インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費は、支出割合

の上限を 1/2とする。ただし当該支出について合理的な説明ができる ムは この艮りで

はな止」と規程が改正になったことを明記している。

以上みてきたように、携帯電話については、按分を 1/2にすることが妥当である。

2016 (平成 28)年度の携帯電話代の按分率 1/2を超えることについて、議員からは詳細か

つ合理的な説明は何らされていないので、区民に対して説明資任が果たされておらず、透明

性に欠ける。 1/2を超える金額については返還を求める。

公明党議員は全員按分 80%であり、それに対する詳細かつ合理的説明もなく、 80%に設定し

た根拠が不明である。公明党議員の中で、最高額は 7000番島田議員 192726円、最低額は

3000番横山議員 39461円であり、約 5倍の差があり、携帯電話使用については一律に按分

率を同じにすることには疑問があり、透明性に欠ける。按分の原則の「社会通念上相当な割

合による按分」に基づいて、 50%を超えた額について、返遠を求める。

1000番山本ひろこ議員按分80%

89016円のうち按分 50%を超える額 33381円の返還を求める。

携帯電話代按分 80% 4/27、7019円 5/27、7,444円 6/27、7465円

7/27、7403円 8/29、7411円 9/27、7590円 10/27、7456円

11/28、7432円 12/27、7445円 1/27、7375円、 2/27、7456円 3/27、7520円
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2000番川原口宏之 按分 80%

128367円のうち按分 50%を超える額48138円の返還を求める。

携帯電話代按分80% 4/18, 10354円、 5/16、10,385円 6/16、10383円

7/19、10370円 8/16、10380円 9/16、10352円 10/17、10384円 11/16、10.371円

12/16、10554円 1/16、12296円 2/16、12109円 3/16、10429円

3000番横山えみ 按分 80%

39461円のうち按分60%を超える額 14798円の返還を求める。

携帯電話代按分 80% 5/2、3582円 5/31、3,564円 6/30、3647円 8/1、3546円 9/30、

3565円 10/31、3555円 11/30、3542円 1/4、3572円 1/31、3619円

2/28、7269円

4000番大槻城一 按分 80%

76455円のうち按分50%を超える額28671円の返還を求める。

携帯電話代按分80% 4/27、6308円 5/27、6,311円 6/27、6328円 7/27、6316円 8/29、

6311円 9/27、6712円 10/27、6309円 11/28、6464円 12/27、6449円 1/27、6314円

2/27、6309円 3/27、6324円

5000番北明範 按分 80%

84683円のうち按分50%を超える額31757円の返還を求める。

携帯電話代按分 80%、5/2, 11092円、 5/31、7,400円 6/30、7379円 8/1、7457円

8/31、7484円 9/30、8301円 10/31、8272円 11/30、8368円 1/4、8384円

2/28、10546円

6000番中村康弘 按分 80%

74977円のうち按分50%を超える額28177円の返還を求める。

携帯電話代按分80% 4/18, 5804円 5/16、6,012円 6/16、5824円 7/19、5791円 8/16、

5804円 9/16、5850円 10/17、5779円 11/16、5807円 12/16、6086円 1/16、8444

円 2/16、7668円 3/16、6108円

7000番島田敏光議員 按分80%

192726円のうち按分50%を超える額72273円の返還を求める。

携帯電話代按分 80% 4/11、15881円 5/10、15881円 6/10、15881円 7/11、19388円

8/10、15712円 9/12、15712円 10/11、15712円 11/10、15715円 12/12、15712円 1/10、

15712円 2/10、15712円 3/10、15708円
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8000番渡辺富士雄隊員 按分 80%

101091円のうち按分 60%を超える額37910円の返還を求める。

携帯電話代按分80% 4/11 7957円 5/10、7,953円 6/10、7986円 7/11、7948円 8/10、

7963円 9/12、8717円 10/11、8717円 11/10、8724円 12/12、8719円

1/10、8838円 2/10、8853円 3/10、8716円

浅井くにお議員按分 70%

117671円のうち按分 60%を超える額 33692円の返還を求める。

携帯電話代按分 70% 4月 10253円、 5月9993円、 6月 9993円、 7月 9976円

8月 10059円、 9月 9968円、 10月 9982円、 11月9986円、 12月 9972円

1月 9330円、 2月 10437円、 3月 7622円

大和田伸議員按分80%

111408円のうち按分50%を超える額41788円の返還を求める。

携帯電話代按分80% 4月 9126円、 5月 9180円、 6月 9050円、 7月 9170円

8月 9054円、 9月 8961円、 10月8907円、 11月9722円、 12月 9200円

1月 10344円、 2月 9753円、 3月 8941円

山本あけみ議貝 按分 80%

99852円のうち按分50%を超える額37537円の返還を求める。

携帯電話代按分BO%、4月 9027円、 5月 9107円、 6月9050円、 7月 9183円、

8月 9222円、 9月 9240円、 10月9245円、 11月9240円、 12月 9258円

1月 9216円、 2月 8064円

はなし俊郎議員 按分 70%

50563円のうち按分50%を超える額 14447円の返還を求める。

携帯電話代按分70% 4/19、4387円 6/21、4352円、7/20、4343円 9/21、4344円 10/12、

4710円 10/14、4719円 11/28、4766円 12/16、4717円 1/23、4805円 2/16、4702

円 3/22、4718円

吉田あい議員 仕事用携帯代按分 3/4

107233円のうち按分 50%を超える額 35746円の返還を求める。

吉田厳員は仕事用携帯代として計上しているが、「仕事用」と限定する証明がなければ、透明

性に欠ける。仕事用であっても按分するということは「仕事とは何か」ということが間われ

る。

仕事用携帯代按分 3/4 107233円

4/12、8,394円、 5/10、11,868円、 6/10、8,394円、 7/11、8403円、 8/10、8412円
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9/12、8395円、 10/11、8422円、 11/10、8502円、 12/12、9210円、 1/10、9231円

2/10、9485円、 3/10、8517円

脇坂たつや

携帯電話 (70%) 89,079 

携帯電話資料の按分比を 70%とした理由の開示を求める。公金である政務調査費の使途

として不明あるいは適切でないと解した場合は、按分比を 50%とし、 25,451円の返還

を求める。

小林ゆみ

携帯電話

携帯電話を 2台保有し、通話用と検索用に使い分けているが、何故使い分けをする必要

があるのか、特に、検索用携帯電話を別にしている理由の説明を求める。

請求人は、一般的には、携帯用電話は、通話と検索機能を併せ持っていると解しており、

政務活動費に計上した通話用携帯電話費 20,832円の返還を求める。

携帯電話（通話用）定額 1,736円 (50%) 20,832円

携帯電話（検索用） (50%) 100,222 

く事務所費＞

岩田いくま

平成27年度の政務活動費監査請求における事務所費の返還請求の際、岩田事務所の表示が

ないことを指摘したが、それに対して、岩田議員より、以下の抗弁がなされた。

表示を「岩田事務所」ではなく「岩田」とした理由：

(i)議員は個人名で活動しており、「岩田事務所」という組織は存在せず、「事務所」

を付加することでかえって来訪者に混乱を与えかねない。

(2)区厳会公式HPや各種広報物における連絡策はすべて同一住所で公開されている。

(3) 「岩田事務所」と表示することによる家族（特に子供）や近隣住民への影響

請求人は、岩田隊員が、自宅の一部を、議員活動の場（条例では「議員事務所」）として

いることに異談を唱えているのでなく、厳員活動の場として、その裸用を政務活動費に計

上するには、それを「明示する」ことが、条例上も、「談員としての吉務」と解している。

自宅に「公的な活動の場」が共存する場合は、「自分の家の表札」と「公的活動の場であ

ることを示す表札」を並べて表示することが一般的であり、政務活動贄の場が特定できな

い状態が継続していると解し、計上された事務所費 120,000円の返還を求める。
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＜ム性豊＞

人件費に関して、経費細目と支出に当たっての留意事項が矛盾している。

職員に配布された「手引き」によれば

P25 の経費細目では「政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤務内容と日給•時

給等を明記のうえ、議員 1人当たり月額 50,000円を上限として勤務実納に応じた額とする。」

と明記。

◇支出の当たっての留意事項

【政務活動のみを補助する職員）

「O基本的に按分は不要ですが、例えば、区政報告やホームページに関連する業務に従事し

た場合など、印刷製本費など他の経費において按分を行っている場合には、当該按分率を適

用します。」

経費糸Ill目で「勤務実績に応じた額Jとしながら、「基本的に按分は不要です」 としているので、

議員たちは勤務実績の説明がなく、按分せずに全額を政活費で払っているのが実態である。

◇【政務活動補助職員の勤務の実情を証明する書類（政務活動補助職員の勤務報告書）】（「手

引き」 P52)には、 勤務内容は「政務活動の事務補助ということがわかるように、できる

だけ具体的に記載します。」「政務活動との関連性が分かるように記載します」と、明記して

いる。

しかし、議員が提出している【政務活動補助職員の勤務の実情を証明する書類（政務活動補

助職員の勤務報告書）】を見ると、全員、勤務場所を明らかにせず、政務活動との関連性が分

かるように記載していない。

これらの問題点について、「杉並区職員措置請求監査結果（平成 27年度政務活動黄に関する

住民監査請求）」のp44,..._,45に上原和義・三浦邦仁監査委員の意見・要望が密かれている。

上原和義・三浦邦仁監査委員の意見・要望

「全く異なる複数の勤務内容がある場合に一つの勤務内容のみを記載するなど、実態と乖離した

勤務内容の記載は適切ということはできない。

また、政務活動との関連性が分かるよう具体的に記載するという点においても、必ずしも十分

でない記載が見受けられる。

より適切な記載内容となるよう、改めて、勤務内容の記載方法について検討されたい。」

上記のように監査委員も勤務内容の記載に問題があることを指摘している。しかし、監査委

員が意見 ・要望を述べても、議員には改善は見られず、相変わらずの実態である。

以下の談員の人件黄については、全額を政務活動と認められない場合は、杉並区の按分の原

則、「社会通念上相当な割合による按分」に基づき、按分 50%の返還を求める。また、政務

活動と認められない勤務内容については、全額の返遠を求める。
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河津利恵子議員 人件狸として 465000円の 50%、232500円の返還を求める。

河津議員は政務活動補助職員として、総て高瀬美紀氏を時間給 1000円で雇い、 12月 2日3

月 16fl・17日だけは勤務時間が 3時間であるが、それ以外の日はすべて毎回 11:00-16: 

00の実働 4時間の勤務で、毎回 4000円の人件費を払っている。勤務場所、調査した成果に

ついての報告は一切なく、政務活動との関連性が不明である。よって按分50%の返還を求め

る。

・地方創生法に関する調査研究 4/4, 

•特別養護老人ホーム整備に関する調査研究 4/7,

•交流自治体に関する調査研究 4/11

•小規模多機能型施設に関する調査研究 4/14, 4/18 

・認知症ケアに関する調査研究 4/21, 1/19, 1/20 

・医療圏城に関する調査研究 4/25,

•高齢者医療と介護の連携に関する調査研究 4/28,

•待機児童対策に関する調査研究 5/9, 5/11 

•都市計画公園に関する調査研究 5/12,

・23区における財政状況の調査研究 5/19, 5/23, 

・保育所整備に関する新たな手法に関する調査研究 5/26, 5/30 

・社会保障全般に関する調査研究 6/2 

・LGBTに関する調査研究 6/6,6/9 

•若者就労支援に関する調査研究 6/13, 6/16 

•若者自立支援体制と施策に関する調査研究 6/20, 6/23 

• 子供の貧困対策に関する調査研究 6/27,6/30 

• 学校給食無料化に関する調査研究 7/4, 

・観光協会設立に関する調査研究 7/7,10/11 

・介護ロボットの導入に関する調査研究 7/11

• ふるさと納税に関する調査研究 7/14,7/19 

• 収入未済に関する調査研究 7/21, 7/25, 

・不能欠損に関する調査研究 7/28,

・マイナンバーカード発行状況に関する調査研究 8/1 

• 国民健康保険料に関する調査研究 8/4 1/23 

•介護保険制度改正後の状況調査 8/8, 8/10 

・精神障がい者医療に関する調査研究 8/22,

• 各種団体政策懇談会陳情まとめ 8/25,8/29, 8/30 

・保育所・学童クラプ・児童館に関する調査研究 9/1 

・コンビニ交付システムに開する調査研究 9/5

• 自動交付機に関する調査研究 9/8

・集会所の目的外利用に関する調査研究 9/12
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・保育施設改修に関する調査研究 9/15

•新教育委員会制度に関する調査研究 9/20

・地方創成事業の取組に関する調査研究 9/23,9/26 

・障がい者相談支援事業所に関する調査研究 9/29

• 学校給食アレルギー対応に関する調査研究 10/3, 10/6 

・女性の就労支援に関する調査研究 10/7

・フィルムコミッションに関する調査研究 10/13

• 中小企業支援に関する調査研究 10/17,

•特別支援教室設置状況に関する調査研究 10/20, 10/24、12/19, 12/22 

・社会福祉法改正に関する調査研究 10/27,10/28 

・女性特有の癌検診に関する調査研究 10/31 11/4 

•小中一貫教育の取組に関する調査研究 11/7, 11/10 

・医療費控除に関する調査研究 11/11, 11/14, 

・セルフメディケーションに関する調査研究 11/17, 11/18 

•特別区民税に関する調査研究 11/21

•個人番号条例改正に関する調査研究 11/24 

・空き家対策に関する調査研究 11/25, 11/28 

•公共施設マネジメントに関する調査研究 12/1, 12/2, 

・精神障がい者医療袈助成に関する調査研究 12/5,12/8, 2/27 

・精神障がい者地域生活に関する調査研究 12/9

•狭あい道路拡幅推進に関する調査研究 12/12, 12/15, 

• 小規模保育・ 企業内保育に関する調査研究 12/26, 12/28 

・地域包括ケアシステムに関する調査研究 1/10, 1/12 

• 国民年金制度改革に関する調査研究 1/13 

・区域外特養整備に関する調査研究 1/16 

・家具転倒防止対策に関する調査研究 1/26 

•耐震改修リフォーム助成に関する調査研究 1/27

・障害者サービス等利用計画作成に関する調査研究 1/30

・障害者グループホーム整備助成に関する調査研究 1/31

・28年度予算に関する調査研究 2/3 

・協働提案事業に関する調査研究 2/6 

•ふるさと納税返礼品に関する調査研究 2/9, 2/10 

・男女共同参画実態調査に関する調査研究2/13

• 自治体業務外部委託に関する調査研究 2/26, 2/17 

・保育所整備特区制度に関する調査研究 2/20 

・放課後等デイサービス事業者に関する調査研究 2/23, 2/24 

・ビーチバレーコート整備に関する調査研究 3/2 
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• 図書館整備に関する調査研究 3/3 

・放課後事業に関する調査研究 3/6 

・通級学級利用に関する調査研究 3/9 

• 中学生部活動に関する調査研究 3/10 

•杉並区健康推進計画に関する調査研究 3/13 

・ひとり親家庭支援と慰労費に関する調査研究 3/16 

• 子ども食蛍の運営に関する調査研究 3/17 

•動物殺処分に関する調査研究 3/21, 3/23 

• 高齢者歯科医療に関する調査研究 3/27 

・認知症家庭支援に関する調査研究 3/30 

以上、合計 117日分の勤務に対し、人件費として 465000円を政活費から支出した。

吉田あい厳員 人件費

吉田識員の政務活動補助職員はすべて吉瀬光孝：である。 下記のように「9:00-17: 00 

10,000円 」の勤務が多く、 1日8時間という長時間であるが勤務場所は一切明らかにされ

ていない。政務活動との関連性の具体的な説明はない。

名簿整理・名癖作成・名癖整理作業の勤務は政務活動ではないので、 100000円の返還を求め

る。名節整理以外の勤務 442789円の 50%、221394円の返還を求める。

合計で人件袈について 321394円の返還を求める。

4月 50000円

4 (月） 9: 00-17: 00 10,000円名簿整理

5 (火） 9:00-17:00 10,000円名舘整理

12 (火） 9: 00-17: 00 10,000円 都市股業振興法に関する調査研究

21 (木） 9:00-17:00 10,000円 熊本地震等の震災に関する資料収集

29 (金） 9:00-17:00 10,000円 熊本地震等の震災に関する狩料収集

5月 50000円

9 (月） 9 : 00-17 : 00 10,000円名簿整理

11 (水） 9: 00-17: 00 10,000円 待機児童に関する調査研究・情報収集

21 (土） 9:00-17:00 10,000円 熊本地震等の震災に関する資料収集

22 (日） 9 : 00-17 : 00 10,000円 動物愛護に関する自治体取組みの情報収集

27 (金） 9:00-17:00 10,000円 商店街の騒音に関する陳情聴取

6月 50000円

1 (水） 9 : 00-17: 00 10,000円 保育園の民営化に関する情報収集

7 (火） 9 : 00-17: 00 10,000円名節整理

10 (金） 13 : 00-20 : 00 10,000円 高円寺駅前外飲みに関する陳情対応

20 (月） 9: 00-17: 00 10,000円、高円寺駅前外飲みに関する陳情対応
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28 (火） 9: 00-17: 00 10,000円、高円寺駅前外飲みに関する陳情対応

8月 50000円

1 (月） 9: 00-17: 00 10,000円、学校におけるオリパラ教育の研究、資料収集

11 (木） 9: 00-17: 00 10,000円、イジメに関する陳情聴取

12 (金） 9: 00-17: 00 10,000円、イジメに関する陳情聴取

20 (土） 9: 00-17: 00 10,000円、高円寺駅前外飲みに開する陳情対応

30 (火） 9 : 00-17 : 00 10,000円、動物愛護法に関する賓料作成

9月 60000円

2 (金） 9 : 00-17 : 00 10,000円 名簿作成

5 (月） 9: 00-17: 00 10,000円 名薄作成

9 (金） 9: 00-17: 00 10,000円 介護保険法の改正に閑する情報収集

13 (金） 9: 00-17: 00 10,000円 地域密若型通所介護に関する情報収集

23 (金） 9: 00-17: 00 10,000円、高円寺駅前外飲みに関する陳情対応

30 (金） 9: 00-17: 00 10,000円、ご近所トラブル（ゴミ出し）に関する陳情対応

10月 50000円

4 (火） 9 : 00-17: 00 10,000円、防犯カメラに関する各自治体の取組み調査

12 (水） 9: 00-12: 00 5000円、中学校の武道必修に関する資料収集

16 (日） 9 : 00-12 : 00 5000円、高円寺駅前外飲みに関する陳情対応

24 (月） 9 : 00-17 : 00 10,000円、平成 28年決算号区政報告発送作業

27 (木） 9: 00-17: 00 10,000円、平成28年決算号区政報告発送作業

29 (土） 9 : 00-17 : 00 10,000円、 平成 28年決算号区政報告発送作業

30 (日） 9: 00-17: 00 10,000円、平成 28年決算号区政報告発送作業

11月60000円

5 (土） 9: 00-17: 00 10,000円、名継整理作業

8 (火） 9: 00-17: 00 10,000円、名簿整理作業

14 (月） 9 : 00-12 : 00 5000円 保育園入園に関する陳情聴衆、対応（原文のママ）

22 (火） 9: 00-17: 00 10,000円、他区の保育園民営化に関する資料収集

28 (月） 9 : 00-17 : 00 10,000円、 23区における公衆浴場への補助に関する資料収集

29 (火） 9: 00-17: 00 10,000円、老々介護に関する陳情聴衆、対応（原文のママ）

12月 50000円

5 (月） 9:00-17:00 10,000円、区への敷地提供に関する意見聴取

10 (士） 9:00-17:00 10,000円、区への敷地提供に関する意見聴取

19 (月） 9:00-17:00 10,000円、都市計画道路に関する陳情聴取、対応

26 (月） 9: 00-17: 00 10,000円、学区外入学に関する陳情聴取、対応

28 (水） 9: 00-17: 00 10,000円、名薄整理作業

1月 50000円

7 (土） 9: 00-17: 00 10,000円 保育園入園に関する陳情聴取、対応
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10 (火） 9 : 00-17 : 00 10,000円 待機児童に関する資料収集

14 (土） 9 : 00-12 : 00 5000円 保育園入園に関する陳情聴衆、対応（原文のママ）

18 (水） 9: 00-17: 00 10,000円 商店街の騒音に関する陳情聴取

23 (月） 9: 00-17: 00 10,000円 介護保険に関する陳情＆調査研究

31 (火） 9: 00-17: 00 10,000円各自治体の国際都市交流に関する資料収取（原文炒)ママ）

2月 50000円

6 (月） 9 : 00-17: 00 10,000円 独居高齢者支援に関する陳情聴取、対応

11 (士） 9 : 00-12 : 00 5000円 保育園入園に関する陳情聴衆、対応（原文のママ）

19 (日） 9: 00-17: 00 10,000円 パワハラに関する陳情聴取、対応

22 (水） 9: 00-17: 00 10,000円 ひとり親家庭等の医療費に関する他区の状況調査

25 (土） 9 : 00-12 : 00 5000円保育園入園に開する陳情聴衆、対応（原文のママ）

27 (月） 9: 00-17 : 00 10,000円 国民保健・介護保険の改定に関する狩料収集

3月 37789円

3 (金） 9:00-17:00 10,000円 他区の帰宅困難者対策の調査、資料収集

6 (月） 9: 00-17: 00 10,000円 他区の若年認知症対策の調査、資料収集

15 (水） 9 : 00-12 : 00 5000円名簿整理作業

21 (火） 9 : 00-12 : 00 5000円名薄整理作業

27 (月） 9: 00-17 : 00 10,000円 平成 29年春号区政報告発送作業

30 (木） 9: 00-17: 00 10,000円 平成29年春号区政報告発送作業

31 (金） 9:00-17:00 10,000円 平成29年春号区政報告発送作業

横山えみ議員人件費

公明党議員の中で人件費を計上しているのは横山えみ議員のみである。

5名の政務活動補助職員に人件費を払っている。すべて時給は 1000円である。

勤務時間は 2,..._,5時間と一定していないが、総て勤務場所は明らかにされていない。

人件費は 281000円が計上されている

・政務活動費領収害整理補助等の 48時間・通信返却物住所挫理等の 6時間は政務活動ではな

いので返還を求める。

他の 227000円は按分の原則に基づいて、 50%113500円の返還を求める。

人件費について、合計 167500円の返還を求める。

岡田恭子

・政務活動費領収書整理補助等

4/12 (4時間） 5/14(4時間） 5/28 (2時間） 6/11 (2時間） 6/25 (2時間） 7/23 (2時間）

8/9 (4時間） 8/20 (2時間） 9/13 (4時間） 9/20 (4時間） 10/15 (2時間） 12/20 (4時

間） 1/21 (2時間） 1/24 (4時間） 2/21 (4時間） 3/25 (2時間）

・通信返却物住所整理等
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12/3 (2 m与晶~) 12/6 (4 a寺FJ.1)

・区政相談補助等

4/2 (2時間） 4/5 (4時間） 4/16 (2時間） 5/7 (2時間） 5/17 (4時間） 6/4 (2時間） 6/14 

(4時間） 7/2, (2時間） 7/5 (4時間） 7/9 (2時間） 8/2 (2時間） 8/13 (2時間） 9/3, (2 

時間） 9/10 (2時間） 10/1 (2時間） 10/8 (2時間） 10/22 (2時間） 11/1 (4時間） 11/12 

(2時間） 12/10 (2時間） 12/17 (2時間） 12/24 (2時間） 1/7 (2時間） 1/10 (4時間）

1/14 (2時間） 1/28 (2時間） 2/4 (2時間） 2/7 (4時間） 2/25 (2時間） 2/28 (2時間）

3/4 (4時間） 3/18 (2時間） 3/21 (4時間）

・区政資料整理補助等

4/9 (2時間） 4/23 (2時間）， 4/26(4時間） 5/10 (4時間） 5/21 (2時間）， 5/24(4時間）

6/7 (4時間） 6/18 (2時間） 6/21 (4時間） 7/12 (4時間）， 7/16 (2時間） 7/19 (4時

間） 8/6 (2時間） 8/16 (4時間） 8/23 (2時間） 9/6, (4時間） 9/17 (2時間） 9/24 (2 

時間） 10/4 (4時間） 10/11 (4時間） 10/18 (4時間） 11/5 (2時間） 11/8 (4時間） 11/15 

(4時間） 11/22 (4時間） 12/13 (4時間） 1/17 (4時間） 2/14 (2時間） 2/18 (4時間）

3/7 (2時間） 3/11 (2時間） 3/14 (4時間）

小林恵子・通信郵送事務手伝い 4/5 (5時間）

佐渡山静江・通信郵送事務手伝い 4/5 (5時間）、 4/6(5時間）

鈴木則子・通信郵送事務手伝い 4/5 (5時間） 4/6(5時間） 4/7 (5時間）

中村善子・区政報告 N043発送のため、郵送名癒整理等 11/20(4時間）

11/23 (4時間） 11/26 (2時間）

はなし俊郎識員人件抒

はなし隊員の政務活動補助職員はすべて清水孝氏である。下記のように「10:00-17: 00 

6000円 」の勤務が多く、 1日7時間という長時間であるが勤務場所は一切明らかにされ

ていない。調査内容が多岐にわたり、且つ専門的分野の調査が多いが、清水孝氏の専門は

何であろうか。清水孝氏についての説明はない。多岐にわたる専門的な調査であるが、は

なし職員からは。政務活動との関連性の具体的な説明はない。よって按分の原則に基づき、

50%に当たる 300000円の返還を求める。

4月50000円

4 (月） 10 : 00-17 : 00 6000円、他区での自転車走行路調査

5 (火） 10: 00-17: 00 6000円、他区での自転車走行路調査

8 (金） 10 : 00-17 : 00 6000円、他区での自転車走行路調査（幹線道路）

12 (火） 9: 00-17: 00 7000円、他区の幹線道路での自転車走行路調査

is<水） 9: 00-17: 00 7000円、他区の幹線道路での自転車走行路調査（表示）

18 (月） 9: 00-17: 00 7000円、他区の幹線道路での自転車走行路調杏

190<.) 9 : 00-17 : 00 7000円、他区の幹線道路での自転車走行路調査（表示）
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23(土） 9: 00-17: 00 7000円、他区の幹線道路表示の調査

5月 50000円

6 (金） 10 : 00-17 : 00 6000円、他区の幹線道路での自転車走行路調査（表示）

9 (月） 9: 00-17: 00 7000 円、他地区の自転車走行路表示の調査• 都道

12(木） 9: 00-17: 00 7000円、他地区道の自転車走行路表示調査・電柱の位箇

19(木） 9 : 00-17 : 00 7000円、他地区での自転車走行路表示の調査（都道）

23(月） 9: 00-16: 00 6000円、他地区道での自転車走行路表示調査電柱の位置

240<) 9 : 00-17 : 00 7000円、他地区道での自転車走行路表示調査電柱の位置

25(水） 9 : 00-16 : 00 6000 円、他地区での自転車走行路表示調査•都道

27 (金） 10: 00-17: 00 6000円、他区の幹線道路での自転車走行路調査（表示）

6月 50000円

4(土） 9: 00-17: 00 7000円、他区の幹線道路での自転車走行路調査（表示）

6(月）9:00-17:00 7000円、電柱の地中化（他区地区）調査

70k.) 9 : 00-17 : 00 7000円、電柱の地中化（他区地区）調査

8(水） 9: 00-17: 00 7000円、東京都の電柱の地中化計画の調査

15((水） 9: 00-17: 00 7000円、東京都の電柱の地中化（他区地区）第一次の調査

17(金） 9 : 00-1 7 : 00 7000円、三多摩地区の電柱の無電化計画状況調査

18(土） 10 : 00-17: 00 6000円、三多摩地区の電柱の無電化計画調査

21 (火） 10 : 00-17 : 00 6000円、武蔵野市・西東京市の電柱無電化状況調査

23 (木） 10: 00-17: 00 6000円、武蔵野市・西東京市の電柱無電化調査

7月 50000円

6 (水） 10 : 00-17 : 00 6000円、三多摩地区の電柱の無電化計画調査

7 (木） 9 : 00-17: 00 7000円、武蔵野市 ・西東京市の電柱無電化調査

8 (金） 9 : 00-17: 00 7000円、武蔵野市駅周辺街づく・幹線道路の自転車道調査

（原文のママ）

12 (火） 9 : 00-17: 00 7000円、武蔵野市駅周辺街づくり市道路自転車道計画等調査

13 (水） 9 : 00-17: 00 7000円、武蔵野市駅周辺街づくり市道路無電柱化計画等調査

21 (木） 9 : 00-17: 00 7000円、三底駅周辺市道自転車道計画調査

22 (金） 9 : 00-17: 00 7000円、吉祥寺駅周辺市道自転車道計画調査

26 (火） 10 : 00-17 : 00 6000円、吉祥寺駅周辺市道自転車道計画調査

8月50000円

1 (月） 9: 00-17: 00 7000円、高齢者口腔問題調査

2 (火） 9: 00-17: 00 7000円、高齢者口腔ケア問題調査

4 (木） 9: 00-17: 00 7000円、体の筋肉（高齢者の筋力）調査

5 (金） 9: 00-17: 00 7000円、手足の筋肉（高齢者の筋力）調査

9 (火） 9: 00-17: 00 7000円、保育園建設予定地（杉並区内）調査
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10 (水） 9: 00-17: 00 7000円、高齢者の顎筋力調査

24 (水） 9: 00-17: 00 7000円、高齢者の腕筋力調査

25 (木） 9: 00-17: 00 7000円、商齢者の脚筋力調査

9月 50000円

2 (金） 9: 00-17: 00 7000円、青年期の口腔問題調査

3 (土） 10 : 00-17 : 00 6000円、青年期の口腔ケア問題調査

8 (木） 9: 00-17: 00 7000円、中年期の口腔問題調査

15 (木） 9:00-17:00 7000円、初老期の口腔問題調査

16 (金） 9: 00-17: 00 7000円、初老期の口腔ケア問題調査

17 (士） 9: 00-17: 00 7000円、初老期の口腔ケア問題調査

20 (火） 9: 00-17: 00 7000円、少年期の口腔問題調査

21 (水） 9 : 00-17 : 00 7000円、口腔ケアの調査（幼少期）

10月50000円

8 (土） 9: 00-17: 00 7000円、幼少期の口腔問題調査

15 (土） 13 : 00-17 : 00 4000円、中年期と初老期の筋肉（下半身）調査

18 (火） 9: 00-17: 00 7000円、中年期と初老期の筋肉（下半身）調査

19 (水） 9: 00-17: 00 7000円、中年期と初老期の筋肉（下半身）調査

20 (木） 9: 00-17: 00 7000円、中年期と初老期の筋力予備能力調査

21 (金） 9 : 00-17 : 00 7000円、高齢者の筋力予備能力調査

27 (木） 11 : 00-17 : 00 5000円、サルコペニア等・予防調査

28 (金） 9: 00-17: 00 7000円、裔齢者の筋力予備能力調査

11月50000円

1 (火） 9: 00-17: 00 7000円、サルコペニア等についての調査（高齢者）

2 (水） 9: 00-17: 00 7000円、高齢者の脆弱についての調査

4 (金） 10 : 00-17 : 00 6000円、高齢者の脆弱についての調査

7 (月） 9: 00-17: 00 7000円、脆弱とサルコペニアの関係調査

8 (火） 9: 00-17: 00 7000円、脆弱とサルコペニアの関係調査

10 (木） 9: 00-17: 00 7000円、脆弱とサルコペニアの関係調査

12 (土） 9: 00-17: 00 7000円、脆弱とサルコペニアの関係調査

14 (月） 13 : 00-17 : 00 4000円、脆弱とサルコペニアの関係調査

12月 50000円

2 (金） 9 : 00-17 : 00 7000円、東京都の道路整備計画調査

3 (土） 10 : 00-15 : 00 4000円、フレイル予防調査

5 (月） 9: 00-17: 00 7000円、フレイル予防研究調査

6 (火） 9: 00-17: 00 7000円、フレイル予防研究調査

9 (金） 9: 00-17: 00 7000円、フレイル予防研究調査

14 (水） 9: 00-17: 00 7000円、フレイル予防研究調査
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15 (木） 9 : 00 -17 : 00 7000円、フレイル予防対策研究調査

16 (金） 9: 00-17: 00 7000円、フレイル予防対策研究調査

1月 50000円

10 (火） 9: 00-17: 00 7000円、フレイル研究調査

11 (水） 9: 00-17: 00 7000円、フレイル研究調査

17 (火） 9 : 00-17 : 00 7000円、私道路の旧下水設備の取り替え調査

18 (水） 9: 00-17: 00 7000円、私道路の旧下水設備の取り替え調査

19 (木） 9 : 00-17 : 00 7000円、私道路から区道への研究調査

20 (金） 9 : 00-17 : 00 7000円、高齢者への運動機能状況調査

23 (月） 9 : 00-17 : 00 7000円、高齢者の運動機能アップ研究調査

26 (木） 9: 00-17: 00 7000円、 青年と高齢者の咀哨機能差調査

2月 50000円

1 (水） 12 : 00-17 : 00 5000円、青年と高齢者の咀哨機能差調査

2 (木） 9: 00-17: 00 7000円、燕下機能低下状況の調査

6 (月） 9: 00-17: 00 7000円、摂食應下機能障害の調査

7 (火） 9: 00-17: 00 7000円、摂食燕下機能障害の調査

8 (水） 9 : 00-17 : 00 7000円、摂食燕下機能障害の治療調査

9 (木） 9: 00-17: 00 7000円、視覚からの摂食障害調査

10 (金） 12: 00-17 : 00 5000円、視覚からの摂食障害調査

20 (月） 9: 00-17: 00 7000円、高齢者の砂地での体力維持の効用調査

3月 50000円

1 (水） 9:00-17:00 7000円、都市計画道路の調査

2 (木） 9: 00-17: 00 7000円、狭監道路の整備の調査

4 (土） 9: 00-17: 00 7000円、フレイルの認知機能調査

5 (日） 9: 00-17: 00 7000円、フレイルの識別機能の調査

11 (土） 9: 00-17: 00 7000円、フレイルの識別機能illチェックの調査

12 (日） 9: 00-17: 00 7000円、フレイルの識別機能illチェックの調査

17 (金） 12 : 00-17 : 00 5000円、区道申請条件（私道より）の研究調査

18 (土） 9: 00-17: 00 7000円、区道申請条件の研究調査

松浦芳子議員の人件費

松浦芳子議員の人件費はすべて時給 1000円とされ、下記の様に、早い日は朝 7時から、

遅い日は夜22時まで勤務している。しかし、勤務場所は明示されていない。

更に、その雇用人の勤務内容が、区政報告関係の業務が 100%とされているが、一般的に、

多くの区謡会厳貝の活動は、広範にまたがっていると推測される。

従って、政務活動毀の計上を行う際には、多くの袈用項目について、按分による計上が一
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般的になっている。松浦議員は、雇用人の勤務内容は、区政報告の発送準備、資料整理、

ポスティング等とし、すべてが、政務活動の交付条例が規定する活動に該当するとしてい

るが、請求人は、各雇用人の勤務内容を説明・開示することを要請する。その内容に、疑

義がある場合は、計上した人件費 201,000円の 50%100,500円の返還を求める。

4月分合計 21000円

窪嶋優子人件費 16000円

4月1日金 13 : 00-17 : 00 4000円 区政報告春号ポスティング

4月 4日月 13 : 00-17 : 00 4000円 区政報告春号ポスティング

4月 5日火 13 : 00 -17 : 00 4000円 区政報告春号ポスティング

4月 6日水 13 : 00-17 : 00 4000円 区政報告春号ポスティング

橘和歌子 5000円

4月 1日金 13 ; 00-15 : 00 2000円 区政報告春号ポスティング

4月 2日土 13 ; 00-15 : 00 2000円 区政報告春号ポスティング

4月 3日日 13; 00-14: 00 1000円 区政報告春号ポスティング

6月分合計 10000円

島本昌彦 10000円（昼休憩なし）

6月 14日火 8: 00-13: 00 5000円 区政報告春号発送後のデーター修正入力

6月 17日金 8 : 00-13 : 00 5000円 区政報告春号発送後のデーター修正入力

9月分合計20000円

中島祥江 10000円

9月 20日火 13 : 00-18 : 00 5000円 区政報告秋号用笠料整理

9月 28日水 13 : 00-18 : 00 5000円 区政報告秋号用資料整理

島本昌彦 10000円（昼休憩なし）

9月 27日火 9 : 00-14 : 00 5000円 区政報告秋号用データー入力

9月 28日水 9: 00-14: 00 5000円 区政報告秋号用データー入力

10月分 (50,000円）

窪嶋優子 24000円

10月28日金 15: 00-20: 00 

10月29日土 10; 00-18: 00 

10月30日日 10: 00-18: 00 

10月 31日月 15 : 00-20 : 00 

越村茂子 28000円

10月28日金 11:00-19:00 

6000円 区政報告秋号発送準備

7000円 区政報告秋号発送準備

7000円 区政報告秋号発送準備

5000円 区政報告秋号発送準備

7000円 区政報告秋号発送準備
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10月 29日土 10 ; 00-18 : 00 7000円 区政報告秋号発送準備

10月 30日日 10 : 00-18 : 00 7000円 区政報告秋号発送準備

10月 31日月 11 : 00-19 : 00 7000円 区政報告秋号発送準備

11月分 (50,000円）

中島祥江 31000円

11月 1日火 11 : 00-19 : 00 7000円 区政報告秋号発送準備

11月 2日水 11 ; 00-19 : 00 7000円 区政報告秋号発送準備

11月 4日金 11 : 00-19 : 00 7000円 区政報告秋号発送準備

11月 5日土 13 : 00-18 : 00 5000円 区政報告秋号ポスティング

11月 28日月 13: 00-18 : 00 5000円 区政報告秋号ポスティング

橘和歌子 20000円

11月 1日火 9 : 00-18 : 00 8000円 区政報告秋号発送準備

11月 2日水 9 ; 00-18 : 00 8000円 区政報告秋号発送準備

11月 3日木 13 : 00-17 : 00 4000円 区政報告秋号発送準備

3月分 合計 50000円

中島祥江 13000円

3月 27日月 13: 00-18 : 00 5000円 区政報告春号発送準備

3月 28日火 9 : 00-18 : 00 8000円 区政報告春号発送準備

増井暁美 13000円

3月 27日月 13: 00-18 : 00 5000円 区政報告春号発送準備

3月 28日火 9 : 00-18 : 00 8000円 区政報告春号発送準備

越村茂子 24000円

3月 26日日 13: 00-22: 00 8000円 区政報告春号発送準備

3月 27日月 7: 00-16: 00 8000円 区政報告春号発送準備

3月 28日火 7: 00-16: 00 8000円 区政報告春号発送準備

76 

以上
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杉並区監査委員御中 2018年 5月 28日

平成 28年度政務活動費の監査請求に関わる意見陳述において、下記の証拠書類等を

追加提出します。

提出資料 1. 監査請求の継続について

提出資料 2. 平成 18,.._,27年度政務調査・活動費の監査請求に対する監査結果書

に記載された監査基準及び監査委員の意見・要望等のまとめ

提出資料 3. かすみがうら市の住民が訴えた「政務調査費交付取消しとその返還措置

請求事件」の最高裁判決（平成 22年 3月 23日）

請求人（別紙）

ー

CHIBA-HIROSHI
テキストボックス
別紙１－２



　Ａ

　Ｂ

　Ｃ

　Ｄ

　Ｅ

　Ｆ

　Ｇ

　Ｈ

　Ｉ

　Ｊ

　Ｋ

　Ｌ

　Ｍ
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甲

提出資料1.監査請求の継続について

は、平成 18年度から平成 27年度までの区議会議員の政務調査費

（平成 25年から政務活動費に変更）について、監査請求を行ってきた。その間、平

成 13年に制定された政調費条例が、平成 19年 5月に改訂され、収支報告書に領収証

等の添付が義務付けられ、それに応じて、施行規則が改訂され、更に、その年に、初

めて議長訓令が出された。平成 20年に、その議長訓令で、政調費使途基準細目によ

り、政調費の使途が具体的に規定され、その後、平成 22年、 23年に議長訓令の改定

が行われてきた。又、平成 21年 6月には、議会内に、議長の諮問委員会として、正

式な政務調査費検討委員会が発足している。しかし、この委員会は非公開となってお

り、公金が交付される政務調査・活動費の在り方を討謡する公式の委員会が、何故、

この様な秘密会議の形を取るのか、あるいは、取らざるを得ないのか、一般区民の感

覚からは、到底理解できないことであるが、謡長訓令の歩みに加え、少なくとも、議

会内に、政務調査・活動費の在り方を討議する委員会が出来たことに、期待を持って

きた。

しかし、当請求人による政務調査・活動費の返還請求に対して、監査結果は、平成

19年度政務調査費を除き、多くの場合、一部の隊員の返還を認めるにとどまり、平

成 23年度以降の政務調査・活動費の返還請求に対しては、「請求人の主張は理由がな

い」として「棄却」されてきた。ただ、誤記控除等の理由で、収支報告書の訂正と自

主返還が行われている。

一方、「提出資料2」に、平成 18年度以降の政務調査・活動費の監査請求に対する監

査結果書に記載された監査基準及び監査委員の意見・要望等のまとめを示した。

平成 22年度政務調査費の監査以降は、「監査の基本的な考え方と視点」として、 6項

目が記されており（ただし、平成25年度政務活動費への変更に伴い、 (1)、(2)の

一部が変更されている）、以下に、平成 27年度政務活動費の監査結果書から抜粋した。

(1)政務活動費は、会派及び議員が行う「区政に関する調査研究その他の活動に資

する」ことを目的として、必要とする経費の一部を助成するものである。

(2)会派及び緞員の政務活動は、多岐にわたっており、それに伴い生じる経費も多

様であるので、平成 25年 3月から、一部その使途の拡大を図り、政務活動費

を充てることのできる経費を「会派及び隊員が行う調査研究、研修、広聴、広

報、要請、陳情、各種会鏃への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区

政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を固るために必要な活動に要す

る経費」と定めた。（平成 22年度政調費の監査結果書には、平成 16年4月 14

日の東京高裁判決を引用して「その経費は、調査研究に有益な費用も含まれる

べきである」と記されていた。）

(3)二元代表制を基本とする地方自治制度において、議会の自律性やそれを構成す
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る会派及び議員の政治活動の自由は保障されなければならない。そして、政務

調査活動に執行機関に対する監視の機能の側面もあるので、どのような政務活

動調査を行い、いかなる政務活動費を支出するかについては、基本的に会派及

び議員の自律的判断に委ねるべきと解するのが妥当である。

(4) しかし反面、政務調査費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の適正が

自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認できるように

透明性を確保することが必要である。このため、政務調査費条例及び施行規則

に加え、区議会による自主的ルールが定められ、仕組みが整えられてきたと認

められるが、透明性の確保は、使途が拡大された政務活動費制度において、よ

り一層求められているといえる。

(5) こうしたことから、政務調査費の支出の適合性については、収支報告書等の記

から明らかに違反がうかがわれるような場ムはその を舟呻する必要が

あることはいうまでもないが、そうした場合を除くと、「監査委員を含め区の

執守 が実際に行われた政務％査活動の具体的な目的や内点等に立ち入っ

てその 途制限適合性を 査することを予定していない」と基本的に巧されて

虹ゑ。（平成 21年 12月 17日最高裁判決）

(6)以上から、本件監査に於いて、会派及び議員の自律性を尊重することを基本と

し、政務調査費条例等の規定、判例、議会が自主的に定めた使途基準細目等に

照らし、また透明性の確保の観点にも留意してその適合性を総合的に判断する。

（下線は、請求人による）

請求人は、平成 25年度政務活動費の監査請求の意見陳述の際に、上述の (5) につ

いて、最高裁判決の一部を抜き出し、監査の基本的考え方・視点としているが、それ

は、判決の適正な理解・解釈に基づいておらず、政務調査費の監査自体に歯止めがか

かってきた要因の一つと判断し、監査の基本的なあり方の是正を求めた（参照：平成

25年度政務活動費の監査請求の追加資料 1)。

これに対して、当該監査結果書に、「その当否について見解を明らかにする」として、

「政務活動費と監査の使途適合性審査について」と題した見解が記されている。その

結語として、以下の「監査委員の考え方」が記されている。

① 会派•議員が出した領収書等の資料から政務活動費の使途違反が疑われる場合は、

必要に応じ調査を行い、適正に判断すべきであることは言うまでもないが、各会

派•議員の自主性、自律性を尊重することも考慮すべきであり、基本的には、監

査委員が会派•議員の活動に一つひとつ立ち入り、その当否を問題にするのでは

なく、当該会派・議員が提出した領収書等の基礎的な判断材料に基づき、一般的、

外形的に判断を行うのが相当と解されるのである。

② 請求人の請求内容• 主張をみると、違法・不当とする具体的な理由等を示した請

3
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求が一部に認められるが、その一方で、さしたる理由や事実を示すこともなく、

監査委員に職権による調査を求めるなどとする主張が少なからず見受けられる。

これらは、政務活動費の性格と、それを踏まえた監査のあり方についての基本的

な理解を欠いているものといわざるを得ない。よって、上記の監査に対する是正

の求めは失当である。（下線は、請求人による）

この「失当」との判断（平成 27年 6月）に対して、平成 27年度政務活動費の監査請

求の意見陳述の際（平成 29年 5月 29日）に、請求人の捉え方を述べたが、その中で、

＜我々請求人の監査請求が「杜撰（ずさん）そのもの」であると結論づけられ、ある

意味で、落第点の我々には監査請求の資格なしと聞こえてきたが、請求人の「是正要

求」は変わっていない＞とした。

以下に、「政務活動費の監査の請求」を継続することによって、請求人として、「何を

期待しているかを」を記した。

● 「監査の基本的な考えと視点」の (3) と (4)に記されている様に、「いかなる

政務活動費を支出するかは、基本的に会派及び隊員の「自律的判断」に委ねるべ

きであるが、一方、政務活動費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の適

正が自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認できるよう

に「使途の透明性」を確保することが必須であると解する。

では、会派及び議員の「政務活動費支出の自律的判断」の適合性・正当性は、ど

の様に確認できる、するのであろうか。それは、言い換えれば、「使途の透明性」

を、どのように確保するか、そのための仕組みを、どのように構築しうるかにか

かっているか、と捉えてきた。

● その出発点が、議会が自律的に定める「政務活動に要する経費細目」の実施内容

の明確化とその遵守を達成することと解している。

そのためには、議会・会派•議員が、「政務活動費は公金」であり、「監査の基本

的な考えと視点」の (2)に、明文化されているように、「区政の課題及び区民の

意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要

な活動に要する経費」との認識を、鏃会内で共有し、「政務活動に要する経費細目」

をより明確に、分かり易い形で開示することが必須である。

● 言い換えれば、議会・会派• 議員の自律性の下に、上述の点を、的確に実施し、

政務活動費収支報告書及び領収書等の添付資料の内容を、より明確にすることで

ある。それにより、どんな目的をもって政務活動がなされ、どんな経費が発生し

たかなどの活動情報の多くが「自律性」の下に開示され、その結果として、「政務

活動費情報の透明化」を図りうると解している。

4
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まとめると、課題は、この「透明性の確保」をいかに「現実化する」ことにかか

っていると捉えている。我々が、疑義ありと指摘してきたことの多くは、「普通の

市民としての感覚」から、この使途、この支出は、公金イコール我々の血税の使

い道道理に反していないのだろうかとの疑義・疑問から出発している。

ただ、残念ながら、我々請求人は、それらの疑義のある使途を、徹底的に解明す

る武器を充分に手にしているわけではなく、従って、法令で定められた監査委員

の調査権限、区議会議長の調査権限によって、会派・職員が提出する収支報告書

の透明性が確保され、それらの疑義が解明されることを期待してきたのが実情で

ある。

上述した様に、「政務活動費の監査の請求」を継続することによって、公金による政

務活動の関連情報の「透明性の確保」が、より高いレベルに達することを願っている。

最後に、かすみがうら市の住民が訴えた「政務調査費交付取消しとその返還措置請求

事件」の最高裁判決（平成 22年 3月 23日）の要旨を参考資料として添付した（提出

資料 3)。

以上
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追加提出資料2:

く平成 18,.._.,27年度政務調査・活動費監査請求の監査結果書記載の

監査基準と監査委員の意見・要望等のまとめ＞

1. 平成 18 年度政調費監査請求—請求日：平成 20 年 (2008 年） 4月

監査結果 平成 20 年 6 月（会派•議員名は、アルファベット表記）

請求に主張には理由がなく、棄却、自主返還額：

2. 平成 19 年度政調費監査請求—請求日：平成 21 年 (2009 年） 4月

監査結果 平成 21 年 6 月（会派•議員名は、アルファベット表記）

要返還額-3,530,526円、自主返還額-3,396,919円

監査基準（抜粋）

1)政調費の使途に関する基本的な考え方について r 

請求人は、「政務調査費は、地方自治法第 232条の 2に定める補助金であり、公益

上必要がある場合にのみ支出がなされるべきであり、また、調査研究項目と杉並

区の関連性が明確になされなければ、必要最低限の経費を交付されるべきである」

と主張する。

まず、平成 12年改正による政務調査費の制度化は、それまでの補助金としての「調

査研究費」等の支出を改め、地方議会の活性化、審議能力の強化のために地方議

員の調査活動基盤の充実を図る点から新たに自治法第 100条第 14項を定めたもの

である。従って、政務調査費の支出にあたって公益性が求められるのは当然であ

り、広い意味では地方自治法第 232条の 2の規定が適用されるにしても、より直

接的には、第 100条第 14項並びにそれに基づく政務調査費等の規定により判断さ

れるべきである。次に、調査研究項目と杉並区との関連性について、請求人は、

例えば、広報費として支出されている区政報告書の内容について、単なる議会で

の質間内容を掲載するにとどまるようなものは政務調査費とはいえず、不当な支

出であると主張している。この点について、東京高裁判決（平成 16年4月 14日）

は、「議員の調査研究に資するための経費とは、その文言上、調査研究に用いられ

る費用に限られるものではなく、上記政務調査費交付制度の趣旨に鑑みると、議

会の活性化を図るため議員の調査研究基盤を充実させその審議能力を強化させる

という観点からみて、調査研究のために有益な費用も含まれるべきである」と述

べ、間接的な経費も認める趣旨を判示している。現実問題として、政務調査活動

と様々な議員としての活動を峻別することは困難と思われることなども勘案する

と妥当な判断というべきであり、請求人の主張には同意できない。

2)使途基準の性格と、会派及び議員の自律性について

政務調査費条例第 9条が、「会派及び議員は、政務調査費を規則で定める使途基準

に従って使用するものとし、区政に関する調査研究に資するために必要な経費以

1 
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外のものにあってはならない」と規定し、施行規則第 6条に使途基準が定められ

ている。更に、「政務調査費の取扱いに関する規定の運用にあたっての留意事項」

（平成 19年 3月 30日）に、経費の按分についての基準が示されている。

さて、こうした使途基準の規範性に対して、請求人は、「政務調査費の使途は議員

ら受給者側の自律規定のみに委ねることは許されず、社会通念上許されないと判

断される支出に関しては返還を求める司法判断が積み重ねられている」とし、使

途基準に適合するものであっても、社会通念上許されないと判断されるものや、

説明が不十分で使途を特定できないような支出は認められない」と主張する。

一方、抗弁書は、まず、使途基準は制限列挙ではなく例示としてしめしたもので

ある、とする。次に、「使途基準に合致しているかどうかは、会派又は議員の良識

に委ねるべきであり」として、会派又は議員の自律性を主張する。なお、使途基

準に表現されていない支出についての判断の明確な記載がないが、第一義的には

会派又は議員にゆだねられていると解していると思われる。

さて、抗弁書前段の、使途基準を「参考」であり、「指針」であるとらえる見解は、

政務調査費条例第 9条が、後半部分の規定をあえて定めていることなどからも首

肯できるところであり、請求人の主張とも特段矛盾しない。また、後段は、条例 9

条後半分の記載内容である「区政に関する調査研究に資するために必要な経費」

であるかどうかの判断を、だれがどういう方法で行うかであるが、請求人はそれ

を、会派又は議員の区民に対する説明責任の徹底と、そのための、領収証等を含

めた情報開示方法の改善を求めており、その限りにおいては、抗弁書の内容とも

矛盾しない。またこの間、領収書の提出や使途基準細目を定めて、手続きや基準

の客観化を進めてきた区議会の政務調査費に関する制度改革の方向とも一致する。

相違点は、請求人は、実際の政務調査費の支出において、不適切なものがあまり

に多く、とするのに対して、抗弁書は、不適切かどうかの判断は、最終的には会

派や議員の自律性に委ねるべきであり、「合理性ないし必要性を欠くことが明らか」

な支出以外は、会派又は議員の良識に基ずく判断が尊重されるべきである、とし

ている点である。

区議会事務局の抗弁書は、その主張の根拠の一つとして、平成 17年 5月26日名

古屋地裁判決を挙げ、政治活動の自由の保障を根拠に論理を展開している。しか

し同時に、請求人が主張するように、相当数の裁判において、使途が不適切であ

り返還を命じる、という趣旨の判決がなされていることも事実である。例えば、

平成 19年 4月26日の仙台高裁判決、同年 12月20日仙台高裁判決である。これ

らは、政治活動の自由を保障するという観点から会派や議員の良識に基づく判断

を尊重することの必要性を正面から否定するのではなく、政務調査費で支出され

た行為が、政治活動の自由の保障との調整を図らなければならない「区政に関す

る調査研究に資するため」の行為に当たるかどうか、という観点から支出の妥当

性を判断しようとするものである。

こうした判例の傾向を踏まえると、結果として会派や議員の判断を基本的に是認

し、そこにとどまってしまいがちな抗弁書の見解は十分ではなく、会派や厳員の
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自律性を認めつつも、同時に、抗弁書の表現を借りれば「合理性ないし必要性を

欠くことが明らかな」支出であるかどうかをチェックすること、逆に言えば、区

民のチェックを可能とするように、説明責任の強化、透明性の確保、情報開示の

徹底が求められているということができる。

以上から、本件監査においては、政治活動の自由の保障の必要性を認める立場から

会派や議員の良識に基づく判断を尊重するという視点を基本としつつも、個別の判

断においてはそれのみにとどまることなく、説明責任の強化、透明性の確保、情報

開示の徹底を図るという観点なども加味して、総合的に判断していくものとする。

展望（抜粋）

議会が率先して議会改革に取り組み、その一環として、政務調査費についても、説

明責任の強化、透明性の確保といった観点から進められてきている。残念ながら、

一部には、理解や判断の違いなどからくると思われる問題状況が散見されたとはい

え、全体としては、大きな成果を挙げてきていると評価しているところである。

3. 平成 20 年度政調費監査請求—請求日：平成 22 年 (2010 年） 4月

監査結果 平成 22 年 6 月（会派•議員名は、アルファベット表記）

要返還額 (1識員） ー245,113円、

その他の請求については、これまでに述べてきた理由により棄却する。

誤記控除等による自主返還額-3,272,238円

請求人の包括的な主張についての判断

(1) 政務調査費に関する基本的な考え方

平成 19年度政調費監査請求の監査結果（平成21年6月）記載の判断に準ずる。

(2) 政務調査費の使途と会派及び議員の自律性

平成 19年度政調費監査請求の監査結果（平成21年6月）記載の判断に準ずる。

意見要望 記載なし

4. 平成21年度度政調費監査請求 i 請求日：平成 22年 (2010年） 12月 13日

監査結果 平成 23年 2月

要返還額 (1議員） -245,113 円、自主返還額— 1,989,439 円

判断

主要項目別判断—請求人が掲げた「14 項目の検証の基準」に対する判断

計上年度、交付される政務調査費を超える収支報告書、按分比、領収書、会費、

交通費、視察費・研修費、会議費、資料購入費、広報費、事務費、備品購入費、

事務所費、人件費（詳細内容省略）

意見要望 記載なし
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5. 平成 22 年度政調費監査請求—請求日：平成 24 年 (2012 年） 4月 25日

監査結果 平成 24年 6月

要返還請求額 (1議員） -163,100円、自主返還額-856,822円

判断

監査の基本的な考え方と視点（要約）

(1) 政務調査費の交付の対象、額及び方法並びにその使途の透明性を確保する方

法等については、各自治体がその実情に応じて制定する条例等に委ねられて

いるものである。

(2) 会派及び議員による区政に関する政務調査活動は多岐にわたっており、それ

に伴い生じる経費も多様である。その経費は、調査研究に直接用いられる費

用に限られるものではなく、調査研究に有益な費用も含まれるべきである。

（平成 16年4月 14日東京高裁判決参照）

(3) 二元代表制を基本とする地方自治制度において、議会の自立性やそれを

構成する会派及び議員の政治活動の自由は保障されなければならない。そし

て、政務調査に執行機関に対する監視の機能の側面もあるので、どのような

政務調査を行い、いかなる政務調査費を支出するかについては、基本的に会

派及び議員の自立的判断に委ねるべきと解するのが妥当である。

(4) しかし反面、政務調査費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の適正

が自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認できるよ

うに透明性を確保することが必要である。このため、政務調査費条例及び施

行規則に加え、区議会による自主的ルールが定められ、仕組みが整えられて

きたと認められる。

(5) こうしたことから、政務調査費の支出の適合性については、収支報告書等の

記載から明らかに違反がうかがわれるような場合はその疑義を解明する必要

があることはいうまでもないが、そうした場合を除くと、「監査委員を含め区

の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち

入ってその使途制限適合性を審査することを予定していない」と基本的に解

されている。（平成21年 12月 17日最高裁判決）

(6) 以上から、本件監査に於いて、会派及び議員の自律性を尊重することを基本

とし、政務調査費条例等の規定、判例、議会が自主的に定めた使途基準細目

等に照らし、また透明性の確保の観点にも留意してその適合性を総合的に判

断する。

意見（抜粋）

膨大な返還請求に対して、不適正と認容した支出はごく一部であるが、区厳会と会

派及び議員に対して、間題解決のためにもう一段の努力を求め、以下の意見を記す。

(1) 区議会による自律的な運営体制について

使途の適正と透明性を確保する仕組みを順次整備してきたことは評価される

が、収支報告書の訂正と自主返還が少なからず行われている現状がある。
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(2)検討課題等について

請求人は、すべての政務調査費の使途について詳細な説明と情報開示を求め

ると繰り返し主張している。透明性確保のあり方について、基本的な見解を

明らかにしていく必要がある。

(3)効果的な支出について

「最小の経費で最大の効果を挙げる」（法第 2条第 14項）の考えは、政務調査

費の支出に当たっても十分に考慮されなければならない。会派及び厳員は、こ

の点にいっそう留意し、区議会の活性化を図るとともに、区民の納得と信頼を

高めるよう期待する。

6. 平成 23年度政調費監査請求（その 1) —請求日：平成 25 年 (2013 年） 4月26日

監査結果 平成 25年 6月24日

請求人の主張は理由がないものと認め、棄却する。

判断

1. 事実関係の確認

法第 100条第 14項及び 15項に規定される政務調査費制度、杉並区における政

務調査費条例及び施行規則の制定（平成 13年 3月）、

議長は、会派•厳員から収支報告書及び出納簿の提出を受け、区民の閲覧に供し

ている。なお、収支報告書及び出納簿には、支出の金額や内容を科目ごとに概括

的に記載することとされ、個々の支出に係る政務調査活動の目的や内容等は具体

的に記載することは求められていない。

平成 18年 12月の政務調査費条例の改正（領収書その他の証拠書類の添付の義務

化）、平成 19年 3月の政務調査費取扱規程の制定（選挙活動、政党活動、後援会

活動等の 9項目を支出不可とした）、平成 20,21, 22年度に、政務調査費検討

委員会が学識経験者等第三者の意見を反映させて、使途基準細目の改正を実施

2. 監査の基本的な考え方と視点

平成 22年度政調費監査請求に対する監査結果書と同一文

意見・要望

不適切と認定した支出はなかった。平成 18年以降、区議会において区民の意見や監

査結果等を受けとめ、政務調査費の使途の適正と透明性を確保する取組を進めてきた

結果と考えられ、評価されるものであるが、他方で、監査請求後の点検により、収支

報告書等の訂正と自主返還が少なからず行われている現状が依然みられる。

収支報告書提出後はもとより、交付期間中から適切な点検を実施、こうした間題を解

消するように要望する。

平成 24年 9月の地方自治法改正により、「政務活動費」に衣替えし、杉並区でも条例

が一部改正され、平成 25年度分から新制度が適用される。新制度により、使途の範

囲が拡大し、これまで以上に使途の適正と透明性の確保が求められている。
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会派及び議員の自律性をより高めるとともに、区議会における第三者的なチェック機

関の機能の強化を図り、区民の納得と信頼が得られる制度運営に努めるよう期待する。

7. 平成 24年度政調費監査請求（その 2..-..,4) —請求日：平成 26 年 (2014 年） 4月

監査結果 平成 26年 6月

請求人の主張は理由がないものと認め、棄却する。

判断

1. 事実関係の確認

法第 100条第 14項及び 15項に規定される政務調査費制度、杉並区における政

務調査費条例、施行規則の制定（平成 13年 3月）、

平成 18年 12月の政務調査費条例の改正（領収書その他の証拠書類の添付の義務

化）、平成 19年 3月の政務調査費取扱規程の制定（選挙活動、政党活動、後援会

活動等の 9項目を支出不可とした）、平成 20,21, 22年度に、政務調査費検討

委員会が学識経験者等第三者の意見を反映させて、使途基準細目の改正を実施

2. 監査の基本的な考え方と視点

平成22.....,23年度政調費監査請求に対する監査結果書と同一文

意見・要望

(1) 不適切と認定した支出はなかった。平成 18年以降、区議会において区民の意見

や監査結果等を受けとめ、政務調査費の使途の適正と透明性を確保する取組を進

めてきた結果と考えられ、評価される。しかし、他方で、監査請求後の点検によ

り、収支報告書等の訂正と自主返還が行われている現状が一部にある。区議会で

は、出納簿等の書類を年度途中に 2回議会事務局に提出することにしているが、

このルールが必ずしも遵守されておらず、同事務局における点検が十分に行えな

い事情があることがうかがえる。厳員自身による自律的な点検の励行と関係書類

の提出期限の遵守を徹底し、区識会の自律的なチェック機能の充実・強化を図ら

れたい。

(2) 平成 24年 9月の地方自治法改正により、「政務活動費」に改称され、その「使

途」が「調査研究その他の活動に資するため」と拡大されたが、これまで以上に

使途の適正と透明性の確保が求められている。

区議会においては、制度の運用状況を継続的に検証し、問題の把握と改善に努め、

区民の納得と信頼が得られる制度として確立されるよう要望する。
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8. 平成 25年度政務活動費（その 1,....,3)監査請求

請求日：平成 27年 (2015年） 4月 30日

監査結果 平成 27年 6月

請求人の主張は理由がないものと認め、棄却する。

判断

1. 事実関係の確認

法第 100条第 14項及び 15項に規定される政務調査費制度、杉並区における政

務調査費条例、施行規則の制定（平成 13年 3月）、

平成 18年 12月の政務調査費条例の改正（領収書その他の証拠書類の添付の義務

化）、平成 19年 3月の政務調査費取扱規程の制定（選挙活動、政党活動、後援会

活動等の 9項目を支出不可とした）、平成 20,21, 22年度に、政務調査費検討

委員会が学識経験者等第三者の意見を反映させて、使途基準細目の改正を実施、

● 平成 24年の地方自治法の一部改正により、政務調査費の名称が「政務活動

費」に、交付の目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め

られ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとさ

れたほか、厳長は、政務活動費の使途の透明性に努めることとされた。

● これを受け、区では、条例改を改正し、「政務活動費」を充てることが出来る

経費を「会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各

種会議への参加等区政の課題の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映さ

せる活動その他の区民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」

とし、「使途基準」に変えて、別表で「政務活道に要する経費」として具体的

に 10項目の経費を定めた。又、議長は、必要に応じて調査を行う等、政務

活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めることと

された。

● 平成 26年 6月の監査結果（平成 24年度政務調査費の監査請求）で、監査委

員から区議会の自律的なチェック機能の充実・強化、制度の運用状況の検証・

改善を求める「意見・要望」が出され、又、他の自治体における政務活動費

の不適正な使用が報道されたことなどを踏まえ、同年 10月に区長から議長

に対し、区民の納得と信頼が得られる制度として確立されるよう、政務活動

費の今まで以上の制度運用を求める申入れが行われた。

● これを受け、平成 27年 1月に、区議会の政務活動費調査検討委員会等にお

ける「検討結果」が取りまとめられ、平成 27年度から、経費細目等の必要

な見直し、自律的なチェック機能の充実と強化等が行われることとされた。

① 経費細目等の見直し—切手、はがき購入の上限額など 19 項目

② 自律的なチェック機能—会派内、区議会事務局によるチェック等

③ 収支報告書の区議会ホームページの掲載、交付額の範囲内での収支報告
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2. 監査の基本的な考え方と視点

平成 22,.._.,24年度政調費監査請求に対する監査結果書を一部変更

3. 政務活動費と監査の使途適合性審査について

請求人は、意見陳述及び追加資料において、監査結果（「監査の基本的な考え方

と視点」の中で、最高裁判決（平成 21年 12月 17日）を引用していることにつ

いて、「それは、判決の適正な理解・解釈に基づいておらず、政務調査費の監査

自体に歯止めがかかってきた要因の一つ」と述べ「監査の基本的なあり方の是正

を求める」と主張しているので、その当否について見解を明らかにする。

1) 会派•議員が出した領収書等の資料から政務活動費の使途違反が疑われる場合

は、必要に応じ調査を行い、適正に判断すべきであることは言うまでもないが、

各会派•議員の自主性、自律性を尊重することも考慮すべきであり、基本的に

は、監査委員が会派•議員の活動に一つひとつ立ち入り、その当否を間題にす

るのではなく、当該会派•議員が提出した領収書等の基礎的な判断材料に基づ

き、一般的、外形的に判断を行うのが相当と解されるのである。

2) 請求人の請求内容• 主張をみると、違法・不当とする具体的な理由等を示した

請求が一部に認められるが、その一方で、さしたる理由や事実を示すこともな

く、監査委員に職権による調査を求めるなどとする主張が少なからず見受けら

れる。これらは、政務活動費の性格と、それを踏まえた監査のあり方について

の基本的な理解を欠いているとものといわざるを得ない。よって、上記の監査

に対する是正の求めは失当である。

意見・要望

① 違法・不当と認定した支出はなかったものの、監査請求後に支出計上の取消しに

よる収支報告書の訂正等が少なからず行われた。こうした事態は誠に遺憾である

といわざるを得ないが、政務活動費をめぐる社会的な認識を背景に、会派• 議員

及び区議会事務局が政務活費条例第 11条（透明性の確保）の趣旨を踏まえ、再点

検に取り組んだ結果として受け止めたい。

② 検討すべき課題

● 按分の割合（上限）について

● 事務所費（賃借料、光熱水費）について

● 資料購入費（書籍）について

③ 議長は、調査回答において、「政務活動費の使途については、区民に対する説明責

任を十分に果たすことがより一層に求められており、今後は、政務活動費がこれ

まで以上に区民の信頼が得られる制度として確立できるように、更なる改善に向

けて不断の検証・見直しに努める」との見解を明らかにしている。

区議会においては、今後、改善内容を着実に実施し、制度の適正な運用により、

議会活動の活性化、審議能力の充実強化を図るよう期待する。
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9. 平成 26年度政務活動費（その 2)監査請求』青求日：平成28年 (2016年） 4月

監査結果 平成 28年 6月

請求人の主張は理由がないものと認め、棄却する。

判断

(1) 監査の基本的な考え方と視点

平成 25年度政調費監査請求に対する監査結果書と同一文

(2) 項目別判断

月極駐車場、自宅兼用議員事務所の光熱水費、ホームページ代、

携帯電話代、ガソリン代、視察費、区政報告関係費用、交通費、人件費

意見・要望

① 平成 25年度政務活動費の監査請求の監査結果（平成27年 6月）における監査委

員の意見・要望を受けて、運用改善を進め、平成 28年度から、ガソリン代の上

限（月額 50,000円）の設定、自己所有及び自宅兼用の事務所の光熱水費が計上で

きないものとするなどの見直しを行ったことは評価することができる。

ただし、なお検討すべき課題があり、以下、要望する。

● 私的活動（使用）が混在する場合の按分の割合（上限）について

「政務活動に要する経費細目」において、私的活動が相当程度に混在する場合と

そうでない場合との間で按分の上限に差異は設けられていない。このため、一般

的に私的使用が混在する自家用車のガソリン代なども、他と同様に 2分の 1の按

分で計上されるケースが見受けられる。

私的活動（使用）が混在する場合の按分の割合（上限）の妥当性について、再検

討されたい。

● 按分の割合（上限）が定められていない経費について

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の議員活動

や私的活動が混在する場合の按分の上限について、ガソリン代、事務所賃借料等

のように支出割合を 2分の 1とするもののほかは、「実態に即して按分する」、「社

会通念上相当な割合により按分する」などとされ、按分の割合（上限）が定めら

れていない。

透明性の向上、区民の理解促進などのため、適切な按分の割合（上限）を設定す

ること、および個々の会派又は議員においてそれを超える実態がある場合は、よ

り詳細かつ合理的な説明を付して、その割合で按分することを検討されたい。

② 議長は、調査回答において、「政務活動費の使途については、区民に対する説明責

任を十分に果たすことがより一層に求められており、今後は、政務活動費がこれ

まで以上に区民の信頼が得られる制度として確立できるように、更なる改善に向

けて不断の検証・見直しに努める」との見解を明らかにしている。」

区議会においては、今後、改善内容を着実に実施し、制度の適正な運用により、

議会活動の活性化、審厳能力の充実強化を図るよう期待する。

（平成 25年度政務活動費監査請求の監査の意見・要望と同文）

， 
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1 0. 平成 27 年度政務活動費監査請求—請求日：平成 29 年 (2017 年） 4月 28日

監査結果 平成 29年 6月

請求人の主張は理由がないものと認め、棄却する。

判断

1)監査の基本的な考え方と視点

平成 25、26年度政調費監査請求に対する監査結果書と同一文

2)判断基準（抜粋）

① 広聴広報費（区政報告関係経費）

区政報告をどのような内容にするかについては、会派及び厳員の議会活動並びに

区政に関する政策等を区民に知らせるという趣旨を逸脱するものでない限りは、

会派及び議員の裁量に委ねられているものと解されるのであり、先に述べた広聴

広報活動をより効果的に行うための創意工夫の一環として、議員の集合写真、顔

写真等を掲載し、当該部分に係る経費を政務活動を充てたとしても、それが社会

通念に照らし相当な範囲にとどまる限り、許されるものと解するのが相当である。

したがって、区政報告に議員の集合写真、顔写真等を掲載することが直ちに政党

活動、選挙活動に該当し、政務活動とは認められないと解するのは相当ではなく、

当該写真等が専ら政党活動、選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載され

たものといえるような特段の事情があれば格別、そうでない限り、社会通念上に

照らし相当な範囲にとどまっていれば、違法又は不当であるということはできな

し、0

② 調査研究費（視察費・視察先への士産物代）

視察先への土産物代は、視察への協力に対する謝礼としての意味を有するものと

解され、社会通念上適正な範囲のものであれば、「政務活動に要する経費」の調査

費に該当するというべきであり、領収書が提出され、実態に即して適切に按分す

るなど適正に処理されていれば、違法又は不当であるということはできない。

③ 事務費（インターネット接続料、コピー複合機リース料等）

④ 人件費（補助職員賃金）

⑤ 資料購入費（一般の資料購入費・所属政党発行の機関紙購入費）

所属政党発行の機関紙であっても、区政に関する情報が掲載されているのであれ

ば、これを購入することは政務活動と合理的関連性を有するものと解され、区路

に関する情報が全く掲載されていないという特段の事情が認められない限り、所

属政党発行の機関紙の購入費を政務活動から支出したとしても。違法又は不当で

あるということはできない。また、「政務活動に要する経費細目」において、「所

属政党発行の機関紙の購読については、議員一人当たり 1部とのみとする」と定

められている。

⑥ 事務所費（自宅兼用事務所賃借料）

⑦ 研修費（研修会参加費等及び集会参加費・団体の会費（年会費））

10 
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意見・要望

(1) 区議会が、政務活動費制度の運用改善についての検討を進め、平成 29年度か

ら、政務活動費規定を改正し、自宅兼用事務所の賃借料は計上できないものと

し、また、平成 29年 3月 30日付け区議会議長通知「政務活動費について」に

より、金券類（切手、商品券、図書券等）による支払いの計上は控えるととも

に、一定期間にわたり役務の提供を受ける場合においては、契約期間など支出

の対象となる期間を明示した書面を提出するよう、運用の改善を図ったことは

評価することができる。

ただし、なお検討すべき課題があると思われるので、以下、要望する。

① 按分の割合が（上限）が定められていない。経費について

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の議員活動

や私的活動が混在する場合の按分の上限について、ガソリン代、事務所賃借料等

のように支出割合を 2分の 1とするもののほかは、「実態に即して按分する」、「社

会通念上相当な割合により按分する」などとされ、按分の割合（上限）が定めら

れていない。

透明性の向上、区民の理解促進などのため、適切な按分の割合（上限）を設定す

ること、および個々の会派又は議員においてそれを超える実態がある場合は、よ

り詳細かつ合理的な説明を付して、その割合で按分することを検討されたい。

（平成26年度政務活動費の監査にも、同一の意見表明がなされている）

② 団体の会費（年会費）について

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、団体の会費（年会費）につ

いて、「政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする」と定められ

ているのみで、計上する場合の提出書類等についての規定が設けられていない。

団体の会費（年会費）を政務活動費に計上するためには、当該団体の目的や活

動内容が政務活動と関連性を有することが必要であり、その目的や活動内容が

分かる資料の提出や入会目的の明記など、計上する場合の留意事項について検

討されたい。

③ 政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容の記載方法について

「政務活動費の支出に関する事務所類について（平成 29年度版）」においては、

政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容について、「政務活動との関連性が分

かるように具体的に記載する」こととされ、また、区議会事務局長の抗弁書で

は、「政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容については、政務活動に対する

執行機関や他の議員からの干渉を防止する必要もあるため、区政との関連性を

有すると判断できる内容であれば、その記載方法の度合いは、議員の自律的判

断に委ねている」との見解が示されている。確かに、政務活動に対する執行機

関や他の議員からの干渉を防止することにも配慮する必要性は認められると

ころであるが、全く異なる複数の勤務内容がある場合に一つの勤務内容をのみ

記載するなど、実態と乖離した勤務内容の記載は適切ということはできない。

また、政務活動との関連性が分かるよう具体的に記載するという点においても、

11 
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必ずしも十分でない記載が見受けられる。

より適切な記載内容となるよう、改めて、勤務内容の記載方法について検討さ

れたい。

④ 平成 29年 3月 3013付け区議会議長通知について

通知の内容について、政務活動費規程等に明記されたい。

(2)議長は、調査回答において、「政務活動費の使途については、区民に対する説明

責任を十分に果たすことがより一層に求められており、今後は、政務活動費がこ

れまで以上に区民の信頼が得られる制度として確立できるように、更なる改善に

向けて不断の検証・見直しに努める」との見解を明らかにしている。」

区議会においては、今後、改善内容を着実に実施し、制度の適正な運用により、

議会活動の活性化、審議能力の充実強化を図るよう期待する。

（平成 25、26年度政務活動費監査請求の監査の意見・要望と同一文）

以上

12 
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提出資料 3. かすみがうら市の住民が訴えた「政務調査費交付取消しと

その返還措置請求事件」の最高裁判決（平成 22年 3月23日）

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人鍛治利秀の上告受理申立て理由について

1 本件は，かすみがうら市の住民である上告人が，かすみがうら市議会職員 1

4名が平成 18年度に被上告人から交付を受けた政務調査費について使途基準に違

反する違法な支出を行っており，上記各議員は同市に対して上記支出額に相当する

金員を不当利得として返還すべきであるのに，被上告人はその返還請求を違法に怠

っているとして，地方自治法 242条の 2第 1項4号に基づき，被上告人に対し，

上記各議員に対して上記不当利得の返還請求をすべきことを求めている事案であ

る。

2 原審の確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。

(1) かすみがうら市では，地方自治法（平成 20年法律第 69号による改正前

のもの） 1 0 0条 13項の規定を受けて，かすみがうら市議会政務調査費の交付に

関する条例（平成 17年かすみがうら市条例第 6号。平成20年かすみがうら市条

例第 15号による改正前のもの。以下「本件条例」という。）を制定し，議会にお

ける会派及び鏃員に対し政務調査費を交付することとしている。

本件条例 7条は，会派及び厳員は，政務調査費を別に定める使途基準に従い使用

しなければならないと定めている。これを受けたかすみがうら市議会政務調査費の

交付に関する規則（平成 17年かすみがうら市規則第 5号。平成 20年かすみがう

ら市規則第 17号による改正前のもの）は，その 5条及び別表第 2により，巖員に

-1 -



- 182 -

係る上記使途基準（以下「本件使途基準」という。）として，資料購入費につき

「議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費（書籍購入

代，新聞雑誌購読料等）」，事務費につき「厳員が行う調査研究に係る事務遂行に

必要な経費（事務用品，備品購入費，通信費等）」などと規定している。

(2) 被上告人は，本件条例に基づき，平成 18年 5月 2日，平成 18年度の政

務調査費（ただし，平成 19年 1月 27日の任期満了までの分）として，別表の

「氏名」欄記載の 14名の議員（以下「本件議員ら」という。）に対し，それぞれ

1 2万5000円を交付した。本件議員らは，交付を受けた政務調査費から，平成

1 8年9月 15日から同年 12月25日にかけて，別表の「年月日」欄記載の各日

付けで， 「項目」欄記載の経費として，パソコン，プリンター，ビデオカメラなど

「品名」欄記載の各機器又は書輝（以下「本件物品」という。）を購入するため，

「金額」欄記載の各金額を支出した（なお，本件諮員らのうちA, E, F及びNの

各議員は，政務調査費から他の支出も行っており，その総額は 12万 5000円を

超過している。以下，別表記載の支出を「本件各支出」という。）。

(3) 本件議員らは，任期満了による平成 19年 1月 21日施行の市議会談員選

挙に立候補することなく，同月 27日に市巖会厳員としての任期を終えた。なお，

本件議員らの任期中の最後の謡会（平成 18年度定例議会第 4回定例会）の会期

は，平成 18年 12月7日に終了している。

(4) 本件訴訟に先立つ住民監査請求において，監査委員が本件職員らに対し本

件物品の購入目的や用途につき書面による回答を求めたところ，その回答（以下

「本件回答」という。）は， 「調査研究に必要が生じたため購入し，有効利用し

た」， 「文書等を作るために利用した」などと抽象的な内容にとどまるものがほと
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んどであった。

(5) 上告人は，本件各支出に関し，本件議員らは， 1 0年から 20年以上にわ

たる講員としての経歴があるところ，その在職期間中には本件物品と同種の機器や

書籍を使用してこなかったにもかかわらず任期満了近くになり初めてこれを購入し

たり，緊急の必要性もなく買い換えたりしており，購入した本件物品が手元に残る

ことから，その私的使用をもくろんだものにすぎず，本件使途基準に違反する違法

な支出であると主張している。

3 原審は，上記事実関係等の下において，次のとおり，本件各支出は本件使途

基準に反するものとはいえないと判断して，上告人の請求を棄却すべきものとし

た。

政務調査費の支出は市政と何らかの関連性を有することが必要であるが，その関

連性の要件の判断においては議員の裁量権が尊重されなければならず，一見して明

らかに市政とは無関係であるとか，極めて不相当なもの以外は関連性を認めるべき

である。本件各支出については，本件回答に照らしても無関係又は極めて不相当な

ものとはいえず，支出の時期を考慮したとしても，裁量権の範囲を逸脱するもので

あったとまではいえない。

4 しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。

本件使途基準は，前記 2(1)記載のとおり，資料購入費につき「隊員が行う調査

研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費」，事務費につき「議員が行

う調査研究に係る事務遂行に必要な経費」と定めるなど，調査研究のための必要性

をその要件としている。議員の調査研究活動は多岐にわたり，個々の経費の支出が
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これに必要かどうかについては議員の合理的判断にゆだねられる部分があることも

確かである。そして，本件物品は，その機能，一般的用途からして，議員の調査研

究活動に用いられる可能性はあり，それがパソコンやビデオカメラなどの比較的高

額な物品であるからといって，直ちに上記の必要性を欠くものとはいい難い。

しかし，前記事実関係等によれば，本件物品は，本件議員らの任期満了 1ないし

4か月半前という時期に購入されており，任期中の最後の議会の会期後に購入され

たものも少なくない。また，本件議員らは，任期満了による選挙に立候補すること

なく，市議会厳員としての任期を終えたというのである。そして，上告人は，本件

議員らは 10年から 20年以上にわたる議員としての経歴を有するところ，このよ

うな手元に残る物品を在職中初めて購入したり，緊急の必要性もなく買い換えたり

したと主張している。前記の事実に加えて，上記のような主張に係る事実が認めら

れるのであれば，本件各支出は調査研究のための必要性に欠けるものであったこと

がうかがわれるというべきであり，その場合，特段の事情のない限り，本件各支出

は本件使途基準に合致しない違法なものと判断されることとなる。この点，住民監

査請求における本件議員らの監査委員の調査に対する本件回答の内容は，前記のと

おり，そのほとんどが抽象的なものにとどまるところ，本件において，このような

抽象的な回答をせざるを得ないような合理的な理由があるか否かは定かではなく，

本件回答があるだけで上記の特段の事情があるということは困難である。

そうすると 上告人の上兜主張に係る事 の子否や上記の特段の事、の有無につ

いて十分に審理することなく， ‘に本件物品の品名を咽定し，上記のような本件回

答を参、するだけで 直ちに本件各支出は本件 途基準に反するものとはいえない

とした原審の判断には，判決に影 を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとい
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うべきである。

5 以上によれば，論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，上記

の点について更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

（裁判 長 裁 判 官 近 藤 崇 晴裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官

那須弘平裁判官 田原睦夫）

別表

氏名 年月日（平成18年） 金額 項 目 品名

1 A 11月9日，同月 18日， 7万3367円 資料購入費 書籍（辞典等十数

12月8日，同月 25日 冊）
----------------.. _ ----... ... -----------... -----.... -----------------
11月18日 3万7800円 事 務 費 電子辞書

2 B 12月22日 2万7000円 事 務 費 電子辞書

3 C 12月21日 5万7000円 事 務 費 電子辞書及びプリ

ンター

4 D 10月15日 12万5000円 事務費 デジタルカメラ

5 E 9月15日 9万6700円 事 務 費 ビデオカメラ

6 F 11月23日 11万7000円 事 務 費 ビデオカメラ及び

関連用品代

7 G 10月19日ころ 12万5000円 事 務 費 パソコン

8 H 12月25日 12万5000円 事 務 費 パソコン及び関連

-5 -
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機器代

， I 12月5日 12万5000円 事務 費 パソコン及び関連

機器代

10 J 10月8日 12万5000円 事務 費 パソコン

11 K 11月18日 11万8200円 事務 費 パソコン___ ... ,... _______ .,. ___ .... ,.. __ ---------... ------------_________ .,.,.._.., ____ 

12月23日 6090円 事務 費 パーツ代

-6 -
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30 杉議会第 245 号 

平成 30 年 5 月 21 日 

 

杉並区監査委員 様 

    

区議会事務局長 

佐野 宗昭 

 

平成 28 年度政務活動費に関する抗弁書について 

 

１ 政務活動費（旧政務調査費）の法制化の経緯等 

 

平成 11 年 7 月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成

11 年法律第 87 号）が成立し、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大したことに伴

い、議会の機能、役割がさらに大きくなると認識されるようになった。 

 このような状況下で、全国都道府県議会議長会は、平成 11 年 10 月、「地方議会の権限の

強化と制度の充実を図り、都道府県政調査交付金の法的な位置づけを明確にするとともに、

条例で議員活動に要する経費を支給できるよう、地方自治法（以下「法」という。）を改正

すること」を決議した。同年 11 月には、国会や自治省など関係行政庁に対して、地方公共

団体の議会を構成する議員の活動基盤強化が不可欠であるとし、「地方分権の推進に応じて、

一層積極的、効果的な議員活動が行われるよう、現在認められている報酬、期末手当、費

用弁償のほかに、地方公共団体が状況に応じ、自主的に条例で議員活動に必要な経費を支

給できるようにすること」を要望した。また、全国市議会議長会も、国会や自治省などの

関係行政機関に対して、議会機能の充実強化を図る必要があることから、「地方議会議員の

政策立案・調査研究に資するため、政務調査交付金の支出について法的根拠を設けること」

を要望した。 

 これを受けて、政務調査費に関する「地方自治法の一部を改正する法律案」は、平成 12

年 5 月 24 日、可決、成立した（平成 12 年法律第 89 号）。この際、衆議院本会議において、

「地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であ

り、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派又は議員に対する

調査研究費等の助成を制度化し、併せて、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保す

ることが重要となっている。」との提案趣旨が説明されている。 

 この改正により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の

調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、

政務調査費を交付できる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付

の方法は、条例で定めなければならない。」（法第 100 条第 14 項）、「当該政務調査費に係る

収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」（同条第 15 項）と規定され、当区で

は、平成 13 年 3 月 23 日に「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関す

る条例」を、同年 3月 30 日に「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関

する条例施行規則（以下「規則」という。）」を定めている。 

別紙２ 口
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 このように、政務調査費の交付根拠が明定され、条例でその額、交付方法についても定

めることとなり、政務調査費は、条例に規定する要件を満たすものに対し、政策的判断を

要することなく、一律に交付されることとなった。 

 その後、平成24年4月5日には全国議長会の3団体が連名で、関係国会議員に対し、政務調

査費制度の見直しについて要請し、これを受けて、同年8月7日に4派の国会議員による共同

提案で修正案が衆議院に提出され、「地方自治法の一部を改正する法律案」については、10

日、修正案どおり議決され、その後8月29日の参議院で可決・成立した。〔平成24年9月5日

公布〕 

 これにより、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その

他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定

めることとし、また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努める

こととされた。（平成25年3月1日施行） 

 これを受け、当区議会においても、平成25年第1回定例会において、条例の一部を改正し

（平成25年2月20日）、同日付で規則の一部を改正している。 

条例については、題名を「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関す

る条例（以下「条例」という。）」とし、本文中の「政務調査費」を「政務活動費」に改め、

第9条第1項においては、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、「調査研究、

研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、

区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」と

定めている。 

また、同条第2項において、別表により政務活動費の具体的な経費区分を定め、新たな項

目として広聴広報費及び要請陳情等活動費を設けている。 

さらに、第11条においては、議長は提出された収支報告書等関係書類について必要な調

査を行うとともに、使途の透明性の確保に努めるものとすると規定している。 

 

 

２ 政務活動費の交付に関する規定と交付手続きについて 

 

（１）政務活動費の趣旨 

法第 100 条第 14 項から第 16 項までの規定に基づき、杉並区議会の議員の調査研究

その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対

し交付する。（条例第 1条） 

（２）政務活動費の交付対象 

会派（所属議員が 1人の場合を含む。）及び議員の職にある者に対して交付する。（条

例第 2条） 

（３）政務活動費の交付額 

会派に交付する場合は、会派の所属議員数に月額 16 万円を乗じて得た額を交付し

（条例第 3条第 1項）、議員に交付する場合は、月額 16 万円を交付する。（条例第 4条

第 1項） 

（４）政務活動費の交付に関する流れ 
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【 届出から交付の流れ 】 

 

              ①届出（条例第 5条） 

 

               ③交付決定通知       ②通知 

（条例第 7条）                   （条例第 6条） 

 

          ④交付請求（条例第 8条第 1項） 

          ⑤交付（条例第 8条第 2 項） 

 

 

 

（５）政務活動費の支出に関する手続 

政務活動費は、会派の代表者又は議員が、区長からの交付決定を受けた後、四半期毎

に当該四半期の月数分を区長に請求する。 

請求を受けた後、杉並区予算事務規則第 4 条の規定に基づき、区長より支出命令に関

する事務を委任されている区議会事務局次長が、杉並区会計事務規則に則って支出事務

を行い、政務活動費が会派の代表者又は議員に交付される。  

 

 

３ 収支報告書等の提出に関する手続き等について 

 

（１）政務活動費の収支報告に関する流れ 

 

◆ 収支報告書等の提出・公開 

               ①提出（条例第 10 条第 1 項） 

 

 

    

                          ②送付 

（条例第 10 条第 3項）  

                  ③閲覧 

（条例第 10 条第 4項） 

 

 

 

 

                     ※領収書等原本は、杉並区議会情報公開条例第 10 条の規定に基づく請求が 

あった場合に、同条例第 11条第 1項及び第 2項の規定に基づき公開。 

（２）収支報告書等の提出に係る会派の代表者又は議員への案内等 

会 派   議 員 

（1人の場合を含む） 
議 長 

区 長 

会 派    議 員  

（1人の場合を含む） 
議 長 

区 長 

収支報告書 

原本 

出納簿 

  原本 

収支報告書 

（写） 

区民等 
収支報告書

原本 

出納簿 

  原本 

領収書等 

原本 

領収書等 

原本※ 

i
 

I
 

IIDロ
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区議会事務局では、当該年度の提出期限や収支報告書及び出納簿の作成にあたっての

注意点など収支報告の手続きについて、毎年会派の代表者及び議員に案内している。 

また、会派又は議員から政務活動費の使途について個別に相談を受けた場合、過去の

判例を調べるなどして、必要な助言を行っている。 

 

（３）収支報告書等の提出に係る区議会事務局のチェック等 

会派の代表者又は議員から収支報告書等の提出があった場合には、収支報告書等に記

載誤りがないか、また計数などについて事務的な点検を区議会事務局で行っている。 

また、収支報告書等に記載されている使途について、条例第 9 条別表の政務活動に要

する経費及び杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程（以

下「規程」という。）第 2条別表の政務活動に要する経費細目に照らして疑義がないかど

うか、政務活動に要する経費の項目適用に誤りがないかなど、領収書その他の証拠書類

との付け合せを行い、疑義のある支出については会派又は議員に内容を確認し、必要に

応じて助言を行っている。 

区政に関する調査研究その他の活動に資するための必要性や合理性については、区民

に対する説明責任を果たす必要があることから、平成 27 年度からは、区民に疑義の生じ

やすい支出に関しては、明確化・厳格化を図る観点から、支出計上にあたって特に留意

する必要がある事項としてまとめ、会派・議員に対し説明の必要を明示したところであ

る。 

 

（４）返還に関する規定 

・一四半期の途中において、会派の解散、所属議員数の減員、又は議員の辞職等があっ

た場合、当該事実の生じた日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当月）

分以降の政務活動費を区長へ返還しなければならない。（条例第 8条第 4項・第 6項） 

・その年度において交付を受けた総額から、その年度において行った支出（政務活動費 

を充てることができる経費の範囲に従って行った支出）の総額を控除して残余がある 

場合、区長は、当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。（条例第 12 

条） 

 

 

４ 政務活動費の執行に係る区議会議長等の役割について 

 

（１）条例における議長の役割・権能等の規定 

・会派の代表者又は議員から提出された政務活動費交付対象者状況を区長へ通知しなけ

ればならない。（条例第 6条） 

・会派の代表者又は議員から提出された収支報告書（写し）を区長へ送付する。（条例第

10 条第 3項） 

・会派の代表者又は議員から提出された収支報告書、出納簿及び領収書その他の証拠書

類を 5年経過するまで保存し、収支報告書及び出納簿を閲覧に供しなければならない。

（条例第 10 条第 4項） 
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・収支報告書、出納簿及び領収書その他の証拠書類については、必要に応じて調査を行

う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努める。（条例

第 11 条） 

 

（２）区議会事務局の役割 

    区議会事務局の役割としては、政務活動費の執行における上記議長の役割・権能等に

係る事務上の補助執行を行うことと、区長より政務活動費の支出命令に関する事務を委

任されている区議会事務局次長が支出事務を行っているが、特に権能等は有していない。 

  しかしながら、収支報告書や出納簿のチェック、出納簿と領収書その他証拠書類との

付け合せのほか、政務活動費の使途について会派・議員から相談を受けたり、助言する

ことは、政務活動費の適正な執行のために必要な事務と認識している。 

 

（３）議長の調査権に関する見解 

平成17年5月26日名古屋地裁判決によると、「会派等による政治活動の自由は、普通地

方公共団体における住民自治を支える根幹として重要な機能を果たしているものである

から、会派等がいかなる事項を対象にいかなる態様で調査研究活動を行うかについては、

基本的には会派等の良識に基づく判断に委ねられているといわざるを得ない。したがっ

て会派等が行う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認

められない限り、政務調査費の支出が本件条例の使途基準に反するものとは言えないか

ら、法律上の原因を欠くとまではいえない。」と判示している。 

このことから、政務活動費の支出に当たっては、第一義的には会派・議員の自律的な

判断に委ねられるものと考えるが、平成24年の法改正に伴い、条例第11条に、議長は、

政務活動費の使途の透明性の確保に努める旨を明記したことから、議長は、政務活動費

の支出に使途制限違反があることが、収支報告書等の提出書類から疑われるような場合

は、当該会派・議員に対して説明を求めるなど必要な調査を行い、使途の透明性の確保

に努めることが求められている。 

 

 

５ 領収書その他の証拠書類の取扱について 

 

（１）証拠書類等の保存に関する規定 

  会派・議員が、出納簿や領収書その他の証拠書類を提出し、議長は報告書を提出すべ

きとされた期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならな

い。（条例第10条） 

 

（２）証拠書類等の保存に関する見解 

議長が領収書その他の証拠書類を5年間保存することを規定しているのは、政務活動費

の交付に関する文書の保存年限が5年であることと、収支報告書等の区民への閲覧期間が

5年であるなど、それらの文書の保存期間と合わせているものである。 

また、条例制定時の平成13年第1回区議会定例会における、総務課長や監査委員事務局
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長の答弁にある住民監査請求や税務当局からの調査があった場合でも対応できるように、

領収書その他の証拠書類について、5年間の保存義務を課しているものと考える。 

 

（３）自主改善について 

杉並区議会では、条例制定時から、出納簿（平成18年度分までは写し）を収支報告書

とあわせ議長に提出し、区民が閲覧できるよう対応し、平成18年12月には政務調査費の

収支報告の際に領収書その他の証拠書類を添付する条例改正を全議員の総意により行っ

ている。 

また、政務調査費の使途に関しては、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費

の取扱いに関する規程（以下「規程」という。）」（平成19年5月1日施行）を制定し、さら

に、学識経験者等第三者からの意見を踏まえ、客観性をより担保させるため、政務調査

費の「使途基準」をより具体化した詳細な「使途基準細目」を追加し定めた。（平成20

年4月交付分の政務調査費から適用） 

  平成21年度以降は、議会内部に設置した「杉並区議会政務調査費調査検討委員会（以

下「調査検討委員会」という。）」において、継続的に自主的な改善に取り組んでいる。

平成22年度には、第三者によるチェック機関である「杉並区議会政務調査費専門委員会

（以下「専門委員会」という。）」を設置し、使途に関する事項を中心に検討を重ねて

おり、この専門委員会の議論等を踏まえ、改めて調査検討委員会で検討を行い、その結

果に基づき、規程の一部を改正するなどの改善を図っている。これらについては、政務

活動費に制度が改正されて以降も同様に行っているところである。 

 

 

６ 政務活動費の平成28年度の状況 

 

（１）交付状況 

  平成28年度の政務活動費の交付に係る手続きは、条例等に基づき、適正に行っており、

別紙1「平成28年度政務活動費支出状況（決算数値）」のとおり会派・議員に交付してい

る。 

 

（２）収支報告状況 

平成28年度の政務活動費収支報告書については、出納簿とともに、条例により定めら

れた期日である平成29年4月28日までに会派の代表者及び議員から提出され、平成29年5

月1日より区民の閲覧に供している。 

 

（３）返還に関する届出 

平成28年度の政務活動費交付額の残額返還に関する届出は、2会派・18議員がその届出

に基づいて政務活動費交付額の戻入を行った。 

平成29年5月以降、2会派・16議員が平成28年度の収支報告を訂正し、うち2会派・11

議員については、訂正後の支出金額が交付済みの政務活動費の額を下回り残余額が発生

したため、区へ返還の手続きを行っている。（別紙2「平成28年度 政務活動費 出納閉鎖
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後の訂正状況」のとおり） 

 

 

７ 請求人の主張に対する見解等 

 

政務活動とは、会派・議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会

議の参加等、区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民

福祉の増進を図るために必要な活動である。 

政務活動費として支出する際には、こうした活動に必要な経費の一部として、政務活

動に要する経費及び同細目の範囲内で支出することは当然である。 

また、会派・議員においては、その一部が公費として負担される以上、コスト意識を

もって活動を行う必要があり、当該経費の使途の透明性を確保し、区民に対して説明責

任を果たすことが求められていることは、十分に認識している。 

しかし一方で、政務活動の対象は広範囲におよび活動内容も多様であることから、政 

務活動に要する経費の支出については、会派・議員の自主性を尊重しつつ、使途に関す

る多くの部分について自律的判断に委ねられている。また、当該活動の一部に政務活動

以外の活動が混在する場合、どの程度の割合が政務活動に当たるかといった判断につい

ても、会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断し、その判断は、説明責任を果たす

ことを前提に尊重されるべきものと考える。 

 

 

（１）調査研究費及び研修費 

 ①視察関連費・研修費 

平成19年2月9日の札幌高裁判決では「様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門

性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負

っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活

動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下

に行われるものであると認められる。」と判断されている。 

このことから、視察及び研修では、領収書等により支出の対象となった活動に調査研

究の実質があり、それが適切な日程・金額であると認められ、報告書や説明から区政と

の関連性や必要性・合理性を欠くことが明らかでない場合には、会派・議員の多様にわ

たる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のもとに行われるものである。 

また、視察・研修の成果を区政にどのように反映させるかについては、第一義的には

会派・議員の判断に委ねられ、会派・議員が広範な裁量権を持っているという上記判決

の主旨に鑑みれば、当該議員の説明等から区政との関連性が認められれば、その判断は

尊重されるべきである。 

請求人からの指摘を受け、井原議員からは視察成果が示されていること、また、山本

あけみ議員、市来議員からは、区政との関連性など合理的な説明を受けており、「政務活

動に要する経費・同細目」に基づき適正に処理されていると判断できる。 

当区議会では、視察・研修が、宿泊を伴うか又は往復の交通費が1万円を超える日帰り
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の場合には、視察報告書の提出を義務付けている。また、宿泊を伴わず、かつ、往復の

交通費が1万円以下の研修会や講演会、集会等に参加した場合は、計上当時は、領収書等

貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者及び概要等」を記載し、

可能な限り資料やレジュメを添付することとしている。なお、参加の主たる目的が政務

活動の場合のみ支出でき、政党活動や後援会活動が含まれる場合は按分を必要としてい

る。また、平成30年度からは、宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が1万円以下の研修会、

講演会等に参加した場合は、「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、概要等」が分

かる資料を添付することとし、規程を改正している。 

請求人が指摘する視察費・研修費については、市来議員、けしば議員、新城議員、奥

田議員、川野議員からそれぞれ区政との関連性や必要性など合理的な説明を受けており

「政務活動に要する経費・同細目」に基づき適正に処理されていると判断できる。 

なお、太田議員については、本人からの監査請求の対象となった研修費の一部を返還

する旨の申出を受けている。 

 

②交通費 

議員が調査・研究活動に交通機関を利用することは、政務活動の前提としての意義を

有するものであり、交通費は政務活動費の重要な費目のひとつと認めることができる。 

請求人が指摘する交通費については、当該議員から合理的な説明がなされており、「政

務活動に要する経費・同細目」に基づき適正に処理されていると判断できる。  

 

③視察先の謝礼品  

 平成16年9月15日の京都地裁判決で「視察先への土産は、視察への協力に対する謝礼と

しての意味を有するものと解され、社会通念上適正な範囲内のものであれば、これを「交

際的経費」ということはできず、先進地調査又は現地調査に要する経費として、本件使

途基準にいう「調査費」に該当するというべきである。」と判断しており、また、平成19

年4月26日の仙台高裁判決では、「視察先へのみやげ代については、いずれも調査研究活

動に当る正当な行政視察に伴うものとして、社会通念上相当な範囲内にとどまっている

から、本件使途基準に合致する支出であると認める。」と判断しており、これらの判例か

らも政務活動に要する経費細目等に基づく適正な支出であるということができる。 

請求人が指摘する視察先への土産代の計上については、多くの当該議員の説明にある

ように、判例からも社会通念上適正な範囲内のものと認められており、「政務活動に要す

る経費・同細目」に基づき適正に処理されていると判断できる。  

 

（２）広聴広報費 

①区政報告、区政レポート等 

区政報告の発行など区政に関する情報を区民に提供する経費は、政務活動に要する経

費で定める広聴広報費に該当し、会派・議員の調査研究活動、議会活動及び区の施策を

区民に報告・周知するために必要なものである。 

平成21年3月26日の名古屋地裁判決では、「市民の意見を収集、把握することは議員の

調査研究の一つとして重要であり、調査研究活動、議会活動及び市政に関する政策等を
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市民に知らせることは、市政に対する市民の意思を的確に収集、把握するための前提と

して意義を有するものということができるから、こうした広報のために支出した費用も

市政に関する調査研究に資するため必要な費用として、政務調査費の使途基準に適合す

るものと解される。」と判断されている。このことから、区議会での質疑や区政全般に関

することを区民に知らせることにより、区民意見の収集、把握につながり、その結果、

区政の課題や問題点を認識するための政務活動に資すると解することができる。 

また、平成20年9月5日の東京地裁判決においては、「なるべく多くの区民に広報紙に対

する関心を持ってもらい、読んでもらうための1つの手段として、本件会派が行う議会活

動及び区政に関する政策等以外の記事を掲載し、当該記事に係る経費に政務調査費を充

てることも、それが合理的な範囲にとどまる限り許されるものと解するのが相当。」と判

断されており、紙面の一部に、文章の書き出しに使用する一般的な儀礼的文言や写真、

会派議員紹介など、合理的な範囲内にとどまっていれば、政務活動費で支出できるもの

と解することができる。 

指摘のあった区政報告、区政レポート等については、区議団通信の考え方をはじめ、

多くの当該議員から政務活動の範囲内であることや選挙を意識したものでないこと、ま

た、紙面の面積等の按分の考え方や交付年度内で実際に支出した経費の妥当性等、その

他区政報告等の関連経費も含めて、区政との関連性、必要性等の合理的な説明を受けて

いる。 

請求人が指摘する区政報告等に関連する支出については、「政務活動に要する経費・同

細目」に基づき適正に処理されていると判断できる。 

 

②ホームページの運用管理等 

ホームページは、会派・議員が区民に対して活動内容などを報告するのに、有効な広

報手段の一つである。ブログやツイッター等、リアルタイムな情報提供ツールの普及に

伴い、より充実したものとなってきている。 

政務活動に要する経費細目は、「ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即し

て按分する」と規定しており、会派・議員の自律的な判断に基づき、実態に即して適切

に按分されている必要がある。 

指摘のあったホームページ関連費については、富本議員、脇坂議員、山本あけみ議員、

河津議員、山本ひろこ議員、横山えみ議員から、項目別で区分けする考え方や政治活動

を除く考え方による按分比の設定、また、区政活動を伝える上でホームページ画面をい

かに見やすくするか、区政に関わる情報提供の必要性を示すなど、それぞれ合理的な説

明を受けている。 

請求人が指摘するホームページ関連費については、「政務活動に要する経費・同細目」

に基づき適正に処理されていると判断できる。 

 

③区政報告会・区民懇談会等 

議員が行う活動及び区政に関する区民への報告等を行うため、区政報告会等を開催し、

その経費を支出することは、政務活動に要する経費で定める広聴広報費又は会議費とし

て認められている。政務活動に要する経費細目等に則して、領収書が提出され、実態に
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即して按分するなど適正に処理がされていることが必要である。 

請求人が指摘する区政報告会等の関連費用については、井原議員、大和田議員、増田

議員からそれぞれ合理的な按分の考え方が示されており、「政務活動に要する経費・同細

目」に基づき適正に処理されていると判断できる。 

 

④茶菓代 

広聴広報活動や会議等の開催に伴うお茶や茶菓子程度の飲食は、区政報告会や会議等 

の活性化及び円滑化に資するもので、政務活動に要する経費細目の広聴広報費及び会議 

費の項でそれぞれ「茶菓代については、1人につき500円を限度とし、領収書等貼付用紙

の備考欄に目的及び参加人数を記載する」と規定し、社会通念上適正な範囲内で経費と

して認めている。 

請求人が指摘する茶菓代については、杉並区議会公明党から合理的な説明がなされて

おり、「政務活動に要する経費・同細目」に基づき適正に処理されていると判断できる。 

 

（３）資料購入費 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている。一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断している。 

このことから、政務活動費としての使途の特定が可能となるように書籍、新聞等、資

料の名称を明らかにしたうえで、必要性・合理性が認められるのであれば、資料購入費

として認められるべきものと考えられる。 

請求人が指摘する資料購入費については、岩田議員及び浅井議員から、書籍名のほか

書籍購入の考え方や必要性が示されており、「政務活動に要する経費・同細目」に基づき

適正に処理されていると判断できる。 

 

 ・政党機関紙の購読 

平成27年１月20日及び同年10月27日岡山地裁判決では、「自身の所属する政党の発行し

た政党紙、団体紙については、政党の支援活動、自身の方針及び政策の学習のための購

読という側面があることを否定できない。しかしながら、その一方で、市政について検

討する際の資料としていることも認められているのであり、そうである以上、政務調査

活動のために資料購入代全額の支出を要するのであるから、その全額について、資料購

入費として支出することができるというべきである。」と判断している。 

この判例の主旨から判断すると、本請求中の政党の機関紙である「公明新聞」、「月刊

公明」、「自由民主新聞」については、区に関わる情報を含め各種情報等の収集が可能で

あり、調査研究活動のための資料として購入することが違法又は不当な支出であるとは

いえない。 

本件計上当時である平成28年の「政務活動に要する経費・同細目」では、「所属政党発
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行の機関紙の購読については、議員１人当たり１部のみとする」と定めている。議会事

務局としては、政党機関紙（雑誌を含む）が複数ある場合でも、議員1人当たり各1部の

購読まで認めることができると解しているため、請求人の指摘をもって規程2条に違反す

るとは言えない。 

今回指摘にある杉並区議会公明党及び脇坂議員の政党機関紙については、当該議員は

各１部の購入であり、適正に処理されていると判断している。また、平成30年度からは、

「所属政党発行の機関紙（機関誌又は冊子を含む）の購読については、議員一人当たり

各１部とする」と規程を改正し、先述の議会事務局の解釈の明確化を図っている。 

 

・計上年度 

当区議会は、条例及び規則等において、交付年度中に発生した経費のみ支出が可能と

する旨の規定が存在しないことから、政務活動費の計上を現金主義で一律処理すること

としており、交付年度内で実際に支出された経費を対象としている。 

ただし、交付年度内で実際に支出された経費であれば、どのような場合でも認めてい

るわけではなく、支出の原因となる事実が当該年度分ではない場合には、その支出の範

囲を1年分に留めるという考え方を区議会では現在採用している。加えて、支出の範囲が

1年以内であっても、議員の職を辞した後に支払ったものが計上されていれば、その分の

返還が必要となることや、議員の職に就く前の利用実績分は、政務活動費に計上できな

いことは当然のことであり、その意味でも現金主義の採用によって区に損害が生じるこ

とはない。 

定期刊行の雑誌等の購読契約については、購読契約の始期や期間は提供事業者が一律

に指定することがあることから、そうした契約自体を否定することは、これらの契約に

基づく活動を事実上不可能にすることにつながる。例えば、3月31日までの履行を確認し

た上で、4月1日以降に支払い行為を行う（カード決済を含む）ことは、商慣習上一般的

なことである。 

よって、請求人が指摘する大泉議員、上野議員、木梨議員の計上については、これに

該当するものであり、不適切・不当であるとは言えないと考える。 

なお、大泉議員については、本人から監査請求された資料購入費の一部を返還する旨

の申出を受けている。 

 

（４）事務費 

  事務費については、政務活動に要する経費細目で一律的な按分の上限割合を定めてお

らず、支出にあたっての按分割合は、自身の活動の実態に即して会派・議員が判断して

いる。この判断については、会派・議員の合理的な説明がなされていれば、議会活動へ

の反映・寄与の程度の割合が明らかに相当でないと認められる場合を除き、経費として

認めるのが妥当である。 

 以上から、請求人が指摘する市来議員に対する複合機保守料・リース料按分や大熊議

員に対するノートパソコン関連費の使用実態については、当該議員から按分の考え方や

妥当性など合理的な説明がされており、「政務活動に要する経費・同細目」に基づき適正

に処理されていると判断できる。 
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・携帯電話代 

携帯電話代について、計上当時の政務活動に要する経費細目では、「インターネット接

続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費については、実態に即して按

分する」と規定しており、会派・議員活動における使用実態を考慮し按分したうえで支

出を認めている。 

請求人が指摘する携帯電話代については、杉並区議会公明党及び当該議員から按分の

考え方や妥当性など合理的な説明がなされており、「政務活動に要する経費・同細目」に

基づき適正に処理されていると判断できる。 

なお、平成30年度から携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費は、支出割合

の上限を1/2（ただし、当該支出について合理的な説明ができる場合は、この限りでない）

と規程を改正している。 

 

（５）事務所費 

計上当時の政務活動に要する経費細目では、事務所を賃借する場合に賃借料を計上す

ることを認め、その場合には、透明性の確保と説明責任の観点から、事務所の要件を具

備することを示す書類提出の義務付け及び事務所としての表示等（看板・表札など）を

要件としている。この事務所費支出の要件の一つである看板・表札などの表示等を有す

る必要があるという点については、「事務所としての表示等を有していること」を要件と

しており、特別な事情がある場合を除いて、原則「事務所」等の表示をすることが適切

であると考えている。 

請求人が指摘する岩田議員の事務所費については、ホームページやチラシなどの広報

物で同一住所を公開していること、また、近隣関係などから「事務所」との表示ではな

く、「岩田」という表示に留めていたことなど、議員の置かれた立場を総合的に判断する

と、特別な事情があったと判断せざるを得ないと考えられることから、「政務活動に要す

る経費・同細目」に違背するものでないと判断できる。なお、自宅兼用の事務所費につ

いては、29年度から計上対象外となっている。 

 

（６）人件費 

議員が第三者を雇用する場合の人件費について、それが政務活動の補助に当たるか否

かの判断については、明らかに政務活動に反映・寄与しない場合や政務活動に要する経

費等に照らして必要性・合理性を欠いている場合などを除き、議員の政務活動の対象が

広範囲におよび調査方法も多様なことから、議員の自律的判断に委ねられている。ただ

し、政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容については、区民が疑念をいだくことがな

いよう透明性を高めるためにも、実態と乖離することがない適切な記載内容が求められ

る。また、会派・議員が広範な裁量権を持っているという平成19年2月9日の札幌高裁判

決の趣旨に鑑みれば、適切な支出の要件を備えていることを条件として、会派・議員の

政策的判断を尊重することも考慮すべきである。なお、手引きの「基本的に按分は不要

ですが」に関する指摘箇所は、例示しているように他の項目の按分率にあわせて計上し

てくださいというルールを明示しているにすぎず、請求人の指摘は当たらない。 
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請求人が指摘する人件費については、松浦議員、河津議員、杉並区議会公明党、はな

し議員、吉田議員から事務作業の区政との関連性等が示されており、「政務活動に要する

経費・同細目」に基づき適正に処理されていると判断できる。 

なお、勤務内容が複数ある場合は、可能な限り複数の勤務内容を明記するとし、平成

30年度の「政務活動費の支出に関する事務処理について（手引き）」に定めている。 

 

（７）その他 

 ・領収書の宛名 

  請求人が指摘する富本議員に対する領収書の宛名の使い分けについては、当該議員か

ら合理的な説明がなされており、請求人の指摘をもって不適切・不当であるとは言えな

い。また、小林議員に対する宛名が無記名である領収書の提出の件については、当人か

ら購入先へ依頼し宛名記載を終えている旨の説明を受けている。なお、提出時の添付資

料に会員番号の記載があり、今回、当該会員番号が小林議員当人であることがわかる資

料もあわせて添付している。議会事務局としては、これらのことから当人の計上分とし

て適当であると考える。 

 

・按分 

当区議会では、他の用途との併用が明らかである場合には、政務活動に資するために 

必要な経費相当額を区分することを規程第2条第2項により定めている。この他に、各支

出の按分上限を明示した政務活動に要する経費細目も定めているが、これは平成19年度

の検討会において、区議会の会派・議員の活動の実態を勘案したうえで弁護士や公認会

計士等の有識者からの意見を反映させ、議会全体が遵守する基準として定めたものであ

り、その後も継続的に改正を行っている。 

また、この政務活動に要する経費細目で定めていない経費については、その必要性と 

区分する場合の按分割合は、自身の活動の実態に即して当該会派・議員が判断している。

この判断については、会派・議員の説明が必要であり、明らかに議会活動への反映・ 

寄与の程度の割合が相当でないと認められる場合を除き、政務活動に必要な経費として 

認めることが妥当と考える。なお、具体的に区分する場合の按分方法については、政党 

活動や後援会活動など、議員の審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図る 

という政務活動費の趣旨に適合しない部分は、区政報告における紙面の面積や区政報告 

会での時間配分、また、ホームページにおけるページ数に基づく割合等で区分している 

ことは、合理的な区分方法と考える。 

また、請求人は、「杉並区では合理的な区分が困難な場合は、「社会通念上相当な割合」

の按分とは 2 分の 1 であることを裏付けている」旨、主張しているが、按分の原則にあ

る「社会通念上相当な割合」による按分とは、政務活動とそれ以外の活動との区分が困

難な場合は、それぞれの活動実態に即した按分率により支出額を決定するというもので

あり、杉並区議会では、例えば、事務所自宅兼用 FAX なしの固定電話通信については、

政務活動を 4 分の 1、ガソリン代については同じく 2 分の 1 等、経費細目ごとに精査し

た上で、社会通念上相当な割合として認定している。 

請求人の按分に関する指摘に対しては、会派・議員からそれぞれ合理的な按分の考え
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方が示されており、「政務活動に要する経費・同細目」に基づき適正に処理されていると

判断できる。 

なお、請求人は、広聴広報費の計上にあたり、仙台市議会議員の政務調査費に関する

仙台地裁の判決を引用しているが、同訴訟については、現在も仙台高裁において係争中

であることを確認しており、今後の動向に注視していきたい。 

 

 

８ 平成30年度からの取組 

 

  区議会では、政務活動費の適正な運用に向けて、不断の検証・見直しに努めてきたが、

政務活動費の使途については、議員の自律的判断と説明責任が強く求められていること

から、議員一人ひとりの意識を変える必要がある。 

また、政務活動費の適正な執行を確保するため、平成29年度の調査検討委員会での検

討結果（＊）を受け、金券類により支出した経費に対しては、政務活動費を充てること

ができないものとすることやインターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の

情報端末の通信費の支出割合の上限を2分の1（ただし、当該支出について合理的な説明

ができる場合は、この限りでない）とするなど、規程の一部を改正した。 

今後は、これまで以上に区民の納得と信頼が得られる政務活動費制度をめざして、按

分の割合（上限）が定められていない経費や月極駐車場代、その他改善すべき課題を整

理し、検証・見直しに取り組むこととしている。 

 

【平成 29 年度の調査検討委員会での検討結果】（＊） 

 

 平成 30 年度 平成 29 年度 

規 

程

の 

改 

正 

金券類により支出した経費に対しては、政

務活動費を充てることができないものと

する。 

― 

視察先への土産代に関する支出は、１箇所

当たり 5,000 円を限度とする。 
― 

宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が

10,000 円以下の研修会、講演会等に参加

した場合は、「研修会等の名称、開催日時、

会場、主催者、概要等」が分かる資料を添

付する。 

宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が

10,000 円以下の研修会、講演会等に参加

した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄

に「研修会等の名称、開催日時、会場、

主催者及び概要等」を記載し、可能な限

り資料やレジュメを添付する。 

政党及び政治団体以外の団体年会費につ

いては、規約等を添付し、領収書等貼付用

紙の備考欄に、区政との関連性を記載す

る。 

 

― 
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所属政党発行の機関紙（機関誌又は冊子を

含む）の購読については、議員１人当たり

各１部とする。 

所属政党発行の機関紙の購読について

は、議員１人当たり１部のみとする。 

インターネット接続料及び携帯電話、ス 

マートフォン等の情報端末の通信費は、支

出割合の上限を 1/2 とする（ただし、当該

支出について合理的な説明ができる場合

は、この限りでない）。 

インターネット接続料及び携帯電話、ス 

マートフォン等の情報端末の通信費につ

いては、実態に即して按分する。 

ポイントカード制を導入している小売店

で物品等の購入により発生した「ポイン

ト」が領収書（レシート）によって確認で

きる場合は、当該ポイント相当額を控除し

て支出する。 

ポイントカード制を導入している小売店

で物品等を購入する際、一定割合のポイ

ントが還元され、次回以降の購入でポイ

ント相当額を代金に充当できる場合は、

還元されたポイントが領収書で確認可能

な限りにおいて、そのポイント相当額を

控除して支出する。 

手

引

書

の

改

正 

視察先や行程等が他の議員と異なる場合

は、政務活動視察報告書や領収書等貼付用

紙備考欄等に、経費分担を明記する。 

― 

一定期間にわたり役務の提供を受ける場

合（ホームページ維持管理費等）は、契約

期間等支出の対象となる期間を明示した

書面を提出する。 

― 

事務所には、看板・表札など、政務活動 

のため必要な事務所としての表示等（区議

会議員○○事務所、○○議員事務所等）を

有していることが必要である。 

事務所には、看板・表札など、政務活動

のため必要な事務所としての表示等を有

していることが必要である。 

政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容

が複数ある場合は、可能な限り複数の勤務

内容を明記する。 

― 
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別紙３ 

3 0 杉 並 第 1 0 5 9 5 号 

平成 30 年 5 月 21 日 

杉並区監査委員 様 

杉並区長 田中 良 

平成 28 年度政務活動費に関する住民監査請求に基づく監査の実施に伴

う抗弁書の提出について 

 平成 30 年 5 月 11 日付け 30 杉監査第 69 号により通知のあった標記の

件について、別紙のとおり提出します。 

- 205 -

口



標記の件について以下のとおり抗弁する。 

１ 政務活動費の制度制定の経緯 

（１）地方公共団体は、政務調査費（現在の政務活動費）が制度化される以前

から地方自治法第 232 条の 2 の規定に基づき、議会の会派等に対し調査

研究目的の経費を交付していた。これは、同法第 204 条の 2 の規定による、

給与条例主義に反しないよう、補助金として交付していたものである。

（２）平成 12 年 5 月、政務調査費の制度化等を内容とする地方自治法の一部

改正案が審議され、衆・参議院とも全会一致で可決した。政務調査費制度

の創設を規定した地方自治法の一部を改正する法律（平成 12 年法律第

89 号）は、平成 12 年 5 月 31 日に公布され、平成 13 年 4 月 1 日に施行さ

れた。

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 100 条第 14 項の内容は、「普

通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研

究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員

に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務

調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならな

い。」というもので、同項に基づき議員の調査研究に資するため、杉並区議

会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例（平成 13 年

条例第 26 号）が制定された。 

（３）平成 24 年９月に地方自治法の一部が改正されたことに伴い、政務調査費

から政務活動費へと制度を改正した。

２ 政務活動費の交付及び返還等に関する手続について 

 政務活動費の交付及び返還等に関する手続は、以下のとおりである。なお、

政務活動費に係る予算の支出等については、区議会事務局次長に委任さ

れている。 

（１）政務活動費の交付を受けようとするときは、以下のどちらかを議長に届け出

る。
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ア 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表

者は、政務活動費に係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長

（議長の職務を行う者がないときは議会の事務局長）に届け出なければ

ならない。（会派に係る政務活動費の交付に関する届） 

その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。会派を解散したと

きは、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。（杉並

区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例（以下

「条例」という。）第５条第１項及び第２項）（杉並区議会の会派及び議員

に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則（以下「規則」という。）

第 1 号様式） 

 

イ 議員に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨

を議長に届け出なければならない。（議員に係る政務活動費の交付に関

する届） 

議員に係る政務活動費を受けないこととするときも同様とする。（条例

第 5 条第 3 項）（規則第 2 号様式） 

 

（２）議長は、上記(1)の届出に基づき、毎年度 4 月 1 日の政務活動費に係る会

派及び議員の状況について、区長に通知（政務活動費交付対象者状況通

知書）する。（条例第 6 条第 1 項）（規則第 3 号様式） 

なお、年度途中で上記(1)の届出があった場合は、議長は速やかに区長

に通知（政務活動費交付対象者変更通知書）する。（条例第 6 条第 2 項）

（規則第 4 号様式） 

 

（３）区長は、上記(2)の通知に基づき、速やかに政務活動費の交付の決定を行

い、会派の代表者及び議員に通知（政務活動費交付決定通知書）する。

（条例第 7 条）（規則第 5 号様式） 

 

（４）会派の代表者及び議員は、上記(3)の通知を受けた後、毎四半期の最初

の月の 10 日（その日が杉並区の休日を定める条例第 1 条に定める区の休

日に当たるときは、その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の

政務活動費を請求する。（条例第 8 条第 1 項） 

 

（５）区長は、上記(4)の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付する。

（条例第 8 条第 2 項） 

 

（６）会派の代表者及び議員は、一四半期の途中において、会派の解散、所属

議員数の減員、又は議員の辞職等があった場合、当該事実の生じた日の

属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当月）分以降の政務活動
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費を区長に返還しなければならない。（条例第 8 条第 4 項及び第 6 項） 

（７）会派の代表者及び議員は、前年度分の政務活動費収支報告書（以下「報

告書」という。）に、政務活動費の収支を表す出納簿及び領収書その他の

証拠書類を添えて議長に提出し、議長は、報告書を受け取ったときは、そ

の写しを区長へ送付する。（条例第 10 条第 1 項及び第 3 項）

（８）区長は、会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総

額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による

支出（条例第 9 条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲

に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合、当該残余

の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。（政務活動

費返還命令書）（条例第 12 条）（規則第 8 号様式）

３ 政務活動費の適正化に向けた取り組み 

（１） これまでの取り組み

区議会内において、「議会改革検討調査部会」や「政務活動費検討会」の

検討結果に基づき、平成 19 年 3 月に、杉並区議会の会派及び議員に対す

る政務調査費の取扱いに関する規程（以下「規程」という。）（現在の杉並区

議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程）を議長訓

令甲として制定するとともに、平成 20 年 4 月に第三者の意見を反映した政務

活動費の「使途基準細目（現在の政務活動に要する経費細目）」を定めた。

さらに、平成 22 年 4 月に規程を改正し、「使途基準細目」をより適切な内容

に改めた。 

また、平成 21 年 6 月に「杉並区議会政務調査費調査検討委員会（現在

の杉並区議会政務活動費調査検討委員会）」を設置し、その検討過程のな

かで、政務活動費の公平性及び客観性を担保し、適正な執行を確保するこ

とを目的に、議長の諮問機関として「杉並区議会政務調査費専門委員会（現

在の杉並区議会政務活動費専門委員会）」を平成 22 年 5 月設置した。両委

員会では、監査結果で指摘を受けた事項等の基準の改正に向けて検討した

結果、平成 23 年から毎年、政務活動に要する経費細目について改正を行

い、この間、区議会の自律的な取り組みにより適正化と透明性の向上を図っ

てきたところである。 
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平成２４年度の政務調査費に関する措置請求書に対して、監査委員から、

議員自身による自律的な点検の励行や区議会の自律的なチェック機能の強

化を図り、区民の信頼が得られる制度として確立されるよう意見・要望が出さ

れた。これに加え、平成 26 年度は、他自治体議会の不祥事などに端を発し、

政務活動費に対する世論の厳しい目が注がれ、今まで以上に適正な制度運

用が求められた。このような厳しい状況の中で、区としても強い危機感を持ち、

平成 26 年 10 月 14 日、区長から区議会議長に対し、政務活動費の今まで

以上に適正な制度運用を求める申し入れを行った。 

これに対し、区議会では、政務活動費調査検討委員会・政務活動費専門

委員会で検討し、その結果をまとめ、平成 27 年 2 月 6 日、区議会議長が区

長に対し、更なる政務活動費の適正な運用と使途の透明性の確保に努める

との通知を行い、平成 27 年 5 月に「政務活動費の支出に関する事務処理に

ついて」を全面改訂した。 

さらに平成 28 年 2 月１日に、「平成 27 年度政務活動費調査検討委員会

検討結果」をまとめ、平成 28 年 4 月から規程を改正するとともに、平成 29 年

2 月 2 日には、「平成 28 年度政務活動費調査検討委員会検討結果」を受

け、規定を一部改正し、より一層の政務活動費の適正な運用と使途の透明

性の確保に努めた。 

また、平成 28 年度の監査結果における監査委員の意見・要望を受け、平

成 29 年 3 月 30 日付で、議長から全議員宛に、政務活動費を執行する場合

は、金券類（切手、商品券、図書券等）による支払いの計上を控えることと、契

約期間など支出の対象となる期間を明示した書面を提出することの通知を行

い、政務活動費の適正な運用と使途の透明性のさらなる確保に努めた。 

(２) 平成２９年度の取り組み

区議会では、政務活動費の適正な運用に向けて、不断の検証・見直しに

努めてきたが、政務活動費の使途については、議員の自律的判断と説明責

任が強く求められていることから、議員一人ひとりの意識改革を図っている。 

政務活動費の適正な執行を確保するため、平成 29 年度の調査検討委員

会での検討結果を受け、インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン

等の情報端末の通信費の支出割合の上限を 2 分の 1 とするなど、規程の一

部を改正し、政務活動費の適正な運用と使途の透明性のさらなる確保に努

めた。 
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４ 今回の措置請求に関する区の見解 

政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として交付するものであり、その執行については、第一に会派や議員

の倫理観を前提にした自己検査、第二に議会の代表者としての議長が調査 

し、議会の自律性の中で処理することが前提であると認識している。その上で

執行機関としては、会派及び議員が活動していく上で支障の無いような政治

活動の自由を保障する視点で、対応すべきものであると考えている。 

今回の措置請求の対象となっている政務活動費については、条例第 11 条

に基づき、議長が報告書及び領収書等を調査し、適正に執行したものと考え

ている。 

平成 29 年度の議会の取り組みとして、前年度に続き、政務活動費調査検

討委員会及び政務活動費専門委員会の審議を重ね、改善を図るなど評価

するものであるが、これまで以上に、区民の納得と信頼が得られる政務活動

費の適正な運用と使途の透明性の一層の確保が図られるよう必要な助言に

努めながら、自律的な取り組みを後押ししていく。 
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30 杉議会第 247 号 

平成 30 年 5 月 21 日 

杉並区監査委員 様 

 杉並区議会 

議長 大熊 昌巳 

平成 28 年度政務活動費に係る調査について（回答） 

１ 「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例」に基づく議長

の調査の実施について 

平成 30 年 5 月 11 日付 30 杉監査第 70 号の調査依頼に基づき、条例第 11 条に規定して

いる政務活動費の議長による調査を実施した。 

平成 28 年度分における、請求人が会派・議員別に個々に指摘している政務活動費の支

出が、条例その他の法規等に照らして、違法・不当であるか否かについて確認を行った。 

２ 調査結果について 

会派又は議員が行う政務活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると

認められるものはなく、平成 28 年度の政務活動に要する経費及び同細目に基づく適正な

支出が行われていた。 

なお、富本卓議員、大泉やすまさ議員、小林ゆみ議員、河津利恵子議員、太田哲二議

員については、本人からの申し出により、それぞれ訂正処理等を進める。 

３ 今回の措置請求に対する議長の見解 

区議会では、政務活動費（旧政務調査費）の使途に関しては、平成 19 年 5 月に「杉並

区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規程」を制定し、適正な執

行の確保に努めてきたが、その後、平成 21 年度には、議会内部に設置した「杉並区議会

政務調査費調査検討委員会」において、さらに翌 22 年度には、学識経験者等第三者で構

成される「杉並区議会政務調査費専門委員会」を設置し、使途に関する事項を中心に、

継続的に自主的な改善に取り組んでいる。 

政務活動費の支出にあたっては、第一義的には会派・議員の自律的な判断に委ねられ

ていると考えている。今回は、平成 28 年度分の政務活動費であり、その当時の基準によ

り、会派・議員が、それぞれ良識ある判断に基づき、計上しているものと認識している。 

別紙４－１ 
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また、平成 29 年度の調査検討委員会での検討結果を受け、金券類により支出した経費

に対しては、政務活動費を充てることができないものとすることやインターネット接続

料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費の支出割合の上限を 2分の 1（た

だし、当該支出について合理的な説明ができる場合は、この限りでない）とするなど、

規程の一部を改正した。 

先述したとおり、政務活動費の適正な運用の確保に向けては、これまでも不断の検証・

見直しを行ってきたが、政務活動費の使途については、区民に対する説明責任を十分に

果たすことが、より一層求められており、今後は、政務活動費がこれまで以上に区民の

信頼が得られる制度として確立できるよう、更なる改善に向けて不断の検証・見直しに

努める所存である。 

 

 

４ 個別事項についての会派・議員からの説明 

 

１．富本 卓議員 

 

①  領収書の氏名について 

まず、私の本名は、トミモト タカシである。 

そうした中、選挙については、初出馬時より選挙時には選挙管理委員会に、当選後は、

通称名トミモト タクの通称名使用届を議会事務局に申請し認められ、議員活動を初当選

以来、一貫して通称名で行っている。ゆえに議会事務局も私の本名及び通称使用に関して

は承知をしている。 

 

さらに加えるならば、政務活動費に関する書類の中で、契約書などは漢字名で氏名が記

載されている点や住所が記載されている点から、容易にトミモトタカシ＝トミモトタクと

判断できる。また、銀行口座については、その表紙（漢字名で記載されたもの）も事務局

には届けているので、その点からも判断が可能である。 

 

また、一般的な契約書類や銀行口座名などは、当然、本名であるトミモト タカシでし

か申請もできず認められないので、政務活動費の一部＝JCOM の契約書などは、本名での契

約にならざるを得ない。 

 

次に、使い分けの指摘についてであるが、正直、使い分けをしている思いはなく、ただ、

家賃については、自分で振込名称が変更できるので、政務活動費の証拠書類としての使用

を前提に、わざわざ通称名に変更し行った。その点が今回、逆に指摘をされアダとなった

のは残念である。 

 

それらを踏まえた上で申すならば、請求人は、手引きの点＝議員本人名義以外は無効を

指摘しているが、これは例えば、トミモトだけでは家族が使ったかもしれない疑義がある
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ので、その点を指摘しているのであって、私のケースは全くそれとは違いトミモトタク（本

名 トミモトタカシ）のモノと上記の点からもわかるように特定できるので、全く的外れ

な指摘と言わざるを得ない。 

 

②  調査研究費 会派視察における土産物代の計上について 

大泉やすまさ議員に同じ 

 

③ 広報広聴費 「区議団区政報告」の費用計上について 

 大和田伸議員に同じ 

 

④ 広報広聴費 富本個人の区政リポートについて 

Dream 初秋号について 

議会活動、議員活動を載せており、適切に対応しており問題がないと考える。また、旅

行会の案内と同封云々の指摘があるが、ゆえに郵送費、封筒作成代、封入作業代は、按分

して計上している。その事によって、このレポートの記載内容そのものに問題があるよう

なニュアンスの書きぶりは指摘としておかしいと考える。 

なお、初秋号における後援会の記載内容について改めて確認した結果、平成 30 年 5 月

21 日付で出納簿及び支出額を以下の通り訂正し 8,612 円を返還する。 

＜広聴広報費 5件の計上金額＞  

誤） 453,154 

正） 444,542 

 

TOMMY 通信について 

TOMMY 通信創刊号、同第 2 号とも、地域の会合や駅頭街頭活動、また地域での陳情・要

望活動等での訪問時や来客時に配布している。 

また、TOMMY 通信創刊号について、参議院選挙に関する写真等も使用しているので 80%

計上として対応しており、全く問題がないと考える。 

 

Dream 初春号について 

まず、顔写真や名前の大きさについては、同僚議員に富田たく議員が在籍する。非常に

間違えられることが多い。よって、顔写真と名前を大きく記載することは、受け取る区民

の皆様に、正しい政務活動情報をお知らせする為に必要であると考える。 

次に、見出しについては、例えば年齢の記載はプロフィールの一部である点、また、一

般的な文章が、時候の挨拶を記して始まるのと同じような意味合いで、感謝の念を記して

いるにすぎず、この点については見解の相違と考える。 

次に、文章そのものの内容についても、書き出しについては、年を振り返るにあたり例

示として使用したものであり、先の述べたと同様の考えで記しており、問題はないと考え

る。その後、本論として保育や議会改革についての進捗や考え方などを記しており、請求

人の指摘は見解の相違と考えるものである。また、請求人はこの文章は挨拶と記している
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が、その後の紙面の内容は、保育問題を中心として一般質問の内容に言及しており、この

文章は挨拶でなく、その後に続く序章である認識という思いで記しているので、全体の構

成上からも請求人の指摘はあたらない。 

 なお、初春号における後援会の記載内容について改めて確認した結果、平成 30 年 5 月

21 日付で出納簿及び支出額を以下の通り訂正し 5,951 円を返還する。 

＜広聴広報費 2件の計上金額＞  

誤） 371,932 

正） 365,981 

 

⑤ 広報広聴費 富本個人の HP について 

まず、大前提として、使途基準に基づき適切に対応しており問題がないと考える。 

次に、請求人の指摘にある通り、混在しているので按分し計上をしている所である。按

分比については、ページ構成等を総合的に勘案し計上している。（下記参照） 

また、私は、議員自身の考えや活動をより詳細に提供できるツールとして必要なもので

あると考える。 

私は、議員の広報広聴活動の姿勢を示す＝政務活動に対する積極的な姿勢を示す上でも 

ＨＰはしっかりと作成をさせていただいている。 

実際に私個人の活動についてＨＰを見て、区民からの問い合わせや意見要望もあるとこ

ろである。 

他にも私のＨＰを先に見て質問の内容などを知って、その後、それを確認する上で、 

区議会のＨＰで録画動画を見ているケースもある。また、プロフィール（例えば、所属政

党や当選回数、住所など）については、区民にとってみれば区政調査を依頼する際などは

非常に大切な情報である。 

また、HP のあり方を請求人は指摘をしているが、下記に示した通り、政党活動等にあた

る部分については、按分し除外しているので問題はない。 

                       

また、ブログの記載についても言及しているが、ブログはＴＯＰページの部分に含まれ

ており、以下の記載の様にＴＯＰページの部分を按分しており、すでに一部除外している

ので、その指摘は当たらない。 

 

今回の指摘を受けて、改めてＨＰについて、ＴＯＰページ以外の割合を検証した。画面

全体の長さに対して、以下、この様な割合となった。 

プロフィール 5% スタイル 4%  政策 15％ 実績 19% 

公約達成度 6％   活動報告 40%  応援団募集 11％ 

 

ここから応援団募集の 11%の全てとスタイルの 4%の 50%を計上外としてひく。 

100-11-2＝87% 

全部で 8ページある中で、上記のページは 7ページある。 

ゆえに、8分の７の 87%計上→全体の 76.1% 
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次に、ＴＯＰページは 1ページ 

ＴＯＰページは、様々な内容が含まれているので 33%を計上した。 

8 分の１の 33%計上→全体の 4%     

 

76%+4%＝80%となるが、より慎重を期して 75%を計上した。 

 

２．井原太一議員 

 

【調査研究費 ①会派視察における土産物代の計上について】 

大泉やすまさ議員に同じ 

 

【調査研究費 ②視察・西園寺・シェア金沢】 

視察の内容については、視察報告にすでに記載をしました。 

報告書に記載する以外にも視察した結果を区政・政務活動に生かす方法には、いくつか

あります。 

例えば、視察した先の取り組み、制度や条例等を（1）杉並区にも導入する、（2）杉並区

の実行計画など、その将来像・在り方を検討する材料にする、（3）実施あるいは検討して

いる政策の証左、あるいは反証の材料とする、（4）一般質問などで紹介し、議論を活性化

する、（5）区民に知らせ啓蒙する、ほか多種多様であり、またそれらが複合的に組み合わ

さっていると思います。 

これらは報告書、議会質問の議事録・録画など、形に残るものもあれば、形には残らな

くともその考え方、手法、理念などが後々に生かされるものもあります。 

このたび視察した西園寺およびシェア金沢の 2 つの視察先は、ともに同じ社会福祉法人

佛子園が運営し、成功事例としてテレビなどマスコミでも取り上げられたものです。 

そのなかで、私が特に注目している点は、これらの２施設が、地域共生施設・コミュニテ

ィー施設として奮闘している点です。 

高齢者施設あるいは障がい者施設は、かつてのように地域から隔離した施設ではなく、

これからは地域と共存したものでなければなりません。そのことは、そこを利用しそこで

生活する人たちの人生をより輝かせ、人としての尊厳を高めるとともに、地域にとっては

人の交流や地域の活性化を増進し、地域生活をより多様化した豊かなものにすることでも

あります。 

当該法人は、その初期において石川県に高齢者福祉施設を建設するにあたり、近隣住民

から反対運動を起こされ、大変な苦労をしました。その苦い経験から、新しい施設をつく

る際には、このたび視察した先も含め、地域との融和、共生を図るために、様々な工夫を

行っています。 

その詳細は、すでに報告書に記載があり、あるいは別の機会に改めたいと思いますが、

その建設過程と開設後から現在に至る過程を調査することにより、地域との共生はどのよ

うにあるべきか、考え方と課題が浮かび上がってきます。 

温泉を掘り当て、浴場は地域住民には無料開放する。温泉目当てに近隣からの有料来場
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者が訪れ地域が活性化し、そこにＵターンで若者が戻って来て人口が増えた。食堂は地域

に開放し、住民の居場所としても出入りができる。地場の特産である漬物を土産品として

関連施設で全国販売するルートをつくり、漬物工場では障がい者の雇用を確保、その指導

は地域の一般婦人たちが行う。など、これらの仕組みの中で、施設と利用者と地域が融合

しています。様々な施設を集めて、ひとつのエリア内にまちをつくってもしまいました。 

もちろん成功ばかりではなく、失敗や課題もありますが、これらはマスコミ報道や東京

で入手する資料等には記載がありません。現地で直に聞き、調査しなければわからないこ

とも多くありました。 

地域にはそれぞれの事情や特性がありますから、全く同じものを杉並区に建設・導入す

ることはできません。そんなに単純な話ではありません。 

しかし「施設と利用者と地域とが共生して行く」という方向性は、杉並区も同じく目指

しており、その課題解決はこれから増々重要になります。 

今私の住む町に、平成 31 年度秋の開設を目指して、待望の知的障がい者施設をつくる計

画が進んでいます。 

この計画には、施設の１階部分に町会などが利用する開放型の会議室、障がい者が職業

訓練するためのパン焼き作業場とともに地域の方々が集えるオープンカフェをつくる、な

どの計画が盛り込まれています。これは私が提案した内容ではなく受託事業者が企画した

内容ではありますが、私がその議会および保健福祉委員会などでの審議の過程で、その大

切さを十分に理解でき、自信をもって諸議案に賛成できるのは、上述の視察による知見お

よびそれ以外にもこれまで自分で培って来た知見に裏付けられているからです。 

ところで、では地域住民が使えるコミュニティスペース（場所・空間）や利用規則など

の仕組みができればそれで安泰か、全てが上手く行くかというと、決してそうではないこ

とは容易に推察されます。なぜならば、そもそもこれら３者が共存して行くという風土、

文化がこれまでこの地域には無かったからです。いきなり、さあ明日から住民の皆さんは

それを実践してくださいと言っても、どこから何をするやら、戸惑うこともあるでしょう。 

であるならば、それを知っている、たとえ一部であってもそれを理解している有志たちが、

間に立ってこれらを調整して行く、ファシリテーターあるいはコーディネーター的な役割

を演じる人も必要になります。 

これは、余談になりますが、この施設・利用者・地域の融合の大切さを知っている政治

家は、そのような役割を演じるべきではないか、と私は思っています。視察をはじめ、様々

なところで知見を広め勉強を重ねている、土壌を有しているからです。さらに地域の事情

も知り、行政の事情も知っており、両者の中間に位置し全体を俯瞰できる立場にいるから

です。 

政治は本来、選挙に勝つための活動でも、多数を得るために徒党を組む活動でもないと、

私は思っています。もし政治の在り方をそのように誤解している人、それが政治活動だと

思い込んでいる人、これは住民ばかりでなく政治家も含めてですが、がいるとすれば、そ

の誤解は解いて行かなければならないと思っています。 

政治は、本来今ばかりでなく 20 年 30 年 50 年先の将来に何が必要になるのか、そのビジ

ョンと課題を地域住民と共有し、その夢を実現して行くために、住民とともに自ら汗し努
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力する活動です。そこには、思想・信条はあったとしても、党派は付随的なものに過ぎず、

本質的なものではありません。 

更に余談になりますが、思想・信条、この町をこうしたい、このようなコミュニティー

を作りたい、このような世の中にしたい、という思いは、政治家ばかりでなく、主権を有

する住民（国民）の誰もが持っているものであって、政治家だけが持つものではありませ

ん。ですから、もし思想・信条を禁じると言うことであれば、政治家ばかりでなく先に論

じたいわゆる地域の「有志」は誰も活動ができなくなってしまいます。大切なことは、思

想・信条を排除することではなく、思想・信条によって他を排斥しない、お互いを尊重し、

住民が等しく恩恵を受けられるようにしなければならない、ということだと考えます。 

さて、本論に戻りますが、このたびの視察で得られた様々な知見は、これから私がこの

ような役割を果たす時にも、大いに役立つであろう、その意味では目には見えませんが区

民に大いに還元できるものであると考えています。これも「人づくり」です。 

 

【広報広聴費 ①「区議団区政報告」の費用計上について】 

大和田伸議員に同じ 

 

【広聴広報費 ②区政報告会－井原太一と語る会（28 年 11 月 28 日）】 

まず前提として申し上げたいことは、私は区議会議員が区民から選ばれた以上、区民に

対して区の様子、議会の様子、審議の内容等々を報告する義務があると考えています。例

えば区政報告会や区政レポート等はこれに当たりますが、これは議員としての責務の一部

であって、これは政務活動であり、政治信条等を述べるためのいわゆる政治演説、政治活

動とは区別されるべきものである、と考えています。 

そのため、私は政務活動としての「区政報告会」と、政治活動としての演説会とは別個

のものとして、従来より別々に分けて（区別して）それぞれ別日別案内で開催をしていま

す。今回 28 年 11 月 28 日に開催したものは、前者の政務活動としての「区政報告会」にあ

たります。 

 

さて、その前提の上で、以下に今回ご質問を受けた点について、順次お答えいたします。 

まず“「井原太一後援会」が後援している”“後援会が主体なのであろうか”についてで

す。 

今回の区政報告会は、主催は区議会議員である井原太一「個人」です。これは、上述の

議員の責務から考えれば当然のことです。よって、後援会が開催しているのではないか云々

というご指摘は当たりません。 

ところで、会場を借りてこのような演説会を開催する場合、様々な作業・労務が必要に

なります。机を出したり、椅子を並べたり、来られた方を席まで案内したり、資料をお渡

ししたり等々、とても「個人」でやり切れる範囲ではありません。そこで、これらの作業

は、後援会の方々数名がボランティアで手伝ってくださいました。それが、ここに記載さ

れている「後援」の意味です。 

主体は、あくまで区議会議員である井原太一「個人」です。 
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次に、質問順とは前後しますが“参加者”についても“後援会が主体なのであろうか”

と疑義がされています。 

まずこの報告会への参加・入場資格について、後援会に限定するなどの制限は一切なく、

誰でも入場できるようにし、区民が報告を聞きたいといらした場合それを拒否・排除する

ようなことはしておりません。これは、前提でお話しした政務活動としての「区政報告会」

の性質からすれば当然のことで、開かれたオープンな会にしています。 

参加者の内訳について、その多くは一般区民でした。後援会の方は、上述したお手伝い

の数名に少し加わった程度です。 

開催のご案内は、一般区民向けに、会場周辺をはじめその近隣でチラシの配布、電話か

け、口コミ等で行いました。その中で、後援会の会員はほんの僅かしかおらず、ほとんど

は一般区民です。前提で述べた「報告する義務」のことを考えれば、一般区民に開催告知

することは、当然のことです。 

なお、来場者は 40 名程度と、ご案内した数には遠く及びませんでしたが、これが区民の

区政に対する関心の薄さを反映した数字なのかもしれません。国民主権の風土を醸成しき

れていないとすれば、私も含めて、議員はもっと反省しなければなりません。 

よって、あたかもこの区政報告会が「後援会会員のために開催し、参加者の大半が後援

会会員である」“後援会活動”であるとの類推を招くような言い回しは適正ではなく、その

ような事実はありません。 

 

次に、報告会に“都議と国会議員の秘書”が参加した件についてです。 

まず、広く一般に告知した段階で、都議にしても、国会議員の秘書にしても、どこかで

開催を聞きつけ会場に来たとしても、入場を拒否したり排除したりする理由はありません。

少なくとも、どちらも杉並区民だからです。ここに“都議らを招き入れ”たという事実は

なく、区民として報告会を聞きに来た、というのが実態です。 

ところで、国と都と区は、それぞれが独立した組織ではありますが、まったく関係がな

いのか、というとそうではありません。一般によく国は制度を作り、国や都は予算を降ろ

してくる、という言い方がされています。国のつくる制度とは、外交や安全保障などの大

きな話ばかりではなく、もっと身近な地域の福祉や住民の生命に直接関わるものも多くあ

ります。実際に、例えば財政面から見たときに、杉並区の近年の一般会計年度予算額約 1800

億円に対して、区税、手数料、区債（借金）などの自主財源で賄える金額は約 820 億円と

全体の約 46％に過ぎず、半分以上は国や都の支出金、交付金、分担金などが区の財源を埋

め合わせています。ちなみに、一般会計以外の特別会計についても、例えば国民健康保険

事業会計の年度予算額約 553 億円のうち、保険料その他の自主財源で賄える額は約 213 億

円で、全体の約 39％に過ぎません。 

このように、区政と国政・都政とは分離したものではなく、とても密接な関係にあるこ

と、お互いに連動していることは自明ですから、区政報告会の中で併せて都政報告や国政

報告が行われたとしても、これは何ら不思議ではありません。 

そのように考えると、都議など他階級の議員が私の区政報告会に来て、私の報告を聞い

ていたとして、もし他の参加者、区民から彼らの報告も聞きたいと要望が出た場合には、
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これを無下に断る理由を見い出せなくなります。区政と都政、国政は全く無関係ではなく、

互いに連動し、制度が重なり合っているからです。 

なお、その際に私が気を付けていることがあります。それは、この報告会が政務活動の

範囲で行なわれていることなので、他階級の議員に政治活動あるいはそれを連想させるよ

うな話をされてしまわないようにすることです。そのために、それぞれがお話しを始める

前に、そのことをしっかりとお願いをし、ご了解を得てからお話しをしていただくように

しています。ですから、他階級議員の話は、他の通常の「政治集会」に見られるような通

り一遍の挨拶では決してなく、区政の課題に連動した都政、国政の報告、政務活動となっ

ています。 

このように、どちらも政務活動の範囲であり、公務でありましたが、私の政務活動費の

集計から敢えて時間按分でこの時間を差し引いたのは、この時間を「政治活動」だと解し

たからではなく、同じ区民（都民・国民）に対する政務活動だとしても、これは都の政務

活動費、あるいは国会議員のそれに類する費用があるとすればそこから支出するべきもの、

と解したからです。 

よって、他階級の議員が政務報告を行ったことで、“政党・選挙・後援会の活動になって”

しまっているという事実はありません。 

 

最後に、「区政報告会」の中身、内容について述べます。 

前提でも述べた通り、私は政務活動として区民に区や議会の様子を伝える「区政報告会」

と、政治的主義主張を述べる「政治集会」とは別物として、それぞれ分けて開催をしてい

ます。 

このたびは政務活動として行う「区政報告会」で、その構成は前半にパワーポイントを

使った報告（約 40 分）、後半にそれに関する質疑応答と区民からの聴取（約 23 分）を行い

ました。 

パワーポイントの内容は 72 ページにわたり、大きく、 

1．議会の動きと活動内容、 

2．杉並区の動きと現状／総合計画、実行計画の改定、施設再編計画の状況、保育園の待機

児童問題、災害対策、平成 27 年度決算状況と今後の財政見通し等々 

3．下高井戸周辺地域（このたびの開催会場の周辺）で起こっている区の施策／下高井戸お

おぞら公園建設、永南小跡地利用など、11 の事業について 

4．今後の展望などを報告させていただきました。40 分ではとても説明しきれないくらい

のボリュームでしたが、地域の住民にとってはどれも必要な知っておきたい事項であると

判断し、早口で説明をしました。 

このパワーポイントの内容は、印刷して全文を報告書に添付してあります。 

また、質疑応答では、報告事項に対する質疑のほか、地域で起こっている課題について

のご指摘などもあり、白熱した時間であったと思います。 

区の状況は、区の広報紙などでも発表されていますが、その過程でどのような議論がな

されたのか、どこがその計画のポイントなのか、実行にあたり注意点をどのように捉えて

いるのか等々は、紙面等からでは決してわかりません。このような報告会で、議員から話
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しを聞いてみて、あるいは質疑をしてみて、わかるものです。 

報告時間も、質疑応答の時間でも、ただただ時間に追われ政治的な要素を盛り込む時間

的余裕など、まったくありませんでした。もちろん、たとえ時間があったとしても、会の

性質上当初から盛り込むつもりはありません。 

ですから、これらの時間帯については、政務活動にあたるとし、当該時間数を按分対象

に加えて、政務活動費として計上、支出をしました。 

ここには、“政党・選挙・後援会の活動になって”しまっているという事実はありません

し、よって法令には違反しておらず、計上した政務活動費の全額返上を求められる所以も

ありません。 

 

もし仮に、ここで全額返上ということであれば、あるいは報告内容を否定して時間按分

ではなく一律 50％などと切り捨てるようなことがあるとすれば、では議員の政務活動、議

員の報告義務とは何なのか、という根本的な疑問が残ってしまうことでしょう。 

活動は委縮してしまい、疎外されてしまいます。 

そしてそれは、政務活動そのものの否定につながるものだと理解しています。 

 

３．今井ひろし議員 

 

調査研究費 会派視察における土産物代の計上について 

大泉やすまさ議員に同じ 

 

広報広聴費 「区議団区政報告」の費用計上について 

大和田伸議員に同じ 

 

４．大泉やすまさ議員 

 

【調査研究費】 

会派視察における土産物代の計上について 

本件指摘は、請求人が『一般区民の通常の生活において、どこかを訪ねた際に、土産物

を持参することに懸念が示されることはあまり多くない』とするとともに、『各議員が、視

察先に土産物を持参すること自体に異議を唱えているのでは全くない』としている通り、

視察訪問に際して、その受け入れや準備に対する視察先への謝意として土産物を持参する

ことについては異議ないものと理解するところであります。 

そのうえで、請求人は『「政務活動費」に計上する視察においても、もし土産物が必要な

場合は、「公金」ではなく「自分の財布」から出費するのが、「一般社会通念である」』との

見解を示されているところですが、平成 16 年 9 月 15 日京都地裁判決において、『視察先へ

の土産は、視察への協力に対する謝礼としての意味を有するものと解され、社会通念上適

正な範囲内のものであれば、これを「交際的経費」ということはできず、先進地調査又は
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現地調査に要する経費（調査費）に該当するというべきである』とされた判例に照らし合

わせると、本件土産の内容、金額は社会通念上適正な範囲内のものであることから、本支

出は適正なものと判断し、本件指摘は当たらないものと考えます。 

 

【広聴広報費】 

「区議団区政報告」の費用計上について 

大和田伸議員に同じ 

 

【資料購入費】 

「時事通信社：JAMP（時事行財政情報モニタ）」「都政新報」購読費の計上について 

 本件指摘の、次年度に渡る購読費支出の考え方については、平成 29 年 11 月 2 日仙台地

裁判決において任期以降の期間に係る支出を違法とした判例があるものの、任期期間内の

次年度分の支出に対する是非を示した規定は存在しないため、区議会で採用している「交

付年度を含む１年以内」という考え方により、交付年度内に実際に支出した経費として計

上したものであります。支出時点の年度で計上することとされている現在の制度において、

任期期間内かつ契約期間が次年度に渡る購読契約を結んだ際に、当該年度と次年度とを分

けて計上することは不可能であるため、本件支出は適正であると考え、返還には応じられ

ません。 

 ただし、都政新報購読料については、2017 年 3 月に 2016 年 7 月～2017 年 3 月分と次年

度の１年分を支払ったものですが、1 年を超える計上となっていたため、以下の通り訂正

し、15,300 円を返還します。なお、今回改めて内容を確認したところ、JAMP（時事行財政

情報モニタ）領収証の領収日が記載されていなかったため、平成 30 年 5 月 21 日付で領収

日のわかる取引推移一覧表（写）を添付しました。 

＜出納簿摘要欄＞ 

誤） 都政新報（2017 年 7 月～2018 年 12 月分）   

正） 都政新報（2016 年 7 月～2017 年 6 月分） 

 

＜計上金額＞ 

誤） 36,870 

正） 21,570 

 

５．脇坂たつや議員 

 

調査研究費 会派視察における土産物代の計上について 

指摘された視察先への土産物代は、計上していない。 
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「区議団区政報告」の費用計上について 

大和田伸議員に同じ 

 
個人区政報告代 

ルールに基づいて適切な運用を行っているので、返還請求に応じることは出来ない。私

は政務活動費を使用して、予算・決算という区政における重要な議会を終えた後に、杉並

区政レポート「惑星」を定期的に発行しており、印刷物は特段、選挙を意識したものでは

ない。内容に関しても、区民に区政への理解を深めて頂く一助になりたいという思いから、

時の区政の重要政策や課題等を取り上げ、それに対する私の考え方を示している次第であ

る。また、号によっては区政に対する意見や要望を求めるスペースを作っているので、合

わせて申し添えておく。次に、封書発送についてであるが、あくまでも区政に対しての関

心を集めることを目的とし、レポートを送っている。また、ポスティングについてである

が、政務活動費の金額は限られており、区内全域に投函することは出来ない状況にある。

そうした中で、範囲を指定して配布するという選択をすることは止むを得ないものと判断

したのであって、指摘の様なことは当たらない。尚、郵送には DM を用いてコスト削減を図

っている。業者からは DM の性格上、郵便局を通す方が確実に区民の元に届くと説明を受け

ていたが、可能な限り低コストで郵送した上で、こぼれた分については切手を貼って送付

する方が政務活動費を使っていることへの理解が得やすいと判断し、この様な対応を取っ

た次第である。政務活動費を用いて、区政報告を作成しているということは強く認識して

おり、ご理解を頂きたい。 

 

個人ホームページ代  

ルールに基づいて適切な運用を行っているので、返還請求に応じることは出来ない。私

は自身のホームページの費用に政務活動費の一部を按分し、9割を計上している。それは、

残りの１割に政治活動が含まれていると認識しているからである。具体的に指摘を受けて

いる通り、石原伸晃衆議院議員からのメッセージが政治活動だと捉えている。実態として

は全体の割合からしても 1 割にも満たないが、区民感情を考慮に入れ、区切りの良い数字

とした次第だ。また、現在利用しているブログについては、掲載内容のタイトル等がホー

ムページにポップアップ表示されるが、ブログのサービスはホームページの契約内容には

含まれておらず政務活動費として計上しているものではない。その前提で一言申し上げる

のであれば、政治というものは生活に密着したものであり、仮に政治家が浮世離れした生

活をする様であれば、区民の声を届けることは出来ないと考えている。例えば、私が子育

てをしながら感じたことは、もしかしたら普遍的な世の中の課題であって、ブログに思い

を綴って考えをまとめながら、議会の場で取り上げることで改善が図られるかもしれない

と考えるのは自然なことなのではないだろうか。もちろん、選挙日程が重なれば、それに

ついて触れることはある。しかし、それも含めて先に述べた通り、全体の割合からしても

1割には満たず、現状の按分率が最適だと判断している次第である。 
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新聞代（自由民主１年分） 

ルールに基づいて適切な運用を行っているので、返還請求に応じることは出来ない。政

党の機関誌に関しては、公明党の「公明新聞」と共産党の「赤旗」を購入し、自由民主党

の「自由民主」と読み比べをすることによって、政治を俯瞰的に捉えようとしているもの

であり、指摘された意図はあたらない。 

 

携帯電話代 

ルールに基づいて適切な運用（50％按分）を行っているので、返還請求に応じることは

出来ない。 

 

６．佐々木浩議員 

 

●調査研究費 会派視察の際の土産物代の計上について 

会派視察に参加した議員として、政務活動費が公金であることは当然ながら認識してお

り、ルールに基づいての支出を心がけております。 

ご指摘の文中でも引用されておりますように、平成 16 年 9 月 15 日京都地裁判決におい

て、視察先への土産は、社会通念上適正な範囲内であれば、現地調査に要する経費として

調査費に該当するとされております。 

このことから視察の際の土産物代を政務活動費に計上する事自体には問題なく、また指

摘の当該案件の金額につきましては社会通念上適正な範囲であると認識しております。 

したがいまして返還の必要はないものと判断しております。 

 

７．藤本なおや議員 

 

●調査研究費 会派視察の際の土産物代の計上について 

佐々木浩議員に同じ 

 

８．小林ゆみ議員 

 

●調査研究費 会派視察の際の土産物代の計上について 

 佐々木浩議員に同じ 

 

●事務費 

①ノートパソコン、USB-C 接続ケーブル、マウス代について 

 当該支出の領収書が無記名となってしまったことは、私（小林ゆみ杉並区議会議員）が

購入時に申し出ることを失念してしまったためである。今回の指摘を受け、平成 30 年 5 月

16 日付で購入先であるケーズデンキに領収証へ宛名を記載してもらい、あわせて領収書等

貼付用紙にその旨を補記した。なお、会員番号から購入者が「小林優美（小林ゆみ杉並区

議会議員）」であることがわかるレシートを添付した。 
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また、パソコンの計上の按分に関しては、備品購入費支出に関する処理の取り決めに則 

り、実態に即して 50％の按分で計上している。ご指摘の通り、パソコンは所得税法上の耐

用年数では 4 年である減価償却資産である旨認識しており、且つその購入に関しては任期

満了までの期間を鑑みて購入することに留意が必要であることも十分認識している。なお、

備品台帳については既にファイルに添付済みである。 

 

②携帯電話代について 

 私は携帯電話を 2 台所持しており、その内訳として、杉並区公式ホームページ等におい

て電話番号を公開しているドコモの携帯電話（購入時から現在まで、インターネットに接

続できない）と、もう 1 台は電話番号を公開せず、インターネット接続をし、タブレット

感覚で使用しているソフトバンクのスマートフォンである。便宜上、政務活動費の書類上

ではその主な使用目的から、ドコモの方は「通話用」、ソフトバンクの方は「検索用」と記

載している。 

 私は事務所を構えていないため、公開している通話用の電話番号が事務所機能を果たし

ている。通話用の携帯電話では、主に区民の皆様からのご意見やご要望、面会希望等の電

話を受け、また、区議会事務局や他議員との連絡や、区議会に必要な事項の問い合わせ等

を行っている。 

 検索用の携帯電話では、インターネットに接続し、杉並区公式ホームページをはじめと

するサイトでの杉並区政に関する情報の収集、各種ニュースの閲覧、区議会での質問を作

成する際の調査、公式ブログでの区政報告の掲載、区議会事務局や他議員との連絡等を行

っている。また、メールに関しては、検索用の携帯電話のメール機能で主に区議会事務局

や他議員との連絡に使用している。 

以上のとおり、通話用と検索用の携帯電話の両方を用い、杉並区政の為に使用していた

が、今回、請求人から疑われること自体が本意ではないため、平成 30 年 5 月 21 日付で出

納簿及び支出額を訂正し、通話用の携帯電話代 20,838 円を全額返還する。 

 

９．岩田いくま議員 

 

① 調査研究費 会派視察の際の土産物代の計上について 

佐々木浩議員に同じ 

 
② 広聴広報費（按分） 

按分計上しているのではなく、区内特別郵便利用による割引である。 

 
③ 資料購入費（犯罪心理学事典） 

教育（非行・いじめ、PTSD）、情報セキュリティ、防犯、児童虐待等の政策課題に活

用している。 
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④ 事務所費 

昨年も同じ内容の監査請求を受けており、同様の回答となるが、表示を「（区議会議

員）岩田事務所」ではなく「岩田」とした理由は、 

（１） 議員は個人名で活動しており、「岩田事務所」という組織は存在せず、「事務所」

を付加することでかえって来訪者に混乱を与えかねない 

（２） 区議会公式HPや各種広報物における連絡先はすべて同一住所で公開されている 

（かつ、広報物における連絡先は「岩田事務所」ではなく「岩田いくま」である） 

（３） 「岩田事務所」と表示することによる家族（特に子供）や近隣住民への影響 

＊インターホンやドア等は自宅部分と共用であること、及び、過去の来訪者の行

動に伴う家族及び隣戸等近隣住民へのご迷惑の経験 

上記を総合的に考慮のうえ、区議会事務局作成の「政務活動費の支出に関する事務

処理について」に記載されている「政務活動のため必要な事務所としての表示」に関

して、議員名の表示で要件を満たすと判断した。 

なお、平成 28 年度の政務活動費調査検討委員会検討結果に基づき、平成 29 年度か

らは事務所費の計上を行っていない。 

 

10．松浦芳子議員 

 

【調査研究費】 会派視察の際の土産物代の計上について 

佐々木浩議員に同じ 

 

【広聴広報費】区政報告について  

区政報告は、極力 区内の情報を伝える事にしているが、関連を掲載する場合は按分している。

平成 29 年新春号では、山田宏前区長の写真を載せたが、区民より「山田さんは、どうしている

の？何やっているの？」と聞かれることが多いので、山田氏の近況を載せた。 

区民への情報との思いで掲載したが、現在の区政には関連しないとも思われるので 95％の按

分とした。所属する政党とあるが、私自身は、自民党党員ではない。 

あくまでも区民への質問に対する情報提供として載せている。 

 

【人件費】  

人件費に関しては、区政報告の作成や発送準備、発送するために名簿整理、ポスティングをお

願いしたための人件費でそれ以外の人件費は計上していない。 

勤務内容については、区政報告発送準備には、区政報告の作成や印刷、三つ折り、封筒に入れ

る、封筒を閉じる等があるが、今後は、具体的に書くことにする。 

郵便局へ持ち込む発送は、家族がやっているので計上はしていない。 

 

住所録データー入力修正については、区政報告を郵送すると「転送不能」で戻ってきたり「受け

取り拒否」や「死亡」との連絡を頂くので、その住所を修正する作業をしてもらうが、今後は「区政報

告郵送用住所録データー入力修正」と書くことにする。 
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勤務時間については、早朝が良いという方がおり朝から作業をして頂いている。 

作業場所については、自宅の一室を事務所に使っており、パソコンを使う場合は、事務所で作

業してもらうが、区政報告の発送準備の作業は、事務所では狭くて出来ないので、自宅の居間で

作業をしてもらっている。 

 

11．山本あけみ議員 

 

〇調査研究費 

① 女性議員有志南伊豆町における土産物代 

土産代については、視察先に対する挨拶用に用意した少額のもので、判例にも社会通念

上適正な範囲内の金額であれば認められるとの判断があり、今回の支出は適正と考えます。 

 

② 泣いた赤鬼鑑賞券 

鑑賞券支出は、NPO 活動資金助成事業に関して、実際に会場に足を運び鑑賞する事で本

助成事業が区政にとって有用な使われ方をしているかといった調査を行う上で重要である

と考え行ったものであり、個人的な娯楽や特定の NPO 法人への助成が目的ではありません。 

 

〇広聴広報費  

区政報告、高井戸公園 NEWS、オフィシャルサイトへのご指摘に関して。 

区政に関してとその他の選挙対策や政治活動に関しての按分比に関しては、紙面の使う

分量に沿って按分比を都度決めて計上をしている。按分比の説明は以下の通り。 

【区政報告 vol.19】4 ページ目グリーンテーブルの記事を未計上、第 33 回木曜茶話会特別

講演会のご案内の内、区政にかかわる年金に関しての講演であるが吉田はるみ事務所と

共催のため半分を未計上。これらの未計上の紙面を 10％として、残り 90％を政務活動費

に計上。 

【区政報告 vol.20】印刷物は全て区政に関することなので 100％計上し、郵送の為の封入

時に 3 枚の内１枚を政治活動に関するチラシを同梱したため省き、2/3 を政務活動費と

して計上。 

【区政報告 vol.21】4 ページ目グリーンテーブル部分及び第 42 回木曜茶話会の告知部分を

面積按分して未計上とし、紙面の分量に従い、15/16 を政務活動費として計上。 

【区政報告 vol.22】4 ページ目、映画上映会は政治活動のため未計上。また、第 42 回木曜

茶話会の特別講演会は、国・都・区政の連携した取り組みについての意見交換の機会と

して企画した。国・都・区政が密接に関連して諸問題に取り組まなければならない段階

にあるため、山尾衆議院議員、西村前参議院議員の参加を依頼した。そのため両者の該

当面積のうち半分を未計上とし、面積按分して、7/8 を政務活動に計上。 

【高井戸公園 NEWS 等】高井戸公園 NEWS 等、他の区政報告は区政に関する内容であるため

按分をしていない。 

【旧オフィシャルサイト】旧オフィシャルサイトとは、現在のサイトの前に管理運営して

いたものである。そのサイトのコンテンツである「政策」「プロフィール」「応援して下
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さる方へ」「ブログ」の内、「ブログ」の一部、「応援して下さる方へ」の部分に政治活動

が含まれることから 80％の政務活動費計上とした。 

【2017 年保育関連臨時特別号】保育関連の杉並区長と世田谷区長他との対談は、当時の保

育需要の増大、保育施設の整備の重要性などを杉並区民向けに情報提供を目的として行

ったもので、全て政務活動費に計上をしている。また、西村正美氏からは、歯科医師と

元国会議員の立場から、乳幼児の虫歯について、生活の中で防げるはずのものを防ぐこ

とができない。そこには、そもそも普通の生活を送れていない実態があり、貧困や虐待

といった社会の問題が虫歯という形で露出するようになった事を踏まえ、厚生労働省が

取り組む、「児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツール」に

ついて話を伺った。専門性の高い議論をいただき、お読みいただいた区民に議論の信用

性を高めるため、プロフィールを掲載した。 

 

区政報告の郵送先は政治活動の後援会組織とは別であり、区議としての活動を通じて知

り合い、お互いの活動報告や意見交換などを目的に郵送している。 

当該年度に計上した、オフィシャルサイト作成料に関して、作成した当時には区政に関

しての活動が一覧で示すことが出来る事を第一目的にまた、情報検索をしやすいよう、プ

ロのデザイナーに依頼をしてまとめたが、費用は抑えてくれるよう依頼をしたため、世間

一般の価格より半額程度で制作できた。 

区議の日々の活動や調査研究内容に関して、政務活動費の使途基準に則って計上をして 

いるが、今後使途基準の見直しがあった場合には準拠していく。 

 
〇事務費 

携帯電話 

現在、私用と共通の携帯電話番号は非公開としている。 

主に既に面識があり、信頼関係の下携帯電話番号をお互いに通知している方との連絡用、

自宅事務所電話からの転送、区政に関するパソコンメールや携帯メールの確認、インター

ネットを利用した調べものに使用している。                

携帯電話番号を公表するべきとの指摘に関しては、インターネットなどを通じて全世界

に情報が瞬く間に発信される現状においては、悪用防止などの観点からも同意できない。 

個人用と区議の職務用に 2 台所持する方法もあるが、外出先に常に 2 台を持ち歩く必要性

も出てくることから負担が大きい。既に自宅事務所の電話も区民用に公開しており、転送

をして携帯電話で受け取れるようにしており、通信料のほとんどを区政関連として使用し

ている実態ではあるものの、家族以外の方との通話など若干の私用として 10％程度含まれ

ると考えられることから、多めの 20％として按分率を決定した。なお、家族間の通話やメ

ールは無料の契約をしており、費用が発生していません。 

以前、自宅事務所に明け方の５時頃に区政に関しての苦情の電話があり、家族の生活の

場でもある事から対応に苦慮した。携帯電話は外出先にも持参することから全区民の都合

に沿った形での電話でのご相談など、日夜を通して全ての時間で受け付けることは不可能

である。しかしながら、携帯電話に出ない場合には、無視をされたと受け取る方もいらっ
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しゃる事を考え併せて、自宅事務所での留守電などでの対応をしている。また、自宅事務

所電話の通信料は計上していない。 

これらの事から本計上は妥当と考え、返還に応じる考えは無い。 

今後、使途基準の見直しがあれば、携帯電話番号の公表について準拠する。 

 

12．河津利恵子議員 

 

視察先手土産代について 

 視察先への手土産代は、受け入れ先にとっては視察現場との調整や場所の確保、資料の

作成等を考えると視察のための負担はそれなりに大きく、謝礼の意味もあり社会通念上、

過度でない手土産は政務活動の一環として妥当なものと考えています。 

 

広聴広報費  ホームページ運営・管理費について 

 請求人は、家族や自身のことについての記述が多く、個人的であることを指摘していま

すが、季節ごとに感じることや、身の周りで起こっていることに関して、私の思いをお伝

えしているつもりで、私のスタイルでもあります。20 年に及ぶ活動をする中で、個人的に

も知っていてくださる方も多くなっていることや、河津利恵子という介護や子育てをしな

がら区政にかかわっている女性議員が日ごろ感じていることや生活実感も伝えていき、よ

り身近に感じて頂きたいと考えているからです。しかし、社会的な問題や区政、議会に関

する情報も同時に記載し必ず発信しています。これらのことを踏まえ、前回の抗弁にも記

しましたように、ブログの導入部分（最初のパラグラフ）において、時事、気象、プライ

ベートも含めた近況報告などを扱っています。この部分を全体の文書量からみて 20％を差

し引き 80％の按分としています。 

ブログというものをどのように捉えるかは、個々の受け止め方にもよると思いますが、

請求人の個人的なことのみの発信という言い方は、やや心外なものを感じます。請求人の

考えとは見解が異なるとしか思えません。 

なお、監査請求を受け改めて内容を確認した結果、ホームページ運営・管理費（7 月分）

のブログ更新の件数に誤りがあったため、平成 30 年 5 月 21 日付で出納簿及び支出額を以

下のとおり訂正し 2,400 円（3,000 円×0.8）を返還します。 

 

＜計上金額＞ 

誤） 8,000 

正） 5,600 

 

事務費 

 収支報告書における説明のとおり、家人は自身のパソコンを所有しており、専ら私自身

の仕事で使用しています。また、党務や後援会に関する活動も皆無であることや、パソコ

ンを他の使途で活用することもほとんどなく、調査研究のための検索や連絡など、ほぼ政

務活動に関連した使用であることから、80％としています。 
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人件費 

 こちらも、以前にも同じような抗弁となってしまいます。仕事は月に数回、私の自宅事

務スペースと在宅で行っていただいています。報告書の摘要欄には主なテーマとして依頼

していることを記述しています。しかし、政策的なテーマの調査研究の他にも、電話対応、

議会や委員会質疑のテープ起こし、毎月幾つかの団体の定例会や集会でミニ議会報告や勉

強会などを開催しており、そのためのレジュメや資料の作成、顔が見える範囲の方への、

議会報告や資料の発送手続きや手配り等々、さまざまな事務を依頼しています。また、党

務や後援会活動は一切行っていないため、以上のことから、使途基準に則って計上してい

ます。なお、平成 30 年度からは、新たな使途基準に基づき、複数の勤務内容があれば、記

述するようにしたいと思います。 

 

13．上野エリカ議員 

 

・女性議員視察の土産物代について 

 河津議員と同じになります。 

 

・区政レポート vol10 の作成費、2017 年 3 月 31 日の計上について 

 区民の皆さまに配布するのは４月からですが、実際に作成、印刷したのは年度内の 3 月

であるために、実際に支払いを行った日付の領収書で計上してあります。なお、今回改め

て内容を確認したところ、添付した領収書の日付は作成業者の誤記により「2016 年 3 月 31

日」になっており、正しくは 2017 年 3 月 31 日であること、請求書の品名にある区政レポ

ート（A4）vol 109 は vol 10 であることがわかったため、作成業者に再発行を依頼し、平

成 30 年 5 月 21 日付で添付しました。 

 

・レポートの内容について 

区政に関連するものを載せておりますので、請求人の主張には当たらないと考えます。 

 

14．市来とも子議員 

 

【調査研究費】視察先への土産代 

昨年も同様の内容の監査請求を受けたが、請求人も認めている通り、視察への協力に対

する謝礼として土産物を持参することは一般的慣行であり、京都地裁判決において社会通

念上適正な範囲であれば「使途基準にいう「調査費」に該当する」という判例が出ており

適正なものであると考える。 

 

【事務費】複合機保守料、複合機リース料  

昨年も同様の内容の監査請求を受けたが、請求人が指摘したコピー複合機については、

保守費用を含めたリース契約を行っており、（1）区政報告の印刷、（2）区政報告会のお知

らせ等の印刷、（3）区政資料の印刷、（4）区政資料のスキャン、（5）FAX で区民の意見・
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要望を聴取する目的で使用している。複合機のリース料 7ヶ月分の理由については、27 年

度支払済みである年間契約（28 年 8 月末まで）のリース契約期間終了後、月払いの再契約

をしたものである。また、政党活動については事務担当者が他所にて事務及び印刷を行っ

ており、請求人が指摘したコピー複合機は政党活動には使用していない。実態としては80％

を超えるものであるが、政務活動以外の活動も考慮に入れ 80％を計上した。 

 

【研修費】 

〇自治体議員立憲ネットワーク 

請求人が指摘した 2 回の視察は、国が地方自治体を訴えるという異例の状況が前提とし

てある。国による自治体への訴訟問題をめぐり県知事自らがその課題と問題認識を話し、

自治体の権限を超えてどこまで国が関与できるのか、地方自治法における国との関係を改

めて問い直し、地方自治とは何かを学ぶための視察であった。特に沖縄問題はその対立構

造が顕著であるが、自治体の権限及び立憲主義をどのように守るのかを議員の立場として

学ぶことは必要であり、その観点から折に触れて会派の議会質問で発言をしている。 

 

〇社民党夏季研修会 

請求人が指摘した研修会は、阪神淡路大震災を経験した兵庫の議員が中心となり、災害

対策、防災、新エネルギーを中心とした自治体政策を学ぶために企画したものであり研修

費に該当するものであると考えるが、政党主催の研修会であるため 50％の計上とした。 

 

15．けしば誠一議員 

 

【研修費】 

2016 年立憲主義と地方自治研修会の視察に関し、以下見解を述べます。 

① 4 月および 11 月の視察は、全国自治体議員立憲ネットワークの呼びかけによる、地方

自治の在り方を学ぶ目的で行われたものである。2回にわたり翁長沖縄県知事や沖縄県

議会をはじめ立憲ネットワークに参加する沖縄県各市町村議会議員が参加し、研修会

後、知事と議員との交流会も行われ、自費で参加した。翌日の座り込みも県の自治体

議員とともに行動し、その過程でそれぞれの自治体での取り組みなどもお聞きしてい

る。 

②  視察で学んだことと区政への反映について、沖縄の基地問題と、政府による自治の否

定に対する沖縄の自己決定権の主張は、平和都市宣言を掲げる杉並区政にも直結する

ものと考え、これまでも議会でも何度か質問してきた課題である。憲法制定時から日

本から切り離され、米軍政の下に置かれていた沖縄では、子ども・女性、人々の人権

が奪われ脅かされてきた。施政権返還後も、いまも繰り返され続けている。憲法より

も日米安保条約が優先する実態である。沖縄の人々が基地被害の現実を告発し、米軍

新基地建設を１分１秒でも遅らせ、止めるため行動する姿勢に学ぶ意義は大きい。 

③ 現実にも、かつて 1993 年、区立杉森中に米軍機が不時着する事件が起こった。米領事

館に抗議し、区に要請を行った経験からも私たちは 2017 年 2 月の新城一般質問で取り

扱っている。その際、区は「横田基地を飛び立った米軍ヘリが赤坂のヘリポートに向
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かう途中、緊急点検を知らせるランプの表示があって、そのまま杉森中のグラウンド

に不時着したという事件で、当時、人けがなかったというところで大事に至らなかっ

たものの、非常に重大な事故につながりかねないということで、松田良吉区長名で外

務省宛てに、米軍に再発防止と安全確保について徹底するように要請を行ったという

こと。この事件ではそうした対処を行ってきたところで、オスプレイの問題にちょっ

とつなげますと、オスプレイについては、周辺市町で構成される基地対策連絡会とさ

らに東京都が加わって、これは米軍自体に対して安全確保や７項目等の要請を行って

いるということは承知していますので、その動向は見守ってまいりますけれども、区

にとっても、区民の安全・安心の確保という観点から、必要な情報については提供を

求めていきたいというふうには考えております。」と答弁している。 

基地問題は沖縄だけの問題とは考えない。オスプレイの横田基地での訓練がはじまり、

周辺自治体での被害が予想され、それぞれの議会でも反対決議や議員の行動が始まっ

ている。日頃から平和、日米安保・地位協定、憲法について沖縄とともに行動し、そ

の闘いの中から学ぶことを重視しており、区内での街頭宣伝を通して区民にも訴えて

いる。 

 

16．新城せつこ議員 

 

【調査研究費】 

視察に係る土産代の公費支出に関する返還請求について、見解を述べます。 

本件は女性議員有志の視察によるものであり、南伊豆町の所管課および当該施設に、資

料の準備や説明など時間を割いていただいた。本件は議員の政務活動として行われたもの

であり、政務活動費ルールに照らしても、社会通念上も、認められているものと理解し、

問題があるとは考えない。 

 

【研修費】 

けしば誠一議員と同様 

 

17．そね文子議員  

 

【調査研究費 土産物代分担額について】 

指摘された視察先への土産物代は、計上しておりません。 

【広聴広報費 レポート経費の按分および発行部数について】 

①「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」において広報

紙に関して定められているのは、「政務活動に要する経費細目」の中で「印刷・製本費及び

広報紙等送料については、実態に則して按分する」という記載があるのみです。そこで、

この「実態に即して按分」の考え方として、『生活者ネットすぎなみ』発行に関わる経費の

按分については、東京都議会における政務活動費使途としての「広報紙（誌）発行費」の

考え方を参考にしています。 

都議会の平成 30 年 4 月版「政務活動費の手引き」には、「政務活動とその他の議員活動
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（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上

限とする割合で適切に按分した額について政務活動費として支出できる」と記載され、「合

理的に説明できる割合の例」として「紙（誌）面の面積・分量等の合理的な方法により、

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）の内容を案分する場合」を挙げ

ています。 

『生活者ネットすぎなみ』はこれに倣い、「紙面全体の総分量」に対する「政務活動を内

容とする分量」の割合を目視により判断し、按分しています。 

100 号 4p に掲載した「大河原まさこ～云々」のインフォメーションは指摘されたように

政務活動には該当しないため、このページ全体を対象から除外し、4 ページ中 3 ページ分

すなわち 75％の按分としました。 

101 号については 1p と 4p は直接区政に関する内容ではないため 2 ページ分 50％の按分

とし、102 号および 103 号についてはいずれも 4p 以外は区政に関する内容なので、3 ペー

ジ分の 75％としました。 

 
②配布部数は 100 号：26,470、101 号：26,620、102 号：26,570、103 号：26,160 です。 

発行責任者は当時都議であった小松ですが、都議の活動については別途、都議会レポー

トを発行しており、『生活者ネットすぎなみ』配布部数は区議二人でカバーしています。 

なお、この印刷料は部数に応じた代金となっているため、配布数の増減により、按分が

同率であっても経費が各号で異なる結果となっています。 

 

18．奥田雅子議員 

 

【調査研究費 土産物代分担額について】 

指摘された視察先への土産物代は、計上しておりません。 

 

【広聴広報費 レポート経費の按分および発行部数について】 

そね文子議員と同様 

 

【研修費 視察研修費について】 

2016 年 4 月に沖縄で実施された自治体議員立憲ネットワーク研修においては、日米地位

協定の下で人権が蹂躙される日常を強いられてきた現地の状況を視察し、その歴史的背景

を学ぶことができました。報告書に記載した内容に加えて、国に対する地方自治体のある

べき形や、地方における国政の関与のあり方について考察を深めたことは収穫であり、杉

並区政のあり方を考えるうえで今後生かしていきたいと思います。この間、道路行政に関

する住民との取組みなどを通して国政に向き合ってきましたが、沖縄での研修がこの活動

をさらに充実させていくことにもつながるよう、努めていきます。 

 

 

 



 

- 233 - 

19．松尾ゆり議員 

 

【調査研究費】  

土産代については、視察先に対する挨拶に用いたものです。判例にも社会通念上適正な

範囲内の金額であれば認められるとの判断があり、今回の支出は適正と考えます。 

 

20．杉並区議会公明党会派共通 

 

【調査研究費】 視察先への土産代 

 視察先への土産は、視察への協力に対する挨拶や謝礼としての意味を有するものであり、

金額的にも社会通念上相当な範囲内にとどまっており、政務活動費として計上できるもの

と考えている。 

他の自治体の裁判例においても、同様の見解が示されている。 

 

【資料購入費】 公明新聞・「月刊公明」購読料 

区議会議員として政務活動費で購入している公明新聞及び「月刊公明」は、いずれも調

査研究等の政務活動のための資料として活用しているものである。公明新聞には、地方行

政・地方議会の課題、動向、活動状況等に関する記事や解説が豊富に掲載されている。 

政党機関紙の政務活動費による購読については、他の自治体で争われた裁判例において

も、直ちに政党活動には当たらず、使途基準に合致するとの見解が見られる。杉並区議会

の政務活動費に関する規程が、政務活動費による政党機関紙の購入を議員１人当たり１部

まで認めているのも、新聞の内容が政務活動に役立っている事実を考慮しているものと理

解している。 

公明新聞が日刊での記事を掲載している新聞紙であるのに対し、「月刊公明」は国内外、

地方自治、政治、経済、行政等の課題に関して識者が寄稿した論文を多数掲載している月

刊誌（書籍）である。区民との意見交換の際に同誌を使用するなど、いろいろな使い方が

あるので各自 3冊ずつ購入しているが、政務活動費として 1冊の計上を行っている。 

 

【広聴広報費】 お茶代  

区民からの区政に関する意見聴取等を、区議会の応接室で行うことが度々ある。そのた

め会派として、いつでも区民からの相談や陳情を受けられるよう当番制で原則議員が議員

控室にいるようにしている。実際に、相談や陳情のために、アポイントなしで控室を訪ね

てくる区民も少なくない。また、区内の多数の団体と意見交換会を区議会棟の会議室等に

て定期的に開催しており、区政についての意見を伺う貴重な会議となっている。その会議

の際に、紙コップに注いでお茶を出すなどしている。 
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従って、これらの計上したお茶代については、「選挙活動、政党活動、後援会活動」の経

費ではなく、上記した通りほとんどを政務活動に使用しているものであると認識している

が、あえて 50％の按分で計上している。なお、平成 30 年 5 月 21 日付で領収書等貼付用紙

の備考欄に、平成 28 年 5 月分の対象人数 180 人を補記している。 

 

【事務費】 携帯電話代 

携帯電話については、党本部より全議員に各１台支給されており、会派所属の議員は、2

台保有している。党、後援会活動や私用等、政務活動以外の案件については、党から支給

されている携帯電話を使用している。政務活動費に計上しているものは、党本部から支給

されたものとは別のもう 1 台の携帯電話であり、こちらは専ら政務活動のために使用する

ものとしており、その使用実態は政務活動 100％に近いとの認識でいるが、政務活動以外

の内容について会話を行ったり、メールが来たりすることも可能性としてゼロではないの

で、80％の按分としている。 

 

21．杉並区議会公明党（横山えみ議員） 

  

【広聴広報費】 区政報告に関する費用・ホームページ管理運営費 

区政報告の発行は、すべて区政に関する調査研究と区民の声を区政につなげ実現した政

策についてのものなので、それらを郵送する際の宛名シール作成費も、すべて経費として

計上している。 

郵送したもの以外は、駅頭や区政報告会、ポスティングなどで配布している。 

なお、「宛名シールはがし」については 50％の計上とした。同製品を購入・使用した背

景として、区内特別郵便の方に 100 通未満の郵便番号「167－」の宛名を貼ってしまい、は

がす必要が発生したため。この処理をせずにこれらをはがきごと廃棄し、新たに宛名シー

ルを作成すると、より多くの経費が発生するため、より少額の経費で済む対応をした。従

い、「シールはがし」は必要な経費と考える。 

 ホームページ作成・インターネットサーバー管理費について、活動を頻繁に報告し、更

新しているフェイスブックと本ホームページは連動するような設定となっている。公明党

サイトとのリンクも貼っているが、同サイトには杉並区政にも参考になる地方行政に関す

る記事も多く掲載されているので、区民サービスとしてもリンクを貼っているものであり、

ホームページは殆どが政務活動に関する内容であることから按分率は妥当である。 

 

【人件費】 事務作業等補助に関するもの 

「政務活動費領収書整理補助等」については、政務活動に費やした経費の領収書等の整

理を依頼しており、必要な経費と考える。勤務先は横山の自宅事務所である。 
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「通信返却物住所整理等」は、区政報告が転居や死亡等により返送される郵便物の整理

であり、次回の区政報告を郵送する時に「転居先不明」などの無駄を省く意味で重要であ

る。作業は、横山の自宅事務所、もしくは各補助員の自宅で行った。 

 「区政相談補助等」は、昨今、区民の要望や、相談内容が多岐になっているため、効率

よく対応できるよう、自身に代わってスポット的に区政相談の受付や聞き取り等をお願い

している。時間的、労力的に効率よく対応することは、時間と経費を最大限に活用するた

め必要と考える。勤務場所は、横山の自宅事務所である。 

「区政資料整理補助等」は、調査研究に関して必要とする情報をインターネットや書籍、

新聞を活用して収集しているが、それら膨大な資料を精査し整理をお願いしている。作業

の場所は、横山の自宅事務所、もしくは各補助員の自宅で行った。 

「通信郵送事務手伝い」については、区政報告を郵送することは、区政に対する姿勢、

政務活動の内容、相談された方々の思いがどのように区政に生かされたかを伝える重要な

手段である。そのための区政報告の宛名シール貼りと、郵便局への配送である。郵送され

ない通信は個別に手渡している。 

名簿整理は、区政報告の郵送先の名簿のデータ化を依頼したものであり、そのための人

件費を支払った。この作業は、横山の自宅事務所、もしくは各補助員の自宅で行った。 

 

22．杉並区議会公明党（山本ひろこ議員） 

 

【広聴広報費】 区政報告に関する費用・ホームページ管理運営費 

 区政報告の発行は、議会報告や政策の紹介など、専ら政務活動に関するものであり、按

分する必要はない。また、郵送したもの以外は駅頭や区政報告会、個人的に手渡しをする

など幅広く配布している。 

ホームページは、挨拶、政策、取り組み等のページ毎に日常の議会活動や実現できたこ

となど更新を行ってきた。また同ホームページにリンクを貼っている「Facebook」におい

ては、日常の活動や実現できたこと、議会における質問など区政に関する事などを中心に

報告を随時行っている。自身のホームページを見た区民から、相談や要望、意見などの連

絡をいただくこともある。自身のホームページは、主権者としての区民が区政に携わって

いただくツールとして活用する趣旨で開設している。このホームページでは、公明党のサ

イトにも、区政に参考になる地方行政に関する記事も多く掲載されているので、区民への

サービスとしてリンクを貼っているが、ホームページの内容はほとんどが政務活動に関す

るものであり、按分率は妥当と考えている。 
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23．杉並区議会公明党（川原口宏之議員） 

 

【広聴広報費】 区政報告に関する費用 

区政報告の発行は、区民に対して会派や議員が実施した政務活動や区政情報を報告する

とともに、区民から様々な相談や意見・要望を寄せてもらう双方向のコミュニケーション

を図っていく重要な政務活動の一つである。 

広報紙を発行するにあたって、１人でも多くの区民に広報紙に関心を持ってもらい閲覧

してもらうために、文面に様々工夫を凝らして、政策、実績等をわかりやすく区民に伝え

ている。 

その目的は区政の情報を解りやすく提供することであり、広報紙の内容から、それが後

援会報の性格など持たないことは明らかである。 

 

24．杉並区議会公明党（大槻城一議員） 

 

【広聴広報費】 区政報告に関する費用 

区政報告の配布については、郵送以外に区政報告会、各種団体の会合等において配布し

ている。また、自ら個々に配布し、その他ボランティアに依頼するなどして全ての枚数の

配布は完了している。また区政報告には、発行年と号数が記載されており、発行日がなく

ても問題はないと考える。 

 

25．杉並区議会公明党（渡辺富士雄議員） 

 

【広聴広報費】 区政報告に関する費用 

区政報告について、広報紙（区政報告ハガキ）は、議員としての政務活動や区政につい

ての情報を区民に伝えるために発行したものである。 

 

26．杉並区議会公明党（北明範議員） 

 

【広聴広報費】 区政報告等に関する費用 

自身の区政報告 24 号、25 号の内容は、静岡県焼津市、杉並区すぎのき生活園、ペップ

キッズ郡山、杉並区のびっぱひろっぱ等の視察についてであり、調査研究活動の成果を報

告しているものである。また、健康体操メンバー募集や認知症クラブの立ち上げについて

も報告しているが、高齢者の健康をテーマとしての活動については議会でもたびたび質問

しており、調査研究活動の一環である。地域防災活動についても、これは地域の防災力向

上のために行っている活動であり、地域での現場の声を区政に届けるための調査研究活動

である。簡易水道消火栓は、地域防災力の向上のために 1 日でも早く区民に知らせるため
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に広報紙に掲載した。 

区政報告に掲載している議会質問の内容については、調査研究活動の成果を区民にでき

るかぎりわかりやすく伝えるように工夫したものであり、100％政務活動である。よって指

摘は当たらない。 

 区政報告関連の運送料については宛名シール貼り業者に、区内の郵便局まで運送を依頼

した際に発生した費用である。 

 なお、区政報告会については、防災防犯公園や感電ブレーカ―に関すること等を報告し

ており、すべて区政に関する内容となっている。 

 

27．川野たかあき議員 

 

① 2016 年 4 月 3 日～5日 沖縄県視察について 

ご指摘の報告書の「視察目的」にも記載しておりますように、本視察の目的は沖縄の現

状から、国と自治体との在り方、立憲主義を学び区政の参考にするものであります。「区政

への反映」というのは必ずしも一般質問などを行うことのみではなく、視察での経験や知

識が議員に蓄積されていくものと考えます。その蓄積からなる議員が日々の様々な議員活

動を行っていくわけで、それ自体が「区政への反映」であります。 

 よって 50％の按分は必要ないものと考えます。 

 

② 2016 年 5 月 2 日～5日および 8月 9日～12 日の熊本県被災地視察について 

どちらもそれぞれの報告書に記載の通り、杉並が被災した場合を想定し、どう備えてお

くべきか、どのように対応すべきかを確認、参考とするための視察です。視察とはいえ、

ただ見学するだけでなく、実際に現場に足を踏み入れてみなければはわからないことも多

くあります。たとえば民間のボランティアをどのように受け入れて行政とどのように連携

していくのか、なども被災後の復興支援として非常に重要なポイントです。より詳細に、

住民目線、民間ボランティア目線での状況把握を行うために、ボランティア活動を通じて

の視察を行いました。目的はボランティアではなく視察であり、視察の手段としてボラン

ティア活動を行ったということであります。 

よって 50％の按分は必要ないものと考えます。 

 

③ 2017 年 3 月 30 日～31 日 大阪府視察について 

ここで訪れた「こどもの里」は、2015 年に「さとにきたらええやん」というタイトルの

ドキュメンタリー映画にもなった施設です。里親事業や児童館機能など子育て支援事業の

拠点であると同時に、義務教育を終えたこどもたちが自立した日常生活および社会生活を

営むことができるように共同生活をしながら、日常生活上の援助および生活指導ならびに

就業支援を行う、杉並どころか全国でも珍しい先進的な施設です。視察するに十分に価値

のある施設であると考えます。また「区への提言」ということですが、①でも述べました

通り、一般質問などを行うだけが提言ではありませんし、視察での経験や知識が議員に蓄
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積されていくものと考えます。また機会や必要があればこれからでも質問することなども

できます。実際にこの施設について区の職員とは何度か話をしておりますし、同じような

施設は杉並では現状ありませんが、区内での「子どもの居場所」を考える際の参考にもな

ります。そしてボランティア活動については②で述べたのと同様でして、目的はボランテ

ィアではなく視察であり、視察の手段としてボランティア活動を行ったということであり

ます。 

よって 50％の按分は必要ないものと考えます。 

 

④ A, 2016 年 5 月 10 日、B, 2017 年 1 月 26 日に開催された２つのセミナーについて 

どちらも内容は領収書に添付した資料にある通りです。A は聖学院大学客員准教授（当

時）であり「下流老人」の著者でもある藤田孝典さんによる講演（領収書に添付資料あり）

と、江東区議による「介護保険」に関する活動報告、立川市議による「生活困窮者自立支

援法、生活保護」に関する活動報告です。B は武蔵野大学非常勤講師の新津尚子さんと高

砂市議を講師にお招きした「幸せで持続可能な社会を目指して・予算編」と題した講義で

す。 

いずれも確かに「緑の党グリーンズジャパン」が主催ですが、内容は上記の通りでして

規程第 2条にある「政党活動に関する経費」にはあたらないものと考えます。 

よって 50％の按分は必要ないものと考えます。 

 

28．太田哲二議員 

 

［研修費 第 3回勉強会の按分について］ 

 平成28年第3回の案内チラシには、円より子の写真と勉強会への一言が印刷されている。

表面の約 8 分の 1 のスペース、裏面を含めると約 16 分の 1 のスペースです。したがって、

按分に関しては、余裕をもって 4分の 1とし、政務活動費を 4分の 3とした。 

 会場使用料と講演料を 4 分の 3 としなかったのは、印刷物関連ではないと思ったからで

す。指摘されて思うには、第３回勉強会として一体の事業なので、分かりやすく、会場使

用料と講演料も 4分の 3とすることが妥当と思います。したがって、 

4 月 30 日 会場使用料 3300 円(①)×3／4＝2475 円(②) ①－②＝825 円 

4 月 30 日 講演料 30000 円(①)×3／4＝22500 円(②) ①－②＝7500 円の合計、8325 円

を返還します。 

なお、4 月 4 日研修会会場費（阿佐谷区民センター）2400 円については、ほのぼのよろ

ず相談の開催に関するものであり、第 3 回勉強会とは別の経費であることから按分してい

ません。 

 

［研修費 第 4回勉強会の按分について］ 

 平成 28 年第 4 回勉強会も、［Ａ．研修費 第 3 回勉強会の按分について］の説明と同様

です。 

5 月 25 日 案内チラシ印刷 270 円(①)×3／4＝202 円(②) ①－②＝68 円 
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6 月 3 日 講演料 48895 円(①)×3／4＝36671 円(②) ①－②＝12224 円 

6 月 3 日 資料コピー 170 円(①)×3／4＝127 円(②) ①－②＝43 円 

6 月 3 日 会場使用料 5300 円(①)×3／4＝3975 円(②) ①－②＝1325 円 

の合計、13660 円を返還します。 

 

［研修費 第 8回勉強会の按分について］ 

 平成 28 年第 8回勉強会の案内チラシには、西村まさみの写真と勉強会への一言が印刷さ

れている。表面の約 8分の 1のスペース、裏面を含めると約 16 分の 1のスペースです。し

たがって、按分を余裕をもって 4 分の 1 とし、政務活動費を 4 分の 3 とした。事務ミスで

按分されていないものが一部にあり、修正します。なお、ご指摘の 11 月 26 日の金額に誤

りがあったため、正しい計上金額で算出しました。 

11 月 26 日 案内チラシ印刷 460 円(①)×3／4＝345 円(②) ①－②＝115 円 

12 月 4 日  案内郵便切手 820 円(①)×3／4＝615 円(②) ①－②＝205 円 

の合計、320 円を返還します。 

 

［研修費 講演料 5万円について］ 

 平成 28 年第 5回勉強会の講演料が、大学教授なので 5万円としたことに関して。まった

く別の団体で、ａ大学教授を講演会講師に依頼したことがあり、有名教授だったので 40 万

円でした。また、別の団体でｂ大学教授を依頼した時は 20 万円でした。ある人の話では、

関係が深ければ、交通費程度でも引き受けてくれることもある、ということです。公定価

格があるわけではなく、もっぱら私の社会通念上の判断で 5万円としました。 

 

［勉強会の按分を 50％にすべきとの指摘について］ 

 「政治活動、後援会活動の側面を持っていると思われる」から 50％にすべきとの指摘に

ついて。会場で、政党・後援会の入会案内をしていません。指摘は、おそらく、間接的に

そうしたことに繫がるのではないか、ということだろうと思います。 

思うに、行為（勉強会）と結果（党員・サポーターへの入会、後援会入会者）に因果関

係があるのでは、という想像からの指摘と思いますが、そもそも、入会者を増やそうとい

う意思も行為もしていませんし、新しい入会者もいません。 

あるいは、行為（勉強会）と結果（漠然たる支持者増加）に因果関係を認めるというこ

とかも知れませんが、行為（勉強会）の意図・目的は、純粋に勉強であり、それを通じて

区民の意思を学んだり、そして区政に反映するために開催しており、結果（漠然たる支持

者増加）を目的としていません。 

それゆえ、50％に按分せずともよい、と考えます。 

 

なお、参考までに、平成 28 年度に実施した勉強会の一覧とその概要は以下のとおりです。 

（1）平成 28 年第 3回「お金と福祉の勉強会」4月 30 日午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 
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➀「ＮＨＫ問題 あらためて」講師：小林緑（国立音楽大学名誉教授、元ＮＨＫ経営委員） 

 各地で「ＮＨＫ受信料拒否」の単一公約で市議会議員に当選している事実がある。金欠

で受信料を払えない人もいる。あるいは「言論の自由」が脅かされているという認識によ

り確信的に不払いの人もいる。国政のみならず地方政治にあっても「言論の自由」の行く

末は、大きな関心事である。 

②「保育園問題、どうなるの、どうするか」講師：太田哲二 

平成 28 年 4 月に「杉並区保育緊急事態宣言」が発せられ、5月の第１回臨時議会 

には、待機児童解消のための「一般会計補正予算第 2 号」が提案された。待機児童問題が

区政最大のテーマになった。 

 

（2）平成 28 年第 4回「お金と福祉の勉強会」6月 3日午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 

➀「事業所得（所得税）と法人税」「話題のパナマ文書」講師：酒井富雄（公認会計士） 

 中小零細事業者にとって、個人の事業とするか、法人の事業とするか、その選択は悩み

どころである。また、現実に、中小零細事業者からの税金相談が寄せられます。 

②「保育園、介護ロボット」講師：太田哲二 

区立公園の一部用地を保育園に転用するのはケシカランという反対運動が勃発して、そ 

の賛否が大問題に発展した。 

 平成 28 年に入って、5か所の特養現場に試行的に介護ロボットが導入された。どんな介

護ロボットなのかを解説する。 

 

（3）平成 28 年第 5回「お金と福祉の勉強会」午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 

➀「日本の精神医療の問題点と今後の展望」講師：長谷川利夫（杏林大学教授） 

 精神病院に長期入院中の精神障害者の退院促進が大きな課題になっています。杉並区も

同じです。 

②「選挙終わって日が暮れて、後のまつりか？」講師：太田哲二 

 参議院選挙、都知事選挙が終わり、そこで主張された公約の中から、保育園問題を取り

上げた。 

 

（4）平成 28 年第 6回「お金と福祉の勉強会」午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 

➀「奨学金が返済できない。どうしようか？」講師：渡辺寛人（ＮＰＯ法人ＰＯＳＳＥ事

務局、東大大学院総合文化研究科） 

 私の所にも奨学金の返還困難で相談に来る人がいる。どうして、こんな変な事態になっ

たのか、今後どうすべきか。区政で可能なことは何か。 
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②「借金処理７つの手法」講師：太田哲二 

 多くの区民が借金苦に陥っている。借金苦が解消されれば、その分、確実に世の中は明

るくなる。 

 

（5）平成 28 年第 7回「お金と福祉の勉強会」午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 

➀「変化の時代における自治体経営」講師：田中良（杉並区長） 

 勉強会が通算 100 回なので、100 回記念ということで区長に依頼。年に 1 回、区長に依

頼している。 

②「ほのぼのよろず相談をしています」講師：太田哲二 

 区民の切羽詰まった相談こそが、区民の「声なき声」です。区民の「声なき声」を知る

ことが最も大切です。 

 

（6）平成 28 年第 8回「お金と福祉の勉強会」午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 

➀「精神の作業所って、こんな所です」講師：丸山ハツミ（作業所所長） 

 精神障害者の作業所の実態を知ることは、障害者施策にとって非常に重要です。 

②「所得税、社会保障の基礎を知れば、家計防衛」講師：太田哲二 

所得税が決まると住民税が連動して決まる。さらに、国保、介護、保育など社会保障の 

自己負担分も連動して決まる。それと、多くの社会保障の自己負担分は「世帯構成」が微

妙にからんでいる。したがって、家計防衛のため、所得税の節税と「世帯構成」を考える。 

 

（7）平成 29 年第 1回「お金と福祉の勉強会」午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 

➀「成年後見人制度について」講師：松崎敏光（成年後見支援センターヒルヘェ杉並地区

リーダー） 

 高齢者・障害者福祉にとって成年後見人制度の様々な知識を知ることは重要です。 

②「リカードの比較優位説の矛盾」講師：太田哲二 

 なぜ、生活苦の人が多いのか。日本経済が暗いのか。なぜか。区政を考えれば、どうし

ても、その疑問に行き着く。考えに考えると、根本的には、知識人・政治家の「リカード

の比較優位説」への盲信にあるのではないか。すでに、「リカードの比較優位説」は破綻が

証明されているにもかかわらず。 

 

（8）平成 29 年第 2回「お金と福祉の勉強会」午後 6時 30 分～ 

場所：阿佐谷区民センター 

内容： 
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➀「年金の必要な資格期間が 25 年から 10 年に短縮されます」講師：阿部穂高（社会保険

労務士） 

年金の資格期間が 25 年から 10 年に短縮されたことの解説及び「10 年に満たない場合で

も、なんとかなる」方法があることの説明。 

②「杉並区議会第１回定例会はこんなでした」講師：太田哲二 

平成 29 年第 1回定例会で審議された予算の概要と議論された論点を参加者に話して 

区民の意見を聞きました。 

 

29．浅井くにお議員 

 

【広報広聴費】 

○「区議団区政報告」の費用計上について。 

大和田伸議員に同じ 

 

【広聴広報費】 

○区政レポートの印刷部数の必要性・郵送との区分け、郵送相手は支持者かについて。 

 私の所属する政党である自由民主党は、地域に根差した活動を行っております。特に、

基礎的自治体の区議会議員は、一定程度の活動地域を持ち、その地域の区民の方々とのコ

ミュニケーションを通して、地域の代弁者として活動を行っています。また、私は、生ま

れも育ちも杉並の北西部であるため、この地域の方々との関わり繋がりが強く、必然的に

代弁者としての活動の中心もこの地域が多くなります。 

一方で、区民全体に関わる課題には、会派の議員と共に全区民に対する活動を行ってお

ります。 

 こうしたことから、杉並区広報、杉並区議会だより等による区全体に関する区政情報を

補完するため、浅井くにお区政レポートは、前述した地域に関する区政の詳細情報をはじ

め、近年話題となっている政務活動費の使い道の記事を盛り込むなどして編集発行してお

ります。活動の中心になる地域にお住いの方々へ幅広く区政について知って頂くためには、

区政レポートのポスティングによる配布が必要と考えております。 

また、私の区政レポートを読みたいとお申し出の方には、私に興味のある方、私の活動

の情報を得ようとする方など様々な方が居られ、直接郵送しております。 

私の行うその他の広聴広報活動は、地域の駅や地域の調査時等に区民の方々と直接お会

いしながら行っており、これも私の活動において大変重要と考えております。 

 

【資料購入費】 

○杉並区郷土博物館発行の図録購入について。 

 請求人からは、図録と区政との関係や購入目的について聞かれておりますが、杉並区の

歴史や文化、伝統芸能といったこれまでの杉並に関する情報を収集し、未来の杉並のあり

方を考えながら活動を行うことこそ、区議会議員に求められる職責の一つと考えます。 

 購入した図録に関しては、その後、関係する建物の視察を行うなど、活動に活かしてお
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ります。また、図録は、杉並の歴史や文化、伝統芸能などの理解を深め、杉並らしさを大

切にした活動に活かす目的で購入したものです。 

 

【事務費】 

○携帯電話料の按分・携帯電話番号の公表について。 

 これまでも同様な話があり、その都度説明をしてきておりますが、議員就任当時は使用

状況から 50％の按分率を使用していました。しかし、近年の活動状況では、全体の利用に

対する政務活動での利用の比率がかなり大きくなっており、70％～80％となっています。

このことから、携帯電話の政務活動利用を 70％としています。これは、使用実態に即した

按分利用と考えています。 

請求人も利用明細書を見ていると存じますが、携帯電話料として計上している内訳は、

携帯電話料とタブレットの通信料の合算額です。タブレットが含まれているのは、携帯電

話よりも画面が大きく、どこでも資料・情報収集ができ、区民をはじめ話し相手に関係情

報を見て頂くことが出来るため必要なものです。 

 また、携帯電話の番号を公表していないことについては、公表している浅井くにお事務

所の固定電話（転送通信料・電話料未計上、自家の電話は別回線）の携帯電話への転送に

より対応しており、区民から私への電話や私の活動に支障はありません。    

 

30．大熊昌巳議員 

 

初めに、按分に関する指摘があり、この間、私は、請求人から指摘を受けた支出につい

て、順次、按分率の修正や返納を致して参りました。 

請求人からの指摘には真摯に対応を致し、段階的に按分率を 50 パーセントに下げて参っ

た事にご理解を頂きたいと存じます。 

 

請求人から指摘を受け按分率を 50 パーセントに変更したからそれで良しとしているの

ではないかと受け取れる指摘がありますが、この指摘は請求人の一方的な解釈であり、見

解の相違と申し述べさせて頂きます。 

私は、毎年度、請求人から厳しく指摘を受けておりますが、真摯に対応を致して参った

所存でおります。 

 

〈広聴広報費〉 

「区議団区政報告」の費用計上について 

大和田伸議員に同じ 

 

〈事務費〉 

ＰＣウィルス出入口対策リース料 

セキュリティ機能を有した HUB 等を使用し、外部からのウィルス侵入対策や、外部への

ウィルス拡散を防ぐ等の対策に係る費用。 
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ノートＰＣ・名簿ソフトリース料  

ノートパソコンと名簿ソフトのリースに係る費用。名簿ソフトは、リースのデスクトッ

プパソコンにインストールし、区民への区政報告等の送付のため使用している。 

 

名簿管理ソフト保守料 

名簿管理ソフトの保守に係る費用。ソフトの仕様に関する問い合わせ対応・トラブル対

応・バージョンアップ対応が主な保守内容 

上記に示された支出が不適切であり「客観的且つ合理的な説明はない」と指摘がありま

すが、区議の活動に当然必要な支出と考えております。 

上記に示した項目を政務活動費の収支報告書に記載する区議が少ないのではと思います。

パソコンの環境を整えようとする私の様な区議と気にしない区議がいると思います。パソ

コンの使用に習熟した区議と不慣れな議員がいると思います。 

請求人が指摘する様に、私はパソコン関連の支出が確かに多いと思いますが、私は、こ

れまでも繰り返し申し述べて参りました様にパソコンの使用には習熟しておりませんので、

政務活動費の使用に当っては、当初より誤りのない様パソコンの環境づくりに力点を置き

毎月の経常経費として支出計上を致して参りました。過去に請求人から量販店に行けば安

価なパソコン関連の機材が揃うと指摘を受けましたが、その様な問題ではない事にご理解

を頂きたいと思います。パソコンによる公文書の取り扱いもある中でパソコンに不慣れな

私から情報の流失が万が一にも起こらぬ様にとの判断があります。 

区議が使用するパソコンのウィルス対策は大変重要な取り組みであると、私は、考えて

おります。 

 

私が杉並・自民党総支部の会計であった事や自身の支部会計について、私が使用するパ

ソコンの環境が総支部や支部の情報流出防止ではないかと「区民としては疑念がわく」と

指摘がありますが。何の根拠も無い請求人の全くの邪推であり、この様な邪推をあたかも

真実の様に文章化する事については、私自身が軽んじられているのではと思う次第です。

あまりにも先入観が強く疑いを掛け挑発する指摘方法は如何なものかと思います。 

 

請求人から見れば、私などは、正に、浅学菲才の区議と思われておられる事と思います

が、区民の負託に応える為の努力を怠った事はなく、ましてや、政務活動費の不正使用な

どするはずもない事です。 

請求人は、自己の見識を適正に行使し、指摘される側も納得のいく指摘をお願い致した

く思っております。 

 

31．大和田伸議員 

 

＜広聴広報費について＞ 

（１）「区議団区政報告」の費用計上について 

・本件指摘の区議団区政報告は、会派を構成する所属議員とその活動地域、また会派とし
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ての区政に対する課題認識、活動内容の周知を通して、区民が区政に関する意見を寄せる

機会を増やすことで、会派としてより幅広く区民の意思を把握し、区政に反映させること

を目的とした会派による活動であります。よって、政党の宣伝活動そのものとする請求人

の指摘は当たらないものと考えるとともに、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動

費の交付に関する条例」第 9 条（政務活動費を充てることができる経費の範囲）に規定さ

れた政務活動に該当するものと判断し、その返還には応じられません。 

 なお、区政報告第 3号の支出については、印刷代 3,996 円（3,000 部）を会派人数 12 名

で按分し、一人当たり 333 円となります。また、区政報告第 4 号の支出については、新聞

折り込み・印刷代 752,933 円（136,800 部）を会派人数 12 名で按分し、一人当たり 62,744

円となります。 

 

（２）区議会レポート 28 年春号（7500 部）について 

・政務活動に要する経費及び同細目に沿って計上しているものであり、請求人の指摘はあ

たらないものと考える。 

まず、請求人は「当該春号の按分費 7/8 の根拠が不明」と主張しているが、これは面積

按分を根拠としているものである。（＊ここであえて分母の「8」について申し添えるので

あれば、用紙を中央折りで横に 2 度折り曲げれば誰の目から見ても明確であると解する）。

計上に該当しない 1/8 の部分は、表面の＜ご挨拶＞の箇所であり、その文面と写真は請求

人がご指摘のまさに「選挙活動」に該当しているのと自身で判断し、計上から除いている

ものである。請求人の指摘事項に、「大和田の顔写真が大きい」・「＜ご挨拶＞部分に写真 3

枚と石原代議士との写真が掲載」とあるが、顔写真の大きさについては、これがＡ4 サイ

ズならば請求人の指摘も分からなくはないが、原稿サイズは請求人も分かるようにＡ3 で

あるので、「特段顔写真を敢えて大きくしている」という指摘は当たらないものと解する。

また、＜ご挨拶＞部分については、既に説明させて頂いている通り、そもそも計上部分か

ら除いているので、請求人の指摘は当たらないものである。 

 

請求人からは裏面についても指摘を受けているが、「阿波おどり」（請求人は「阿波踊り」

と記載しているが、正式には「阿波おどり」である）の写真が何をもって 30％と主張して

いるかは不明だが、阿波おどりは杉並区を代表する伝統文化であり、今や「まちの賑わい

の創出」だけではなく、台湾との交流の重要なツールとして欠かせない杉並区の資源であ

る。また、「会派紹介」についても疑義を唱えているようだが、これは政治活動とは一線を

隔すものであり、第一会派として広く区民の皆さんからご意見やご要望をお寄せ頂きたい

という政務活動の意味合いで記載したものである。よって、請求人の指摘は当たらないも

のである。 

 

（３）区議会報告用ハガキ（7100 部）について 

・政務活動に要する経費及び同細目に沿って計上しているものであり、請求人の指摘はあ

たらないものと考える。 

まず、請求人は「区の重要テーマであった活動テーマの羅列に過ぎず」と糾弾している
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が、逆に「区議会報告」とは多くの項目を細かく記載すれば良いのであろうか？そのよう

な「初見で読む気力も削がれるような文章」を一体何人の方がご覧下さりご理解をして下

さるのであろうか？それはある意味、出し手側の単なる自己満足に過ぎないのではなかろ

うか？私の理想とする「杉並区議会報告」はご覧頂く方に、ダイレクトに分かりやすくご

理解頂くことである。もし仮に、私が何の脈絡もなく、既に区報等に記載された文面をそ

のまま自身の「区政報告」としているのであれば、甘んじて請求人の指摘を受け止めるこ

とも考えるが、私の「杉並区議会報告」は本来であればもっと字数を増やしたいところを

なるべく端的にシンプルに、何度も推敲してまとめたものと自負している。 

また、「新年の挨拶」とする冒頭の一文についても、毎回抗弁させて頂いているが、社会

通念上の儀礼の挨拶の枠内であると解するものである。よって、請求人の指摘は当たらな

いものである。 

 

（４）区議会報告 2017 年新春号印刷費について 

・政務活動に要する経費及び同細目に沿って計上しているものであり、請求人の指摘はあ

たらないものと考える。 

請求人は按分割合 4/6 の根拠が不明としているが、これも面積按分が根拠である。（＊ここ

でもあえて分母の「6」について申し添えるのであれば、用紙を 3 つ折りすれば表面 3 面、

裏面 3面と、誰の目から見ても明確であると解する）。 

計上していない 2/6 の箇所はまさに請求人のご指摘の裏面箇所であり、お互い共通認識の

通りである。 

しかしながら請求人が指摘する「区政課題報告と選挙活動が混在、大和田議員の意図が

不明」という部分については、私たちの杉並区議会議員政務活動は決して杉並区・杉並区

議会だけで足りるものではなく、時には東京都・東京都議会との連携によって成るものも

多くある。保育施策一つとってもそれは明らかであり、せめてその部分については請求人

も理解して頂けるものと期待する。よって、請求人の指摘は当たらないものである。 

 

（５）区政報告会について 

・政務活動に要する経費及び同細目に沿って計上しているものであり、請求人の指摘はあ

たらないものと考える。 

請求人は「党派の実力者を招き、政党への利益誘導要素を有している」と指摘している

が、これについても、私たち杉並区議会議員の政務活動については決して杉並区・杉並区

議会だけで足りるものではなく、時には国、国会との連携によって成るものが多くある。

現に、国との連携によって空き家対策特別措置法等の重要法案も成立している。したがっ

て、私自身は政党への利益誘導という考えは毛頭なく、請求人の指摘は当たらないもので

ある。また、当日の区政報告会では、杉並区議会における常任委員会の概要や震災救援所

等、区政に関することを説明しており、按分する必要はないと考える。なお、監査請求を

受け改めて内容を確認し、平成 30 年 5 月 21 日付で参加者（約 100 名）を補記している。 
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＜事務費について＞ 

携帯電話代について 

・政務活動に要する経費及び同細目に沿って計上しているものであり、請求人の指摘はあ

たらないものと考える。 

まず、請求人は「政務活動費から支出している議員の携帯電話番号は、議員名簿等で区

民に対し公表すべき」と論じているが、私の場合は議員名簿や区議会レポート等で公表し

ている電話番号、即ち事務所の電話である 6768-9011 にお電話して頂くとそのまま私の携

帯電話に転送されるように設定してあることから、その通話のほとんどが区民の皆様から

のご意見やご要望とご理解頂きたい。また、前述のとおり政務活動が大半を占めており、

100％近くの計上をしてもよいと考えているが、低めに按分計上している。 

よって、請求人の指摘は当たらないものである。 

 

32．はなし俊郎議員 

 

広報広聴費 「区議団区政報告」の費用計上について 

大和田伸議員に同じ 

 

広報広聴費 「区政報告」の費用計上について 

区政報告の印刷内容は、区民の方から議会からの動画を見ていたが、聞き取れないとこ

ろがあるので、質問内容を区政報告に載せてくれないだろうかとのご意見があり、今回指

摘にある形にしたところ、読んでくださっている方々より、「動画の言葉を聞きながら読ん

でいるとよく理解できた。」との反響があった。このことからも広報すぎなみや区議会だよ

りなどの内容を区政報告に活かすことは、区政情報をより良く伝えることができる。新聞

購読者の激減（デジタル化、スマートフォンの普及によるものが大きい）の中で、通信で

区民に区政状況を伝える手段としては最良と思われる。もちろん、杉並区民 56 万人の 31

万 7 千世帯に配布は出来ません。一部の地域に限定はされますが、区政を知ってもらい、

より良い杉並区にするための努力は、他の区議と同様であります。 

 また、区政報告の内容については、当時の委員会等などでの審議を経て可決されたもの

であり、区民に伝えるべき重要な区政情報である事と考える。 

区民に読んで知って貰い、区民からの広聴活動に活かしていきたい。 

 

携帯電話代（70％按分）について 

区民の方々と行政とのやりとりをする手段の一つとして携帯電話がある。何処に居ても

留守番電話にメッセージが入っていれば、連絡が取れる。携帯電話を私的に 50％以上使う

ことはなく、本来ならば 100％でも良いところであるが 70％としている。 

 

人件費について 

政務活動補助要員は、こちらの指定した事柄等について、区政に関する調査等を依頼し

ている。 
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33．吉田あい議員 

 

●「区議団区政報告」の費用計上について 

 大和田伸議員に同じ 

 

●按分対象記事 6.7%を引く【平成 28 年春号区政報告】 

6.7%は「今こそ憲法改正を！」の部分である。 

現行の日本国憲法から波及する影響は、杉並区政にとっても大きなものである。したが

って、必ずしも按分する必要はないかも知れないが、政治的な意味合いも含まれていると

判断し按分するものである。 

按分の計算方法は、新聞全体の大きさから、記事の大きさを差し引いた数値である。な

お、今回の指摘を受け改めて確認した結果、平成 30 年 5 月 21 日付で平成 28 年春号の計

算式（原稿全体・両面：横 24cm→24.4cm）を訂正した。なお、按分率に変更はない。 

 

●子育て奮闘記の記事について【平成 28 年決算号及び春号区政報告】 

子育てに関する記事を載せることにより、子育てに悩む方、仕事と子育ての両立に不安

に感じている方から 多くの相談を受けるようになった。区民の方からすれば、「自分と似

た立場」「自分と同じ子育て中」と言うところに親近感を持ち、「この議員なら、子育てに

関する気持ちを理解してもらえるのでは。」と考え、相談に来られたと 推察される。 

48 人いる議員の中で、自分の悩みをどの議員に相談すれば良いのだろう…と考える区民

は大勢いる。だからこそ、それぞれ議員の経験や特色（介護を経験した、子育て中、建設

会社に勤務した経験があり、まちづくりに強い…etc）を明確に打ち出すことは、開かれた

議会への第一歩であり、結果として区民福祉の向上に繋がる。 

 また、とかく難しく捉えられ、敬遠されがちな政治の話題を、より身近に親しみやすく

感じて頂くため、あえてタイトルや表現方法を柔らかくし、子供の写真を載せたものであ

る。特に「なみすけ」に触れた意味は、杉並の公式キャラクターであり、広く普及させる

ためである。地域経済活性化に貢献するためにも、折に触れ「なみすけ」の話題を提供す

る必要があると感じているためである。 

このように記事の持つ波及効果を考えれば、適切な支出である。 

 

●携帯電話代 

 私は携帯電話を 2 台所有し、議会用とプライベート用と使い分けている。区民にも広く

周知し、区民相談や陳情、議会事務局からの連絡用として使用している携帯電話を計上し

ている。3/4 にしている理由は、月に数回程度、会派連絡の電話がかかって来るためであ

る。 

 

●人件費 

名簿整理・名簿作成・名簿整理作業と書かれた中には、区政報告の送付先の住所変更等

の連絡があった場合のデータ処理ほか、寄せられた区民相談の転記、ペーパレス社会に逆
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行したかのような区からの膨大な資料の整理・それに伴う地域住民からの資料の整理（例、

高円寺一貫校に関する資料ならば、随時、区から関連資料が配られる。そして、その計画

に疑問を持っている住民の方からも、区の計画を検証した独自の資料等が膨大に送られて

くる。そのような資料を日付や種類ごとに整理、必要に応じてデータ化し、また、独自で

調査した関連資料もファイリングしている。）が含まれている。 

ただ、「名簿整理」「名簿作成」「名簿整理作業」と記した点では不十分な面もあり、

「事務所で電話受付相談」や資料のデータ作業などもあることから、今後、複数の勤務内

容があれば、記述するようにしたいと考える。以後、正確に記すことにする。 

 

区民相談においては、自分が議会中で留守の時など、まず相手の話を聞いてもらう、そ

の内容を集約してもらう…事などを目的にお願いしている。相談者の中には「議員さん相

手だと、気後れして上手に話せない…」という方もいる。（特に女性の方に多いように思わ

れる。）しかし、補助職員さん相手だと、その緊張もほぐれ、日ごろ困っている事を延々と

話してくれるケースが多々ある。そして、それは陳情者だけの問題ではなく、地域全体の

問題であったケースも間々見受けられる。陳情者の立場に寄り添い、より話しやすい環境

を整えることも、開かれた区政の第一歩と考え実践しているところである。そのため、彼

が担ってくれている役割は、非常に大きい。 

 

勤務地は基本的には、私の自宅である。しかし、区民相談・陳情に関しては、まず相手

の家で話を聞き、現地に出向き現状を確認し、自宅に戻って話の要点や資料を整理する…

と言った事も、日常茶飯事である。 

また、資料収集に関しては、図書館へ出向くケースが多い。 

ネット社会と言われ、久しい昨今である。一つの案件に対し、膨大な情報がインターネ

ットの中に飛び交っている。その中には事実ではないもの、あるいは、作為的に偏向され

たものも混在されている。それを、いかに精査し、検証するかは、議員活動において非常

に重要である。そしてこの作業は一人で行うよりも、複数人で行う方が、より冷静かつ客

観的、公平公正なものになる。自分自身の考えが一定の主義主張に偏らないようにするた

めにも、検証作業においては、複数人の目が必要と考える。また、資料収集の類に関して

も、幅広い見地で、幅広い資料収集する方が、多角的な判断ができる。自分一人では、自

分の意見に近しい資料を中心に収集する傾向が見られたため、それを自戒する意味でも、

他の人に資料収集、検証等はお願いしている。 

 昨今、区政を取り巻く環境は、大きく変化し、多岐にわたっている。 

求められる内容も 近所の騒音やゴミ出しトラブルの解決から、隣国からのミサイル発射

から どのように区民を守るか？といった、多様かつ広範囲になっている。そのような背景

の中、補助職員の手を借り、効率的に仕事をこなすことは、国が掲げている「働き方改革」

にも繋がると考える。 

このような観点から人件費は適正に使われており、請求人の指摘には当たらないと考え

る。 
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34．増田裕一議員 

 

【広聴広報費 区政・国政合同報告会開催に関連する経費】 

区政・国政合同報告会（以下「本会」）に、当時の民進党東京都第 8区総支部長・吉田は

るみ氏を招いたことから、本会を政党活動とみなし、関連経費の全額の返還を求める主張

である。 

しかしながら、本会は、前半に私・増田から議会での質疑内容や視察報告等の年間の活

動報告、後半に吉田氏から国政報告の一環として、訪日観光客の誘致に向けた取組につい

て講話があったのみで、政党活動の実態はない。 

次第の構成上、実態に即して関連経費を 50％按分したもので、政務活動費への計上は妥

当であると認識している。 

 

35．田中ゆうたろう議員 

 

【区政報告（平成 28 年予算特別号・平成 29 年予算特別号）について】  

平成 28 年予算特別号、平成 29 年予算特別号の区政報告について、いずれも写真の割合

が多いとの指摘についてであるが、顔写真の表示については、最低限、常時区民からの意

見を募るにあたり、他の議員との混同を招かないよう、議員本人の顔と氏名を区民に周知

しておく必要があるためである。また、区政報告に掲載した写真は、区政報告の本文内容

（「尖閣諸島を視察以来、杉並区議会での質疑を通し領土教育の充実を訴えてきた件」「自

身、保育園理事・幼稚園副園長として地域の子育てに携わるから、女性の十分な育休と確

かな復職を保証する社会の構築が必要であることを実感している件」）を補助し、区民の理

解を促進するもの、区民に区立公園を利用した地域コミュニティへの参加を呼び掛けるも

ので、いずれも杉並区政にとって非常に重要なテーマ・不可分の内容であり、それを区民

に伝える目的で掲載している。 

 

【区政報告ハガキについて】 

ハガキは、当議員が区民に対し、平成 28 年の区政の状況を報告する目的で作成している。

第一に、学童保育に入れない児童や園庭のない保育所に通う子供、自宅で子育てをする専

業主婦世帯の親子の貴重な居場所であった区立公園を、住民の理解を得ないままに潰し、

保育所に転用した杉並区の保育行政に対して、反対する立場を表明したものである。第二

に、増田寛也氏が都知事選に落選した直後に不自然な形で区顧問に就任したことと、その

顧問料が区の貴重な財源から支払われていること、第三に区長・区議団が韓国ソッチョ区

との交流にあたり、交互に行き来するという原則に則って、本来ならば相手方が訪日すべ

きところを、莫大な費用を使って訪韓したこと、以上 3 項目の要旨を区民に広く報告した

ものである。 

また、冒頭の一文は、杉並区のこれまでの経緯を鑑みつつ、拙速な区立公園潰しや不適

切な区顧問就任、区長・区議団の訪韓等の失政を許さぬ美しい我が町杉並を守るとの姿勢

から上記の質問を行い、かつその要旨を区民に報告する旨を端的に述べたものである。一
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般に年賀状で使用される「謹賀新年」「明けましておめでとうございます」等、新年を寿ぐ

意味内容を持ち、かつ形式的にも一定の定型を持つ賀詞とは明確に異なる。季節に関する

語彙がたまたま含まれていることを以て、ただちに「一般人の通常の新年の挨拶状大きな

違いはない」と決めつけることは、悪意に基く一方的解釈と言わざるを得ず、極めて不当

である。 

よって、当該ハガキは、年始の挨拶や選挙を目的としたものではないことは明らかであ 

る。 

 

36．木梨もりよし議員 

 

広聴広報費 区政報告平成 28 年春季号について 

① 「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」に基づいてい

ます。 

② できるだけ多くの区民の皆様に、区政報告をお届けすることは、大変良いことであると

考えています。 

③ 区政報告平成 28 年春季号は、予算関連の大変重要な区政報告であり、年度末と年度初

めに分けて、政務活動費を有効に活用させていただきました。 
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30 杉議会第 383 号 

平成 30 年 6 月 14 日 

 

杉並区監査委員 様 

                        杉並区議会 

                           議長 大熊 昌巳 

 

平成 28 年度政務活動費に係る調査について（追加回答） 

 

平成 30 年 5 月 11 日付 30 杉監査第 70 号の調査依頼に基づき、杉並区議会の会派及び

議員に対する政務活動費の交付に関する条例第 11 条に規定している政務活動費の議長

による調査を実施し、平成 30 年 5 月 21 日付 30 杉議会第 247 号により回答したが、議員

より出納簿及び収支報告書の訂正の届出があったため、政務活動に要する経費その他の

法規等に照らして、違法・不当であるか否かについて確認を行った。 

 

１ 調査結果について 

今回の届出は、議員の意向により訂正されたものであり、当該支出額が誤記控除・誤

記更正されたことは適当である。 

 

２ 平成 28 年度の出納簿及び収支報告書の訂正状況について 

   

●富本卓議員 

次のとおり、平成 30 年 5 月 21 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

 

【誤記控除】 

8 月 21 日 

区政報告宛名ラベル購入費（50％） 
広聴広報費 4,504 

8 月 27 日 

区政報告封筒作成代（50％） 
広聴広報費 44,820 

9 月 20 日 

区政報告封入作業代（50％） 
広聴広報費  27,488 

10 月 3 日 

区政報告印刷代 
広聴広報費 160,000 

10 月 12 日 

区政報告郵送代（50％） 
広聴広報費 216,342 

1 月 20 日 

区政報告新聞折込代 
広聴広報費 83,932 

1 月 24 日 

区政報告印刷代 
広聴広報費 288,000 

別紙４－２ 

； 
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【誤記更正】 

8 月 21 日 

区政報告宛名ラベル購入費（98.1％×1/2） 
広聴広報費 4,418 

8 月 27 日 

区政報告封筒作成代（98.1％×1/2） 
広聴広報費 43,968 

9 月 20 日 

区政報告封入作業代（98.1％×1/2） 
広聴広報費 26,965 

10 月 3 日 

区政報告印刷代（98.1％） 
広聴広報費 156,960 

10 月 12 日 

区政報告郵送代（98.1％×1/2） 
広聴広報費 212,231 

1 月 20 日 

区政報告新聞折込代（98.4％） 
広聴広報費 82,589 

1 月 24 日 

区政報告印刷代（98.4％） 
広聴広報費 283,392 

 

 ＊上記の訂正により、支出額を 14,563 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 7 日に返還された。 

 

 

 ●大泉やすまさ議員 

次のとおり、平成 30 年 5 月 21 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

 

  【誤記控除】 

3 月 29 日 

都政新報（17 年 7 月～18 年 12 月分） 
資料購入費 36,870 

  

【誤記更正】 

3 月 29 日 

都政新報（16 年 7 月～17 年 6 月分） 
資料購入費 21,570 

 

＊上記の訂正により、支出額を 15,300 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 8 日に返還された。 

 

 

 ●河津利恵子議員 

次のとおり、平成 30 年 5 月 21 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 
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【誤記控除】 

7 月 29 日 

ホームページ運営・管理費（80％）7月分/梶間奈都子 
広聴広報費  8,000 

 

【誤記更正】 

7 月 29 日 

ホームページ運営・管理費（80％）7月分/梶間奈都子 
広聴広報費 5,600 

 

＊上記の訂正により、支出額を 2,400 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 14 日に返還された。 

 

 

 ●太田哲二議員 

次のとおり、平成 30 年 5 月 21 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

 

  【誤記控除】 

4 月 30 日 

「4.30 勉強会」会場使用料（阿佐谷区民センタ 
研修費 3,300 

4 月 30 日 

「4.30 勉強会」講演料（小林緑） 
研修費 30,000 

5 月 25 日 

「6.3 勉強会」案内チラシ印刷費 
研修費 270 

6 月 3 日 

「6.3 勉強会」講演料（酒井） 
研修費 48,895 

6 月 3 日 

「6.3 勉強会」資料コピー 
資料作成費 170 

6 月 3 日 

「6.3 勉強会」会場使用料（阿佐谷区民センター 
研修費 5,300 

11 月 26 日 

「12.11 勉強会」案内チラシ印刷 
研修費 460 

12 月 4 日 

「12.11 勉強会」案内郵送用切手 82 円×10 
研修費 820 

  

【誤記更正】 

4 月 30 日 

「4.30 勉強会」会場使用料(阿佐谷区民センター)3/4 
研修費 2,475 

4 月 30 日 

「4.30 勉強会」講演料（小林緑） 3/4 
研修費 22,500 

5 月 25 日 

「6.3 勉強会」案内チラシ印刷費 3/4 
研修費 202 

： 

： 
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6 月 3 日 

「6.3 勉強会」講演料（酒井） 3/4 
研修費 36,671 

6 月 3 日 

「6.3 勉強会」資料コピー 3/4 
資料作成費 127 

6 月 3 日 

「6.3 勉強会」会場使用料(阿佐谷区民センター)3/4 
研修費 3,975 

11 月 26 日 

「12.11 勉強会」案内チラシ印刷 3/4 
研修費 345 

12 月 4 日 

「12.11 勉強会」案内郵送用切手 82 円×10 枚 3/4 
研修費 615 

 

＊上記の訂正により、支出額を 22,305 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 6 日に返還された。 

 

 

； 

， 
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30 杉議会第 407 号 

平成 30 年 6 月 19 日 

 

杉並区監査委員 様 

                        杉並区議会 

                           議長 大熊 昌巳 

 

平成 28 年度政務活動費に係る調査について（追加回答） 

  

平成 30 年 5 月 11 日付 30 杉監査第 70 号の調査依頼に基づき、杉並区議会の会派及び

議員に対する政務活動費の交付に関する条例第 11 条に規定している政務活動費の議長

による調査を実施し、平成 30 年 5 月 21 日付 30 杉議会第 247 号により回答したが、議員

より出納簿及び収支報告書の訂正の届出があったため、政務活動に要する経費その他の

法規等に照らして、違法・不当であるか否かについて確認を行った。 

 

１ 調査結果について 

今回の届出は、議員の意向により訂正されたものであり、当該支出額が誤記控除され

たことは適当である。 

 

２ 平成 28 年度の出納簿及び収支報告書の訂正状況について 

   

●小林ゆみ議員 

次のとおり、平成 30 年 5 月 21 日付で当該議員から出納簿訂正及び当該支出額を訂正

する収支報告書訂正の届出があった。 

 

  【誤記控除】 

4 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、3月分） 
事務費 1,736 

5 月 23 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、4月分） 
事務費 1,736 

6 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、5月分） 
事務費 1,736 

7 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、6月分） 
事務費 1,736 

8 月 22 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、7月分） 
事務費 1,736 

9 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、8月分） 
事務費 1,737 

10 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、9月分） 
事務費 1,737 

別紙４－３ 

! 
！ 

： 
： 

： 
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11 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、10 月分） 
事務費 1,737 

12 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、11 月分） 
事務費 1,737 

1 月 23 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、12 月分） 
事務費 1,737 

2 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、1月分） 
事務費 1,737 

3 月 21 日 

携帯電話利用代（通話用）（50％、2月分） 
事務費 1,736 

  

＊上記の訂正により、支出額を 20,838 円減額し、同額の残額が生じたため、 

6 月 19 日に返還された。 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資   料 
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資料１ 
 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例 

平成13年３月23日 

条例第26号 

〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。 

  

改正 平成14年６月21日条例第31号 平成15年４月30日条例第19号  

   平成18年12月11日条例第44号 平成20年10月14日条例第28号  

   平成25年２月20日条例第１号 

〔題名改正〕 

   

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項から第16項までの規定に基づ

き、杉並区議会（以下「議会」という。）の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を

定めるものとする。 

一部改正〔平成20年条例28号・25年１号〕 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」という。）

及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に対して交付する。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（会派に係る政務活動費） 

第３条 会派に係る政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）における当該会派の所属議

員の数に月額16万円を乗じて得た額とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱

会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活

動費の交付については、これらの事由は生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、

又は会派が解散した場合も同様とする。 

３ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議員に係る政務活動費） 

第４条 議員に係る政務活動費は、基準日に在職する議員（次条第１項の規定による届出を行った会

派に所属する議員を除く。）につき、月額16万円とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場

合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由は生

じなかったものとみなす。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（議長に対する届出） 

第５条 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、政務活動費に

係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行う者がないときは議会の事務局

長。以下同じ。）に届け出なければならない。その届け出た内容に異動を生じたときも同様とする。 

２ 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。 

３ 議員に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長に届け出なければ

ならない。議員に係る政務活動費を受けないこととするときも同様とする。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（区長への通知） 

第６条 議長は、前条の規定による届出に基づき、毎年度４月１日の政務活動費に係る会派及び議員

の状況について、区長に通知するものとする。 

２ 議長は、年度途中において、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに区長に通知しなけ

口
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ればならない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による通知に基づき、速やかに政務活動費の交付の決定を行い、会派の

代表者及び議員に通知するものとする。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費の請求及び交付） 

第８条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日（そ

の日が杉並区の休日を定める条例（平成元年杉並区条例第５号）第１条に定める区の休日に当たる

ときは、その翌日）までに、区長に当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。

ただし、一四半期の途中で議員の任期が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請

求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。 

３ 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は新たに議員となったとき、若しく

は政務活動費の交付を受けていた会派の所属議員でなくなったときは、第６条第２項の規定による

通知があった日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当月）分以降の政務活動費を当

該会派の代表者又は当該議員に対して交付する。 

４ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、増員分に係る政務活動費に

ついては第１項の規定を準用し、減員分に係る政務活動費については速やかに区長に返還しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定に基づき、一四半期の途中で政務活動費の請求を行う場合における第１項の適用に

ついては、同項中「毎四半期の最初の月の10日」とあるのは、「当該事実の生じた日の翌月（その

日が基準日である場合は、当月）の10日」とする。 

６ 一四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務活動費の交

付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者

は、会派の解散の日又は議員でなくなった日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、当

月）分以降の政務活動費を区長に返還しなければならない。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第９条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種会議へ

の参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図

るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。 

全部改正〔平成25年条例１号〕 

（収支報告書等の提出） 

第10条 会派の代表者及び議員は、前年度分の政務活動費収支報告書（別記様式。以下「報告書」と

いう。）に、政務活動費の収支を表す出納簿（以下「出納簿」という。）及び領収書その他の証拠

書類（以下「領収書等」という。）を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提

出しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなっ

たときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は当該議員であった者は、そ

の事実があった日の翌日から起算して30日以内に、報告書、出納簿及び領収書等を議長に提出しな

ければならない。 

３ 議長は、報告書を受け取ったときは、その写しを区長へ送付するものとする。 

４ 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を当該報告書を提出すべきとされた期間の末日の翌日から

５年を経過するまで保存し、報告書及び出納簿を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成18年条例44号・25年１号〕 

（透明性の確保） 

第11条 議長は、報告書、出納簿及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適

正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 
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全部改正〔平成25年条例１号〕 

（政務活動費の返還） 

第12条 区長は、会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及

び議員がその年度において行った政務活動費による支出（第９条に規定する政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある場合、当該残余

の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成25年条例１号〕 

附 則 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 杉並区特別職報酬等審議会条例（昭和39年杉並区条例第35号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成14年６月21日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年４月30日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月11日条例第44号） 

１ この条例は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査

費については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年10月14日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年２月20日条例第１号） 

１ この条例は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改

正前の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政

務調査費については、なお従前の例による。 

別表（第９条関係） 

政務活動に要する経費 

  

 項目 内容  

 調査研究費 区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託

に要する経費 

 

   （調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費）  

 研修費 １ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要

する経費 

 

   （会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費）  

   ２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会

派又は議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

 

   （参加費・会費、宿泊費、交通費）  

 広聴広報費 １ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴

取、区民相談等の活動に要する経費 

 

   （資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、文書通信費）  

   ２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する

経費 
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   （印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費）  

 要請陳情等活

動費 

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費  

 （資料印刷費、交通費、文書通信費）  

 会議費 １ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費  

   （資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費）  

   ２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加

に要する経費 

 

   （参加費・会費、交通費、文書通信費）  

 資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費  

   （印刷・製本費、原稿料）  

 資料購入費 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経

費 

 

   （書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、有料データベース利用料）  

 事務費 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費  

   （事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、文書

通信費） 

 

 事務所費 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費  

   （事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料）  

 人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費  

   （賃金、社会保険料、交通費）  

備考 括弧内は、例示とする。 

追加〔平成25年条例１号〕 

 

様式（省略） 
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資料２ 
 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則 

平成13年３月30日 

規則第35号 

  

 改正 平成19年３月30日規則第48号 平成25年２月20日規則第２号 

〔題名改正〕 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

全部改正〔平成25年規則２号〕 

（議長に対する届出） 

第２条 条例第５条第１項及び第２項の規定による届出は、会派に係る政務活動費の交付に関する届

（第１号様式）によるものとする。 

２ 条例第５条第３項の規定による届出は、議員に係る政務活動費の交付に関する届（第２号様式）

によるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付対象に係る通知） 

第３条 条例第６条第１項の規定による通知は、政務活動費交付対象者状況通知書（第３号様式）に

よるものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、政務活動費交付対象者変更通知書（第４号様式）による

ものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付決定通知書） 

第４条 条例第７条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書（第５号様式）によるものとす

る。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（交付請求書） 

第５条 条例第８条第１項及び第４項の規定による請求は、政務活動費交付請求書（第６号様式）に

よるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（政務活動費出納簿） 

第６条 条例第10条第１項に規定する出納簿は、政務活動費出納簿（第７号様式）によるものとする。 

一部改正〔平成25年規則２号〕 

（返還命令書） 

第７条 条例第12条の規定による返還の命令は、政務活動費返還命令書（第８号様式）によるものと

する。 

一部改正〔平成19年規則48号・25年２号〕 

附 則 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第48号） 

この規則は、平成19年５月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月20日規則第２号） 

１ この規則は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行

規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した

政務調査費については、なお従前の例による。 

 

口
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様式（省略） 
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資料３ 
 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程 

平成19年３月30日 

議長訓令甲第１号 

  

 改正 平成20年４月１日議長訓令甲第２号 平成22年４月１日議長訓令甲第２号  

   平成23年３月31日議長訓令甲第１号 平成24年３月30日議長訓令甲第１号  

   平成25年２月28日議長訓令甲第１号 

〔題名改正〕 

平成26年３月31日議長訓令甲第１号  

   平成27年３月31日議長訓令甲第１号 平成28年３月31日議長訓令甲第２号  

（趣旨） 

第１条 この規程は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例（平成13年

杉並区条例第26号。以下「条例」という。）及び杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の

交付に関する条例施行規則（平成13年杉並区規則第35号）に定める政務活動費の取扱いについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第104条に規定する議長の権限に基づき、必要な事項を定めるも

のとする。 

全部改正〔平成25年議長訓令甲１号〕 

（支出基準） 

第２条 次に掲げる経費は、条例別表で定める政務活動に要する経費（以下「政務活動に要する経費」

という。）に該当しないものとする。 

(１) 選挙活動に関する経費 

(２) 政党活動に関する経費 

(３) 後援会活動に関する経費 

(４) 交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費 

(５) 飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催する会合に伴うものを除

く。）に関する経費 

(６) 条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の目的に合致しない個

人的技能の習得に関する経費 

(７) 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費 

(８) 自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費 

(９) その他政務活動の目的に合致しない経費 

２ 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他

のものが含まれるときは、政務活動に要する経費相当額を区分し、政務活動費により支出しなけれ

ばならない。 

３ 政務活動に要する経費の細目は、別表のとおりとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号・25年１号〕 

（領収書等の提出） 

第３条 条例第10条第１項及び第２項に規定する領収書その他の証拠書類（次項に規定する第２号様

式を除く。）は、領収書等貼付用紙（第１号様式）にそれぞれ貼付するものとする。 

２ 会派及び議員が政務活動のため交通機関を利用して出張し、その実費を政務活動費により支出す

る場合は、政務活動交通費記録簿（第２号様式）を作成するものとする。 

一部改正〔平成20年議長訓令甲２号・25年１号〕 

（帳票類等の提出） 

第４条 条例第５条第１項の規定による届出を行った会派の経理担当者及び同条第３項の規定による

届出を行った議員は、政務活動費を次の各号に掲げる経費に充てたときは、当該各号に掲げる帳票

類等を作成し、条例第10条第１項に規定する政務活動費収支報告書に添えて議長に提出するものと

する。 

(１) 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の場合を除く、視察による調査研究又は研

口
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修会、講演会等への参加に要する経費 政務活動視察報告書（第３号様式） 

(２) 広報紙の作成に要する経費 当該広報紙 

(３) 備品の購入に要する経費 備品台帳の写し 

(４) 事務所の賃借料 事務所の賃貸借契約書の写し又は事務所の図面及び写真等、事務所の要件

を具備していることを証明する書類 

(５) 事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月

日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を証明する書類 

２ 議長は、前項の帳票類等について、条例第10条第４項に規定する期間まで保存し、政務活動視察

報告書及び広報紙を閲覧に供しなければならない。 

一部改正〔平成23年議長訓令甲１号・24年１号・25年１号・26年１号・27年１号〕 

（その他） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成19年５月１日から施行する。 

２ この規程は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用する。 

附 則（平成20年４月１日議長訓令甲第２号） 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年２月28日議長訓令甲第１号） 

１ この規程は、平成25年３月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程の

規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調

査費については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日議長訓令甲第１号） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日議長訓令甲第２号） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

政務活動に要する経費細目 

  

 項目 内容  

 調査研究費 ○月極駐車場代の支出割合の上限は1/2とする  

   ○ガソリン代（「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン

代を除く）の支出割合の上限は1/2とする（ただし、議員１人当たり月額

5,000円を限度とする） 

 

   ○スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行

き先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政

務活動交通費記録簿」に代えることができる 

 

   ○タクシー利用額の上限は年額240,000円とする（ただし、可能な限り他の公

共交通機関を利用する） 

 

 研修費 ○懇親会費の計上はできないものとする  

   ○政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする  

   ○政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする  

   ○大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとする  
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   ○宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が10,000円以下の研修会、講演会等に

参加した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日

時、会場、主催者及び概要等」を記載し、可能な限り資料やレジュメを添

付する 

 

 広聴広報費 ○広聴広報活動における茶菓代については、１人につき500円を限度とし、領

収書等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する 

 

   ○区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は1/2とする

（ただし、議員１人１回当たり5,000円を限度とする） 

 

   ○印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に即して按分する  

   ○切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額30,000円を超

えることはできない 

 

   また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする  

   ○ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即して按分する  

 要請陳情等活

動費 

○細目なし  

 会議費 ○会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき500円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する 

 

 資料作成費 ○細目なし  

 資料購入費 ○購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とす

る 

 

   ○所属政党発行の機関紙の購読については、議員１人当たり１部のみとする  

   ○電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではな

く、「事務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う 

 

 事務費 ○50,000円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成し

管理する 

 

   ○備品購入費については、実態に即して按分する  

   なお、購入・買替えに当たっては、所得税法（昭和40年法律第33号）上の

減価償却資産に係る耐用年数を参考にする 

 

   また、任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする  

   ○ポイントカード制を導入している小売店で物品等を購入する際、一定割合

のポイントが還元され、次回以降の購入でポイント相当額を代金に充当で

きる場合は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限りにおいて、そ

のポイント相当額を控除して支出する 

 

   ○切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額30,000円を超

えることはできない 

 

   また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする  

   ○はがきを購入する場合は、議員１人当たり年額30,000円を超えることはで

きない 

 

   また、１回当たりの購入は、100枚を限度とする  

   ○インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信

費については、実態に則して按分する 

 

   ○通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする  

     固定電話（事務所専用） 1/2      

     固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

あり） 
1/2 

     

     固定電話（事務所自宅兼用ＦＡＸ

なし） 
1/4 

     

   ○政務活動に使用する電話・ＦＡＸについては必要 小限の台数とし、その

番号を議長に届け出るものとする 
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   ○名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする  

 事務所費 ○事務所賃借料について  

     自

己

所

有 

計上できない 

   

     

賃

借 

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は1/2とする    

     

自宅兼用 

事務所賃借料の支出割合の上限は1/2とする    

     なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の

面積等を考慮した按分率を乗じた額とする 

   

     支出割合上限設定基準額    

     （自宅賃借料×按分率）×1/2    

     ※自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう    

     ※個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金

額の上限は月額50,000円とする 

   

   ○事務所光熱水費について        

     自

己

所

有 

計上できない 

   

     賃

借 

事務所専用 事務所光熱水費の支出割合の上限は1/2とする    

     自宅兼用 計上できない    

                  

 人件費 ○議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない  

   ○議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出

割合の上限を1/2とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤

務内容と日給・時給等を明記の上、議員１人当たり月額50,000円を上限と

して勤務実績に応じた額とする 

 

追加〔平成20年議長訓令甲２号〕、一部改正〔平成22年議長訓令甲２号・23年１号・24年

１号・25年１号・26年１号・27年１号・28年２号〕 

 

様式（省略） 



 

平成 28 年 4 月 

杉並区議会事務局 

政務活動費の支出に関する事務処理について 

（平成 28 年度版） 

資料４  
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1 

Ⅰ  基 本 編 

１ 政務活動費支出の基本的考え方 

（１）実費弁償の原則

  政務活動費は、議員の調査研究、及びその他の活動に資するため必要な

経費の一部として交付されるものであり、必要経費の一部を実費として充

当する（実費弁償）ものでなければならない。 

（２）按分の原則

 政務活動費の支出に当たっては、調査研究活動とそうでない部分とを合

理的に区分することが困難である場合には、社会通念上相当な割合による

按分をして、政務活動に資するために必要な費用の金額を確定しなければ

ならない。 

（３）透明性の原則

  区民に対する説明責任を果たすために、政務活動費の使途の透明性を高

めていくものとする。使途内容を区民に説明できるよう留意して調査研究

その他の活動を行わなければならない。また、政務活動費を効率的かつ有

効に活用し、調査研究その他の活動の成果を広く区民に周知するように努

めなければならない。 

（「政務調査費検討会」報告書（平成２０年３月）より抜粋）
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２ 政務活動費とは 

 

 

地方自治法 第１００条 

 

第１４項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会

の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部

として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を

交付することができる。この場合において、当該政務活動費の

交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てる

ことができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

 

第１５項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定

めることにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書

を議長に提出するものとする。 

 

第１６項 議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明

性の確保に努めるものとする。 

 

 

 

 凡 例 

 自治法 ： 地方自治法 

  条 例 ： 杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例 

  規 則 ： 杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則 

  規 程 ： 杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程 
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３ 政務活動費を充てることができる経費の範囲 

（条例第９条「別表」より） 

調査研究費 

  区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要

する経費 

研 修 費 

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要する

経費 

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会派

又は議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

広聴広報費 

１ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴

取、区民相談等の活動に要する経費 

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経

費 

要請陳情等活動費 

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費 

会 議 費 

１ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に

要する経費 

資料作成費 

  会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

資料購入費 

  会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 

事 務 費 

  会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

事務所費 

  会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

人 件 費 

  会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 
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４ 政務活動費として支出できない経費（規程第２条）

１ 選挙活動に関する経費 

２ 政党活動に関する経費 

３ 後援会活動に関する経費 

４ 交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費 

５ 飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催す

る会合に伴うものを除く。）に関する経費 

６ 条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の

目的に合致しない個人的技能の習得に関する経費 

７ 日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費 

８ 自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費 

９ その他政務活動の目的に合致しない経費 

政務活動に要する経費と上記１～９の経費が混在する場合は、それぞれ

に相当する部分を区分する必要があります。困難である場合は、社会通念

上相当な割合による按分をして、政務活動に資するために必要な費用の金

額を確定しなければなりません。（按分の原則）
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Ⅱ  手 続 編 

 

 

１ 各支出項目の細目・留意事項 
 

 

★支出計上にあたって特に留意する必要がある事項 ・・・６ 

 

調査研究費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

研 修 費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

広聴広報費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

要請陳情等活動費   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

会 議 費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

資料作成費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

資料購入費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

事 務 費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

事 務 所 費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

人 件 費      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 
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支出計上にあたって特に留意する必要がある事項 

 

 

 次に掲げる各支出経費について計上する場合には、誤解を招かないよう特に

説明をする必要があります。 

 

交通費 公共交通機関 一般的に合理的でない経路による場合 

タクシー代 利用時間が夜間・深夜に及ぶ場合 

頻繁に利用する場合 

区外を目的地とする利用 

高額な利用の場合 

⇒可能な限り他の公共交通機関を利用します。 

ガソリン代 ひと月当たりの給油頻度が高い場合 

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始及びその前後に給

油する場合 

有料駐車場 利用時間が夜間・深夜に及ぶ場合 

区外での利用の場合 

書籍代 政務活動との関連が疑わしいもの、娯楽性の高いものな

ど 

郵送料 切手・官製はがきの頻繁な購入 

切手・官製はがきの大量購入 

郵便区内特別郵便制度（割引・別納）を使用しない場合 

年度末の購入 

⇒切手・官製はがきの購入には、上限額、上限枚数の

設定があります。（ただし、官製はがきは事務費と

して計上する場合のみ） 

⇒原則、年度内で使用します。 

備品・消耗品購入 年度末の購入・まとめ買い 

毎年にわたるＰＣ関連品の購入 

高い按分割合の設定（1/2 を超えるなど） 

高額・高性能な備品等 

事務所賃料 按分割合の合理性 

⇒事務所としての表示（看板・表札）が必要です。   

⇒自宅兼用の場合に添付する図面は、事務所としての

使用部分や面積が明確に分かるようにします。 

要注意 

- 276 -



7 

調 査 研 究 費 

区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要

する経費 

［支出の参考例］ 調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費 

 

 

◆支出にあたっての留意事項

【月極駐車場代】 

「賃貸借契約書」の写しを添付します。 

【ガソリン代】 

 ひと月あたりの給油頻度が多い場合、ゴールデンウィーク・お盆・年末

年始及びその前後に計上する場合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 

○ 月極駐車場代の支出割合の上限は１／２とする。

○ ガソリン代（「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン代を

除く）の支出割合の上限は１／２とする。（ただし、議員１人当たり月額５，

０００円を限度とする） 

○ スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行き

先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政務活動交

通費記録簿」に代えることができる。

○ タクシー利用額の上限は年額２４０，０００円とする。

（ただし、可能な限り他の公共交通機関を利用する。）

政務活動に要する経費細目 
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【交通費の実費】 

 

○  宿泊を伴う、或いは航空券・ＪＲ指定席券及び乗車券を購入する場合

は、交通機関窓口または旅行代理店から必ず領収書の発行を受けます。 

 

○  日常の政務活動に係る近隣の交通費や、視察先等において利用当日別

途必要となった交通費（ＪＲ・私鉄・地下鉄・バス運賃、タクシー代）

については、領収書の発行が一般的ではないケースが多いため、ひと

月分を日付順に、「政務活動交通費記録簿」に記載します。 

 

（１） 公共交通機関 

 

○ スイカ・パスモ等を使用して交通機関を利用した場合は、交通実費

を「政務活動交通費記録簿」に記載するか、または「利用明細（履

歴）」を「領収書等貼付用紙」に貼付し、利用区間（出張先）や目

的（出張内容）等を備考欄等に補記します。 

 

○ 一般的に合理的でない経路の場合は、誤解を招かないよう特に説明

が必要です。 

 

（２） タクシー代 

 

○ 「政務活動交通費記録簿」裏面に「領収書」を貼付します。（別紙

あるいは領収書等貼付用紙の利用も可） 

 

○  夜間から深夜の利用、区外を目的地とする利用、頻繁な利用、高

額な利用の場合は誤解を招かないよう説明が必要です。 

 

○  可能な限り、他の公共交通機関を利用するものとします。 

 

（３） 駐車（駐輪）料金 

 

「領収書」を「領収書等貼付用紙」に貼付し、備考欄に、「出張先」

「出張内容」を記載します。利用時間が夜間・深夜に及ぶ場合、区外

での利用の場合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 
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（４）有料道路料金 

 

     「領収書」を「領収書等貼付用紙」に貼付し、備考欄に、「出張先」

「出張内容」「利用区間」を記載します。 

 

【視察報告】 

 

  宿泊を伴うか、往復の交通費が 1万円を超える（往復の鉄道運賃や航空運賃

などをさす。現地のタクシー代・レンタカー代は含まない。）日帰りの視察・研

修参加経費を計上する場合は、「政務活動視察報告書」を添付します。 

 

 

 

 

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３ページ参照  

○「政務活動交通費記録簿」の記載については、３６ページ参照 

○「政務活動視察報告書」の記載については、３８ページ参照 
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研 修 費 

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要す

る経費 

［支出の参考例］   会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費 

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会 

派又は議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

［支出の参考例］   参加費・会費、宿泊費、交通費 

 

 

◆支出にあたっての留意事項

【研修会・講演会等への参加費】 

参加の主たる目的が政務活動の場合のみ支出でき、政党活動や後援会活 

動が含まれる場合は按分が必要です。他の参加者との情報交換が有益だとし

ても、それを参加の主たる目的とすることはできません。 

○ 懇親会費の計上はできないものとする。

○ 政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする。

○ 政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする。

○ 大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとする。

○ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１０，０００円以下の研修会、講演会等

に参加した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日時、

会場、主催者及び概要等」を記載し、可能な限り資料やレジュメを添付する。

政務活動に要する経費細目 
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【講師謝礼金】 

 

   適正な金額であることを示すため、テーマや講義時間等、講義内容の説

明が必要です。 

 

【交通費の実費】 

 

   調査研究費の項を参照（８ページ） 

 

【研修受講報告】 

 

   宿泊を伴うか、往復の交通費が 1万円を超える（往復の鉄道運賃や航空運

賃などをさす。現地のタクシー代・レンタカー代は含まない。）日帰りの研修参

加経費を計上する場合は、「政務活動視察報告書」を添付します。 

 

 

○「政務活動視察報告書」の記載については、３８ページ参照 

 

 

【会場借上げ費など】 

 

   会場費や機材借上げ費などの名目に、政務活動以外のものが含まれてい

ないか、注意が必要です。 

 

 

≪ 参 考 ≫ 

  公共政策大学院等に係る授業料については、平成 27年 4月 1日より計上で

きない取扱いとなりました。 

 

 

 

 

 

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３ページ参照  
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広 聴 広 報 費 

  

１ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴

取、区民相談等の活動に要する経費 

 

［支出の参考例］  資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、 

文書通信費 

 

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する

経費 

 

［支出の参考例］  印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 広聴広報活動における茶菓代については、１人につき５００円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する。 

○ 区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は１／２とす

る（ただし、議員１人１回当たり５，０００円を限度とする）。 

○ 印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に則して按分する。 

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額３０，０００

円を超えることはできない。また、１回当たりの購入は、１００枚を限度

とする。 

○ ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に則して按分する 

政務活動に要する経費細目 
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◆支出にあたっての留意事項

【区政に関わる諸団体が主催する会合】 

  区政に関わる諸団体が主催する会合とは、総会、新年会、忘年会、周年

行事、懇談会等とし、議員として出席した場合の会費を対象とします（た

だし、議員自らが所属している団体を除きます）。案内状または招待状を添

付します。 

【区政報告書などの印刷経費】 

○ 区政報告書などの印刷物原本を添付します。封筒を印刷した場合は、

封筒も提出します。（４０ページを参照）

○ 選挙活動、政党活動、後援会活動などに関する記述がある場合は按分

が必要です。（紙面に占める割合での按分が合理的です。当該号発行に

要する全ての経費が按分の対象です。）

【会場借上げ費など】 

  会場費や機材借上げ費などの名目に、政務活動以外のものが含まれてい

ないか、注意が必要です。 

【郵送費】 

○ 可能な限り、郵便区内特別郵便（同時に１００通以上出す場合）や、

料金別納郵便等を活用することとし、切手の購入については、日常の

通信用に使用する切手も含めて（項目を問わず）、年額で３０，０００

円を上限とし、１回当たりの購入は１００枚を限度とします。

○ 官製はがきの利用については、大量に購入する場合には、誤解を招か

ないよう説明が必要です。（報告会の通知や返信用はがきとして利用す

る場合には「見本」を添付するなど。）

○ 切手・官製はがきは、購入した年度内に使用することが原則です。
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【ホームページの運用管理経費】 

 

   サイトに政務活動以外の内容が含まれる場合は、按分が必要となります

が、合理的な按分が困難な場合は、社会通念上相当な割合で按分します。 

 

【交通費の実費】 

 

   調査研究費の項を参照（８ページ） 

 

 

 

 

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３ページ参照 
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要請陳情等活動費 

 

 会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費 

 

［支出の参考例］  資料印刷費、交通費、文書通信費 

 

 

 

 

 

 

 

◆支出にあたっての留意事項 

 

【交通費の実費】 

 

   調査研究費の項を参照（８ページ） 

 

【資料印刷経費・郵送費】 

 

   広聴広報費の項を参照（１３ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ なし 

政務活動に要する経費細目 
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会 議 費 

１ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費 

［支出の参考例］  資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加

に要する経費 

［支出の参考例］  参加費・会費、交通費、文書通信費 

◆支出にあたっての留意事項

【交通費の実費】 

調査研究費の項を参照（８ページ） 

【資料印刷経費、郵送費、会場借上げ経費】 

広聴広報費の項を参照（１３ページ） 

○ 会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき５００円を限度と

し、領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する。

政務活動に要する経費細目 
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資 料 作 成 費 

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

［支出の参考例］  印刷・製本費、原稿料 

◆支出にあたっての留意事項

【資料印刷経費】 

広聴広報費の項を参照（１３ページ） 

○ なし

政務活動に要する経費細目 
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資 料 購 入 費 

 

 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 

 

［支出の参考例］  書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、 

有料データベース利用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆支出にあたっての留意事項 

 

【書籍・雑誌・新聞・その他資料購入】 

 

   タイトル、資料名のほか、継続的に発行されるものは「何月号」「何号」

「何月分」等を記載します。政務活動との関連が不明な書籍等については、

誤解を招かないよう説明が必要です。 

 

 

【定期購読】 

 

   １年を超える購読料は支出できません。 

 

 

 

 

○ 購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とす

る。 

○ 所属政党発行の機関紙の購読については、議員１人当たり１部のみとする。 

○ 電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではなく、

「事務費」（事務用品・備品購入費）として取り扱う。 

 

政務活動に要する経費細目 
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事 務 費 

会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

［支出の参考例］  事務用品・備品購入費、事務機器等借上げ費、 

インターネット接続料、文書通信費

 

 

 

 

 

 

◆支出にあたっての留意事項

○ ５０，０００円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成

し管理する。

○ 備品購入費については、実態に則して按分する。なお、購入・買替えにあたっ

ては、所得税法上の減価償却資産に係る耐用年数を参考にする。また、任期満

了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする。

○ ポイントカード制を導入している小売店で物品等を購入する際、一定割合のポ

イントが還元され、次回以降の購入でポイント相当額を代金に充当できる場合

は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限りにおいて、そのポイント相

当額を控除して支出する。 

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額３０，０００円を

超えることはできない。また、１回当たりの購入は、１００枚を限度とする。

○ はがきを購入する場合は、議員１人当たり年額３０，０００円を超えることは

できない。また、１回当たりの購入は、１００枚を限度とする。

○ インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費に

ついては、実態に則して按分する。

○ 通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする。

固定電話（事務所専用） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用 FAXあり） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用 FAXなし） １／４ 

○ 政務活動に使用する電話・FAX については必要最小限の台数とし、その番号を

議長に届け出るものとする。

○ 名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする。

政務活動に要する経費細目 
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【備品台帳】 

  各自で作成し、管理します。様式は自由ですが、「見本」を参照して作成

し、区民の誤解を招かないよう適正な購入・管理を行う観点から、備品台

帳の写しを議長に提出します。 

○「備品台帳」の作成については、４１ページ参照

【実態に即した按分】 

  備品や事務用品の物品の購入に当たり、実態に即して按分する場合には、

合理的な説明が必要です。 

また、５０，０００円未満の物品についても、十分配慮する必要があり

ます。 

【所得税法上の耐用年数】 

所得税法で定める主な器具・備品の「減価償却資産に係る耐用年数」は

次のとおりです。 

事務机・事務椅子・キャビネット 
主として金属製のもの １５年 

その他のもの ８年 

ラジオ・テレビジョン・テープレコーダーその他の音響機器 ５年 

パソコン 
サーバー用のものを除く ４年 

その他の電子計算機 ５年 

複写機、計算機（電子計算機を除く） 

電話設備その他の通信機器 

デジタル構内交換設備及びデジタルボタ

ン電話設備、（携帯電話機）

６年 

上記以外の電話設備その他の通信機器 １０年 

カメラ（デジタルカメラ） ５年 
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【備品管理上の諸注意】 

 

○ 購入から任期満了までの期間が、耐用年数に満たない備品の購入は、

個人の資産形成と捉えられる可能性が高いことに留意する必要があ

ります。 

 

○ 耐用年数内に再度備品を購入する場合は、合理的な説明が必要です。 

 

○ 備品の性能については、社会通念上、政務活動に必要な範囲内とす

るよう留意する必要があります。また、政務活動との関連が不明な

ものや高額な備品については、誤解を招かないよう説明が必要です。 

 

○ 任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えます。 

 

【ポイント制度を導入する小売店（家電量販店等）での購入】 

 

   購入により発生した「ポイント」が領収書（レシート）によって確認で

きる場合は、当該ポイント相当額を控除して計上します。また、貯めてお

いたポイントを使用して物品等を購入した場合は、当該ポイントを現金に

よる支払と同様に扱い、政務活動費として計上可能とします。 

 

【郵送費（切手・官製はがき）】 

 

○  可能な限り、郵便区内特別郵便（同時に１００通以上出す場合）や、

料金別納郵便等を活用することとし、切手の購入については、区政報

告書等に要するものも含めて（項目を問わず）、年額で３０，０００円

を上限とし、１回当たりの購入は１００枚を限度とします。 

 

○  官製はがきの購入については、事務費として計上する場合は、年額で

３０，０００円を上限とするとともに、１回当たりの購入も１００枚

を限度とします。（官製はがきの購入については、広聴広報費と取扱いが異

なることに注意。） 

 

○  切手・官製はがきは、購入した年度内に使用することが原則です。 

 

      広聴広報費の項を参照（１３ページ） 
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【携帯電話・スマートフォン等の料金】 

 

○ 使用実態に即して按分します。 

 

○ 月々の料金に携帯電話・スマートフォン本体の分割払い料金が含まれ

ている場合がありますが、分割購入の場合も本体価格が５０，０００

円以上であれば、備品台帳を作成する必要があります。 

 

 

【事務用品等購入にあたっての留意点】 

 

   事務用品、備品購入費支出の際、年度末の購入（特にまとめ買い）、毎年

にわたる購入、適切なサイクルによらない購入、按分割合が高い計上の場

合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 

 

 

 

 

○「領収書等貼付用紙」の取扱いについては、３３ページ参照 
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事 務 所 費 

会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

［支出の参考例］  事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴV・電話回線敷設料 

○ 事務所賃借料について

自己所有 計上できない 

賃

借

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする。 

自宅兼用 

事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする。 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積

等を考慮した按分率を乗じた額とする。 

（自宅賃借料×按分率

支出割合上限設定基準額

）×１／２ 

※ 自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう。

※ 個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金額の

上限は、月額５０，０００円とする

○ 事務所光熱水費について

自
己
所
有

計上できない 

賃

借

事務所専用 事務所光熱水費の支給割合の上限は１／２とする。 

自宅兼用 計上できない 

政務活動に要する経費細目 
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◆支出にあたっての留意事項 

[事務所の賃料] 

 「自己または生計を一にする親族」所有の物件を事務所として使用する 

場合は支出できません。 

 

【生計を一にする親族（所得税基本通達 2－47）】 

○  親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した

生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一

にするものとします。 

また、「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居している 

ことをいうものではないから、勤務、修学、療養等の都合上他の親族

と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げ

る場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 

    イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修

学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを

常例としている場合 

    ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送

金が行われている場合 

 

【事務所費支出の要件】 

○  事務所には、看板・表札など、政務活動のため必要な事務所としての

表示等を有していることが必要です。 

 

○  事務所の賃料等を計上する場合は、「事務所の要件を具備しているこ

とを証明する書類」が必要です。具体的には、「賃貸借契約書の写し」、

「事務所の図面及び写真等」の添付が必要です。（４１ページ参照） 

 

○  特に、自宅が賃貸物件で、事務所を兼用する場合は、事務所としての

使用部分や面積（按分の根拠）が明確に分かるようにします。 

 

○ 議員の親族が経営する会社・店舗等の一部を事務所として賃貸する場

合は、誤解を招かないよう説明が必要です。 
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人 件 費 

 

 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

 

［支出の参考例］  賃金、社会保険料、交通費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆支出にあたっての留意事項 

 

【生計を一にする親族（所得税基本通達 2－47）】 

 

   事務所費の項を参照（２４ページ） 

 

【議員活動全般を補助する職員】 

 

○  按分が必要です。支出割合の上限は１／２です。 

○  計上に際しては、「雇用契約書の写し」を添付する必要があります。 

    

【政務活動のみを補助する職員】 

 

○  基本的に按分は不要ですが、例えば、区政報告やホームページに関

連する業務に従事した場合など、印刷製本費など他の経費において按

分を行っている場合には、当該按分率を適用します。 

○  計上できる月額の上限は５０，０００円です。 

 

○ 議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない 

○ 議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出割

合の上限を１／２とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤務

内容と日給・時給等を明記のうえ、議員１人当たり月額５０，０００円を上限

として勤務実績に応じた額とする。 

 

政務活動に要する経費細目 
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○ 計上に際しては、補助する「職員の氏名・住所・生年月日・業務内

容・賃金・雇用期間等」勤務の実情を証明する書類を提出します。

【定期的な勤務の補助職員】 

例えば、毎週月～金曜日・午前９時～午後３時の勤務のように、勤務日

数が定期的な場合は、政務活動のみの補助とは捉えられない可能性が高い

ことから、誤解を招かないよう説明をする、または「議員活動全般を補助

する職員」として按分するなどの取扱いが必要です。 

○「勤務の実情を証明する書類」の作成については、４２ページ参照
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２  提 出 書 類 
 

＜収支報告及び領収書その他の証拠書類の取扱い＞ 

 

 

 

 

収支報告について               ・・・・・・・・・・２９ 

 

提出書類について               ・・・・・・・・・・２９ 

 

 

１ 政務活動費収支報告書       ・・・・・・・・・・３０ 

 

２ 政務活動費出納簿         ・・・・・・・・・・３１   

 

３ 領収書及び領収書等貼付用紙    ・・・・・・・・・・３３   

 

４ 政務活動交通費記録簿       ・・・・・・・・・・３６  

 

５ その他添付書類          ・・・・・・・・・・３８   

 

 

収支報告書等の保存及び閲覧について     ・・・・・・・・・・・４２ 

 

 

- 297 -



28 
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収支報告について 

会派の代表者、議員は、前年度分の「政務活動費収支報告書」に、政務活動

の収支を表す「出納簿」及び「領収書その他の証拠書類」を添えて年度終了日

の翌日から起算して 30日以内に議長に提出しなければなりません。 

（条例第１０条第１項） 

提出書類について（作成方法等詳細は次ページ以降を参照）

Ⅰ 「政務活動費収支報告書」（条例別記様式） 

Ⅱ 「政務活動費出納簿」（規則第７号様式） 

Ⅲ 「領収書その他の証拠書類」 

（「領収書等貼付用紙」（規程第１号様式）に貼付または別紙添付） 

なお、次の経費を計上する（支出した）場合は、それぞれ以下の書類を 

提出します。 

① 交通費 ・・・・ 「政務活動交通費記録簿」（規程第２号様式） 

② 宿泊を伴うか、または往復の交通費が１万円を超える

日帰りの調査・研修会等の経費

・・・・ 「政務活動視察報告書」（規程第３号様式） 

③ 広報紙発行に要する経費 ・・・ 作成した「広報紙」等

④ 備品の購入 ・・・ 「備品台帳の写し」

⑤ 事務所の賃借料等 ・・ 「事務所の要件を具備していることを証明 

する書類」 

⑥ 補助職員の賃金等 ・・ 「政務活動補助職員の勤務の実情を証明する 

書類」 
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１「政務活動費収支報告書」（条例別記様式） 

  

○ 原本を提出します。写しは５年間保存します。 

（平成２８年度分は平成３４年４月３０日が過ぎるまで保存） 

 

○ 平成２９年５月１日から閲覧に供するとともに、７月を目途に区議

会ホームページに掲載します。 

 

① 日 付 

 議長（事務局）への提出日を記載します。 

 

② 議員名 

 政務活動費を会派で受けている場合には「会派名」「代表者氏名」を、 

 議員個人で受けている場合は「議員名」を記載します。 

 

③ 備考欄 

 項目ごとに「主な支出内容」を記載します。 

 

④ 支出額の合計 

 平成２８年度からは、事務の効率化を図る観点から、交付額の範囲内

で収支報告するものとします。 

 

 

 

※「政務活動費収支報告書」の記載例については、４５ページ参照 
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２「政務活動費出納簿 」（規則第７号様式） 

 

○ 原本を提出します。写しは５年間保存します。 

（平成２８年度分は平成３４年４月３０日が過ぎるまで保存） 

 

○ 平成２９年５月１日から、政務活動費収支報告書とともに閲覧に供

します。 

 

① 日 付 

 

 領収書の日付、口座振替など、入出金のあった日を記載します。ただ

し、調査研究費などひと月にまとめた交通費は、月の末日に計上します。 

                            

② 摘 要 

 

支出内容・按分率等を記載します。主な記載例は次のとおりです。 

物品購入 事務用品代（上質紙、プリンタインク）1/2 

資料購入 資料代（○○区△△に関する資料） 

書籍購入 書籍代（○○題名、外３冊） 

雑誌購入 雑誌代（月刊●● ○月○日号） 

備品リース コピー機リース料（○月分） 1/2 

補助職員賃金 政務活動補助職員賃金（○月分 氏名） 

区政報告発行経費 
区政報告印刷代（○月○日発行号） 4/5 

区政報告郵送料金（○月○日発行号） 4/5 

光熱水費 事務所電気料（○月分） 1/2 

電話料金 事務所電話料（○月分、FAX あり） 1/2 

講師謝礼 講師謝礼（○○に関する勉強会） 

研修等参加費 研修会参加費（○○に関する研修） 

交通費 交通費（○月分） 

駐車料金 駐車料（区民相談） 

有料道路通行料 高速料金（東京―○○/○○市立施設視察） 

地方視察経費 宿泊費（○○市視察） 

※年に複数回支払う場合は、（○月分）（○月○日発行分）等と 

明確に記載します。 
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③ 項 目

当該経費について、該当する「項目」（条例第９条別表に掲げる）を

記載します。「項目」それぞれの金額の合計が、収支報告書の「支出」

欄に記載されることになります。 

④ 整理番号

 出納簿の記載順（昇順）に、機械的に番号をふります。「月単位」「年

間を通して」、どちらでも構いません。整理番号は、領収書等貼付用紙、

交通費記録簿、視察報告書等、関係書類にも必ず記載し、相互に照らし

合わせることができるようにします。 

⑤ 受・払・残

「受」は政務活動費の振込金額（年４回）を、「払」は支出金額を、「残」

は支出金額を控除した残額を記載します。 

※参考

平成２８年度政務活動費振込日

（予定） 

４～６月分  ４月 ８日（金） 

７～９月分  ７月 ８日（金） 

１０～１２月分  １０月 ７日（金） 

１～３月分  １月１０日（火） 

※「政務活動費出納簿」の記載例については、４６・４７ページ参照
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３「領収書」及び「領収書等貼付用紙」 

 

 「領収書その他の証拠書類」は、領収書等貼付用紙にそれぞれ貼付します。 

（規程第３条第 1項） 

 

（１）「領収書」について 

 

○ 領収書（レシート）は、必ず原本を添付します。サイズが大きい領

収書（レシート）であっても、切らずに、折るなどしてそのまま、

「領収書等貼付用紙」に貼付します。 

 

○ レジスター等の機器で印字された領収書（レシート）については、

「発行者」「金額」「日付」「取引内容」が明記されていることが必

要です。 

 

○ 印刷・印字が劣化する恐れがある場合は、コピーを取り、原本とと

もに添付しておくか、または「発行者」「金額」「日付」「取引内容」

等を、領収書等貼付用紙の備考欄に補記します。 

 

① 「宛名」について 

 

○ 原則として、議員本人名義以外の領収書は無効です。 

 

○ 通信費など各種サービスの契約者が配偶者や会社名義になってい

る場合のみ、「領収書原本」「宛名が配偶者や会社名義であることの

説明」「配偶者・会社が発行する証明書」の３点をもって、例外的

な取扱いができることとします。 

 

○ 手書き領収書の場合は「宛名」の記載が必要です（「上様」は不可）。 

 

○ レジスター等の機器で印字された領収書（レシート）で、金額が５

万円以上の場合は、改めて宛名を明記した領収書の発行を求めるか、

宛名欄があれば宛名の記載を求めます。５万円未満であっても、一

般的な領収書の形式を取っているものについては、「宛名」を記入

してもらいます。 
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② 「領収書」以外の証拠書類での代用 

 

光熱水費・電話料金など、口座振替・クレジットカード払いとしてい

る場合であっても、原則として、領収書の原本の提出が必要ですが、紛

失等やむをえない事情があると認められる場合（特に、インターネット

接続料は、領収書が発行されないケースがあります。）次のように取り

扱います。 

 

○ 口座振替による支払いの場合は、振替口座の通帳の該当ページの写

しを提出します。 

 

○ クレジット会社が発行する利用明細書、及び振替口座の通帳の該当

ページの写しを提出します。 

 

○ 当該通帳原本は、５年間保存します。 

 

 

（２）「領収書等貼付用紙」（規程第１号様式） 

 

① 出納簿整理番号 

 

     該当する出納簿の月分と「整理番号」を記載し、相互に照らし合わせ

ることができるようにします。複数の領収書を貼付する場合は、該当す

る全ての整理番号を記載します（枠外でもかまわない）。 

 

② 領収書等貼付欄 

 

○ 領収書を複数枚貼付する場合は、他の領収書と重なったり、備考欄

の記載事項が隠れないようにします。 

 

○ サイズが大きい領収書（レシート）であっても、切らずに、折るな

どしてそのまま、「領収書等貼付用紙」に貼付します。 

 

○ サイズが大きい証拠書類等は、別紙添付とし、領収書等貼付用紙に

は、「別紙のとおり」「支出の明細は別紙のとおり」など貼付欄に記
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載します。 

③ 備考欄

 出納簿に「支出内容」を書ききれない場合や、以下のような特別の説

明を必要とする場合に記載します。なお、説明資料がある場合は「別

紙」として提出します。 

ア 領収書の金額と出納簿記載の金額が異なる場合、説明を記載します。 

○ 複数購入したもののうち、一部を計上する場合

（事務用品・書籍購入などの場合に、計上する品目を特定するなど）

○ 按分により計上する場合

（賃料・備品購入の按分率・計算式等を記載するなど）

○ 発生ポイント分を控除して計上する場合

（家電量販店等の購入において、値引き相当額を明示するなど）

イ 領収書、出納簿の記載内容では購入等した品目を確認できない場合、

品名や内訳などを記載します。 

ウ 政務活動との関連性がわかりにくい場合、必要性など、適正な支出

であることを示すため、以下のような説明を記載します。 

○ 講師謝礼について、目的や内容、区政との関連性などを記載する。 

○ 施設の入場料・観覧料など、視察目的等を記載する。

○ 備品購入に際して、利用目的や按分の考え方などを記載する。

○ 郵送料の支出に関して、何をいつ何部郵送したかなど具体的に記載

する。

○ ホームページの更新料について、ＵＲＬや更新の目的、更新した内

容などの説明を記載する。

※「領収書等貼付用紙」の記載例については、４８ページ参照
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４「政務活動交通費記録簿」（規程第２号様式） 

 

   政務活動のため交通機関を利用して出張する場合は、「政務活動交通費記

録簿」を作成します。（規程第３条第２項） 

 

① 全般的事項 

 

○ 日常の政務活動に係る近隣の交通費や視察先において別途必要とな

った交通費（ＪＲ・私鉄・地下鉄・バス運賃、タクシー代）について

は、領収書の発行が一般的ではないケースが多いため、ひと月分を日

付順に記載します。 

 

○ 調査研究費、研修費など、項目別に作成し、出納簿には、月末の日付

で「交通費（○月分）」とその月の合計額を記載します。 

 

○ タクシーや鉄道・バスで、領収書（レシート）が発行される場合は、

「政務活動交通費記録簿」の裏面（または別紙）に貼付します。 

 

○ スイカ・パスモ等を使用して交通機関を利用した場合は、交通実費を

「政務活動交通費記録簿」に記載するか、または「利用明細（履歴）」

を「領収書等貼付用紙」に貼付し、利用区間（出張先）や目的（出張

内容）等を備考欄等に補記します。 

 

   ※「利用明細（履歴）」に関する注意事項 

① スイカについて 

履歴の印字は直近の利用分最大 50件まで印字可能ですが、１

日の利用件数が 21回以上の場合、一部印字できない場合があ

ります。また、一度印字された履歴は再印字できず、利用か

ら 26週間を超えた履歴は印字できません。 

② パスモについて 

履歴の印字は直近の利用分、最大 20件まで印字可能です。た

だし、一部の鉄道事業者では 100 件まで印字可能な事業者が

あります。 

③ スイカ・パスモ共通 

バスを利用した場合は、バスの事業者名しか印字されません。  

- 306 -



37 
 

○ 宿泊を伴う視察・研修で、航空券・ＪＲ指定席券及び乗車券を（事前

に）購入する場合は、交通機関窓口または旅行代理店から必ず領収書

の発行を受け、「３ 領収書及び領収書等貼付用紙」により取り扱い

ます。 

 

○ ガソリン代、有料道路通行代、駐車・駐輪料金については、「３ 領

収書及び領収書等貼付用紙」により取り扱います。 

 

② 出納簿整理番号 

 

該当する出納簿の月分と「整理番号」を記載し、相互に照らし合わせる

ことができるようにします。複数ページにわたるときは、枝番を付けるな

ど工夫して記載します。 

 

③ 日 

 

当該交通機関を利用した日を記載します。 

 

④ 出張先 

 

施設の名称など行き先を具体的に記載します。ただし、相談等で個人宅

が行き先の場合は、区民宅（地名・町名）である旨記載します。 

 

⑤ 利用交通機関 

 

 「鉄道」「バス」「タクシー」に区分して記載します。 

 

⑥ 経路 

 

○ 出発駅―到着駅を記入し、往復であればその旨を記載します。なお、

タクシーの場合は、地名・町名・施設の名称などを記載します。 

 

○ タクシー、鉄道・バスで、領収書が発行された場合は、領収書ごと

に経路を区切って記載します。 

 

 

- 307 -



38 

⑦ 備考欄

 出張内容・目的を記入します。また、一般的に合理的でない経路の場合

に、その経路とした理由など、交通費計上に関して説明等があれば記載し

ます。 

※「政務活動交通費記録簿」の記載例については、４９ページ参照

５「その他添付書類」 

次の各号に掲げる経費に充てたときは、当該各号に掲げる帳票類等を 

作成し、政務活動費収支報告書に添えて提出します。（規程第４条） 

（１）「政務活動視察報告書」（第１号・規程第３号様式）

 宿泊を伴うか、または、往復の交通費が１万円を超える日帰りの視察

による調査研究又は研修会、講演会等への参加に要する経費を計上する

場合は、「政務活動視察報告書」を作成し提出します。 

① 全般的事項

○ 別途報告書類を作成する場合は、「政務活動視察報告書」を表紙に

し、作成した書類を添付します。報告書の概要欄には「添付報告書

類のとおり」のように記載します。

○ 複数の議員による視察等で、連名で報告書を提出する場合も、それ

ぞれ参加した議員に提出していただく必要があります。この際、代

表者１名は通常どおり「政務活動視察報告書」を記載し、添付報告
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書類、資料等を提出します。その他の議員については、「政務活動

視察報告書」については通常どおり作成の上、概要欄に「連名で作

成したため、○○議員の視察報告書を参照」のように記載します。

資料等の添付は不要です。 

○ 会派で政務活動費を受け取っている場合は、会派名で提出します。 

○ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の研修会や講演会

等に参加した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に、「研修会・講

演会等の名称」「開催日時・会場名」「設置主体・主催者」「概要」

などを記載します。また、可能な限り「資料」「レジュメ」を添付

します。

○ 平成２９年５月１日から、政務活動費収支報告書等とともに、添付

資料も含め閲覧に供します。

② 会派・議員名

政務活動費を会派で受け取っている場合は「会派名」を、個人で受け

取っている場合は「個人名」を記載します。 

③ 出納簿整理番号

該当する出納簿の月分と「整理番号」を記載し、相互に照らし合わせ

ることができるようにします。当該調査研究、研修会・講演会等に計上

した全ての整理番号を記載します。 

④ 実施日

調査研究を実施した期間、研修会等に参加した日付等を記載します。 

⑤ 参加者氏名

参加した者（議員）の氏名を記載します。 
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⑥ 視察先 

 

    「訪問先の施設名（研修会場）・担当部署」等と、「道府県名・市町村

名」を記載します。 

 

⑦ 視察目的 

 

 何を調べる（学ぶ）ために訪問（出張）したのか、簡潔に記載します。 

 

⑧ 行 程 

 

    往復の経路について、利用交通機関や区間等を記載します。 

 

 

⑨ 概 要 

 

    政務活動による調査研究（研修受講）であることがわかるよう、区政

との関連性など記載するとともに、視察先で入手した資料の写し、レジ

ュメなど内容がわかる資料があれば添付します。 

 

 

  ※「政務活動視察報告書」の作成については、５０ページ参照 

 

 

 

 

（２） 「広報紙」（第２号） 

 

○ 区政報告など、広報紙の作成に要する経費を計上する場合は、当該

広報紙を提出する。封筒、同封するはがき等を作成した場合は、当

該封筒・はがきもあわせて提出します。 

 

○ 平成２９年５月１日から、政務活動費収支報告書等とともに閲覧に

供します。 
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（３）「備品台帳の写し」（第３号）

備品の購入に要する経費を計上する場合は、「備品台帳（様式自由）の

写し」を提出します。ただし、備品台帳には、「品目及び形態・型番」「数

量」「購入価格」「取得年月日・廃棄年月日」「設置場所（所在地）」を記

載しておくとともに、その他付属品やクレジットカード払いの支払日（出

納簿に記入した日）など、備考欄を設けておき記入しておく必要があり

ます。備品台帳の参考例を用意しています。 

備品台帳の原本は、各自（各会派）で保管します。 

※「備品台帳」の作成例については、５１ページ参照

（４）「事務所の要件を具備していることを証明する書類」（第４号）

事務所の賃借料や光熱水費等を計上する場合は、事務所の要件を具備

していることを証明する「賃貸借契約書の写し」又は「事務所の図面及

び写真等」の書類を提出します。 

① 事務所専用の物件を賃借する場合は、「賃貸借契約書の写し」または「賃

貸人・支払先・物件所在地・賃料が確認できる書面」を添付します。

② 自宅と兼用の場合は、面積による按分割合を明確にするため、「事務所と

しての使用部分や面積が明確に分かるような図面、写真等」が必要です。

また、「賃貸借契約書の写し」または「賃貸人・支払先・物件所在地・賃

料が確認できる書面」も併せて添付します。
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（５） 「政務活動補助職員の勤務の実情を証明する書類」（第５号） 

 

① 議員活動全般を補助する職員を議員事務所や会派事務所で定期的に雇用

している職員について計上する場合は、「雇用契約書」の写し 

 

② 特定の政務活動を補助するために雇用する職員について計上する場合は、

「その職員の氏名・住所・生年月日・業務内容・賃金・雇用期間等」勤

務の実情を証明する書類（様式自由）を、領収書に添付して提出します。

「勤務日」「勤務時間・実働時間」「時間給等賃金の単価・日額」「勤務内

容（政務活動との関連性がわかるよう具体的に記載したもの）」を明確に

します。「政務活動補助職員勤務報告書」として参考例を用意しています。 

 

 

 

  ※「政務活動補助職員勤務報告書」の作成については、５２ページ参照 

 

 

 

 

 

収支報告書等の保存及び閲覧について 

 

 

 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を、当該報告書を提出すべきとされた

期間の末日の翌日から５年を経過するまで保存し、（政務活動費収支）報告書 

及び出納簿を閲覧に供します。 

（条例第１０条第４項） 

 

 

 議長は、帳票類等について、条例第１０条第４項に規定する期間まで保存し、

政務活動視察報告書及び広報紙を閲覧に供します。 

（規程第４条第２項） 
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３  各種様式・記載例 

 

 
 

 

１ 政務活動費収支報告書     ・・・・・・・・・・・・４５ 

 

２ 政務活動費出納簿       ・・・・・・・・・・・・４６ 

 

３ 領収書等貼付用紙       ・・・・・・・・・・・・４８ 

 

４ 政務活動交通費記録簿     ・・・・・・・・・・・・４９ 

 

５ 政務活動視察報告書      ・・・・・・・・・・・・５０ 

 

６ （参考）備品台帳       ・・・・・・・・・・・・５１ 

 

７ （参考）政務活動補助職員勤務報告書  ・・・・・・・・５２ 
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１　【記載例】政務活動費収支報告書

45

別記様式（第１０条、第１１条関係）

平成 29 年 4 月 4 日

議 員 名 印

平成 28 年度政務活動費収支報告書

１　収　　　入

政務活動費 円

２　支　　　出 （単位　円）

項　　目

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 費

事 務 所 費

人 件 費

合　　計

３　残　 　額 円

○○会議会場費　等

0

備　　　考

10,000

区政報告の作成・郵送費　等

0

杉並区議会議長　宛

ま す。

○○　○○○

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例第１０条
の規定に基づき、下記のとおり平成 28 年度政務活動費の収支について報告し

○○研修参加費

300,000

金　　　額

1,920,000

100,000

○○市視察経費　等

記

50,000

120,000

書籍購入費

事務所の電話料・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料
等

700,000

※「収支報告書・出納簿入力ﾌｫｰﾏｯﾄ」をご使用の場合、背景が色付の吹き出し部分は自
動入力されます

400,000

200,000

1,880,000

40,000

政務活動補助職員賃金

事務所の賃料・光熱水費

年度を記入します

政務活動費を会派で受けている場

合は「会派名」と「代表者氏名」

を記入します

朱肉を使用する印鑑を押印します

提出日を記入します

※平成29年4月1日～4月30日に提出してい

ただくことになります

年度を記入します

28年度の交付額を記入します

主な支出内容を記入します

項目ごとの金額と、最下段
には支出合計額を記入しま

「１収入－２支出」の金額を記入し

ます
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46

（その１）

議　員　氏　名 ㊞

平成２９年　３月３１日　　まで

第7号様式（第6条関係）

28        年度

政務活動費出納簿

平成２８年　４月　１日　　から
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出納簿
２　【記載例】出納簿

47

年 月 日 摘 要 項 目
整理
番号 受 払 残

28 7 1 前葉繰越

2 事務用品代（品名） 事務費 1

2 書籍代（書籍名） 資料購入費 2

3
事務所電話代（**％・5月分） ／NTT
東日本 事務費 3

3
事務所電話代（**％・5月分） ／NTTｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 事務費 4

5 事務所電気料（**％・5月分） 事務所費 5

7 事務所賃料（**％・8月分） 事務所費 6

8
堺市・茨木市視察交通費
（東京－大阪間往復乗車券・特急券） 調査研究費 7

8 政務活動費（7月～9月分）

10 携帯電話料金（**％・5月分） 事務費 8

12 書籍代（○○○外2冊） 資料購入費 9

15
堺市・茨木市視察宿泊費（大阪市滞
在） 調査研究費 10

19 駐車料金（高齢者介護の調査研究） 調査研究費 11

20
印刷代（85%・区政報告7月21日発行
分） 広聴広報費 12

21
郵送料（85%・区政報告7月21日発行
分） 広聴広報費 13

22 研修参加費（地方版総合戦略策について） 研修費 14

25 インターネット接続料（**%・6月分） 事務費 15

31 交通費（7月分） 広聴広報費 16

31 交通費（7月分） 調査研究費 17

31 交通費（7月分） 研修費 18

31 政務活動補助職員賃金（７月分） 人件費 19

7月分計　　

次葉繰越               　　　累計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その２）

内容によって支出項目が分かれる場合、詳細
を記載します
（例：駐車料金は、調査研究費、広聴広報費
のどちらにも該当するため、目的を明記しま
す）

具体的な品名も記載します
購入点数が多いときには、「○○、△△他×
点」のように記載し、領収書等貼付用紙の備
考欄にすべての品名を記載します

支出が複数月に亘るものは、何月分かを記載
します
（光熱費、電話料金、事務所賃料、新聞購読料な
どが該当）
また、按分して計上するものについては、按
分率も記載します

整理番号は、領収書等貼付用紙、交通費記

録簿、視察報告書にも必ず記載します
※上から機械的にふります
※月ごとでも、年間通し番号でも構いません

月ごとの計と累計額を記入します
「次葉繰越 累計」欄の金額が、次ﾍﾟｰｼﾞ
の「前葉繰越」欄の金額となります
※「収支報告書出納簿入力ﾌｫｰﾏｯﾄ」を利用す
る場合は、自動入力されます

支出項目が同じでも、支払先が異なる場合
は、一行ごとに記載します
（電話料金、新聞購読料などが該当）

当月支出分を支出項目別に合算し、月末付
けで計上します
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３　【記載例】領収書等貼付用紙

48

第1号様式（第3条関係）　

領収証 平成28年 7月12日

○○○○　様

￥ ○，○○○－

但し、○○○○として

○○書店　　㊞

領収証 28年 7月 22日

○○○○　様

￥ ○○，○○○－

但し、「地方版総合戦略の策定に向けて」研修会参加費として

（公社）○○研究会

備考
　「記入例１」

　「記入例２」

　「記入例３」

　「記入例４」

領収書等貼付用紙

出納簿 整理番号

領収書等貼付欄 

　№　９・１４　7月分

代表　　○○○○　　㊞

研修参加費　「地方版総合戦略の策定に向けて」　平成28年7月22日午後1時～4時
○○会議室（港区）、○○研究会主催、総合戦略策定のプロセスと検証の視点

書籍代　領収書金額7,800円のうち4,700円を計上
　《書籍名》○○○（1800円）、○○○（2000円）、○○○（900円）

練馬区ケア24視察（高齢者介護調査研究）
　練馬区南田中3丁目「○○駐車場」　２時間利用

区政報告（7月21日号）　政務活動報告85％、その他15％　（報告書別途添付）
印刷費162,000円　×　85％　＝　137,700円計上

該当する「出納簿の整理番
号」を記載します

品名、内容等がわかるよ
う記入を依頼します

※「購入点数が多く書き
きれない場合」、「補足
説明が必要と思われる場
合」は、下段の備考欄を
使い補足します

※「お品代」という表現
は好ましくありません

複数の枚数を貼
付する際は、
「他の領収書」
「備考欄の記載
内容」に重なら
ないようにしま
す

※サイズが大き
い証拠書類は、
貼らずに別紙と
して添付します

支出内容の説明を記載します

「領収書」及び「領収書等貼付用紙」（33ページ）を参照のうえ、記載します
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第
2
号

様
式

（
第

3
条

関
係

）

広
聴
広
報
費

調
査
研
究
費

7
6
2

7
,8

9
0

○
○
研
修
受
講

研
修
費

2
,3

4
5
調
査
研
究
費

○
○
調
査

7
6
1
調
査
研
究
費

○
○
調
査

2
2

鉄
道
・
タ
ク
シ
ー

1
,5

3
9

南
阿
佐
ヶ
谷
－
東
京
、
東
京
駅
－
○
○
会
館
（
タ
ク

シ
ー
）
、
馬
喰
町
－
阿
佐
ヶ
谷

○
○

会
館

項
　

目
日

出
　

張
　

先

2

経
路

（
出

発
駅

－
到

着
駅

）

南
阿
佐
ヶ
谷
－
日
本
大
通
り
　
※
往
復

1
1

1
,3

4
4
調
査
研
究
費

横
浜

市
役
所

堺
市

役
所

鉄
道

2
0

1
8

板
橋
区
役
所

練
馬
区
役
所

鉄
道
、
タ
ク
シ
ー

1
5

○
○
セ
ン
タ
ー

茨
木
市
役
所

鉄
道
、
タ
ク
シ
ー

区
民
相
談
（
就
学
援
助
）

西
荻
窪
駅
自
転
車
駐
車
場

東
高
円
寺
駅
自
転
車
駐
車

場
鉄
道

1
,0

0
0
調
査
研
究
費

広
聴
広
報
費

7
6
2

○
○
調
査

区
民

宅
（
阿
佐

谷
南

）

政
務

活
動

交
通

費
記

録
簿

1
,5

3
9
研
修
費

　
項

目
別

内
訳

鉄
道

　
　
7
月
分

出
納

簿
 
整

理
番

号

南
阿
佐
ヶ
谷
―
善
福
寺
　
※
往
復

鉄
道
・
バ
ス

№
　
1
6
・
1
7
・
1
8

交
通

費
（
円

）
備

　
考

利
用

交
通

機
関

議
員

名
  

  
  

 
○
○
　
○
○

大
阪
－
茨
木
、
茨
木
－
○
○
セ
ン
タ
ー
（
ﾀ
ｸ
ｼ
ｰ
）
、
○
○
セ
ン
タ
ー
－

茨
木
市
役
所
（
ﾀ
ｸ
ｼ
ｰ
）
、
茨
木
－
新
大
阪

1
4

子
育

て
サ
ポ
ー

ト
事

業
調

査
現
地
で
の
移
動
交
通
費

南
阿
佐
ヶ
谷
－
西
荻
窪
－
東
高
円
寺
－
南
阿
佐
ヶ
谷

大
阪
－
な
ん
ば
－
堺
東
　
※
往
復

南
阿

佐
ヶ
谷

－
板

橋
区

役
所

前
、
板

橋
区

役
所

－
練

馬
区

役
所

（
タ
ク
シ
ー

）
、
練

馬
―

南
阿

佐
ヶ
谷

介
護
保
険
計
画
調
査

現
地
で
の
移
動
交
通
費

2
,4

4
0
調
査
研
究
費

備
考
欄
に
は
、
出
張
内
容
を
記

入
し
ま
す 件
数
が
多
く
、
複
数
枚

使
用
す
る
場
合
は
、
最
終

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞに

の
み
項
目
ご
と

の
合
計
額
を
記
入
し
ま
す

※
出

納
簿

へ
は

「
該

当
月

の
末

日
」

付
で

項
目

ご
と

に
記

載
し

ま
す

出
納
簿
の
整
理
番
号
を
記
載
し

ま
す

◆
視
察

や
研
修
参
加
な

ど
で

、
他

都
市

に
行

っ
た

場
合

日
常
の

交
通
費
と
同
様

に
利

用
当

日
運

賃
を

支
払

う
「

他
都
市

(現
地

)で
の
移
動

交
通
費

」
の

ほ
か
、
事
前
に
乗
車
券

を
購

入
す

る
「

東
京

－
他

都
市

間
の
交
通

費
」
が

あ
り
ま

す
。

「
政
務
活
動
交
通
費
記

録
簿

」
（

3
6
ペ

ー
ジ

）
を

参
照
。

タ
ク

シ
ー

な
ど

、
領

収
書
が
発

行
さ

れ
る

も
の

は
・

・
・

①
経

路
を

区
切

っ
て

記
載

②
領

収
書

は
裏

面
に

貼
付
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５　【記載例】政務活動視察報告書

50

第3号様式（第4条関係）　

 ○○○○

　

実施日

○○○○ ○○○○

○○○○

堺市○○課

茨木市○○センター、○○課

介護保険計画調査

子育てサポート事業調査

平成２８年　７月１４日～平成２８年　７月１５日　

参加者氏名

視察先

視察目的

行程

概要

政務活動視察報告書     

会派・議員名

出納簿 整理番号
6月分
7月分

№20
№7・10・16

視察・研修会等報告

記載事項は・・・

①政務活動費を会派で

受け取っている場合…

「会派名」
②個人で受け取ってい
る場合…「議員名」

記載事項は・・・

①視察の場合
訪問先の「施設名、担当部
署」など
②研修の場合
「研修場所（施設名）」など

記載事項は・・・

①視察の場合
「調査対象、何に関する調査
か」など
②研修の場合
「何に関する研修か」など

◆記載する際の留意事項

「政務活動による現地調査（研修受講）」であることがわかるようにします。

※視察先で入手した資料等がある場合は、写し等を添付します。
※研修・会議等の場合は、内容が確認できる資料があれば添付します。

→報告書を別途作成している場合
＊この欄に「別添、報告書のとおり」のように記載します。
＊別途作成した報告書やその他資料をこの報告書に添付し提出します。

この視察・研修について
計上したすべての支出の
整理番号（出納簿）を記
載します

記載事項は・・・

往復の経路について、利用交通機関や利用区間な

ど、書ききれない場合は別紙添付
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品
　

　
　

　
目

①
取

得
年

月
日

設
 置

 場
 所

（
形

態
・
型

番
）

②
廃

棄
年

月
日

（
所

 在
 地

）

パ
ソ

コ
ン

①
平

成
2
8
年

9
月

1
4
日

議
員

控
室

Ｄ
Ｅ

Ｌ
Ｌ

Ｌ
Ａ

Ｔ
ＩＴ

Ｕ
Ｄ

Ｅ
｜

Ｄ
５

３
１

②
阿

佐
谷

南
１

－
１

５
－

１

① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ① ②
円円 円 円

議
員

氏
名

又
は

会
派

名

備
　

　
　

　
考

Ｍ
ｉｃ

ｒｏ
ｓ
ｏ
ｆｔ

ｏ
ｆｆ
ｉｃ

ｅ
２

０
０

３
を

含
む

。
出

納
簿

Ｈ
２

８
．

１
１

．
２

０

数
　

量
購

 入
 価

 格

１
２

０
，

０
０

０
円 円

1

円 円円円 上
記
の
よ
う
な
内
容
で
作
成
し
、
各
自
で
保
管
し
ま
す
。
写
し
を
一
部
議
長
へ
提

出
し
ま
す
。

取
得

年
月

日
は
、
基

本
的

に
購

入
年

月
日

を
記

入
し
ま
す
。

実
際
に
備
品
が
置
い
て
あ
る
場

所
を
記
入
し
ま
す
。

品
名

や
形
状
、
型

番
を
記
入
し
ま
す
。

①
購
入
価
格
に
付

属
品
等
が
含
ま
れ

る
場
合
は
記
載
し

て
お
き
ま
す
。

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
支
払

い
の
場
合
は
、
支
払

日
（出

納
簿
に
計

上
し
た
日
付
）を

記
入

し
ま
す
。

実
際
に
購
入

し
た
金

額
を
記

入
し
ま
す
。
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政務活動補助職員 （　２８年　７月分）
勤務報告書 議員名　 ○○○○

勤務時間

始業－終業

1 金 10:00-18:00 7 1000 7,000 区政報告（第○号）作成補助

2 土 －

3 日 －

4 月 －

5 火 10:00-18:00 7 1000 7,000 区政報告（第○号）校正作業

6 水 9:00-18:00 8 1000 8,000 ○○調査事務補助

7 木 －

8 金 10:00-18:00 7 1000 7,000 区政報告（第○号）校正作業

9 土 －

10 日 －

11 月 9:00-18:00 8 1000 8,000 ○○会議使用資料作成

12 火 9:00-12:00 3 1000 3,000 ○○会議事務補助

13 水 9:00-18:00 8 1000 8,000 ○○調査事務補助

14 木 －

15 金 －

16 土 11:00-20:00 8 1000 8,000 ホームページ更新（区政報告ﾍﾟｰｼﾞ）事務補助

17 日 －

18 月 －

19 火 －

20 水 10:00-18:00 7 1000 7,000 区政報告（第○号）郵送準備作業

21 木 10:00-13:00 3 1000 3,000 区政報告（第○号）郵送作業

22 金 －

23 土 －

24 日 －

25 月 18:00-21:00 3 1000 3,000 ○○資料作成

26 火 －

27 水 －

28 木 －

29 金 －

30 土 －

31 日 －

合計

出勤日 11日 69,000 円

勤務者

氏名　 ○○　○○ ㊞ 生年月日　 ○○年○月○日

住所 杉並区○○○　１－１－１

日 曜日
実働
時間

単価
小計

（日給）
勤務内容

「政務活動の事務補

助」ということがわか

るように、できるだけ

具体的に記載します

※政務活動費で支出可

能な政務活動補助職員

への賃金は、議員活動

全般ではなく、「政務活

動の補助」に対してのみ

です。

そのため政務活動との

関連性がわかるように

記載します。

押印は朱肉を使用します

※スタンプ印は好ましくありません

勤務した方の「氏名・生年月日・住所」を記載します
（雇用契約書を作成する場合に準じています）

なお、情報公開の請求があった場合は、氏名を開示し
ますので、本人にその旨を説明してください

※ご住所と生年月日は公開しません

時給（日給）のほか、日付ごとに勤務時間・勤務内容を記載します

52

- 322 -

I ¥ 
I ¥ 

ド__J I 

, ヽ

＼ 

＼ 



53 
 

 

 

 

Ⅲ  資 料 編 
 
 
 
 
 
 

１ 例規関係（抜粋）     ・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例       ５５ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則   ５９ 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程     ６０ 

杉並区議会政務活動費調査検討委員会設置要綱               ６４ 

杉並区議会政務活動費専門委員会設置要綱                 ６５ 

 

 

２ 過去（政務調査費）の判例  ・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

 

１「調査研究費」関係      ６７ 

２「研修費」関係        ６７ 

３「広聴広報費」関係      ６８ 

４「会議費」関係        ６８ 

５「資料購入費」関係      ６９ 

６「事務費」関係        ７０ 

７「事務所費」関係       ７０ 

８「人件費」関係        ７１ 

 

３ 政務活動費制度の変遷及び検討・取組の経過   ・・・・・・・７２ 
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１ 例規関係（抜粋） 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例 

（平成 13年 3月 23日条例第 26号） 

最新改正 平成 25 年 2月 20 日（題名改正） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項から

第１６項までの規定に基づき、杉並区議会（以下「議会」という。）の議員の調査研

究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に

対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会派」

という。）及び議員の職にある者（以下「議員」という。）に対して交付する。 

（会派に係る政務活動費） 

第３条 会派に係る政務活動費は、各月１日（以下「基準日」という。）における当該

会派の所属議員の数に月額１６万円を乗じて得た額とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属

会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が

生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由は生じなかったも

のとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。  

３ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができ

ない。 

（議員に係る政務活動費） 

第４条 議員に係る政務活動費は、基準日に在職する議員（次条第１項の規定による届

出を行った会派に所属する議員を除く。）につき、月額１６万円とする。 

２ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解

散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付に

ついては、これらの事由は生じなかったものとみなす。 

（議長に対する届出） 

第５条 会派として政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、

政務活動費に係る経理担当者を定め、所属議員の氏名等を議長（議長の職務を行う者

がないときは議会の事務局長。以下同じ。）に届け出なければならない。その届け出

た内容に異動を生じたときも同様とする。 

２ 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長に届け出なければならない。 

３ 議員に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、議員は、その旨を議長に届
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け出なければならない。議員に係る政務活動費を受けないこととするときも同様とす

る。 

（区長への通知） 

第６条 議長は、前条の規定による届出に基づき、毎年度４月１日の政務活動費に係る

会派及び議員の状況について、区長に通知するものとする。 

２ 議長は、年度途中において、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに区長

に通知しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による通知に基づき、速やかに政務活動費の交付の決定を

行い、会派の代表者及び議員に通知するものとする。 

（政務活動費の請求及び交付） 

第８条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初

の月の１０日（その日が杉並区の休日を定める条例（平成元年杉並区条例第５号）第

１条に定める区の休日に当たるときは、その翌日）までに、区長に当該四半期に属す

る月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一四半期の途中で議員の任期

が満了する場合は、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するも

のとする。 

３ 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は新たに議員となった

とき、若しくは政務活動費の交付を受けていた会派の所属議員でなくなったときは、

第６条第２項の規定による通知があった日の属する月の翌月（その日が基準日である

場合は、当月）分以降の政務活動費を当該会派の代表者又は当該議員に対して交付す

る。 

４ 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、増員分に係る

政務活動費については第１項の規定を準用し、減員分に係る政務活動費については速

やかに区長に返還しなければならない。 

５ 前２項の規定に基づき、一四半期の途中で政務活動費の請求を行う場合における第

１項の適用については、同項中「毎四半期の最初の月の１０日」とあるのは、「当該

事実の生じた日の翌月（その日が基準日である場合は、当月）の１０日」とする。 

６ 一四半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政

務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった

者又は当該議員であった者は、会派の解散の日又は議員でなくなった日の属する月の

翌月（その日が基準日である場合は、当月）分以降の政務活動費を区長に返還しなけ

ればならない。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第９条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、
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各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その

他の区民福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する

経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとす

る。 

（収支報告書等の提出） 

第１０条 会派の代表者及び議員は、前年度分の政務活動費収支報告書（別記様式。以

下「報告書」という。）に、政務活動費の収支を表す出納簿（以下「出納簿」という。）

及び領収書その他の証拠書類（以下「領収書等」という。）を添えて、年度終了日の

翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議

員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は

当該議員であった者は、その事実があった日の翌日から起算して３０日以内に、報告

書、出納簿及び領収書等を議長に提出しなければならない。 

３ 議長は、報告書を受け取ったときは、その写しを区長へ送付するものとする。 

４ 議長は、報告書、出納簿及び領収書等を、当該報告書を提出すべきとされた期間の

末日の翌日から５年を経過するまで保存し、報告書及び出納簿を閲覧に供しなければ

ならない。 

（透明性の確保） 

第１１条 議長は、報告書、出納簿及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、

政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 

（政務活動費の返還） 

第１２条 区長は、会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額か

ら、当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出（第９条に規

定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。）の

総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命

ずることができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則（平成２５年２月２０日条例第１号） 

１ この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に

関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、

同日前にこの条例による改正前の杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の

交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。 
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別表（第９条関係）

政務活動に要する経費

項 目 内    容

調査研究費
区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要する経費

（調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費）

研 修 費

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要する経費

（会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費）

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会派又は議

員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費

（参加費・会費、宿泊費、交通費）

広聴広報費

１ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴取、区民

相談等の活動に要する経費

（資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、文書通信費）

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費

（印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費）

要請陳情等

活動費

会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費

（資料印刷費、交通費、文書通信費）

会 議 費

１ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費

（資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費）

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する

経費

（参加費・会費、交通費、文書通信費）

資料作成費

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

（印刷・製本費、原稿料）

資料購入費
会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

（書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、有料データベース利用料）

事 務 費
会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

（事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、文書通信費）

事 務 所 費

会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

（事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料）

人 件 費
会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

（賃金、社会保険料、交通費）

備考 括弧内は、例示とする。
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杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則 

（平成 13年 3月 30日規則第 35号） 

最新改正 平成 25 年 2月 20 日（題名改正） 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例（平成１３年杉並区条例第２６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（議長に対する届出） 

第２条 条例第５条第１項及び第２項の規定による届出は、会派に係る政務活動費の交

付に関する届（第１号様式）によるものとする。 

２ 条例第５条第３項の規定による届出は、議員に係る政務活動費の交付に関する届

（第２号様式）によるものとする。 

（交付対象に係る通知） 

第３条 条例第６条第１項の規定による通知は、政務活動費交付対象者状況通知書（第

３号様式）によるものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による通知は、政務活動費交付対象者変更通知書（第４号

様式）によるものとする。 

（交付決定通知書） 

第４条 条例第７条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書（第５号様式）に

よるものとする。 

（交付請求書） 

第５条 条例第８条第１項及び第４項の規定による請求は、政務活動費交付請求書（第

６号様式）によるものとする。 

（政務活動費出納簿） 

第６条 条例第１０条第１項に規定する出納簿は、政務活動費出納簿（第７号様式）に

よるものとする。 

（返還命令書） 

第７条 条例第１２条の規定による返還の命令は、政務活動費返還命令書（第８号様式）

によるものとする。 

 

附 則 

  １ この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 

 ２ この規則による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付 

に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費 

について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。 

- 329 -



60 

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程 

（平成 19年 3月 30日議長訓令甲第 1号） 

最新改正 平成 28 年 3月 31 日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例（平成１３年杉並区条例第２６号。以下「条例」という。）及び杉並区議会の会派

及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成１３年杉並区規則第

３５号。）に定める政務活動費の取扱いについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１０４条に規定する議長の権限に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（支出基準） 

第２条 次に掲げる経費は、条例別表で定める政務活動に要する経費（以下「政務活動

に要する経費」という。）に該当しないものとする。 

（１）選挙活動に関する経費

（２）政党活動に関する経費

（３）後援会活動に関する経費

（４）交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費

（５）飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催する会合に

伴うものを除く。）に関する経費 

（６）条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の目的に

合致しない個人的技能の習得に関する経費 

（７）日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費

（８）自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費

（９）その他政務活動の目的に合致しない経費

２ 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、一の経費のうちに政務活動に要する経

費及びその他のものが含まれるときは、政務活動に要する経費相当額を区分し、政務

活動費により支出しなければならない。 

３ 政務活動に要する経費の細目は、別表のとおりとする。 

（領収書等の提出） 

第３条 条例第１０条第１項及び第２項に規定する領収書その他の証拠書類（次項に規

定する第２号様式を除く。）は、領収書等貼付用紙（第１号様式）にそれぞれ貼付す

るものとする。 

２ 会派及び議員が政務活動のため交通機関を利用して出張し、その実費を政務活動費

により支出する場合は、政務活動交通費記録簿（第２号様式）を作成するものとする。 

（帳票類等の提出） 

第４条 条例第５条第１項の規定による届出を行った会派の経理担当者及び同条第３
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項の規定による届出を行った議員は、政務活動費を次の各号に掲げる経費に充てたと

きは、当該各号に掲げる帳票類等を作成し、条例第１０条第１項に規定する政務活動

費収支報告書に添えて議長に提出するものとする。 

（１）宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１万円以下の場合を除く、視察による調査

研究又は研修会、講演会等への参加に要する経費 政務活動視察報告書（第３号様

式） 

（２）広報紙の作成に要する経費 当該広報紙

（３）備品の購入に要する経費 備品台帳の写し

（４）事務所の賃借料 事務所の賃貸借契約書の写し又は事務所の図面及び写真等、事

務所の要件を具備していることを証明する書類 

（５）事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契約書の写し又はその者の氏名、住

所、生年月日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を証明する書類 

２ 議長は、前項の帳票類等について、条例第１０条第４項に規定する期間まで保存し、

政務活動視察報告書及び広報紙を閲覧に供しなければならない。 

（その他） 

第５条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則（平成２８年３月３１日議長訓令甲第２号） 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

政務活動に要する経費細目 

項 目 内 容 

調査研究費 

○ 月極駐車場代の支出割合の上限は 1／2とする

○ ガソリン代（「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン代を除

く）の支出割合の上限は 1／2 とする（ただし、議員１人当たり月額 5,000 円を

限度とする）

○ スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行き先） 

や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政務活動交通費

記録簿」に代えることができる

○ タクシー利用額の上限は年額 240,000 円とする（ただし、可能な限り他の公共交

通機関を利用する）
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研 修 費 

○ 懇親会費の計上はできないものとする 

○ 政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする 

○ 政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする 

○ 大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとする 

○ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が 10,000 円以下の研修会、講演会等に参加

した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日時、会場、

主催者及び概要等」を記載し、可能な限り資料やレジュメを添付する 

広聴広報費 

○ 広聴広報活動における茶菓代については、1人につき 500 円を限度とし、領収書 

等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する 

○ 区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は1／2とする（た

だし、議員1人1回当たり5,000円を限度とする） 

○ 印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に則して按分する 

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員 1 人当たり年額 30,000 円を超える

ことはできない 

また、1回当たりの購入は、100 枚を限度とする 

○ ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に則して按分する  

要請陳情等

活動費 
○ 細目なし 

会 議 費 
○ 会議等を主催する場合の茶菓代については、1人につき 500円を限度とし、領収

書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する 

資料作成費 ○ 細目なし 

資料購入費 

○ 購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とする 

○ 所属政党発行の機関紙の購読については、議員 1人当たり 1部のみとする 

○ 電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではなく、「事

務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う 

事 務 費 

○ 50,000円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成し管理す

る 

○ 備品購入費については、実態に則して按分する 

なお、購入・買替えに当たっては、所得税法（昭和 40 年法律第 33号）上の減価

償却資産に係る耐用年数を参考にする 

また、任期満了前 6か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする 

○ ポイントカード制を導入している小売店で物品等を購入する際、一定割合のポイ

ントが還元され、次回以降の購入でポイント相当額を代金に充当できる場合は、

還元されたポイントが領収書で確認可能な限りにおいて、そのポイント相当額を

控除して支出する 

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員 1人当たり年額 30,000 円を超 

えることはできない 

また、1回当たりの購入は、100 枚を限度とする 
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事 務 費 
○ はがきを購入する場合は、議員1人当たり年額30,000円を超えることはできない 

また、1回当たりの購入は、100 枚を限度とする 

○ インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費につ

いては、実態に則して按分する 

○ 通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする 

固定電話（事務所専用） 1／2 

固定電話（事務所自宅兼用 FAXあり） 1／2 

固定電話（事務所自宅兼用 FAXなし） 1／4 

○ 政務活動に使用する電話・ＦＡＸについては必要最小限の台数とし、その番号を

議長に届け出るものとする 

○ 名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする 

事 務 所 費 
○ 事務所賃借料について 

自己所有 計上できない 

賃

借 

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は 1／2 とする 

自宅兼用 

 

 

 

 

事務所賃借料の支出割合の上限は 1／2 とする 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積等

を考慮した按分率を乗じた額とする 

 支出割合上限設定基準額 
（自宅賃借料×按分率）×1／2 

 ※自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう 

 ※個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金額の上 

限は月額 50,000円とする 

○ 事務所光熱水費について 

自

己

所

有 

計上できない 

賃

借 

事務所専用 事務所光熱水費の支出割合の上限は 1／2とする 

自宅兼用 計上できない 
 

人 件 費 
○ 議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない 

○ 議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出割合の

上限を 1／2 とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤務内容と

日給・時給等を明記の上、議員 1 人当たり月額 50,000 円を上限として勤務実績

に応じた額とする 

- 333 -



64 

杉並区議会政務活動費調査検討委員会設置要綱 

（平成 21年 6月 19日 21杉議会第 435号） 
最新改正 平成 25年 3月 29日杉議会第 1138 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、杉並区議会会議規則（昭和 31年 9月 25日議決）第 125 条第 4項

の規定に基づき、杉並区議会政務活動費調査検討委員会（以下「委員会」という。）

の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について検討する。 

（１）政務活動費の使途に関する事項

（２）その他委員会が必要と認めた事項

２  委員会は、必要に応じ、学識経験者等の意見を聴くことができる。 

（会長等） 

第３条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は議長職にある者とし、会議を統括する。 

３ 副会長は副議長職にある者とし、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を

代理する。 

４ その他の委員は、会長が指名する。 

（会議） 

第４条 委員会は、会長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（会議の非公開） 

第５条 委員会は、非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。 

（守秘義務） 

第６条 委員会の委員は職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の運営に必要な事項

は、会長が委員会に諮って定める。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、区議会事務局議会法務担当係長において処理する。 

附 則 

この要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。 
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杉並区議会政務活動費専門委員会設置要綱 
（平成 22年 5月 28日 22杉議会第 116号） 

                 最新改正 平成 26年 3月 31日杉議会第 1090号 

 
（設置） 

第１条 この要綱は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条

例（平成 13年条例第 26号。以下「条例」という。）に規定する政務活動費（以下「政

務活動費」という。）に関する意見聴取機関として、杉並区議会政務活動費専門委員

会（以下「専門委員会」という。）を設置することにより、公平性及び客観性を担保

し、適正な執行を確保することを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 専門委員会は、杉並区議会議長（以下「議長」という。）から求められた次の

事項について調査等を行い、その結果を議長に報告する。 

（１） 政務活動費の使途に関する事項 

（２） 政務活動費の適正な執行に関する事項 

（３） その他議長が必要と認めた事項 

２ 議長は、必要があると認めるときは、専門委員会に対し、政務活動費の適正な執行

のために会派又は議員及び区議会事務局からの相談に応じるよう求めることができ

る。 

（組織） 

第３条 専門委員会は、委員３名以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、議長が任命する。 

３ 委員の任期は１年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

４ 専門委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

５ 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

６ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第４条 専門委員会は、会長が招集する。 

２ 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 専門委員会の会議は、非公開とする。 

 （権限） 

第５条 専門委員会は、必要があると認めるときは、議長に対して区議会が保有する政

務活動費に関する情報の提示を求めることができる。 

２ 専門委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する情報の全部又は一部を
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検査することができる。 

（守秘義務） 

第６条 専門委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その

職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第７条 専門委員会の庶務は、区議会事務局議会法務担当係長において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が専門委員会に諮って定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 336 -



67 

２ 過去（政務調査費）の判例 

１「調査研究費」関係 

調査研究の実質があるか否かは、議員ないし会派の主張する調査目的、調査に向け

た準備の有無及びその内容、当該調査研究活動の具体的内容及び上記目的との関連、

調査研究結果の保存状況等を総合的に考慮して客観的に判断すべきである。 

支出の対象となった活動に調査研究の実質があると認められる場合であっても、当該

活動が市政との関連性を欠くことが明らかであったり、必要性・合理性を欠くことが明ら

かである場合には、結局当該支出は市政に関する調査研究に資するために必要な経費

に充てられたといえず、違法になると解すべきである。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 19 日）》 

様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門性や関心も多様であって、議員が全

人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負っていることを考えれば、その調査

対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活動の市政との関連性、その目的、訪

問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるものであると認められ

る。 

飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一見明らかに市政とは無関係であると

か、極めて不相当な日程や著しく高額なもの等以外は、これを認めるのが相当である。 

《札幌高裁判決（平成 19 年 2 月 9 日）》 

２「研修費」関係 

× △△連合会（政党）の政経セミナー会券代、前県知事を囲む市町村議員懇話会費 

○ 講演会「津軽文化の魅力を考える」参加費

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

○ 地域科学研究会主催の研修会、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

主催のシンポジウム

《札幌高裁判決（平成 19 年 2 月 9 日）》 
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３「広聴広報費」関係 

 

市民の意見を収集、把握することは議員の調査研究の一つとして重要であり、調査研

究活動、議会活動及び市政に関する政策等を市民に知らせることは、市政に対する市

民の意思を的確に収集、把握するための前提として意義を有するものということができる

から、こうした広報のために支出した費用も市政に関する調査研究に資するため必要な

費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される。 

              《名古屋地裁判決（平成 21 年 3 月 26 日）》 

 

議員の後援会旅行・激励会の案内等、議員のプロフィール、引退する議員の後継者

の紹介、議員自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等を掲載した部分もあり、

後者の記載部分は議員自身をＰＲするものであり、自己の後援会活動又は選挙活動の

一環と認められるものであって、これが直ちに議員の審議能力を強化することにより地

方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨に適合するものということはできない。       

《名古屋地裁判決（平成 21 年 3 月 26 日）》 

 

（広報することにより区民から新たな陳情又は意見等のフィードバックが予想され、そこ

から新たな視点又は観点の政務調査活動の開始が見込まれるものに関する経費に限

定せず） 

なるべく多くの区民に広報紙に対する関心を持ってもらい、読んでもらうための１つの

手段として、本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等以外の記事（※）を掲載

し、当該記事に係る経費に政務調査費を充てることも、それが合理的な範囲にとどまる

限り許されるものと解するのが相当。(※どの記事も紙面 1 ページの一部を占めるにすぎ

ないことを踏まえた上での判決) 

《東京地裁判決（平成 20 年 9 月 5 日）》 

 

 

４「会議費」関係 

 

政務調査費の対象外の経費として、政党活動・選挙活動に要する経費が定められて

いるから、「政党本来の活動に関する会議」や「選挙運動に関する会議」に要した費用は

政務調査費の支出対象から除外されるものの、そうでない場合には政務調査費の支出

対象に該当するものと解すべきである。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 19 日）》 

 

会派又は議員が陳情者等から市政に関する要望・意見を聴取することは、市議会に
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おいて市民の意思を適正に反映させるための一手段であり、議員の審議能力を強化す

ることにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するものである

から、政務調査活動というべきであるところ、その際陳情者等に対しコーヒー等の飲食物

を提供し、１月当たり２，０００円程度の支出をすることも市政に関する調査研究に資する

ため必要な費用と認めるのが相当である。 

《名古屋地裁判決（平成 21 年 3 月 26 日）》 

    

少人数の会議を喫茶店で行うことは必ずしも稀なことではなく、その場合には会場費

の負担に替えて（あるいは加えて）、喫茶代金の負担が伴うが、その費用も研修会等に

要する経費に当たるというべきであり、更に研修会、会議等において、お茶やお茶菓子

程度の飲食を伴うことは、会合の活性化や円滑化に資するものとして一般的にみられる

ものであるから、その費用はその研修会等に要する経費に含まれるというべきである。 

《京都地裁判決（平成 16 年 9 月 15 日）》 

 

 

５「資料購入費」関係 
 

雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑誌が調査研究活動のために必要

な資料であると認めることができないから、本件使途基準に合致しない支出であると認

めるほかない。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

    

書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金を含んでいたとしてもなお社会通念上

は調査研究に資する費用の一部ということができるから、その全額を本件使途基準に合

致する支出であると認める。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

 

△△協会の平成１６年度会員費及び新聞代（りんごニュース）については、同協会の

会員費を含んでいることや議員の職業が農業であることに照らせば、個人的な支出であ

ると認めるのが相当であるから、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認

める。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

 

スポーツ紙は一般に娯楽性が高い読み物というほかはないのであって、スポーツ紙の

購読が市政に直接、かつ、具体的に関わるような特段の事情がある場合は格別、その

ような特段の事情がうかがわれない場合にまで公金でこのようなスポーツ紙を購入して

- 339 -



70 

よいはずはなく、調査研究活動に資するため必要な経費であると認め難い。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

６「事務費」関係 

内訳が記載された領収書により真に事務用品として購入されたことを認めることがで

き、その２分の１に当たる金額が政務調査活動に資するため必要な費用であったと推認

するのが相当である。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

個人的使用分を２分の１、政務調査活動分を４分の１、それ以外の議員活動分を４分

の１とみる。 

※事務所で使用するパソコンのリース料についての判決

《仙台高裁判決（平成 19 年 12 月 20 日）》 

自宅の電話と事務所の電話が同一番号であり、電話料金の中には個人としての電話

料金（合理的に案分すると２分の１）、政務調査以外の議員活動の電話料金（４分の１）

が含まれていると推認されるから、残りの４分の１に当たる△△△円を正当な政務調査

費用であると認めるのが相当。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

７「事務所費」関係 

調査研究活動に資するためのものと後援会事務所とを兼ねていることがうかがわれ、

その合理的な区分が困難であるから、社会通念上電気料金合計の２分の１を政務調査

活動に資するために必要な費用と認め、その余の△△円については本件使途基準に合

致しない支出と認めるのが相当である。 

※第三者から議員個人としての事務所を賃借している場合の判決

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 

光熱水道費、電話料金及び共同住宅管理費のうち全体の９分の１は、市政に関する

調査研究活動のための事務所の維持管理費もしくは備品に関する経費として、その支

払に事務所費を充てることが許されると解するのが相当。 

※自宅の一部を議員事務所として使用している場合の判決
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《大阪高裁判決（平成 19 年 12 月 26 日）》 

賃貸借契約に係る賃借人である議員と賃貸人が親子の関係にあり、賃貸借の目的が、

賃貸人である父が居住し、かつ父が代表取締役を務める会社が事務所として使用する

建物の一室であるとしても、当該部分が議員としての調査研究活動のための事務所とし

ての実態を有する限り、親子間で当該事務所部分の使用関係ないし経費の負担関係を

明確にしておくために当該部分について賃貸借契約を締結することは、それ自体別段不

自然ということはできず、上記賃貸借契約に係る月間使用料（賃料）の金額（月額５万５０

００円）にもかんがみると、原告が主張する事実関係から直ちに上記賃貸借契約が実体

を欠くものであると推認することはできず、また、上記賃貸借契約に係る建物部分が議

員としての調査研究活動のための事務所としての実態を欠くものと推認することもできな

いというべきである。 

※経済的に同一体ではない親と議員の賃貸借契約についての判決

《大阪高裁判決（平成 19 年 12 月 26 日）》 

８「人件費」関係 

常勤調査研究補助者は、議員の事務室における電話番や連絡係のみならず、市民に

よる市政に対する要望の聞き取り調査、市当局に対する陳情等の政務調査活動の補助

も行っているのであるから、その補助者の給料の半額分を政務調査費から支出したとし

ても、本件条例、本件規則及び本件要綱の定める使途基準に照らして明らかに必要性・

合理性を欠いている等，会派及び議員の裁量的判断を著しく逸脱して支出したということ

はできない。 

《仙台地裁判決（平成 20 年 3 月 24 日）》 

政務調査活動の補助職員に家族を雇用するというのはお手盛りの危険を伴うもので

あり、納税者の立場からすれば、いくら職務に応じた妥当なものであると説明されても、

容易に納得できるものではないし、そもそも妥当な支出であったか否かを検証することが

困難であるといわざるを得ないことにかんがみれば、政務調査費からそのような支出を

すること自体相当ではない。 

《仙台高裁判決（平成 19 年 4 月 26 日）》 
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72 
 

３ 政務活動費制度の変遷及び検討・取組の経過 
 

○ 平成１２年「地方自治法」改正             ・・・「政務調査費」制度化 

 

○ 平成１３年３月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関す

る条例」及び「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する

条例施行規則」制定（平成１３年４月１日施行） 

 

○ 平成１８年１２月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関

する条例」改正（平成１９年５月１日施行） 

    ・・・収支報告書・出納簿に加え、領収書原本の提出を義務付け 

 

○ 平成１９年３月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関

する規程」制定（平成１９年５月１日施行） 

 

○ 平成２０年３月「政務調査費検討会」報告書   

・・・新たな使途基準細目を作成 

 

○ 平成２１年６月「杉並区議会政務調査費調査検討委員会設置要綱」制定 

 

○ 平成２２年５月「杉並区議会政務調査費専門委員会設置要綱」制定 

 

○ 平成２４年９月「地方自治法」改正 

・・・政務調査費が「政務活動費」に改められる。政務活動費を充てるこ

とができる経費の範囲を条例で定めることが義務付けられるとと

もに、透明性をより一層確保することが求められる。 

 

○ 平成２５年３月「杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関す

る条例」施行 

・・・「政務活動費」に改められたことに伴い、条例の題名、規則で定めて

いた使途基準の条例化等の改正を行う。これを受け、「杉並区議会の

会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則」「杉

並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程」、

その他要綱等の所要の改正を行う。 
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会派・議員の皆さまへのお願い 

■ 平成２８年度分の取扱い

 事務局では、政務活動費収支報告書等関係書類の内容確

認を四半期ごとに行います。次のとおり、事務局議会法務

担当へ書類を提出してください（提出書類は２９ページ参

照）。 

① 『４月分～６月分』……  ７月５日（火）まで 

② 『７月分～９月分』……10 月 14 日（金）まで 

③ 『10 月分～12 月分』…  １月 10 日（火）まで

※①～③においては「収支報告書」の提出は不要です。

④『４月分～３月分』……  ４月４日（火）まで 

※全ての書類を提出してください。

★ 平成29年５月１日から「政務活動費収支報告書・出納簿・政務活動視察

報告書・広報紙」の４点は閲覧に供します。「領収書・政務活動交通費記録

簿・その他証拠書類」は情報公開請求の対象となります。

★ 平成29年７月を目途に、「政務活動費収支報告書」を区議会ホームペー

ジに掲載します。

★ 上記①～④の手順を踏まない場合、事務局で内容を確認できないまま、

閲覧に供し、あるいは情報を公開することになりますのでご留意ください。 
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資料５ 
 

３０杉議会第１４号 

平成３０年４月６日 

 

 監査委員 様 

 

区議会事務局長 

                               佐野 宗昭 

 

平成２９年度杉並区職員措置請求監査結果における 

意見・要望事項等への対応状況について（報告） 

 

 平成２９年度の杉並区職員措置請求（平成２７年度政務活動費に関する住民監

査請求）の監査結果における意見・要望事項等への対応状況について、下記のと

おり報告します。 

 

記 

 

１ 意見・要望事項の内容 
 
（１）按分の割合（上限）が定められていない経費について 

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、政務活動とその他の

議員活動や私的活動が混在する場合の按分について、ガソリン代、事務所

賃借料等のように支出割合の上限を２分の１等とするもののほかは、「実

態に即して按分する」、「社会通念上相当な割合で按分する」などとされ、

按分の割合（上限）が定められていない。 

透明性の向上、区民の理解促進などのため、按分の割合（上限）が定め

られていない経費については、適切な按分の割合（上限）を設定すること、

及び個々の会派又は議員においてそれを超える実態がある場合は、より詳

細かつ合理的な説明を付して、その割合で按分することを検討されたい。 
  
（２）団体の会費（年会費）について 

現行の「政務活動に要する経費細目」においては、団体の会費（年会費）

について、「政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする」と

定められているのみで、計上する場合の提出書類等についての規定が設け

られていない。 

団体の会費（年会費）を政務活動費に計上するためには、当該団体の目

的や活動内容が政務活動と関連性を有することが必要であり、その目的や

活動内容が分かる資料の提出や入会目的の明記など、計上する場合の留意

事項等について検討されたい。 
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（３）政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容の記載方法について 

「政務活動費の支出に関する事務処理について（平成２９年度版）」に

おいては、政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容について、「政務活動

との関連性が分かるよう具体的に記載する」こととされ、また、区議会事

務局長の抗弁書では、「政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容について

は、政務活動に対する執行機関や他の議員からの干渉を防止する必要もあ

るため、区政との関連性を有すると判断できる内容であれば、その記載方

法の具体性の度合いは、議員の自律的判断に委ねている」との見解が示さ

れている。 

確かに、政務活動に対する執行機関や他の議員からの干渉を防止するこ

とにも配慮する必要性は認められるところであるが、全く異なる複数の勤

務内容がある場合に一つの勤務内容のみを記載するなど、実態と乖離した

勤務内容の記載は適切ということはできない。 

また、政務活動との関連性が分かるよう具体的に記載するという点にお

いても、必ずしも十分でない記載が見受けられる。 

より適切な記載内容となるよう、改めて、勤務内容の記載方法について

検討されたい。 
 
（４）平成２９年３月３０日付け区議会議長通知について 

平成２９年３月３０日付け区議会議長通知により、運用の改善が図られ

たことは評価することができるものであり、その内容について、政務活動

費規程等に明記されたい。 

 

２ 対応状況 

平成３０年度に向けて別紙のとおり改善した。なお、別紙「３ 平成３０

年度の検討事項」以外にも改善すべき課題があれば引き続き検討する。 
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１ 意見・要望事項への対応状況 
 

（１） 按分の割合（上限）が定められていない経費について 規程改正  

 

（現行）インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費

については、実態に即して按分する。 

（改正）インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費

は、支出割合の上限を１／２とする。ただし、当該支出について合理的な

説明ができる場合は、この限りでない。 

 

 

（２） 団体の会費（年会費）について 規程改正  

 

（新規）政党及び政治団体以外の団体年会費については、規約等を添付し、領収書

等貼付用紙の備考欄に、区政との関連性を記載する。 

 

 

（３） 政務活動補助職員勤務報告書の勤務内容の記載方法について【手引書改正】 

 

（新規）勤務内容が複数ある場合は、可能な限り複数の勤務内容を明記する。 

 

 

（４） 平成２９年３月３０日付け区議会議長通知について 

ア 金券類による支払について 規程改正  

 

（新規）金券類により支出した経費に対しては、政務活動費を充てることができな

いものとする。 

 

イ 支出の対象となる期間を明示した書面の提出等について 【手引書改正】 

 

（新規）一定期間にわたり役務の提供を受ける場合（ホームページ維持管理費等）

は、契約期間等支出の対象となる期間を明示した書面を提出する。 

 

 

 

 

別紙 D 
ロニコ

ロニコ

ロニコ
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２ その他の改善事項 

 

（１） 宿泊を伴わず、往復の交通費が１０，０００円以下の研修会、講演会等の

参加費について 規程改正  

 

（現行）宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１０，０００円以下の研修会、講演会

等に参加した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催

日時、会場、主催者及び概要等」を記載し、可能な限り資料やレジュメ を

添付する。 

（改正）宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１０，０００円以下の研修会、講演会

等に参加した場合は、「研修会等の名称、開催日時、会場、主催者、概要等」

が分かる資料 を添付する。 

 

 

（２） 視察関連費用の経費負担の正確性について 【手引書改正】 

 

（新規）視察先や行程等が他の議員と異なる場合は、政務活動視察報告書や領収書

等貼付用紙備考欄等に、経費分担を明記する。 

 

 

（３） 視察先への土産代について 規程改正  

 

（新規）視察先への土産代に関する支出は、１箇所当たり５,０００円を限度とする。 

 

 

（４） 所属政党発行の機関紙の購読について 規程改正  

 

（現行）所属政党発行の機関紙の購読については、議員一人当たり 1部のみ とする。 

（改正）所属政党発行の機関紙 （機関誌又は冊子を含む）の購読については、議員

一人当たり 各１部 とする。 

 

 

（５） 事務所の表示について 【手引書改正】 

 

（現行）事務所には、看板・表札など、政務活動のため必要な事務所としての表示等

を有していることが必要である。 

（改正）事務所には、看板・表札など、政務活動のため必要な事務所としての表示

ロニコ

ロニコ

ロニコ
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等 (区議会議員○○事務所、○○議員事務所等)を有していることが必要で

ある。 

 

（６） ポイントの取扱いについて 

 

規程改正  

（現行）ポイントカード制を導入している小売店で物品等を購入する際、一定割合の

ポイントが還元され、次回以降の購入でポイント相当額を代金に充当できる

場合は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限りにおいて、そのポイ

ント相当額を控除して支出する。 

（改正）ポイントカード制を導入している小売店で物品等の購入により発生した「ポ

イント」が領収書（レシート）によって確認できる場合は、当該ポイント

相当額を控除して支出する。 

 

【手引書改正】  

（現行）購入により発生した「ポイント」が領収書（レシート）によって確認できる

場合は、当該ポイント相当額を控除して計上する。また、貯めておいたポイ

ントを使用して物品等を購入した場合は、当該ポイントを現金による支払と

同様に扱い、政務活動費として計上可能とする。 

（改正）購入により発生した「ポイント」が領収書（レシート）によって確認できる

場合は、当該ポイント相当額を控除して計上する。 

 

 

３ 平成３０年度の検討事項 

   

按分の割合（上限）が定められていない経費及び月極駐車場代については、３０

年度も引き続き検討を行うものとする。 

ロニコ
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